


巻　頭　言

総合科学研究所長　　

柴　山　　　正　

　２１世紀は「知識が社会経済の発展を駆動する基本的要素となる知識基盤社会で

ある」と言われています。この社会においては「教育がきめて重要な役割」を果

たします。その役割は、①教育研究の高度化、②高等教育の個性化　③組織運営

の活性化です。

　私立大学のうち４割、短期大学は６割が定員割れの状況です。このような厳し

い状況にもかかわらず四年制大学は、この４月に７６５校と史上最多になる見通し

です。定員割れで経営が悪化する大学が相次ぐ中、なお総数は増え続け、さらに

定員増もあり、入学定員は増加しています。しかしその結果は、一部の大学を除

き、「学生の学力低下に伴う大学の教育力の低下」が予想されます。

　中教審大学分科会小委員会は、「多くの大学で入試の多様化により選抜機能が

低下し、入学者の学力水準が担保されない状態となりつつある」と指摘し、高等

教育機関の質を保証するために、「出口管理」に対応した「学士力（仮称）」の導

入を検討しています。

　そこで学生に必要な学士力の参考指針として、学士課程共通の「学習成果」に

関する２１世紀型市民の内容を、①学問分野の基本知識を体系的に理解するととも

に、その知識体系の意味と自己の存在を歴史・社会・自然と関連付けて理解する

「知識・理解」　②知的活動でも職業生活や社会生活でも必要な「汎用的技能」　

③自己管理能力・協調性・倫理観・社会的責任・生涯学習力などの「態度・志向

性」　④これらを活用して課題を解決する「総合的な学習経験と創造的思考力」の

四分野を規定しています。

　現実を直視した教育改革は、大学全体での取り組みすなわち「法人・教員・職

員・学生」が一体となった大学運営が不可欠です。大学力を高めるためには、社

会のニーズに応える特色あるカリキュラムを編成し、それに適応できる教職員組

織を編成しなければなりません。

　ご承知のように大学の果たすべき機能は、「教育・研究・社会貢献」であり、こ

れらを推進するためには、各学究の研鑽に期待する以外ありません。その公開の

場を提供する「総合科学研究」を有効に活用していただきたいと思います。そし

て本研究所が設立以来、継続して積み重ねてきた教育研究の成果をより一層進化

させ、教育改革の推進に寄与するためにも、本研究所の活動にご協力されんこと

を願っています。

Title:D出力用_巻頭言と目次.ec5 Page:1 



Title:D出力用_本文.ec5 Page:144 



目　次

機関研究論文
　　創立者越原春子および女子教育に関する研究（平成１７年度～１８年度）
　　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　Ｈａｒｕｋｏ　Ｋｏｓｈｉｈａｒａ，　ｔｈｅ　Ｆｏｕｎｄｅｒ　ｏｆ　Ｎａｇｏｙａ　Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
　　ａｎｄ　Ｆｅｍａｌｅ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ（２００５～２００６）
　　　堀出　稔・伊藤太郎・木原貴子・遠山佳治・羽澄直子・丸山竜平・村上哲生
　　　吉村智恵子・依岡道子 ・・・　１　

プロジェクト研究論文
　　＜国語力の育成＞をめざす中・高・大連携課題の基礎的検討

Ａ　Ｂａｓｉｃ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｎ　Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ

ａｍｏｎｇ　Ｊｕｎｉｏｒ　Ｈｉｇｈ　Ｓｃｈｏｏｌ，　Ｓｅｎｉｏｒ Ｈｉｇｈ　Ｓｃｈｏｏｌ　ａｎｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｔｅａｃｈｅｒｓ

Ｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ

　　　大森北義・大西裕人・加藤　隆・谷口富士夫・辻　和良 ・・・　６９　
　　　
　　質の高い家庭科教員養成のためのプログラム開発の試み（その１）
　　－国際交流プログラム企画・ホームページ作成－

Ａ　Ｓｔｕｄｙ　ｔｏ　Ｄｅｖｅｌｏｐｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｅ　ｔｏ　Ｅｎｃｏｕｒａｇｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｍｏｔｅ　Ｈｏｍｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　Ｔｅａｃｈｅｒｓ

ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ａｂｉｌｉｔｙ　Ⅰ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｅｓ：Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ

　　　山口厚子・白井靖敏 ・・・　７７　

機関研究中間報告
　　大学における効果的な授業法の研究４
　　－初年次教育についての授業法の開発－
　　　遠山佳治・伊藤太郎・宇野民幸・白井靖敏・竹尾利夫・谷口富士夫・原田妙子
　　　幸　順子 ・・・　８５　

　　創立者越原春子および女子教育に関する研究（平成１９年度～２０年度）
　　　遠山佳治・伊藤太郎・羽澄直子・木原貴子・依岡道子・丸山竜平 ・・・　９１　

プロジェクト研究中間報告
　　ＩＣＴを利用した国際交流プログラムの企画・実践とＬＭＳを通した基礎的支援
　　－質の高い家庭科教員養成のためのプログラム開発の試み（その２）－
　　　白井靖敏・山口厚子 ・・・　９９　

機関研究教育実践
　　幼児の才能開発に関する研究
　　豊かな感性や表現力を育むための実践
　　　幼児保育研究グループ ・・・　１０３　

Title:D出力用_巻頭言と目次.ec5 Page:3 



　　中学生の学力向上に関する研究
　　本校が求める『よい授業』の本質を目指して
　　　中学校学力向上研究グループ ・・・　１０６　

　　高校生の学力向上に関する研究
　　　高等学校学力向上研究グループ ・・・　１０９　

事業報告
　　平成１９年度開かれた地域貢献事業
　　学生の感性とコミュニケーション力を育む『音と光のフェスティバル』プロジェクト
　　　川田博美・鷲野友美 ・・・　１１３　

　　平成１８年度教育講演会
　　　永田繁雄 ・・・　１１５　

事業概要
Ⅰ．運営
　　運営委員会 ・・・　１２７　

Ⅱ．研究助成 ・・・　１２９　
　　１．機関研究
　　　（１）幼児の才能開発に関する研究
　　　（２）中学生の学力向上に関する研究
　　　（３）高校生の学力向上に関する研究
　　　（４）大学における効果的な授業法の研究４
　　　（５）創立者越原春子および女子教育に関する研究

　　２．プロジェクト研究 ・・・　１３２　

Ⅲ．公開事業 ・・・　１３２　
　　開かれた地域貢献事業

Ⅳ．講演会 ・・・　１３２　
　　１．講演会
　　２．教育講演会

資料
名古屋女子大学総合科学研究所規程 ・・・　１３９　

Title:D出力用_巻頭言と目次.ec5 Page:4 



機関研究論文

Title:D出力用_色紙.ec5 Page:1 



総合科学研究　第２号

－１－

研究所機関研究（平成１７年度～１８年度）

創立者越原春子および女子教育に関する研究

Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　Ｈａｒｕｋｏ　Ｋｏｓｈｉｈａｒａ，　ｔｈｅ　Ｆｏｕｎｄｅｒ　ｏｆ　Ｎａｇｏｙａ　Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

ａｎｄ　Ｆｅｍａｌｅ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ（２００５～２００６）

堀出　稔・伊藤太郎・木原貴子・遠山佳治・羽澄直子

丸山竜平・村上哲生・吉村智恵子・依岡道子

Ｍｉｎｏｒｕ　ＨＯＲＩＤＥ，　Ｔａｒｏ　ＩＴＯ，　Ｔａｋａｋｏ　ＫＩＨＡＲＡ，　Ｙｏｓｈｉｈａｒｕ　ＴＯＹＡＭＡ，　Ｎａｏｋｏ　ＨＡＺＵＭＩ，

Ｒｙｕｈｅｉ　ＭＡＲＵＹＡＭＡ，　Ｔｅｔｓｕｏ　ＭＵＲＡＫＡＭＩ，　Ｃｈｉｅｋｏ　ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ，　Ｍｉｃｈｉｋｏ　ＹＯＲＩＯＫＡ

はじめに 堀出　稔

１．名古屋女学校設立とその教育理念 堀出　稔

　　　－欧米の女性擁護運動の創立者への影響－ 

２．名古屋女学校・名古屋高等女学校時期における建学の精神 遠山佳治

　　　および教育理念の一考察（１）－名古屋女学校創設期の状況を中心に－

３．女子教育創立者と建学の精神 吉村智恵子

４．日本の女子大学の『建学の精神・教育理念』の比較検討 伊藤太郎

　　　　－女性原理の発揚の視点から－

５．近代国家建設期の女子教育－日本とアメリカの初期女子教育事情－ 羽澄直子

６．明治・大正期の新聞、雑誌に見られる女性の職業教育について 木原貴子

依岡道子

７．環境問題と女性問題の共通性と女子教育の場での重要性 村上哲生

　　　－特に我国の初期の公害反対運動における女子教育者の関与を中心に－

８．越原－歴史と風土から見た近世以前－ 丸山竜平

９．活動報告

　　（１）平成１７・１８年度の活動概要 丸山竜平

　　（２）「創立者越原春子先生を偲ぶ集い」について 遠山佳治

　　（３）創立者の思い出を語る 依岡道子
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－２－

は　じ　め　に
　
　平成１７年から１８年にかけての２ヵ年の「創立者越原
春子および女子教育に関する研究」もまとめの段階に
入った。平成１７年の新春、２ヵ年継続の本研究には９名
が共同研究１つ、単独研究７つの異なったテーマを持っ
て集まったが、いずれも自らの研究分野から本研究に入
ろうと意欲に燃え、各研究者が互いに協力して本研究を
進め、今に至っている。
　平成も２０年代に入り、少子化の影響による１８才人口
の減少で各大学は公立私立を問わず、学生募集に真剣に
取り組み、学生にとって満足度の高い高等教育機関とし
ての大学作りに励んでいる。このような状況の中、私立
大学の特色ある教育を考える基盤となるものは建学の精
神であり、そこを出発点としてより良い大学を構築して
行くことが欠かせない課題である。また、平成１９年度か
ら実施された法人の合併によって中、高、大の連携を視
野に入れた学園作りも今後益々進んで行く。本研究が学
園の発展に実り多いものとなることを祈っている。
　平成１７年度の活動は、最初研究者個々のテーマをいか
に本研究テーマに結びつけるかの検討から始まった。平
成１７年の年度始めにそのことが検討され、もう１つの副
テーマを「建学の精神と教育理念」と定めた。この２つ
のテーマに個々のテーマを結びつけて、研究を開始した。
また、学園の歴史を知る上で互いの認識を深めるために
学園七十年史『春嵐』を輪読した。個々の異なったテー
マを統括する２テーマがそろい９月以降、月例研究会に
おいて各研究者は研究の進捗状況を報告し、年度末に中
間発表会を開催した。また、それぞれの研究を進める以
外に、創立者を知る昭和１２年から２０年代に在学した卒
業生の皆さんに９月に集まって頂き、「創立者越原春子
先生を偲ぶ集い」を開催した。８名の卒業生の皆様から
創立者の思い出を聞かせて頂き、その後研究所によって
『創立者　越原春子先生を偲ぶ集い』という冊子にまと
められ、貴重な資料となっている。
　平成１８年度は前年度の研究を踏まえ、月例研究会にお
いて研究者が各テーマに沿って研究発表を行った。（ア）
発表者名，（イ）発表月日、（ウ）発表題目、（エ）発表要
旨は次のようである。
１（ア）堀出　稔
　（イ）平成１８年５月２６日
　（ウ）明治・大正期の女性運動の動向と創立者への影

響
　（エ）イギリス、アメリカ及び日本における女性擁護

運動の創立者への影響を分析。
２（ア）伊藤太郎

　（イ）平成１８年６月２３日
　（ウ）日本の女子大学の『建学の精神』の比較
　　　　－女性原理の発揚の視点から－
　（エ）「しなやかさ」を基調とする女性原理を社会に生

かすための女子教育の考察。
３（ア）遠山佳治
　（イ）平成１８年８月１日
　（ウ）名古屋女学校・名古屋高等女学校における建学

の精神および教育理念の一考察
　（エ）明治・大正期の教育論の影響と創立当初から戦

前・戦中の名古屋女学校の教育理念の考察。
４（ア）羽澄直子
　（イ）平成１８年１１月２４日
　（ウ）アメリカの女子教育
　（エ）植民地時代から１９世紀後半のアメリカの女子

教育の日本への影響を考察。
５（ア）丸山竜平
　（イ）平成１８年１１月２４日
　（ウ）越原の地理的・歴史的環境と創立者越原春子を

めぐって
　（エ）創立者越原春子への越原の歴史・風土の影響を

分析。
６（ア）村上哲生
　（イ）平成１８年１２月２１日
　（ウ）初期公害運動における女子教育者の関与
　（エ）明治・大正期の社会運動に参加し、後に女子学

校を設立した矢島楫子の心情の分析。
７（ア）吉村智恵子
　（イ）平成１９年１月２６日
　（ウ）女子教育創立者と建学の精神
　（エ）日本の女子大学の建学の精神の比較検討による

今後の女子大学の在り方を考える。
８（ア）木原貴子・依岡道子
　（イ）平成１９年２月２３日
　（ウ）大正期の新聞、雑誌に見られる女性の職業教育

について
　（エ）『婦女新聞』、『婦人画報』の分析による当時の女

子教育および職業の研究。
　尚、平成１８年度は上記の月例研究会の他に故酒井清子
名古屋女子大学名誉教授による「創立者の思い出を語る」
と題する講演会を開催した。ここに２ヵ年の研究成果を
公表する。 （文責　堀出　稔）
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総合科学研究　第２号

－３－

１．はじめに
　名古屋女学校の創立者越原春子が女子教育に関心を懐
き、その道に進むことになる要因はいくつかある。１つ
には創立者の生家が地主としてその地域の教育機関とし
ての寺子屋の役割を果たしており、蔵書を初めとする教
育環境が整っていたことである。２つ目には幼少年期に
おける人々との出会いである。越原尋常小学校校長内藤
直江、神土高等小学校の友達、従姉で愛知第一師範付属
小学校訓導（教諭）内木玉枝女史との出会いである。３
つ目は内木和との結婚と和からの影響であろう。この３
つの要因が創立者が女子教育に邁進する要因となったと
仮定し、『越原春子伝　もえのぼる』を中心に考察してみ
る。分析の順は、２．幼少年期の教育環境と人々との出
会い、３．女子教育に駆り立てたもの、４．青鞜運動と
創立者への影響、５．アメリカの「ニュー・ウーマン」
の出現とイギリス女性擁護運動の動向、６．女学校設立
とその教育理念、７．女学校設立後の創立者の女性擁護
活動であり、それを総合的に考察して、８．のむすびと
したい。

２．幼少年期の教育環境と人々との出会い
　越原家は祖先をさかのぼると安江氏であり、１３８８年安
江左衛門尉政氏という伊勢平氏ゆかりの人物が伊勢の大
杉谷から東白川村神土に移住したのが始まりである。そ
の後１５３４年室町時代の末、越原村に定住して新田開発
に力を尽くした安江彌兵衛正綱が直接の祖先とされ、 
初代庄屋彌吉以来代々その地域の中核的な家系として今
に至っている。１８１１年江戸時代の文化７年には安江姓
から越原姓に改名し、江戸時代を通して庄屋の家系１）を
継承している。
　越原村では、寺子屋は庄屋宅に開設され、文久年２）

間から明治初年までは越原雄右衛門が師匠をつとめ
た。先に記したようにこの人は春子の祖父である。
　越原雄右衛門は明治５年の新戸籍――いわゆる壬
申戸籍編成の際、彌兵衛と改名した。
　越原雄右衛門の寺子屋における学科は、読書・習
字・算数。修業年限は６ヵ年。２０人ないし３２人が
在学したと記録される。

　このように明治初年においても越原村の教育・文化の
中心は寺子屋を開設していた越原家にあり、その教育的
環境は明治５年に学制が頒布され全国各地に作られる小
学校を始めとする学校制度へと受け継がれて行く。寺子
屋としての教育環境は終焉を迎えたとはいえ、越原家に
は６００冊近くの当時としては大量の蔵書３）が文化的遺産
として残された。また、明治５年の学制頒布の翌年越原
村、神土村、柏本五か村、須崎村、中屋村の５ヶ村の戸
長が連盟で「小学校開業願書」を岐阜県に提出し、認可
された。その願書には越原村副戸長として春子の祖父越
原彌兵衛の署名捺印もあり、東白川地区で小学校教育が
始まってから漢学と数学の助教として越原尋常小学校の
職員名簿に名を連ねている。また、春子の父彌太郎も小
学校職員として名簿に登場し、明治１１年には助教として
勤務している。明治２４年春子は越原尋常小学校（４年
制）に入学する。後に春子はＮＨＫラジオの親子対談で、
彼女が教育の道に進むにあたり強い影響を与えた人物と
して越原尋常小学校校長内藤直江の名前を挙げている。
「そうですね。私の学びました小学校の校長先生、４）

　内藤直江先生といわれましたが、実に立派な方で
してね。お姿と言い、人格と言い、村の人たちは
心から尊敬していました。私も大きくなったらあ
あいう立派な先生になりたいと思いまし
て・・・・・・」

　と述べているように、春子が教育を志す上で強い影響
を与えた人物の１人が内藤直江校長であったと言える。
春子の小学校の友達は、彌太郎日記にも登場する彌太郎
の妹とくの夫徳太郎の妹にあたる安江みをと、同級生で
教員養成所の試験を受けた服田美彌恵である。みをは親
戚の子供であり、仲良し姉妹のようにいつも一緒に通学
し、越原家にもよく泊まった時期がある。春子の教員養
成所受験を理解してくれる友達であり、彌太郎を粘り強
く説得するための良き相談相手であった。しかし、明治
２９年から３０年になるにつれ、彌太郎日記に“みをサ泊
まらる”という記述がなくなって行く。『越原春子伝　も
えのぼる』によると何かの事情によりみをは神土高等小
学校を退学し、春子と一緒に通学しなくなったと記され
ているが、ふたりの進むべき道も異なって行き、話す話

名古屋女学校設立とその教育理念

－欧米の女性擁護運動の創立者への影響－

堀出　稔
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題も違い、徐々に付き合わなくなったのかもしれない。
春子は教員養成所（岐阜県師範学校教習所）の裁縫講習
科の試験を受ける目標に向かって準備を進める新たな段
階に入っていた。その同じ教員養成所を受験する服田美
彌恵とはそのころから交友関係ができた。２人そろって
合格し、明治３２年恵那郡岩村町にあった教員養成所に通
うために、１年間家から遠く離れて生活する。そして翌
年１５才にして恵那郡加子母第３小学校教員になり、１年
間の教員生活を送る。この１５才の若さでの実社会での
教員としての経験がその後の教育の道に進む確固とした
気持ちを作る原点となっていると思われる。
　明治３４年彌太郎のたっての願いにより、春子は越原に
戻る決心をして職を辞した。この年から４年間は春子に
とってはそのまま行くと１人娘として養子を迎えて家を
継いで行くこととなり、自分の進路を自分で決めたいと
いう思いが交差する時期であった。
「おや　もう今日は　二月あゝ実に月日の立つのは５）

　早いもの　空々として日を送るのが実にくやしう
て・・・・・・」

　１６才から１９才にかけて進むべき道が決らない状況の
中、勉学、家の手伝い、縫い物に勤しんだ。この４年間
において春子にとって人生の転機となる出来事が起こる。
それが従姉内木玉枝との出会いであった。
「八月一日　　　　　　　　　　　　　　　　　   ６）

・・・・・・先づおどろきしは　内木氏の風采と
んと上がり　品格高尚とならせたまひさすがに師
範の訓導たる資格は十分にそなわり其の説を聞く
に　皆理ありて　そぞろに敬慕の念を生ぜしむ　
今日より五日迄は　あみものやら造花やら　くさ
ぐさの新知識を得心の修養を得て帰宅しぬ」

　当時玉枝は愛知県師範学校付属小学校の訓導であり、
いわば春子の憧れの存在であった。親戚でもあり、出会
いの前から手紙のやり取りもして人生の先輩として尊敬
していたのである。その玉枝から名古屋に出てくるよう
に誘いを受け、付属小学校を訪問する。
「十一月三日　　　　　　　　　　　　　　　　   ７）

　今日は天長節にて当地のにぎやかなる事中々に
て候　師範本校へ参らんと存じ候も何分・・・・・・
師範の盛大なる事生徒の多き事ピアノ　オルガン
　バイオリンなど大方の楽器はそなへられ　付属
の教師のみにても二十人　教生六十人も之あり、
本校と合すれば中々の多数にて候　式終われば舞
踏会之あり候・・・・・・当市はまだまだ女子教
育不十分にて　女子にて少し教育あれば　大変に
もてはやす処にて候」

　東海地方の中心都市名古屋のにぎわいと教育設備の

整った師範付属小学校を訪問し、教育に生きる意志は
益々高まっていったに違いない。また、名古屋市におけ
る女子教育の不十分さをも見抜いている春子の直観力も
卓越したものがある。明治３７年中京裁縫女学校開設を
準備中の玉枝から開設準備の協力を求められた春子は出
名の決心をする。１人娘の名古屋への旅立ちは、父彌太
郎にとって耐え難いものがあったと思われるが、春子に
とって女子教育に向かう第一歩がこの出来事と考えられ
る。翌年中京裁縫女学校に入学し、学校の仕事を手伝い
ながら女学校教員としての資格を得るための勉学を続け、
明治３９年正式に教員になった。春子にとっては中京裁
縫女学校でのおよそ７ヵ年は教員としての資質を磨く機
会であり、自らの女学校を開設する準備期間であったと
考えられる。

３．女子教育に駆り立てたもの
　春子が教育、取り分け女子教育に関心を懐くきっかけ
となったものは、人々との出会いとその影響以外もう１
つある。それは新聞、書籍などによる外の世界からの情
報である。加子母第３小学校退職から名古屋への旅立ち
までの間に書かれた『越原春子日誌　美濃少女』に記さ
れた言葉から伺うことができる。
「（五月、六月）　　　　　　　　　　　　　　　   ８）

六月一日　婦女新聞が着した　歌子さんが入らした
　　二日
　　三日　熊本から新聞　ほんとうにいいのよ　も

ちっと注文しましょうね
　　四日　無事
　　五日　かり三十二銭九厘　ざんぱつ（散髪）屋

にていろいろ　夜になって内木から手紙
が着（し）た　内木玉枝さんは名古屋の
師範に奉職して入らっしゃるって嬉しい
わ　こ（の）日は休日でしたから朝　谷
屋へ見舞いに行き　それから　女学講義
をしらべた」

　当時越原家には佐賀新聞、家庭新聞、新愛知、熊本新
聞、婦女新聞、教育新聞の６種類の新聞が購読されてい
た。その中の１つ婦女新聞は明治３３年福島四郎によっ
て創刊され、昭和１７年まで４２年間続いた。その創刊号
に記された主要目的の１つは女子教育の研究であり、女
子教育上の大方針、今日も尚一定せざるが如し。益軒先
生の女大学全く棄つべきか。福沢氏の新女大学全く今日
に適するか。或いは又他に適当なる女徳の標準あらざる
か。本紙はまず之を研究せんとす９）と書かれている。ま
た、時代は下がるが大正１２年に示された婦女新聞の出版
目標には、
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１　本紙は、男女が人格的に対等である意義を明ら
か１０）にし、女子の能力を自由に発揮せしむるため、
教育、職業及政治経済上の機会均等を主張する。
２　本紙は、婦人をして喜んで妻母の天職に奉仕せ
しむるに足るやう、家庭の改善に努力する。
３　本紙は、男女の協力による愛と平和の社会を実
現せんことを理想とする。

　『越原春子日誌　美濃少女』には「婦女新聞が着し
た」とだけ書かれ、新聞の内容について日記で触れられ
ていないので推測のみであるが、その後の春子の行き方
をたどれば何らかの影響を受けていることは否定できな
い。例えば、婦女新聞の主要目標が女子教育の研究であ
り、春子も自らの手で女子教育機関である名古屋女学校
を設立するのである。大正１１年に提示された婦女新聞
の出版目標は、男女が対等であること、教育、職業、政
治経済上の機会均等、家庭の改善などである。名古屋女
学校設立以降春子が活動として取り組んだ婦人問題研究
会のテーマには、「婦人参政権の問題」、「女子教育の問
題」、「婦人の職業問題」などである。これらのテーマは
婦女新聞の主要目的や出版目標とほぼ同じであり、１０代
で婦女新聞で読んだ女性の地位の向上をめざす改革思想
を実践に移しているように思われる。それ故に、春子は
これらの問題を討議するため会合に参加するばかりでな
く、その討議されたテーマについて講演会活動を盛んに
繰り広げた。そしてこの東海地域に女性の地位の向上を
めざす考えを広げていった。また、新聞紙上においても
婦人公民権と題する記事で政治と家庭、政治と女性など
女性の選挙権を含む政治参加を訴えた。その延長線上に
戦後の衆議院議員立候補と当選、そして新憲法の草案作
成へとつながるのではないかと思われる。また、『越原
春子伝　もえのぼる』に次のような記述がある。
「その日々の多くを通信教育の講義録『女学講義』１１）

による勉学、また自ら購入あるいは右のように借用
したりしての飽くことのない読書が占め、十ヶ月に
読んだ一般書や雑誌は四十冊を越える。」
　６月１日の『越原春子日誌　美濃少女』の日記に「そ
れから女学講義をしらべた」とあるように、いわゆる通
信教育によって日々勉学を続けた。また、読書について
も加子母第３小学校を退職して越原に戻ってからの日々
は、家の手伝いや着物の仕立ての仕事以外集中的に読書
を行っている。以前記したように越原家には６００冊程度
の蔵書もある。春子の日記にどの本を読み、どのように
思ったかという記述は見つけていないが、１０ヶ月に４０
冊ということは相当な読書量と言える。また読みたいが
手に入らない本がある場合は、在所の医師五斗信吉や服
田儀三郎にも借りている。山深い越原の地にあっても、

春子の旺盛な知識欲を満足させる教育環境が与えられて
いたことは、越原家が代々庄屋としてその地域の中心的
存在であり教育機関も兼ねていた故であろう。まだ近代
の黎明期である明治時代において春子は新聞、書籍を通
して世界や日本の動きから女性の地位や権利そして女子
教育について十分な知識を持ち、日本女性の理想の未来
像を心に描き、現実に自分がどうしなければならないか
いうこともわかっていたのではないかと推測される。そ
れ故に人生において遭遇する様々な機会を捉えてより良
い方向に進み、東海地域の女子教育を担う存在となった
のではないかと思われる。

４．青鞜運動と創立者への影響
　明治３７年１０月、従姉の内木玉枝の求めに応じて中京
裁縫女学校設立の準備を手伝うため名古屋に出た。それ
以降自らの女学校設立までのおよそ１０年間、春子にとっ
て２つの重要な出来事を経験する。１つは自らの女学校
の設立のための教員としての貴重な経験を積むことがで
きたことであり、もう１つは和との結婚である。
　自らの女学校設立にとって重要な体験の１つは、玉枝
が小学校教員として勤務するかたわら女学校設立の夢を
追う姿に触れることは、春子にとって強烈な印象であり、
やがて自分もそうなろうと思う意志を強く持たせること
になったと考えられる。玉枝の中京裁縫女学校設立の準
備を手伝うことで、設立の申請方法などを学ぶことがで
きたであろう。また、設立されたばかりの高等師範科に
１年間学んだ後、明治３９年８月から１ヶ月間東京府帝国
教育会主催家政科講習会（国語・洋裁）を受講に出かけ
ている。その資格を元に正式に中京裁縫女学校の教員に
なり、９年間教員としての資質を磨くことができた。
　もう１つは和との結婚であり、春子にとってはこのこ
とは自らの夢を語りその夢を共に分かち合ってくれる伴
侶を得たことであった。玉枝の中京裁縫女学校開設の手
伝いから教員生活時代にかけての１１ヵ年の半ば、明治
４３年に春子は内木和と結婚。和は越原家第１６代を継ぐ。
このあたりから玉枝と和・春子夫妻との間に感情のずれ
が生じはじめており、春子が母げんに宛てた手紙に登場
する言葉「辛抱」１２）な時期が独立まで続く。
　和は春子との結婚前の明治４２年、早稲田大学予科に入
学、大正２年同大学高等師範部国語漢文及歴史科を卒業
した。ここで注目したいことは和が早稲田大学在学中、
明治４４年東京では平塚雷鳥を中心とする「青鞜」運動が
起こったことである。『越原春子伝　もえのぼる』の著者
南部が、
「ここには紛れもなく、女性を種々の桎梏から　   １３）

解放したいという思想が見える。
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つまり、春子は雷鳥らの動きと無縁ではなく、
やはり何らかの影響を受けていたのだ。
彼女もまた、あの高らかなアピールに胸を
激しく揺り動かされた一人だったに違いない。」
　と述べている。「無縁ではなく共鳴した」という内容の
言葉は真に当を得た言葉と言える。言葉を付け加えるな
らば、春子が幼少年期から１９才まで越原の教育環境とそ
れまで読んだ新聞、書籍から想い描いたこれからの女性
の在り方と、「青鞜」運動で述べられている女性解放の訴
えは当時としてはあまりにも激しいものであったが、そ
の根底には春子自身の考えに通じるものがあったのでは
なかろうか。それ故にこの運動に感動し、その後の彼女
の人生で社会に向けて自分の意見を講演会、新聞等を通
して訴えようという積極的な姿勢が現れていったと思わ
れる。「青鞜」運動の中でしばしば登場する「新しい女」
という言葉は、大正２年以後社会において議論の的に
なった。
「青鞜」同人の動きが社会の視聴を集め「新しい女」１４）

という言葉が喧伝されこの年の新聞・雑誌は賛否の
世論でやかましかった。らいてうは不当な世評と、
動揺する同人たちの弱さを黙視できず、「私は新し
い女である」（中央公論１月）と新しい女の在り方を
志向する生き方とを公表、「青鞜」１～２月では「新
しい女・其他婦人問題に就いて」を付録として特集。
２月には公開講演会を開催し積極的に世評に立ち向
かった。
　しかし、雷鳥が「新しい女」という言葉を通して訴え
る主張は、従来の結婚は「一生涯に亘る権力服従の関係」
に入るものであり「我国のあわれむべき良妻賢母主義」
を難じ「在来の婦人の生活を根底から疑っている」１５）と
訴え、国家、文部省が教育方針として主張する良妻賢母
主義に真っ向から反対することになった。明治４４年の
雑誌「青鞜」創刊から２年後の大正２年、内務省は内容
が安寧秩序紊乱の罪であるとして「青鞜」２月号を発禁
処分とした。五月には雷鳥（平塚明子）著『丸窓より』
を発禁処分、『女学世界』５月号を発禁処分にして行き、
国は女性解放運動を取り締まり、社会秩序を維持しよう
とした。　
　さて、和の早稲田大学時代の恩師の一人が坪内逍遥で
ある。坪内も「青鞜」運動に代表される女性解放運動の
動向に関心を示していた。東京、神戸、大阪、京都で行
われた早稲田大学校外講演会で、「近世劇に見えたる新
しき女」と題する講演を行っている。『大阪毎日新聞』に
その講演について書いた「大意」の中で、
・・・・・・「自意識ある覚醒せる女」、「現代が要求１６）

する女」、つまり「新しい女」だとした。また日本に

も、Ｈ・ズーダーマンの戯曲「故郷」のマグダのよ
うな型の、「新しき女が現れ来たらんとしつつある」
と言った。
　和の恩師の１人が日本を代表する文学者であり、その
恩師がどのような活動を行っているかを知らない学生は
当時いなかったであろう。和が東京から帰省するたびに、
東京で起こっている出来事を春子が聞いたと確認できる
資料はまだ見つかっていないが、女性の地位の向上と女
子教育に関心のある妻に東京での雷鳥らの運動について
語らなかったと考えるほうがおかしく、和から春子に
「青鞜」運動は伝わっていたのではないだろうか。

５．アメリカの「ニュー・ウーマン」の出現とイギリ
ス女性擁護運動の動向

　では、当時の日本の女性解放運動に影響を与えたと思
われるアメリカにおける「新しい女（ニュー・ウーマン）」
の運動、あるいはイギリスにおけるサフラジェット（急
進的婦人参政権運動者）の動向はどのようなものであっ
ただろうか。アメリカでは１９世紀後半から２０世紀初め
にかけて、農業中心の社会に都市化・工業化が押し寄せ、
人々が都市に集中し、生活と文化の近代化が急速に進ん
だ。それに伴い女性が大学などの高等教育を受ける率が
増加し、専門的な仕事に就き、経済的にも知的にも独立
した女性が現れるようになった。それまでのアメリカ社
会における女性の道徳律はイギリスの影響が強く、イギ
リス１９世紀のヴィクトリア道徳律に従っていた。徹底
した良妻賢母主義であり、女性は男性に従うことを原則
とする父権制社会の女性に向けられた道徳であった。し
かし、少数ではあるがその父権性社会の道徳律に反対す
る女性が出現した。それが「ニュー・ウーマン」と呼ば
れ、当時話題となった。
彼女は　澄んだ目を真直ぐに見すえて　夫の傍らに１７）

　友だちのように　しっかりと　自分の足で立つ
彼女は　夫を恐れる故ではなく　よく知るが故に　
大切にする
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
服従ではなく　新しい道徳　生活様式が　彼女を妻
にする　「ニュー・ウーマン」万歳！
彼女は　自分の選択によって　人類がいかに
あるべきかを　賢明に決める　
　当時アメリカのある雑誌に掲載された「ニュー・ウー
マンという詩の一節である。この詩の一節の意味すると
ころは、夫には従うのではなく対等な関係であり、経済
的に自立した女性の姿が表現されている。また、旧来の
道徳に縛られることなく、新しい男女の関係・新しい文
化社会を作り上げること。これからの女性は、自主独立
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した精神を持ち、自分の意志で物事を決定して行く事が
大切であるといったことを訴えていると考えられる。１９
世紀後半から２０世紀初めにかけてアメリカは急速に近
代化を推し進めてきたが、大多数の中産階級の女性たち
は、まだ旧来のヴィクトリア道徳律に従っていた。人生
の目標は結婚であり、結婚後は夫に従い家庭を円満にお
さめ、出産と育児に専念することを目標にしていた。
「ニュー・ウーマン」が社会の注目を集めて話題になっ
たのは１９１４年の第１次世界大戦の頃までであったが、
対極的に見て２０世紀のフェミニズム運動を支えて女性
の地位向上をめざすのに大きな役割を果たした。アメリ
カではこの運動の延長線上に、１９６０年代のウーマンリブ
運動が開花していったと言っても過言ではない。
　イギリスにおいては当時女性の権利運動はどのようで
あっただろうか。１９世紀初めから中頃にかけては女性
の職業の獲得と教育を受ける機会を獲得するための運動
が進められてきた。その運動は１９世紀後半に向かって、
婦人参政権運動へと継続されていった。ジョン・ステュ
ワート・ミルが選挙公約に婦人参政権の獲得を打ち立て
当選して以降、国会において議論が続けられるが、膠着
状態で中々成果が上がらない状態が続いた。全国婦人参
政権協会が組織され請願が繰り返されたが実現にはまだ
時間がかかった。長い停滞期間の後１８９７年下院を７１票
の差で通過したが、それ以上は進まなかった。その後全
国婦人参政権協会は２つの組織に別れ、１つはミリセン
ト・ガレット・フォーセットを会長とする婦人参政権協
会全国同盟と、もう一つはフェミニズム運動の闘士パン
カースト母娘を中心に労働婦人も参加した婦人社会政治
同盟となった。この婦人社会政治同盟の運動は過激で、
実力行使を行って世間の注目を集めた。１９１０年（明治４３
年）、日本の新聞記者兼作家菊池幽芳と長谷川如是閑が
婦人運動にかかわるニュースをロンドンから次のように
送ってきた。
　日英博覧会内での婦人会議に、「最新「新婦人」」１８）

の現況を探った幽芳は、従来「男子と拮抗」を専ら
とした「新婦人」が方向転換をしたと伝えて、同情
の気息をもらす。「一面においては戦場の勇士たる
べし、一面においては人生及び家庭の花たるべし、
これ実に二十世紀における婦人の理想なりとす、吾
人私かに顧みて二十世紀の婦人たるまた難い哉の嘆
なき能わず」（「家庭思想の復活」上下、『大阪毎日新
聞』七月四日―五日）
　如是間は「六月十八日の一万有余の女壮士（サフ
ラジェット）　の大行列」（「女権拡張示威運動」上・
中・下、『東京朝日新聞』八月一日―三日）を報じた。
サフラジェット（急進的婦人参政権運動者）の過激

な行動は、日本の新聞でも度々否定的語調で語られ
ていた。しかし、この日、バスの屋根によじのぼっ
て見物した彼は、「三人の乗馬の婦人」に続くギリ
シャ神話のような女性数百人、下獄した女性「総数
六百十七人」を記念する幕、楽隊四十組、「担いで行
く幕章の数七百本、行列の長さ　二哩（マイル）余」
を目のあたりにして、心を動かされ、観客の反応ま
でを詳細に描きだした。　
　引用はイギリスに派遣された２人の日本人新聞記者の
報告であるが、前半は「ニュー・ウーマン」の運動の１９１０
年の現状報告である。この運動も１９１４年の第１次世界
大戦を境に終息に向かうため、運動の後半である。また、
引用の後半はイギリスの婦人参政権運動のサフラジェッ
トたちのデモ行進である。デモ行進が３キロも続き、下
獄とあるから逮捕され牢獄に送られたものが６１７人と大
量であった。このような過激で戦闘的な状況から判断す
ると、パンカースト母娘の率い婦人社会政治同盟のデモ
行進であったのかもしれない。イギリスのフェミニズム
の歴史は古く、実際に歴史上に現れるのは、１７５０年頃エ
リザベス・モンタギュ―夫人を中心として女性たちが身
の回りのことから女性の権利についても議論したサロン
が有名であり、１８世紀後半にかけ女性の自我意識の高揚
が多くの女性作家を生み出すこととなった。フェミニズ
ムの先駆者メアリ・ウルストンクラーフトは１７９２年『女
性の権利の擁護』を著し、教育・職業における権利を主
張した。
　しかし、１８４６年の産業革命以来時代が進み１９世紀に
なるにつれ、男性は仕事、女性は家庭というように役割
分業が進み、未婚の女性には徹底した躾教育、既婚の女
性は“家庭の天使”となることを義務づけられていた。し
かし、１９世紀全体を通して女性の人口が男性を上回り、
１８５１年にはイギリスの総人口２千９６万人の内約５１万人
も女性の人口が上回り、経済上自立できない女性が増加
した。そこで問題になったのが女性の職業であった。当
時唯一の女性の仕事は家庭教師であり、中産階級の経済
的自立を目指す女性が必死に捜し求めた。このような状
況を打開するため、ガバネス（家庭教師）互恵協会が１８４１
年、その職に就く女性たちの教育を目的としてクイーン
ズ・カレッジを開校した。フェミニスト機関誌『イング
リッシュ・ウーマンズ・ジャーナル』の創刊が１８５８年、
婦人雇用推進協会の設立が１８５９年であった。その後に
権利運動が継続し婦人参政権獲得運動が起こるのだが、
女性の地位向上運動に関しては日本の場合およそ百年遅
れてしまった。婦人参政権の獲得においては、イギリス、
ドイツは１９１８年（大正７年）、アメリカは１９２０年（大
正９年）、日本、フランスは１９４５年（昭和２０年）であ

Title:D出力用_本文.ec5 Page:7 



－８－

る。日本人は１８６８年の明治元年を境に、欧米のあらゆ
るものを吸収し、自分のものにしてきた。春子も越原の
地にあって、欧米における女性の権利、教育、職業など
についての動向を書籍、新聞、人々との出会いを通して、
敏感に反応し、受容し、日本に女性の地位向上の思想を
根付かせた代表的な女性の１人と考えられる。

６．女学校設立とその教育理念
　さて、大正２年和が早稲田大学高等師範部を卒業し、
中京裁縫女学校に春子と共に勤務した。勤務の期間は短
く、名古屋女学校開校までの準備期間は残すところ１年
と８ヶ月である。もちろん明治４３年春子との結婚後玉
枝との感情の亀裂が深まる中、学校設立の構想を練って
いたと思われるが、喜びと厳しさと悲しさがこの短期間
の間に起こっている。まず、喜びは長男鋭治の誕生であ
り、厳しさは学校設置に必要とする資金、敷地、生徒募
集等の準備であり、念願の名古屋女学校が大正４年４月
に開校した喜びもつかの間、６月の長男鋭治の死去が続
いた。生みの苦しみをともなったが春子の父彌太郎が身
を挺して２人を支えることによって、ついに名古屋女学
校が誕生するのである。設立の趣旨には次のように書か
れている。
　時勢の進運に伴ひ女子教育の隆盛に赴き、漸次改１９）

善せられつつあるは誠に慶賀の至りなり。元来女子
は家庭にありて諸事の整理は勿論、直接、子女を教
養すべき自然の教育家たる最大の天職を有するもの
なれば、女子が相当の学問技芸を習得して常識の発
達を図り、品性の陶冶に努むると否とは、一家の感
化に大なる影響あるは歴然たる事実にして、延いて
は国家の消長に関する所以なり。然るに今なほ、余
りに学理にのみ傾きて、社会の日常生活と乖離し、
為に家庭の婦人として実際上の智識に疎きが如き、
或いはまた技芸にのみ偏して日進の智識と品格の涵
養とに遠ざかるが如き頗側なる結果を生じて、やや
もすれば虚文虚飾の教育に流れむとするの謗りある
は、うたた浩嘆に堪へざるところなり。・・・・・・
本邦固有の女徳を発揮し、特に普通一般家庭の現状
を標準として、之に必要なる学術技芸を編成統一し、
教授は徒らに学理にのみ偏せず、勉めて実際的なる
を重んじ、以って正しき日進の智識と実力の才とに
富、真に良妻たり賢母たるべきものを養成し・・・・・・
　趣意書は大正３年に提出され、認可を受けたのである
が、その根幹となる思想は、教育によって女子の能力・
才能の開発を図り、家庭ばかりでなく国家の隆盛に貢献
する。また、今までの女子教育が虚飾に流れ実際上の知
識に疎い弊害を廃して、学理空論ではなく実際的なるこ

とを重んじる。また、品性の陶冶に勤めることを目的に
する。後半で良妻賢母の言葉が入っているが、名古屋女
学校の教育の目的は、良き妻、賢き母であると共に十分
な職能を身につけて経済的自立も果たすことのできる女
性の育成であったであろう。しかし、まだ世間には封建
的な考えも残っている時代であり、女子教育熱が高まっ
ていたとはいえ保守色の強い風土を十分考慮し、女子の
職業や経済的自立といった言葉は控え気味に書かれてい
る。このことは、当時の女性解放運動の先端を走ってい
た平塚雷鳥が世に訴えた考えと異なる。雷鳥は結婚によ
る男性への隷従を断固拒否し、当時の婦人の地位の低さ
に疑問を投げかけて国の推し進める良妻賢母主義に真っ
向から反対した。この思想は、アメリカの「ニュー・ウー
マン」の思想に共通するところがあり、アメリカの女性
解放の思想をそのまま日本の土壌に移そうとしたわけで
ある。それゆえに過激になり、結果的には国家の政策と
対立することになったのである。おそらく、和や春子は
雷鳥の思想に共鳴はするが、当時の日本の女性観を考慮
して、中庸の精神を基盤にして二人の女学校設立を実現
したと考えられる。それゆえに、日本の固有の女性の徳
を重んじながら品格の涵養に勤めるとあり、また普通一
般家庭の考え方に照準を当てている。このことから誰も
が昔から受け継がれた女性の徳のより良い部分の大切さ
を知っており、誰もが人間であれば当然のことと受け止
める「親切」という言葉を校訓としたことは大変重要な
ことである。ともあれ趣意書全体を通じて和と春子が今
から自分たちの女子教育を始めようとするその気概が文
面にあふれていた。最初の１行にあるように、女子教育
は隆盛期に入り、慶賀の至りと喜ぶ行があるが、『和日
記』の中に中京裁縫女学校の卒業生と入学生の状況を書
いた部分がある。
「三月二十九日　　　　　　　　　　　　　　　　２０）

　今日午前十時より卒業式を挙ぐ。
　本科三年十二名、　速成科四十名ばかり。」
「四月六日　
　午前九時より入学式
　新入学生百名余り、多忙を極む。」
　この女子生徒数の増加率からも、和と春子が女子教育
を始めるに最もふさわしい時期であり、その流れを良く
理解し、捉え、名古屋女学校発展の礎を築いたと考える。
　イギリスに女子の職業教育の重要性が叫ばれ、ガバネ
ス（家庭教師）互恵協会が女性の職業教育を目的とする
クイーンズカレッジを設立したのは、１８４１年であり、日
本では江戸時代後期の天保１２年である。６６年の時を隔
てて、この極東に位置する日本にも女子教育の隆盛の時
代が実現したことは、近代化を早く成し遂げようとした
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和や春子を初めとする先人の努力と叡智のお陰である。

７．女学校設立後の創立者の女性擁護活動
　名古屋女学校の開校の翌年から、春子の女性の地位を
向上させる独自の活動が始まった。１９１６年（大正５年）
１１月、春子を含めて４人が発起人となり婦人問題研究会
を発足させた。そこで論じられたテーマは、「男女の貞
操について」、「一夫多妻論」、「婦人の問題」、「婦人参政権
の問題」などである。また、大正６年の岐阜県今渡町婦
人会発会を初めとして盛んに女性の地位向上をめざして
講演会活動を行った。
　１２月２日、新愛知新聞社後援のもとに中部日本婦人連
盟の創立発会式が同社講堂において行われ、近畿地方に
もわたって二府十四県から、各地の婦人会、母の会、女
子青年会等の代表千五百名が参集した。春子は開会のあ
いさつを述べた。この日、次の三項目が決議された。
　　１　婦人の社会的地位の向上を期す。２１）

　２　家庭生活の合理化を期す。
　３　女子教育機関の拡充を期す。
　この３つの議決を見ると、１の社会的地位の向上は、
婦人参政権の運動へと続き、２、３は女性が人間として
能力と才能を発揮できる環境作りをめざしている。また、
新聞各紙にもよく春子の意見が記事となった。
「人類の半分を占める婦人を除外しての普選が果た２２）

して完全なものでしょうか。社会は男女の協力に
よって成り立つもので、ちょうど車の両輪の如きで
あります以上、婦人を除外しての民衆政治は合理的
とは考えられません。・・・・国民の日常生活を離れ
ての政治はなく、国家はわれわれ国民のものであり
ます以上、政治と家庭、政治と婦人をきりはなすこ
とは絶対にできませんでしょう。・・・・・・それ故
に、私は婦人参政権の段階として先ず公民権くらい
は当然に与えられたいと思っております。」
　これは昭和４年１月２５日の『新愛知』の記事である。
ここでははっきりと男女平等の立場から、婦人参政権の
必要性を説き、その前段階として婦人の政治参加である
公民権の獲得を訴えている。春子はまた普選運動の中心
的存在であった尾崎行雄（咢堂）の会の会員を務め、政
治の領域から婦人参政権の可能性を探り、できる限りの
方法によって、婦人の地位向上のための活動を続けた。

８．むすび
　昭和２０年アメリカとの戦いに敗れたが、民主国家アメ
リカが占領政策の民主化５大政策の１つとして“婦人参
政権による日本女性の解放”を掲げた。春子が戦前から
願ってやまなかった婦人参政権が敗戦を代償に与えられ、

戦後初めての衆議院議員選挙において当選を果たして新
しい日本国憲法作りに参加した。ここにおいても春子は
女性の地位向上と女子教育の向上を目指すため大いに貢
献した。
　全体として春子の人生は、日本女性の地位向上を図る
ために弛みない努力が払われた。日本が明治以来急速に
欧米の文明を受け入れ近代化をはかってきたその大きな
流れの一つとして、春子の人生は女性の地位向上に捧げ
られたと考えられる。
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１５）１４）と同書、ｐ．７５

１６）堀場清子『青鞜の時代』（岩波新書　１９８８）ｐ．５１

１７）本間長世『新しい女性像を求めて』（評論者　１９７３）ｐ．６２

１８）１６）と同書、ｐｐ．５０－５１

１９）学園七十年史編纂委員会『春嵐』（学校法人越原学園、学校法人

名古屋女子大学１９８５）ｐｐ．５－６

２０）１）と同書、ｐ．１１７

２１）１）と同書、ｐ．２１５

２２）１）と同書、ｐ．１７４
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１．はじめに
　各時代・時期の社会的要請により、世間から一般に求
められる女性像は少しずつ異なる。そのため、創立から
９０年を超える伝統を持つ本校でも、大枠の基本的教育方
針は変わらないまでも、各時代・時期を見極めながら、
教育目標とする具体的な女性像は少しずつ異なっている
と考えられる。
　そこで、本研究では本校の創設期にあたる名古屋女学
校・名古屋高等女学校時期に限定し、教育目標および教
育事情を客観的に分析することで、本学の教育目標とす
る具体的な女性像の変化を明確にするものである。その
ことにより、本学における建学の精神の社会的役割を再
確認・再認識し、本学の存在意義を社会機能的に考察す
ることを目的としたい。

２．良妻賢母思想と女子高等教育に関する先行研究
（１）良妻賢母思想の研究
　本研究を進めるにあたり、まず日本における明治～大
正時代の良妻賢母像に関する先行研究成果を記しておく
必要がある。なぜならば、現在においても本学の目指す
女性像は「よき妻、やさしい母、力強き職能人」であり、
その基礎に良妻賢母の思想がみえるからである。
　近年の研究成果を含めた研究史整理は、友野清文「良
妻賢母の変遷とその評価」が詳しい。そこでは、幕末か
ら明治初期の賢母論の時期と、「良妻賢母」の成立期・再
編期の三つの時期に区分して、整理されている。それは、
『良妻賢母という規範』（１９９１年）に代表される小山静
子の一連の研究に基づくものである。そこで、本稿でも
その三つの時期を紹介しておく。
＜第１期＞：明治啓蒙期に開明的立場における賢母論が
登場し、女子教育の目標が賢母の育成になった時期
＜第２期＞：日清戦争後に女子教育論がますます隆盛に
なり、「良妻賢母」理念は国家体制に組み込まれて政策的
イデオロギーとなり、高等女学校制度を支えた時期
＜第３期＞：第一次世界大戦後に女子中等教育の飛躍的
普及、職業婦人の増加の影響を受けて、新しい良妻賢母
像または良妻賢母像の再編がされた時期

　この三つの時期に準じて、創立当初の本学の場合をあ
てはめると、第２期から第３期に該当する。
（２）女子高等教育に関する研究
　女子高等教育に関する先行研究は、『大正の女子教育』
（１９７５年）、『女子の高等教育』（１９８７年）をはじめ、日
本女子大学女子教育研究所が推進している。近年では、
畑中理恵『大正期女子高等教育史の研究』（２００４年）に
よって、京阪神地域を中心とした成果が生れている。
　これら先行研究の成果を概観すると、大正時代の女子
教育を考えるに当たり、まず成瀬仁蔵の思想や行動を押
さえる必要があると思われる。明治３４年（１９０１）に日
本女子大学を開校した成瀬仁蔵は、第一に人間形成を主
眼に置いた高等普通教育、第二にイエに限定された良妻
賢母でなく社会改良の担い手を育成する専門高等教育を
目指した。そして、大正７年の「女子教育化改善意見」
では、女子特色の科学「家政学」の必要性を提唱した。春
子の長女鐘子が昭和初期に、成瀬仁蔵の日本女子大学校
で勉学していた関連もあり、春子も成瀬の教育思想の影
響を受けていたと考えられる。
　しかし、子供出生率の低下、女子の健康状態の悪化な
どの世論を背景に、国は女子の高等教育の弊害を唱え、
女子高等教育を抑圧し、良妻賢母主義教育の徹底化を図
るようになる。
　そして、明治４０年の高等女学校令からの発展で、良妻
賢母になるための基礎教養を得させる目的、つまり高等
普通教育の徹底化を図ろうとする学校と、明治３６年の専
門学校令に基づき、女子のさらなる高等教育化を目指し
ていこうとする学校とに分かれていくことになったと考
えられる。東海地区で女子専門学校への移行が図られた
学校は、昭和２年の金城女子専門学校（明治２２年設立の
キリスト教系女学校）、昭和５年の椙山女子専門学校（明
治３８年設立の名古屋裁縫女学校）、安城女子専門学校（大
正元年設立の安城裁縫女学校、現愛知学泉大学）があり、
裁縫女学校に分類される学校があたる。とくに渡辺辰五
郎の東京裁縫女学校（現在の東京家政大学）の系列校が
積極的に動いたといえよう（表１参照）。ちなみに、本学
は裁縫女学校ではなく普通教育の学校の分類に属し、女

名古屋女学校・名古屋高等女学校時期における

建学の精神および教育理念の一考察（１）

－名古屋女学校創設期の状況を中心に－

遠山佳治
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子専門学校への移行ではなく、前者の高等普通教育の徹
底化を推進する道を進むこととなる。

 

表　１　　　東　海　地　方　の　私　立　女　子　高　等　教　育　関　係　一　覧
備考沿革等創設者大学

金城女学校（東下竪杉ノ町）明治２２年（１８８９）アニー・ランドルフ夫人金城学院大学
金城女子専門学校昭和２年（１９２７）（アメリカ南長老派教会）

英文金城学院大学昭和２４年（１９４９）
金城学院大学短期大学部昭和２５年（１９５０）

家政（裁縫）、東京裁縫学校出身名古屋裁縫女学校（東区富士塚町）明治３８年（１９０５）椙山正弐・いま椙山女学園大学
椙山高等女学校大正７年（１９１７）（尾張藩士旧家）
椙山女子専門学校昭和５年（１９３０）

当地区で初の家政学部女子大学椙山女学園大学昭和２４年（１９４９）
仏教婦人会結成、内木玉枝に裁縫講師依頼愛知淑徳女学校（中区西新町）明治３８年（１９０５）小林清作、吉森梅子（京都愛知淑徳大学

愛知淑徳高等女学校明治３９年（１９０６）米穀商出身）
総合愛知淑徳短期大学昭和３６年（１９６１）

愛知淑徳大学昭和５０年（１９７５）
中京裁縫女学校（高岳）明治３８年（１９０５）内木玉枝中京女子大学
中京高等女学校大正１０年（１９２１）（岐阜県加子母村出身）
中京実業学校昭和１９年（１９４４）
中京女子短期大学昭和２５年（１９５０）

体育中京女子大学昭和３８年（１９６３）
柳城保母伝習所（←明治３１年、保母養成所）明治４３年（１９１０）マーガレット・ヤング名古屋柳城短期大学
柳城女子短期大学昭和２８年（１９５３）（カナダ聖公会、

保育名古屋柳城短期大学平成８年（１９９６）　　イングランド国教会）
日本初の女子商業学校名古屋女子商業学校明治４０年（１９０７）市邨芳樹名古屋経済大学

市邨学園短期大学昭和４０年（１９６５）（広島県尾道出身）
市邨学園大学昭和５４年（１９７９）
名古屋経済大学昭和５８年（１９８３）

家政（裁縫）、東京裁縫学校出身安城裁縫女学校大正元年（１９１２）寺部三蔵・だい愛知学泉大学
安城女子専門学校昭和５年（１９３０）（三河／桜井出身）
安城学園女子短期大学昭和２５年（１９５０）
安城学園大学昭和４３年（１９６８）
愛知学泉大学昭和５７年（１９８２）

中京裁縫女学校から独立名古屋女学校大正４年（１９１５）越原和・春子名古屋女子大学
名古屋女学院昭和２３年（１９４８）（岐阜県東白川村出身）
名古屋女学院短期大学昭和２５年（１９５０）
名古屋女子大学昭和３９年（１９６４）

仏教（真宗）桜花高等女学校（御器所）大正１２年（１９２３）諦念（三河／吉良出身）桜花学園大学
名古屋短期大学昭和３０年（１９５５）
豊田短期大学平成２年（１９９０）
桜花学園大学平成１０年（１９９８）
豊橋裁縫女学校明治３５年（１９０２）伊藤卯一豊橋創造大学
豊橋高等裁縫女学校昭和６年（１９３１）（藤ノ花）
豊橋短期大学昭和５８年（１９８３）
豊橋創造大学平成８年（１９９６）
稲沢高等女学校昭和２年（１９２７）足立　励愛知文教大学
稲沢女子短期大学昭和２６年（１９５１）
愛知文教女子短期大学平成５年（１９９３）
愛知文教大学平成１０年（１９９８）
一宮女子商業学校昭和１６年（１９４１）吉田万次一宮女子短期大学
一宮女子短期大学昭和３０年（１９５５）
すみれ洋裁学院（昭和区戸田町）昭和２０年（１９４５）中西泉（常磐塾講師）名古屋外国語大学・
すみれ女子短期大学昭和３８年（１９６３）名古屋学芸大学
愛知女子短期大学昭和５２年（１９７７）
名古屋外国語大学昭和６３年（１９８８）
名古屋学芸大学平成１４年（２００２）
浄土宗教師学校明治２１年（１８８８）椎尾弁匡東海学園大学
東海中学校明治４２年（１９０９）
東海学園女子短期大学昭和３９年（１９６４）
東海学園大学平成７年（１９９５）
菊武タイピスト養成所昭和２３年（１９４８）高木武彦名古屋経営短期大学
名古屋女子商科短期大学昭和４０年（１９６５）
名古屋経営短期大学平成１２年（２０００）

保育岡崎女子短期大学（←早蕨保育園）昭和４０年（１９６５）本多由三郎岡崎女子短期大学
名古屋栄養専門学院昭和３１年（１９５１）滝川一益名古屋文理大学
名古屋栄養短期大学昭和４１年（１９６１）
名古屋文理短期大学昭和６３年（１９８８）
名古屋文理大学平成１１年（１９９８）

（各学校史、Ｗｅｂページをもとに作成）
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３．本学創設期における教育理念と良妻賢母思想
（１）本学開設時（大正３～４年）
　本学は大正４年（１９１５）４月の名古屋女学校（本科３
年・補習科１年・裁縫科１年・家政科２年）の開設に始
まる。
　大正３年の「私立学校設置認可申請書」の添付書類には、
「我ガ国固有ノ女徳ヲ啓発シ、女子ニ必須ナル学術技芸
ヲ以テ日進ノ智識ト実用ノ才トニ富ミ、良妻賢母タルベ
キモノヲ養成」するとある。また、校長越原和・学監越
原春子の共同執筆による大正３年「設置趣意書」には、
「女子は家庭にありて諸事の整理は勿論、直接、子女を
教養すべき自然の教育家たる」と賢母の必要性を説き、
そのために「女子が相当の学問技芸を習得して常識の発
達を計り、品性の陶冶に勉むる」べきという。しかし、
「学理にのみ傾きて、社会の日常生活と乖離し、為めに
家庭の婦人として実際上の智識に疎きが如き、或はまた
技芸にのみ偏して日進の智識と品格の涵養とに遠ざかる
が如き」というように学問・技能は家庭の日常生活から
かけ離れたものであってはならず、「普通一般家庭の現
状を標準」として、「学理にのみ偏せず勉めて実際的なる
を重じ、以て正しき日進の智識と実用の才とに富み、真
に良妻たり賢母たるべきものを養成」が目標と記されて
いる。
　このように、本学開設の趣旨は、先項で紹介した第２
期の良妻賢母思想つまり当時の家庭や国家を支える良妻
賢母思想に準拠したものであった。なお、上記「設置趣
意書」には、「教育勅語、戊申詔書の聖旨を奉戴し」とも
あり、当時の政治状況に準拠する姿勢が読みとれる。
（２）新しい良妻賢母像（大正８年）
　大正８年３月１８日の新愛知新聞にて越原春子「家庭生
活の改良」の提言が掲載された。そこには「婦人は世界
中の人類の生活に直接の需要品、すなわち全人類の衣食
住をことごとく一手に握るものである」「家庭生活を美し
くし、かつ健全の域に進ませるのが婦人の本務」である
という従来の女性が家庭を守るという考えがあるものの、
「家を修め子を育てる傍ら、何なりと一つの職業に従事
して、経済的に自活力を作り、国家の生産力を増やした
い」とある。当時の政治状況に配慮しながらも、はじめ
て春子が持論を展開したものといえよう。つまり、女性
は家庭生活を疎かにせず、かつ職業を持ち自立すべきと
いう考えである。そのために、「衣食調度いっさいを簡
易にし、自ら時間の余裕を作ることが、現在の日本の婦
人としての最大の急務」とし、職能人として活躍できる
時間または育成する時間を捻出するために、家庭生活を
改良しなければならないという結論である。但し、残念
なことに春子の持論の中に、女性が具体的にどのような

職業を持つべきかの意見をみつけ出すことはできない。
　このように、婦人に対する家庭生活を改良の考えが、
同年には改良服という洋装の女学生制服を発表するなど、
実際の教育現場で次第に春子の新しい良妻賢母像、つま
り第３期の良妻賢母像の教育理念が浸透していったと思
われる。
　大正９年に、名古屋女学校は学則の変更を行い、その
時家政科を廃止としたため、開設当初からあった「割烹」
（日本料理・西洋料理）や「家庭簿記」などの授業がな
くなった。本学家政科は、成瀬仁蔵の唱える家政学的な
内容というよりも、調理技術や出納簿記入方法の習得な
ど実践的内容に重きを置いていたため、当時では職業婦
人に必要な技術と理解されずに廃れていったものと思わ
れる。しかし、昭和３年（１９２８）の名古屋高等女学校補
習科の設置で、科目として「家事（家事全般及料理）」
「裁縫（和洋裁縫及繕ヒ方）」がみえる。当時、春子は
「女子の職業教育の甚だ緊要なることを如実に痛感」と
新聞記事に述べている。このように、春子の「家庭生活
の改良」「女子の職業教育」の教育理念が、家政系科目の
合理化を一般的科目とのバランスを取りながら進めるな
ど、本学の学校運営へ反映していたといえよう。
（３）緑ヶ丘女子学園設置時（昭和１４年）
　本学が女子専門学校設置という高等教育化への移行を
選ばずに、高等普通教育の徹底化を推進する道を選んだ
ことは前項で述べたが、それの実現が昭和１４年（１９３９）
の姉妹校緑ヶ丘女子学園の設置であった。その緑ヶ丘女
子学園「設置理由書」には「女子ノ使命ヲ認識セシメ　
徳操ヲ涵養シ・・高等普通

� � � �

教
�

育
�

ノ施設ハ刻下ノ急務」で
あり、「新東亜建設ノ使命ニ叶フ子女ノ育成ヲ期」すとあ
るように、国の政策、東海地区の実状にあわせた良妻賢
母教育を徹底した姿が見える。また、「本校設立趣意書」
には「東亜ノ新事態ニ処スル女子ノ使命ヲ認識セシメ、
徳操ヲ涵養シ健実ナル日本女性ヲ育成スル」とあり、「入
学の栞」にも「教育勅語の御趣旨に基き、堅賢なる国民
精神を把握した明るいそして役立つ女性を育成」とある。
　さらに「国体精神に則り、しかも大陸への深い認識を
持った健康なインテリ女性を育成」と、当時の副校長越
原公明（昭和８年に越原鐘子と結婚）は新聞インタビュー
に答えている。公明の新聞インタビュー記事と緑ヶ丘高
等女学校の設立趣意書がほぼ一致した内容になっている
ことより、この良妻賢母教育は公明の学校経営の考えに
準拠したものであったのではないかと考えられる。
　ここに、春子が提唱してきた「成瀬仁蔵に近い女子教
育」（第３期の新しい良妻賢母思想）と公明たちが考えた
「国家政策に準拠した良妻賢母教育」（第２期の良妻賢母
育成教育）と、やや趣の異なる教育姿勢が併存しながら、
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本学の教育理念を作り上げていったといえよう。
　しかしながら、緑ヶ丘女子学園が創立した時期は、昭
和１２年（１９３７）年に日中戦争、昭和１３年には第二次世
界大戦が勃発した時期であった。それゆえ、国の政策、
地方の実状にあわせていかないと経営が難しくなるとい
う社会的状況があり、本校の教育像は表向きに第２期の
良妻賢母育成教育に徹した姿がみえる。つまり、春子の
「家庭生活の改良」の考え、第３期の良妻賢母像の教育
理念は時代の中で、一旦姿を消していったのである。そ
して、寄宿舎生活が発端となった校訓「親切」など、家
庭的温かさを売りにした教育的雰囲気や環境が、国家を
家庭と捉える当時の家制度的国家政策に、馴染んでいっ
たといえよう。

４．春子の思想と本学創設期における女性教員の活躍
　第２期の新しい良妻賢母を唱えた春子の思想形成にお
いては、成瀬仁蔵などの中央の影響、名古屋の状況、本
学の状況などさまざまな要因が影響を与えていよう。そ
こで本項では、まず本学の創設期における女性教員の存
在に注目したい。

　大正４年４月の名古屋女学校開校当時は、生徒２６名に
対して、越原和・春子を含めて教職員は８名であり、う
ち４名（表２参照）が教員を勤めていた。なお、教員は
職員として列記されている人もおり、現在のように教員
と事務職員との明確な区分けは、実際の仕事上において
も曖昧であったと思われる。
　開校２年目にあたる大正５年３月には、生徒８０人に対
して、教員は１０名（男性７名・女性３名）であった（表
３参照）。３名の女性については、春子の他は不明であ
る。また、男性教員についても和を含めて３名しか名前
が確認できず、４名は臨時的な教員の可能性が高い。翌
大正６年３月には、教員は１０名（男性５名・女性５名）と、
男女比が半々になる。当時の一般的状況からすると、本
学創設期における女性教師の活躍は画期的なことといえ
よう。大正９年の職員届によると、女性教員４名とも裁
縫・手芸の先生であり、内３名は名古屋女学校出身者で
あった。このように、本校卒業生が先生となって教壇で
活躍し、それを目の当たりにした生徒たちが、先生を目
標にして勉学に励むという構造があったといえよう。ま
た、事務職員でも名古屋女学校卒業生の伊藤そゑ・入野

表２　　名古屋女学校創設期における教員一覧

備考学歴住所年齢（大正９年 11月）採用年度担当科目氏名

校長早稲田大学高等師範科３５歳大正４年修身、国語、地理、歴史越原和

学監東京女子教育会家政科３６歳大正４年作法、裁縫、手芸、家政越原はる（春子）

～大正８年度中区（５６歳）大正４年割烹立松惣太郎

職員東区４９歳大正４年課外授業（生花・点茶）日比野安三郎

大正５年裁縫、手芸水野ひさ

職員、～大正８年度大正６年算術、英語牧常彦

名古屋女学校千種町３０歳大正７年裁縫、手芸鈴木とめ

名古屋女学校東区３０歳大正９年裁縫、手芸倉知きぬゑ

西区５４歳大正９年算術、図画、理科（物理・化学）、国語久野広言

美和村４３歳大正９年体操、地理、歴史篠田藤太郎

西区５１歳大正９年習字岡田清輔

２５歳唱歌蜂須賀柔太郎

名古屋女学校東白川村越原２７歳大正９年裁縫、手芸安江つる

（「大正九年職員調」など私立学校設置認可申請書類より作成）

表３　名古屋女学校創設期における学級・生徒・教員数

教員数生徒数学級数

１０（男７・女３）　８０（本科４０・補習１５・裁縫１５・家政１０）６（本科３・補習１・裁縫１・家政１）大正５年３月

１０（男５・女５）　９５（本科４８・補習１７・裁縫２１・家政８）６（本科３・補習１・裁縫１・家政１）大正６年３月

１０（男５・女５）１３２（本科７１・補習２９・裁縫２９・家政３）６（本科３・補習１・裁縫１・家政１）大正８年３月

１２（男６・女６）１７３（本科１３９・補習１４・裁縫２０）６（本科４・補習１・裁縫１）大正９年４月

（私立学校設置認可申請書類より作成）

表４　名古屋女学校・名古屋高等女学校における教育科目

割烹家庭簿記体操唱歌・音楽英語歴史地理図画算術・数学理科国語家政・家事手芸裁縫作法修身

○○○○○○○○○○○○○○大正４年／名古屋女学校：本科３年

○○○○○○○○○○○○○○　　　　／名古屋女学校：補習科１年

○○○○　　　　／名古屋女学校：裁縫科１年

○○○○○○○○○○○○○　　　　／名古屋女学校：家政科２年

○○○○○○○○○○○○○○大正１０年／名古屋高等女学校：４年

（『学園七十年史　春嵐』より作成）
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あきが採用されている。
　このような卒業生の教職員採用は、春子の考える職業
女性の一つの具現と考えられる。また、これら卒業生に
よる本学教職員としての活躍が、春子の持論をより強固
なものにしていったものと思われる。

５．春子の思想と尾崎行雄の思想
　春子に大きな影響を与えた人に、尾崎行雄（咢堂）が
いる。本項では、春子の思想形成に与えた尾崎行雄の思
想について検討していきたい。
　尾崎行雄が本学に関係したのは、緑ヶ丘に移転して新
ホールで開催された、昭和１１年（１９３６）１０月５日の講
演会である。『春嵐』『もえのぼる』ともに、尾崎行雄は
当時司法大臣であったと記しているが、司法大臣の在任
は大正３年４月１６日～大正５年１０月４日であり、当時
は一衆議院議員であった。
　尾崎行雄は、安政５年（１８５８）に相模国津久井郡又野
村（現在の神奈川県津久井町）に生まれた。上京して、
平田派国学を学んだ後、慶応義塾で学んだ。福沢諭吉の
推薦で、新潟新聞の主筆になり、その力を大隈重信に認
められる。そして、立憲改進党に入党し、政治家の道に
入る。東京府議会議員を経て、明治２３年（１８９０）の第
１回総選挙で、ゆかりの三重県伊勢より出馬し、衆議院
議員に選出された。以来、当選２５回、在職６３年間、２
代目東京市長にも就任し、明治から大正・昭和へと藩閥
官僚や軍部と対立しながら憲政を支えていった大政治家
である。
　憲法護憲運動や普通選挙運動など民主主義政治に関係
した文筆は山のようにある。しかし、本稿では春子の
「家庭生活の改良」「女子の職業教育」という教育理念に
関連するものを選んで比較検討していきたい。
　大正１４年の『婦人世界』２０巻５号に、「新時代に処す
る婦人の生活」という小論が掲載されている。「改善すべ
き衣食住」「封建的思想感情」「人間らしく生きよ」の３
項から成り立っている（以下、原資料の引用であっても
旧仮名遣いや旧字などは改めた）。
　「改善すべき衣食住」では、「婦人も大いに働かねばな
らぬ」としつつも現実はそうでないと歎いている。そし
て衣については、「働くには着物をぬぎかへねばならぬ」
として、労働における和服の効率の悪さを指摘している。
食については、「婦人は男子に比して、著しく少量であ
る。・・・多くのものを食うことが出来ない婦人は、又充
分働くことが出来ない」という。別稿ではあるが『山荘
閑話』の「肉食文明と穀物文明」の中でも、婦人は肉を
あまり食べないし、牛乳も飲まないので体力が乏しいと
記している。「改善すべき衣食住」に戻ると、さらに「大

いに働く為には、大いに食べ、大いに休まなければなら
ない」とし、食事量だけでなく睡眠時間をも充分取るよ
うに指導している。住については、「真に働く為の住居
であるならば、靴でもどんどん上れるものにして置かな
ければならない。」とし、畳使用の和室をやめて活動的な
空間づくりを目指すよう説いている。
　「封建的思想感情」では、「今日の婦人の持つ思想とい
ふものは、封建時代の思想」といい、「戦いに役立つよう
に男子の奴隷とされた」と規定する。平和協会など社会
的諸活動に女性の参加が少ないと嘆き、戦うことを忘れ
た女性の思想・感情を呼び起こそうとするものである。
　「人間らしく生きよ」では、婦人の考えている良妻賢母
を「鶏の雄雌の如きもの」と例え、幼き時は母に仕え、
長じて夫に従い、老いて子に従うといい、封建的思想と
規定している。「現代の婦人は、あくまで人間といふ脳
髄を持って、人間らしく生きなければならない。正しい
人間としての理解を持って、夫の非行を諌め、父母の間
違いを矯めす妻となり、母とならなければならない」と
いう。そして、「人間の道がわからぬ以上、学問は無用で
ある」と結び、新しい良妻賢母実現には、女性の教育の
重要性も説いている。
　そして、のちに『咢堂十訓』の一つとして、「家庭生活
改善のため、漸次畳生活の廃止、節酒、節煙、白米の常
食禁止を行う」とある。また『山荘閑話』の「懶惰性と
活動性」にて衣食住の生活様式を活動的に改変しなくて
はならないものの、それは「必ずしも西洋風を模倣する
を要しない。出来得べくんば、西洋風以上の便利・有効・
質実・簡易な衣食住を工夫したいものだ」と述べている。
　このように尾崎の本論は、女性やそれを取り巻く社会
全般が、封建的な生活環境や思想からの脱皮をすべきと
いう主旨である。春子の持論は、「家庭生活の改良」をは
じめ、職業婦人の存在を前提にしており、また洋装の女
学生制服の採用などは尾崎のいう「改良すべき衣」に合
致している。また、春子自身が大正５年に発足した名古
屋の「婦人問題研究会」に所属して活動し、講演活動な
どを行うことは「封建的思想感情」から解き放された女
性の言動そのものであったといえよう。さらに、それら
の考えを基本として、一般的な基礎教養とはいえ新しい
良妻賢母実現のために女子教育を推進する姿勢は、尾崎
の考えとほぼ同じであったといえよう。

６．おわりに
　越原春子は、成瀬仁蔵など東京を中心とした女子教育
の重要性・活性化への考え、名古屋における女子教育界
の動向に影響を受けつつ、名古屋女学校・名古屋高等女
学校の創立・運営にあたり、「家庭生活の改良」「女子の
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職業教育」という教育理念を持つようになっていった。
そして、春子のこの持論は、当時政治家・思想家として
大活躍していた尾崎行雄の考えに後押しされ、春子自身
が確信するものになっていったと思われる。
　但し、春子の著作類は新聞記事のほか、ほとんど皆無
であり、春子の思想に関する文献資料が少ないため、春
子の教育理念を直接知ることは難しい。その意味で、春
子は理念型教育者ではなく、実践型教育者であったとい
えよう。校訓「親切」などで培われた家庭的温かさを伴っ
た教育的雰囲気や教育の現場で、「家庭生活の改良」「女
子の職業教育」という教育理念・考えを、次第に展開し
ていったものといえよう。
　なお、春子が関わっていた組織、尾崎行雄を支援した
名古屋咢堂会や婦人問題研究会などを分析することで、
春子の教育理念への形成の社会的背景をさらに探求する
ことができよう。関連資料の発掘とともに、今後の研究
課題としたい。
　最後に、名古屋女子大学関係資料の閲覧にご協力いた
だいた本学理事長越原一郎氏、三重県伊勢市の尾崎咢堂
記念館の中田勲見氏をはじめ、神奈川県津久町立尾崎咢
堂記念館、東京の憲政記念館の関係者に深く感謝の意を
表する次第です。

参考文献
・『学園七十年史　春嵐』（学校法人越原学園・学校法人名古屋女子大

学、１９８５年）

・『越原春子伝　もえのぼる』（学校法人越原学園・学校法人名古屋女

子大学、１９９５年）

・『尾崎咢堂全集』第６巻（公論社、１９５５年）

・『尾崎咢堂全集』第７巻（公論社、１９５５年）
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１．はじめに
　創立者が女子高等教育機関の役割を果たす上で柱とし
た建学の精神について、その創設に至るまでの経緯や創
立者の人間像、創設時の社会の要請等との関連について
分析し、さらに建学の精神を具現化した教育の内容や方
法について検討することは、女子大学の男女共学化傾向
が見られる現状において、女子に対する教育を継続する
大学が今後担う側面を明らかにする上で意義あることと
考えられる。
　国内において、明治後期から昭和に至る時期に多くの
女子高等教育機関が創立され、それぞれが掲げている建
学の精神は、主にその創立者あるいは設置主体がイメー
ジする人間像や教育理念および時代背景を反映したもの
と考えられる。特に明治、大正期の女学校においてはそ
の教育に「良妻賢母」の概念が多く反映され、その教育
理念を実践化するために裁縫や家政などの学科が構成さ
れる傾向にあったといえる。
　本研究では、創立以来女子のみを教育の対象とし続け
ている私立女子大学について、各大学が創立当初から掲
げている建学の精神あるいは高等教育機関となるにあ
たっての教育理念がどのように示されているのかを資料
収集する。さらに、創立者が建学の精神を掲げるに至る
経緯が明らかにされている事例にあたり、女子高等教育
機関の建学の精神について検討することを目的とする。
　本稿では、社団法人日本私立大学連盟及び大学協会に
加盟する私立大学を検討の対象として、女子大学として
の名称をもつ大学を選び出し、その創立の経緯、創立者
に関する資料、創立時の時代的、社会的背景、建学の精
神に関する解釈の変遷、建学の精神と学部・学科構成の
変遷などについて公表されている資料をもとに整理した
結果を報告する。
　
２．女性創立者による女子大学
　女性個人が創立の主体となっている場合、あるいは設
置主体が団体となっているが実際にはその創設に深く女
性個人が関わっている女子大学の一部について、その概
要を示す。
１）川村学園女子大学
　創立者である川村文子（１８７５－１９６０）は、関東大震
災後の荒廃した社会・世相を我が国の「非常」の時とと

らえ、その解決のためには女子教育の振興以外にはない
と考え、１９２４年（大正１３年）川村女学院を創設した。　
建学の精神として「感謝の心」「女性の自覚」「社会への
奉仕」が掲げられている。
　教育機関としての組織の変遷は、創立から５年後の
１９２９年（昭和３年）に高等専攻科（国文科・家政科）
を開設し、１９５２年（昭和２７年）に短期大学（家政科）
開設、１９８８年（昭和６３年）に大学（文学部）を開設し、
現在の大学学部学科構成は、文学部（国際英語学科、史
学科、心理学科）、教育学部（情報コミュニケーション学
科、社会教育学科、幼児教育学科）人間文化学部（日本
文化学科、観光文化学科、生活文化学科）である。
２）安田女子大学
　創立者である安田リヨウは、「女性のために教育の場
を」と願い、１９１５年（大正４年）　広島技芸女学校を創
設した。建学理念は「柔しく剛く（やさしくつよく）」で
あり、「柔しく（やさしく）」とは、心づかい、気くばり、
思いやりといった、人間としての徳。「剛く（つよく）」
とは、意思、知識、技術など、自分を支える実力。安田
リヨウは「幼児教育から最高水準の教育までを一貫して
行える総合学園に育てていきたい」という願いをもち、
真の人間教育を実践したいという理想を実現するための
建学理念を示したといえる。
　教育機関としての組織の変遷は、１９５５年（昭和３０年）
に安田女子短期大学（保育科）を開学し、１９６６年（昭和
４１年）に大学文学部（日本文学科・英米文学科）を開
学した。現在の大学学部学科構成は、文学部（日本文学
科・英語英米文学科・児童教育学科・心理学科）、薬学部
（薬学科）である。
３）神戸親和女子大学
　１８８７年（明治２０年）に開校された親和女学校がいっ
たん閉校となり、１８９２年（明治２５年）に友国晴子（１８５８
－１９２５）により再興される。１９０８年（明治４１年）に親
和高等女学校となり、校訓を「誠実、堅忍不抜、忠恕温
和」とする。この意とするところは次のように示されて
いる。
１．誠実を旨とし、言行に表裏なからむことを期すべし
１．堅忍不抜の精神を持し、以って婦人の天職を尽すべ
し
１．温和従順の徳を本とし、忠恕の道を完うすべし

女子教育創立者と建学の精神

吉村智恵子
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　教育機関としての組織の変遷は、１９６６年（昭和４１年）
に親和女子大学文学部（国文学科、英文学科）開学し、
現在の大学学部学科構成は、文学部（総合文化学科）発
達教育学部（児童教育学科、心理臨床学科、福祉臨床学
科人間科学科）である。
４）実践女子大学
　創立者　下田歌子（１８５４－１９３６）により、１８９９年
（明治３２年）に、帝国婦人協会付属実践女学校および女
子工芸学校を開設。
　校訓は「堅実にして質素、品位ある女性の育成」であ
り、校名の「実践」は、学問を実際に役立て実行すると
いう意であり、命名の由来は「本校は本邦固有の女徳を
啓発し、日進の学理を応用し、つとめて現今の社会に適
応すべき実学を教授し」（私立実践女学校規則第一条‐明
治３２年）とあることなどから、明治初期欧米より流入の
「実学主義」に、古来の「実践躬行」の意を込めたもの
とされている。
　教育機関の組織としての変遷は、１９４９年（昭和２４年）
実践女子大学を設立し、文家政学部の１学部に、国文・
英文・家政の３学科を設置。１９５０年（昭和２５年）に短
期大学（家政科）を設立。
　現在の大学学部学科構成は、文学部（国文学科・英文
学科・美学美術史学科）、生活科学部（食生活科学科、生
活環境学科、生活文化学科）、人間社会学部（人間社会学
科）である。
５）大妻女子大学
　創立者大妻コタカ（１８８４－１９７０）は、１９０８年（明治
４１年）に手芸・裁縫の塾を開き、後に１９２２年（大正１１
年）に女子勤労学生のための中等夜間学校を開設した。
　校訓は「恥を知れ」であり、創立者によれば「これは
決して他人に対して言うことではなく、あくまで自分に
対して言うことです。人に見られたり、聞かれて恥ずか
しいことをしたかどうかと自分を戒めることなのです」
ということである。
　教育機関としての組織の変遷は、１９４９年（昭和２４年）
に大妻女子大学を設置し、家政学部（被服学科、食物学科、
家庭料理学科）を置く。１９５０年（昭和２５年）短期大学
部（家政科）を設置。
　現在の大学学部学科構成は、家政学部（食物学科、被
服学科、児童学科、ライフデザイン学科）、文学部（日本
文学科、英文学科、コミュニケーション文化学科）、社会
情報学部（社会情報学科）、人間関係学部（人間関係学科、
人間福祉学科）、比較文化学部（比較文化学科）である。
６）東京女子医科大学
　１９００年（明治３３年）に東京女醫學校を創立した創立
者吉岡彌生（１８７１－１９５９）は、１９５２年（昭和２７年）

新制大学設立に際して、東京女醫學校創立の主意をもっ
て建学の精神とした。
　その主旨は、高い知識・技能と病者を癒す心を持った
医師の育成を通じて、精神的・経済的に自立し社会に貢
献する女性を輩出することであった。教育・研究・診療
の基盤となる理念は「至誠と愛」であり、設立時の学則
には「医学の蘊奥（うんおう）を究め兼ねて人格を陶冶
し社会に貢献する女性医人を育成する」と記されている。
　現在の学部構成は医学部及び看護学部である。
７）津田塾大学
　１９００年（明治３３年）に津田梅子（１８６４－１９２９）が女子
英学塾を創設し、開学時に、女子に専門教育を与える最
初の学校であること、人間として女性としてａｌｌ－ｒｏｕｎｄで
なくてはならないことを、学生へのメッセージとしてい
る。また、専門学校の教師を養成することも目指してい
た。
　教育機関の組織としては、１９４８年（昭和２３年）に津
田塾大学（学芸学部英文学科）を設立し、現在の大学学
部学科の構成は、学芸学部（英文学科、国際関係学科、
数学科、情報科学科）である。
８）女子美術大学
　女子美術学校として、１９０１年（明治３４年）に横井玉
子を始めとする複数の発起人により開校された。建学の
精神は「芸術による女性の自立」「女性の社会的地位の向
上」「専門の技術家・美術教師の養成」と定められた。
　１９４９年（昭和２４年）女子美術大学が発足し、芸術学
部に美術学科と服飾学科を設置。現在の大学学部学科構
成は、芸術学部に絵画学科、工芸学科、立体アート学科、
デザイン学科、メディアアート学科、ファッション造形
学科、芸術学科が設置されている。
９）東北女子大学
　創立者柴田やすは、１９１４年（大正３年）に私塾を起こ
し、１９２３年（大正１２年）に弘前和洋裁縫女学校を開校
した。「生活の中に教育を生かせ」が理念となっている。
大学は１９６９年（昭和４４年）に開学し、家政学部（家政
学科、児童学科）を有している。

３．建学の精神について
　前述した女性創立者による女子大学の例の中で、建学
の精神に示された創立者の願いについて検討を試みる。
１）「自覚」という観点から
　女性として、あるいは人間としての「自覚」という言
葉を建学の精神に用いている例から、女子教育において、
どのような自覚を求めらているのかを検討する。
　川村学園女子大学創立者川村文子については先行研究
（内海崎、２００１）によって次のようにまとめられたもの
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がある。（１）文子の家庭観は性別役割分業を前提とした
近代家族の特徴を持っていた。そのため（２）文子は女
性の家内役割を重視し、主婦役割を十分にこなす良妻賢
母を理想の女性像とした。したがって、（３）文子の女子
教育理念は「女性の自覚」に象徴化された良妻賢母の育
成となったのである。（４）文子の良妻賢母は、性によっ
て人間の序列を諮らない神道の人間観・女性観によって
支えられており、女性の本性的価値を具現化した女性像
であった。また、（５）専業主婦を前提とした良妻賢母は
大正期に急増した都市部の新中間層が求めた女性像であ
り、川村女学院の女子教育は、この階層の女子教育要求
に適合していたといえる。と結論付けられたものである。
　また、学園紹介では「人づくりの根幹は母親教育であ
り、女子教育の振興こそが、国家社会の形成者育成の礎
である」という信念のもとに「感謝の心」を基盤として、
「自覚ある女性」の育成と、「社会への奉仕」を目標とし
て、「幼稚園から大学までの一貫した女子教育を行い、豊
かな人間性を備えた多くの女性を世に送りだしてまいり
ました。」とある。先行研究の「（３）文子の女子教育理
念は「女性の自覚」に象徴化された良妻賢母の育成となっ
たのである」及び「（４）文子の良妻賢母は、性によって
人間の序列を諮らない神道の人間観・女性観によって支
えられており、女性の本性的価値を具現化した女性像で
あった。」というところからも、川村文子の言う「良妻賢
母」に繋がる「女性の自覚」という理念は、「女性として
の役割を家内で担う」ことを意識することであろうか。
川村文子のこの「女性の自覚」は１９２４年の創設時に示
されたものであるが、それ以前に「自覚」という言葉が
建学の精神に用いられている例を次に示す。
　女性創立者ではないが、上野学園大学は１９０４年（明
治３７年）に、石橋蔵五郎（１８７５－１９６４）により、建学
の精神を「自覚」として創立されている。女性が妻となり、
母となることのみが最良の行き方であるという考えが主
流であった当時に、人間としての自覚を持つことを建学
の精神としたと記されている。上野学園は後に高等学校
に初めてを音楽科設置し、１９５２年（昭和２７年）には短
期大学に音楽科を、１９５８年（昭和３３年）に大学に音楽
学部を設置している。
　また、１９０１年（明治３４年）に創立された日本女子大
学の建学の精神はヒューマニズムによる女子教育であり、
創立者である成瀬仁蔵はその理念として、「女子を人間
として教育する。女子を夫人として教育する。女子を国
民として教育する。」とした。また、女子教育の基本精神
を具現化したものが「信念徹底」「自発創生」「共同奉仕」
の三つの言葉であり、個を尊重することにより、ひいて
はそれぞれの国家や民族の持つ社会や文化の特色を認め

合いながら、国際的連帯、平和の確立に寄与することが
できます。そして、そのような社会の実現に、女子の役
割や力を期待し、その力を育てていく、それが創立者の
教育理念です。とある。人間として、婦人として、国民
として教育をするということは、人間としての自覚、婦
人としての自覚、国民としての自覚を求め、その自覚に
必要な知識、能力を与えようとしたと考えることができ
る。また、学部学科の変遷が次のようになっていること
からも、この自覚を求める教育は、職業教育を通してで
はなく、高等普通教育によって行おうとしたものだと考
えられる。家政学部・国文学部・英文学部を以って開校
し、昭和２３年（１９４８年）新制大学として発足する折に
は、家政学部（児童学科・食物学科・生活芸術学科・社
会福祉学科・家政理学科）、文学部（国文学科・英文学
科・史学科）となり、現在の学部学科構成は、家政学部（児
童学科・食物学科・住居学科・被服学科・家政経済学科）
文学部（日本文学科・英文学科・史学科）人間社会学部
（現代社会学科・社会福祉学科・教育学科・心理学科・
文化学科）理学部（数物科学科・物質生物化学科）であ
る。
　また、創立者ではないが、東京女子大学の開学当初か
ら教育の方向付けに深く関わった女性である安井てつの
考えにも触れてみたい。
　東京女子大学は、北米のプロテスタント諸教派の援助
のもと、大正７年（１９１８年）に開学。開学時学監であっ
た安井てつは、イギリス留学の経験から「英国では教育
上良妻賢母などという言葉をきいたことがありません。
女子とて日本のように、妙に男女を区別することもあり
ません。日本では女子は女子なり、妻なり、母なりとの
考えは強いのですが、女子が人であるという観念は弱い
ように覚えます。もっとも英国でも、四、五十年前は母
妻に適切なものばかり教えました。いわゆる実利主義の
教育でありましたが、こんにちはまったくその風があり
ません。女子は人として教育しましても、やはり女子は
女子になるようです。女子を人として教育をして、はじ
めて母となる場合には賢母となり、妻となる場合には良
妻となりうるのです。料理法や育児法を教えるのが良妻
賢母を作る役ではありません」
　また、「女子が、現在の不完全な状態から進んで完全に
近づかんとするには、どうしても自己を自覚し、家庭及
び社会に対する真の責任を、明らかに了解せねばなりま
せん。女子が、真に自己を知り、したがって自己の責任
を明らかにするには、教育の力によらねばならず、その
教育も成るべく高尚なものでなければなりません」とも
主張している。
　大妻女子大学の創立者大妻コタカが校訓「恥を知れ」
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について説いている言葉には、「これは決して他人に対
して言うことではなく、あくまで自分に対して言うこと
です。人に見られたり、聞かれて恥ずかしいことをした
かどうかと自分を戒めることなのです」とある。これも
自覚を促しているということができるのではないだろう
か。
　自覚を促すということは、自己に向けて自己評価を繰
り返す姿勢を求めることであり、どの時代にあってもそ
の姿勢を合致させる事ができる普遍性をみることができ
る。
２）柔と剛
　多くの女子大学で、女性としての人格形成に関与する
事柄を建学の精神として掲げられている。その中で、相
対する言葉によるものとして「柔」と「剛」を掲げてい
る複数の例について、その共通性について検討を加えて
みる。
　安田女子大学の建学理念は「柔しく剛く（やさしくつ
よく）」であり、「「柔しく（やさしく）」とは、心づかい、
気くばり、思いやりといった、人間としての徳。「剛く
（つよく）」とは、意思、知識、技術など、自分を支える
実力。」であると記されている。また、創立者安田リヨウ
が語った言葉として、『雨は日中に降ると嫌がられる。
しかし必要なもの。夜、ひっそりと降る雨が喜ばれる。
そんな女性になりましょう』（『夜雨摘録』）といった内容
が伝えられている。女性のもつ控えめではあるが、影響
力のある存在感というものを目指していることを感じる
ことができる。一方では、柔らかさ、優しさを目指し、
同時にもう一方で強さ、硬さといったものを望むような
建学の精神である。このように、柔らかさと強さの両側
面を求めた建学の精神に神戸親和女子大学の「誠実、堅
忍不抜、忠恕温和」にも読み取ることができるのではな
いだろうか。
１．誠実を旨とし、言行に表裏なからむことを期すべし
１．堅忍不抜の精神を持し、以って婦人の天職を尽すべ
し
１．温和従順の徳を本とし、忠恕の道を完うすべし
　校祖友国晴子は、社会への広い視野と行動力を備えた
「新しい女性の創造」を精神の柱に、諸外国にひけをと
らない教育を目指したようである。
　教育機関としての組織の変遷を見直してみると、両大
学とも家政学部を置くことなく、家庭内での労働に集約
して女性の生き方を探るのではなく、広い視野で女性の
生き方を見直そうとするものと考えられる。
　また、神戸親和女子大学は１９９９年（平成１１年）にス
ローガン「ひとに学び　ひとに生かす」を制定し、平成
１９年（２００７年）には「親和教育宣言」を行う。次にそ

の趣旨を学長の言葉で示す。
　『あらためて創立の教育理念の原点に立ち戻り、学生
の人間的成長とその夢の実現を目指す教育を第一義に考
える、というものである。ここでの人間的成長とは、単
に個人的な自己実現を支援するというだけでなく、「ひ
とに学び　ひとに生かす」という学生同士の、そして学
生と教職員の交流“ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ”を通して成長し合うこ
とを意味している。ここには、哲学者ヤスパースが言っ
ているように「人間は他者と共にあるときにのみ真に人
間である」という思想があります。私は、大学をこのよ
うな意味で学生の成長を支援する「学びの共同体」と位
置づけたいと考えています。そのために、学生の成長を
促す教育課程“ｍａｎｉｆｅｓｔ　ｃｕｒｒｉｃｕｌｕｍ”を充実させるとと
もに、学生の主体的、かつ、社会的な学びを促す教育的
雰囲気、風土“ｈｉｄｄｅｎ　ｃｕｒｒｉｃｕｌｕｍ”を醸成する努力をし
ています。共に未来を語り合える、前向きである、雰囲
気がいい、多くの選択肢がありそれにチャレンジできる、
親和はそういう風土をもつ大学です。神戸親和女子大学
は、このような教育環境の中で、それぞれに夢や希望を
もって入学する学生のみなさんが、大学というキャンパ
スだけでなく、社会や世界をテキストとして、互いに協
力し、切磋琢磨しながら豊かな人間へと成長することを、
教育のねがいとねらいとしています。　
　伝統を今につなぐ校祖の教えの精神、それは、日本か
ら、広く世界に向けられた思いでした。
　この学び舎から世界にはばたく日本女性を育てたい。
はるか１世紀も昔、明治２０年代の初め、友國晴子はその
胸のうちで日本の女性が世界という大きなステージで輝
く姿、民族や国境を超えて協力しあい、高めあう姿を見
つめていました。その心は人間愛に満ちた、あたたかい
教育の思いであふれていました。そして、その思いは今
も私たちにしっかりと受け継がれています。』
　以上のような学長のメッセージにも見られるように、
長く伝えられた建学の精神にあらたな理念を結びつけ、
時代と共に変化する社会の要請に応えようとするもので
ある。これはいずれの大学においても、創立者の掲げた
理念、あるいは建学の精神を反映して、対応していくも
のとして扱われている。

４．職業教育と建学の精神
　女子教育を高等普通教育により行おうとする場合と職
業教育による場合とがある。
　今回概要を示した女子大学の中で、東京女子医科大学
と津田塾大学を、創立者が職業につながる専門教育を女
子に施す目的で創立した例として考えることができる。
　高等女学校令が１８９９年（明治３２年）に公布され、全
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国に公的な女子教育の整備をすすめられようとしている
頃に、女子英学塾、東京女医学校のいずれもが１９００年
（明治３３年）に創設されている。また、女子美術学校も
１９０１年（明治３４年）に開校されている。
　東京女子医科大学の教育・研究・診療の基盤となる理
念は「至誠と愛」であり、設立時の学則には「医学の蘊
奥（うんおう）を究め兼ねて人格を陶冶し社会に貢献す
る女性医人を育成する」とある。また、至誠は「常住不
断私が患者に接するときの根本的な心構えを短い二つの
文字の中に言い現したもの」という創立者吉岡彌生の座
右の銘であり、「きわめて誠実であること」「慈しむ心
（愛）」は教育・研究・診療のすべての場において求めら
れていた。建学にあたっては、吉岡弥生はその動機を
「婦人の社会的地位を向上せしめるために、まず経済的
能力を与えなければならない」ということにおき、共学
ではなく女子のみの医学校を設立するに至ったのは、女
子の教育を拒絶する機関もあり、女子のみの医育機関の
必要性を感じたからであった。
　女子のみに行う教育にあって、きわめて誠実であるこ
とを求めていることは、専門性の高い職業人となること
が必須となっていたからだと考えられる。
　津田塾大学の場合は、少数教育により人間として女性
としてａｌｌ－ｒｏｕｎｄであることを学生に要求する高等教育
を施すと同時に、専門学校の教師として養成することも
目指していた。
　いずれも、女性に専門的な職業教育をほどこすことに
よって、女性の経済的独立、女性の地位の向上を図ろう
としていたわけである。これらの創立者は女性自身の切
実な願いと感じたことから教育機関創立に取り組んだの
である。そして、どちらも非常に少数の学生を育てるこ
とから地道に始められたのである。その歩みの中に、職
業人として、人格を陶冶することを求める建学の精神が
示されているといえる。
　
５．家政系学部と建学の精神
　家政系学部を持つ女子大学において、その家政学とい
う領域を良妻賢母の教育と結び付けている場合と、社会
全体を捉える枠組みとしての学とする場合が考えられる。
　今回取り上げている女子大学の中で、家政系学部が設
置されている実践女子大学について検討してみる。
　実践女子大学の校訓は「堅実にして質素、品位ある女
性の育成」とされており、日本の文化をしっかりと身に
つけた世界に匂う女性の教育が創立者の理想であり、学
問は、机上のものではなく実社会に役立つことを目標に
実践力を養い、精神的にも経済的にも自立できる女性の
育成を目標にしていると記されている。また、　私立実

践女学校規則第一条（明治３２年）には、「本校は本邦固
有の女徳を啓発し、日進の学理を応用し、つとめて現今
の社会に適応すべき実学を教授し」とあり、その時代の
要請に応じることから発した建学の精神であり、創立者
下田歌子の学校設立意図が、婦人運動の一環としての広
い視野に立ってのものであったことがうかがわれること
も示されている。また、下田歌子は１８９３年（明治２６年）
に女性の教育書として出版された著書「家政学」の緒言
に「・・・・・そもそも家事内政を整理するは婦女の生
涯の本分にして・・・・」とあり、項目は上巻「家事経
済、衣服・飲食、本邦料理、西洋料理」下巻「住居、禮
法、装飾、書鞘、贈品、看病法、母親の衛生及び小児教
育法、婢僕の使役」となっていることが紹介されている
（船崎、１９７８）が、家事内政が社会に対しては最小単位
ではあるが、基本となることがらでもあるという見方を
することができる。これらの事を総合的に判断するとそ
うであれば、単に、「良妻賢母」を育成することが主たる
目的とはならず、実践力をそなえて、外に向かって能力
を発揮するための学びとなり、建学の精神とも合致する
ものとなる。
　
６．おわりに
　本稿では、わずかな数の女子大学ではあったが、その
創立の経緯、建学の精神、学部学科組織の変遷に触れな
がら、創立者の創設期に抱いた動機に迫ることを試みた。
しかし、当初計画していた創立者の人となりとの関連に
踏み込むことはかなり困難なことであり、さらに詳細な
資料収集が必要であったと反省している。
　今回の学部学科組織まで含めた検討内容をより深めて
いきながら、草創期の時代背景と現代の社会的要請との
間で建学の精神がどのように息づいているのかをさらに
詳細に調べる事は今後意義あることではないかと考えて
いる。

参考文献
・内海崎貴子「川村文子の女子教育思想研究（二）」川村学園女子大

学研究紀要１２（２）、２００１

・船崎恵美子「学祖下田歌子「香雪叢書」他にみられる家庭教育と女

性の社会進出についての一考察」実践女子短大評論第１５号、１９９４
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１．近代化の功罪
　イギリスの２０世紀の有名な小説家にヴァージニア・ウ
ルフ（Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ，１８８２－１９４１）という女性がいる。
彼女は現代の「フェミニズムの母」と評価されて久しいが、
それは、彼女が恐らく初めて明確に、世界大戦という集
団狂気の様相に心を痛めながら、男性支配の基盤の上に
築かれてきた近代文明そのものへの批判を声高に唱えた
女性だったからだ。西洋文明の「近代化」は、いわばロ
ゴス機能を備えた男性原理を原動力に発展の道を辿って
きた。それは時に、理性や合理精神、或いは批判精神や
社会的正義心という形で、多数決の民主主義や市民社会
の形成に寄与してきた。同時に、男性原理は知識偏重の
科学万能主義、排他的な独善主義、競争的な市場原理、
利潤追求の営利主義、覇権を求める帝国主義などと様々
に姿を変えつつ世界を支配してきた。しかし今、女性原
理をあまりにも疎かにして排除･無視してきたために、
その代償として、生き生きとした生命力を枯渇させ、硬
直化し、世界は息も絶え絶えの死に体に陥っている。不
毛と破壊と死の臭いに喘いで、まさに酸欠の窒息状態に
瀕している現代社会となっている、という切実な危機感
をウルフは持っていた。
　翻って日本の「近代化」を考えてみると、日本も先進
の欧米諸国をお手本にまったく同じ轍を踏んできた。明
治以降の日本は、西洋的近代化を標榜して産業化の道を
邁進し、世界有数の先進工業国の地位を確立してきた。
だがいま、収益性や効率性を旨とする男性的競争原理に
則った経済活動優先の社会が軌道修正を余儀なくされ、
モノに重きを置く物質主義的な風潮や人間的潤いをなく
した知識偏重の考え方が猛省を迫られている。社会的弱
者（子ども、病人、障害者、女性、消費者ｅｔｃ．）切り捨
てを容認してきた大量生産・大量消費・大量廃棄型社会
を見直し、＜いのち＞や＜こころ＞を大切にして健康・
環境問題にも目を向けようとする機運もようやく高まり
つつある。近代産業化社会の成立と表裏一体の関係に
あった父権制社会も、徐々にではあるが着実に構造変化
を見せ始め、男性優位社会も男女平等参画社会へと向か
いつつある。しかし世界規模で言えば、イデオロギーが
対立した東西冷戦は一応解消されたものの、異質なもの

を排除する原理主義が横行し、差別・支配・征服といっ
た男性原理が大手を振って民族・宗教戦争を引き起こし
続けている。２０世紀は「戦争の世紀」と言われたが、対
立と抗争の２０世紀的状況は依然として続き、南北格差も
深刻化の一途である。
　１９６０年代には、駐日大使になったライシャワーたちを
中心に、西欧のほかで近代化を成し遂げた唯一の国が日
本であるという「日本近代化論」が唱えられ、高度経済
成長期の真只中にあった多くの日本人に自信と希望を与
えた。しかし今、時代が巡り世紀が変わって、日本の今
日的閉塞状況を改めて考える時、ウルフの唱えた近代化
批判が緊急のテーマとして浮上する感を強くする。特に
１９８０年代以降急激に、世界的に女性原理の復権・高揚
が叫ばれるようになった訳だが、実は今の時代ほど、
様々な領域で、「情愛・融和・共生・生命創造・豊穣・母
性・優しさ・感性」といった女性的視点からの発言が必
要とされる時代はない。いま復権が希求される女性原理
とは、他人を気遣う優しさやいたわりの心であり、孤絶
する心を繋ぐ慈愛と連帯の精神である。異質なるものを
受容し、共存・共生に向かえるのも、女性原理が本来持っ
ている＜生命を育む創造・再生の機能＞であって、この
瑞々しい、健全で逞しい生命感覚や身辺感覚を拠り所に、
女性たちが活躍できる領域が格段に広がっている。

２．男性原理と女性原理
　上述した時代認識に沿って、前時代的な悪しき男性原
理とは何か、また、今こそ復権が望まれる女性原理とは
何かを整理しておきたい。「原理」はイメジャリーと同様
に、そもそも言葉による概念化を拒む。定義できない性
質を本来的に持っている。様々な側面や要素を同時的に
内包しているので、一度言葉による定義を試みると、本
質的なものが逃げ出してしまう。しかも、男女に分ける
区分け作業そのものが本来的に男性原理的な二項対立式
思考回路の陥穽にはまる結果になってしまう。従来の前
世紀的な男性支配社会が女性に無限の慈愛や無条件の献
身を期待し、強いてきた、その同じ轍を踏んではならな
い。しかしその危険性を敢えて承知した上で、キーワー
ドを並べるパッチワーク作業での輪郭作りを試みたい。

日本の女子大学の『建学の精神・教育理念』の比較検討

－女性原理の発揚の視点から－

伊藤太郎
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男性原理的なものと女性原理的なものは、対立的である
と同時に相補的なものであるので、見比べることでさら
に一層輪郭が明確になるはずである。

＜悪しき男性原理＞
○過剰な営利主義：収益効率の偏重、モノ優先の物質主義
○貧富格差の容認：社会的弱者の切捨て、非情な弱肉強食
○自己顕示欲：権力志向、我執、独善性、強い縄張り意識
○熾烈な競争主義：出世至上主義、成果主義、優劣の拘り
○善悪を峻別する裁断主義：二元論思考、排他的原理主義
○現実遊離：机上の空論、観念主義、イデオロギーの優先
○知識偏重の合理主義：科学万能主義、進歩信仰、建前
○異質の排除：差別、征服・支配、侵略・搾取・植民地化
○闘争本能：攻撃性、抗争・対立、破壊衝動、タナトス
○生命の枯渇：虚無主義、不安・絶望、悲観主義、無神論

＜求められる女性原理＞
○他への配慮：優しさ、隣人愛、共感、奉仕的、利他精神
○スタンスの自由：しなやか、伸びやか、臨機応変、潤い
○情愛性：生命交歓能力、エロス感覚、スキンシップ欲求
○分を弁える慎み：内省、謙虚、敬虔、現実受容性、忍耐
○平和志向：調和、譲歩、協調性、連帯意識、反戦、共存
○個からの脱却：流動化欲求、浮遊感覚、他我との融和
○命を育む：慈母、母性愛、再生能力、豊饒性、生命感覚
○自然との融和：自然回帰、環境との共生、アニミズム性
○健全な現実感覚：自然体の逞しさ、身辺感覚、本音志向
○快楽志向：安らぎ感覚、快適性、癒し追求、居心地よさ
○芸術的感性：優れた直感性、個性の演出、美的創造性
○夢を紡ぐ：ロマン・メルヘン・ファンタジー、神秘性

３．建学の精神・教育理念の比較検討
　女性原理の復権という時代の要請を追い風に、女子大
学の「建学の精神と教育理念」を比較検討しながら、女
性原理の発揚がどのような形で表現されその理念に活か
されているかを分析することが、時代の流れに棹をさす
一つの意味ある研究に思える。換言すれば、女子大学自
身が、どのように女性原理なるものを規定し、自身の存
在意義としてそれを課しているかの検証である。男性原
理と女性原理の安易な区分けはフェミニストたちの反発
と批判を招くが、しかし、風土や時代の制約のある日本
的文脈の中で、女性原理の発揚がどのような形で表現さ
れ、時代を超えた真実性を持ちえるかを検討するのも興
味深く思える。イギリスのヴィクトリア朝期の父権制社
会の中で「家庭内天使」に求められた良妻賢母的な資質
に終始するものではないことを期待したい。
　昨今、大学を取り巻く環境は様々な意味で非常に厳し

い。女子大学の存亡が囁かれる今だからこそ原点に立ち
戻って、女子高等教育に人生を捧げた創立者の理念や
フェミニズム的な思想部分を探ることが、女子大学の存
在意義を再確認するだけでなく、新たな展望や方向性を
見出すきっかけを与えてくれるかも知れない。
　方法論としては、全国にある７１校の私立の女子大学を、
設立に至る歴史的経緯から次の６つのグループに分類し
て、それぞれが掲げる建学の理念を比較検討し、前節で
列挙した女性原理を表わすキーワードがどのような文脈
の中で使われ、どのように女性原理が発揚されているの
かを分析・考察しつつ、共通項となる特色などを抽出す
る作業を行った。ただ、この分類はあくまでも便宜上の
試みであって、設立当初の母体の形態が現在の大学のあ
り方にどのような影響を及ぼしているかは大学によって
大きく異なる。　
　本来の趣旨は個々の大学についての建学の理念の検討
作業である。パンフレットを取り寄せた大学もあったが、
情報収集の質量に格差を生じさせないために、情報源は
平等を期して各大学のホームアドレスに掲げられている
建学の理念・精神や教育目標から採ることとした。現在
生き残りを賭ける私立女子大学は、他との差別化を図り
個性を演出するために、ホームページであらゆる情報提
供をして受験生確保に努めている。建学の理念は、その
魅力を宣伝する際の最たるアッピールポイントにもなり
得る。各大学が知恵を絞り体裁を施して建学の理念を掲
載していることを前提にして、情報源をホームページに
限定することを予め断わっておきたい。
　記載方法は、先ず、大学名：前身（母体）となる学校
の設立年とその学校名、４年制大学開設年の順で表記し、
次に２段目以降①は「建学の精神（理念）」、②は「建学
の精神」を受けてどのような教育を施すのかの「教育方
針（理念・目的）」、③育成を目指す女性像、④現在の学
部・学科構成となる。④は例えば人文学部（英文学科、
心理学科）の場合は、人文（英文、心理）と略記する。
なお、②や③が長文になる場合は、語句を削ったり、要
約した場合もあること、また下線は筆者が施したことを
予め断わっておく。
　
＜分類のためのグループ分け＞
　（Ａ）高等女学校を母体にする大学
　（Ｂ）和裁学校などを母体とする大学
　（Ｃ）キリスト教団体が設立母体となった大学
　（Ｅ）仏教系の大学
　（Ｄ）特殊専門領域に絞った大学
　（Ｅ）その他の新しい新制大学（平成生まれ）
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４．各大学の検証　
（Ａ）高等女学校が母体の大学
１．津田塾大学：Ｍ３３「女子英学塾」。Ｓ２３開学
①ａｌｌ－ｒｏｕｎｄ　ｗｏｍｅｎの養成（全人教育）
②＆③男性と女性の真の共生の実現という、創立者津田
梅子の先覚的で熱烈な理想に基づき、学生の個性を重
んじる少人数教育と高度な教育研究を積み重ね、有為
の女性を社会の各分野に送り出してきた。女性の地位
向上は、今世紀にかなり進展をみせたとはいえ、まだ
まだ不十分であり、２１世紀にこそこの理念が広く確立
されることをめざして、本学は努力を続けている。そ
して性別や世代や国境を越えた交流、大学と地域との
交流－学び合い－を通して、より公正な社会の建設を
めざす。
④学芸（英文，国際関係，数学，情報科学）

２．日本女子大学：Ｍ３４「日本女子大学校」。Ｓ２３開学
①創立者成瀬仁蔵は理念として、女子を（１）人間とし
て教育する、（２）婦人として教育する、（３）国民と
して教育する、と謳う。
②＆③その基本精神を具現化して残した言葉が、「信念
徹底」、「自発創生」、「共同奉仕」の三つ。その教育理
念は、広い意味でのヒューマニズムであり、個を尊重
することにより、ひいてはそれぞれの国家や民族のも
つ社会や文化の特色を認め合いながら、国際的連帯、
平和の確立に寄与することができる。そのような社会
の実現に、女子の役割や力を期待し、その力を育てて
いく。
④家政（児童，食物＜食物学･管理栄養士＞，住居＜居
住環境デザイン･建築環境デザイン＞，被服，家政経
済），文学（日本文学、英文，史学），人間社会現代社
会学科，社会福祉学（教育，心理、文化），理学（数物
科学，物質生物）

３．昭和女子大学：Ｔ９「日本女子高等学院」。Ｓ２４開学
①トルストイの「愛と理解と調和」に教育の理想を見出し、
「進んで世のために尽くす人を育てる学校を」という
理念に共感し、彼の「農民学校」が世界から戦争をな
くすための天の啓示として受け止めた同志の手により
設立された。
②＆③人類の母である女性の「愛」と「理解」と「調和」
の精神が真の世界平和を創る原動力になるに違いない
との考えに則り、自己の進路を見失わない女性、すす
んで世のため人のために自己の力を役立てようとする
女性の力が必要だという信念が校歌の一節「女性文化
の帆を張りて、海路はるけく漕ぎ出たり」に表される。

④人間文化（日本語日本文学，英語コミュニケーション，
歴史文化），人間社会（心理，福祉環境，現代教養，初
等教育），生活科学（生活環境，生活科学＜食物健康学
･管理栄養士＞）

４．相模女子大学：Ｍ３３「日本女学校」。Ｓ２４開学
①「高尚なる心術堅固なる徳操を養成」し「専ら質素を
旨として着実なる教育を施し、学術と実務と相並びて
処世に切ならしめ、智識と徳行を相俟って我が日本女
性の本分を全からしめる。」
②＆③明治維新で欧米化される中、欧米社会に匹敵する
経済国家を建設するには、国民の半分を占める女性が、
古来からの婦道の真髄である「高潔善美」を堅持し、
最高の高等教育を受けるべきであると考えた。「清楚
でやさしい女性らしさ、知性に裏づけられた勇気と強
さを併せ持つ自立した女性の育成」が目標。
④学芸（日本語日本文学，英語英米文学，人間社会，食
物＜食物学･管理栄養士＞）

５．大阪樟蔭女子大学：Ｔ６「樟蔭高等女学校」。Ｓ２４開学
①「充実した設備、秀れた指導者、良好な教育環境を整
えて、現代社会の進歩に対応し得る高い知性と豊かな
情操とを兼ね備えた、女性としての円満な人格を形成
させる。」
②＆③「樟蔭学園はこのときにあたり知情意兼備の豊か
な女性が、女性の充実した人生も、地球の明るい未来
も、ともに約束するという信念に基づき、女子教育を
志す。若々しき知性よ、この無窮の大空を翔けよ。優
しき虹の環をもって地球を包め。志は玉よりも清らか
に、笑顔は花よりも美しく。ここ樟の葉陰に集う人々
よ、いざともに手を携えて、真理の正義の大道をまっ
すぐに進もう。徳は弧ならず、人類の平和と繁栄は必
ずこの道に始まる。」（樟蔭ミッションステートメント）
④学芸（国文，英米文学，日本文化史，食物栄養，被服，
インテリアデザイン，ライフプラニング），人間科学
（人間関係，児童、応用社会，人間社会）

６．武庫川女子大学：Ｓ１４「武庫川学院」。Ｓ２４開学
①「建国の理想に遵（したが）い、平和的な国家及び社
会の形成者として、高い知性と善美な情操と高雅な徳
性とを兼ね具（そな）えた有為な女性を育成するにある。
特に女子総合学院の特質に鑑み、一貫教育の方針を堅
持し、わが国女性の伝統的美風を尊重して、その民族
的使命を自覚するとともに、個性豊かな文化を創造し
て、新日本の建設に貢献し得べき女性の養成を期し、
その使命達成のために学園を挙げてその力を致す」
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②＆③次のような資質を備えた女性を育成する。常に真
理を追い求める高度な知性、人に潤いと和やかさをも
たらす感性豊かな、潤いのある心、善悪をわきまえ、
他者を思いやり、人のために尽くす精神。
④文学（日本語日本文学，英語文化，教育，健康･スポー
ツ，心理･社会福祉），生活環境（生活環境，食物栄養，
情報メディア，建築），音楽（声楽，器楽），薬（薬，
健康生命）

７．上野学園大学：Ｍ３４「上野女学校」。Ｓ３３開学
①「自覚」という普遍的精神
②＆③女性が妻となり、母となることのみが最良の生き
方であるという考えが主流であった当時、人間として
の自覚を持つことを建学の精神とした教育理念は、
“女学校”の概念を大きく変えるものであり、人間と
しての尊厳と自由を教育の場のなかに求め、知らしめ、
そして、女性の真の在り方を強く主張してきた。この
建学の精神を現在に生かしながら、しかも次の世代へ
と受け継いでいくことが、本学園の教育の理想である。
④音楽･文化学部（音楽学科）

８．名古屋女子大学：Ｔ４「名古屋女学校」。Ｓ３９開学
①「学園の信条である『親切』を根幹として、個々の人
格を陶冶し、かつ高い教養を身に纏った、よき家庭人
であり力強き職能人としての女性を育成する」
②＆③創立者の越原春子は、「親切」は「人間愛、友愛、
学問の研鑽である」とし、また「人類文化の発展向上
に役立つ有為な女性の育成」を目指す必要を述べてい
る。その実現の為に教育の目標として掲げるべきは、
伝統文化の継承の上に立って新しい文化を創造してい
くことであり、この温故知新の精神こそ学園における
教育・研究活動の要諦である。物質文明爛熟のこの時
にあっては、精神文明の重要性を強調し、新しい価値
基準のもとに永続し得る個性豊かな人類文化を構築す
る精神的目標を形成してこそ、学園の信条「親切」の
一層の具現化がなされていくこととなる。
④家政（家政，食物栄養，生活環境，生活福祉），　文学（国
際言語，児童教育＜児童教育・幼児保育＞）

９．甲南女子大学：Ｔ９「甲南高等女学校」。Ｓ３９開学
①「まことの人間をつくる」
②教育方針はつぎの３つ。（ａ）全人教育…知・徳・体の
円満な発達をはかり、人格第一の教育に徹し、誠実に
して気品ある女性を育成する。（ｂ）個性尊重…個性を
尊重して天賦の資質を豊かに伸ばす。（ｃ）自学創造…
自学創造の学習態度を養い、真に知識技能を体得させ

る。
③望まれる女性像は、校訓「清く、正しく、優しく、強
く」で表わされる。
④文学（日本語日本文学，英語英米文学，フランス語フ
ランス文学，多文化共生，メディア表現），人間科学
（心理，総合子ども，人間教育，行動社会，人間環境），
看護リハビリテーション（看護，理学療法）

１０．跡見学園女子大学：Ｍ８「跡見学校」。Ｓ４０開学
①知育のみに偏らない情操教育を通じて、豊かな教養と
高い人格を持ち、自由で批判力に富んだ精神をそなえ
た近代的な女性を養成し、もって天下に有用な人材と
して送り出す。
②＆③「何ものにもとらわれない、自由でおおらかな教
育」「人と人とのつながりを大切にした、家庭的でのび
のびとした校風と、少人数による触れあい教育」　２１
世紀の日本の社会のさまざまな場面において、男性と
同等で、よきパートナーとして、はつらつとして活動
する女性。
④文学（人文，コミュニケーション文化，臨床心理），マ
ネジメント（マネジメント，生活環境マネジメント）

１１．神戸親和女子大学：Ｍ２０「親和女学校」。Ｓ４１開学
①社会への広い視野と行動力を備えた「新しい女性の創
造」
②～③「女性たちに、もっと自信を持って生きてほしい」
と校祖友国晴子が「女性の豊かな未来」を夢見た。社
会への広い視野と行動力を備えた「新しい女性の創造」
を柱に、諸外国にひけをとらない女性教育をめざした。
④文学（総合文化），発達教育（児童教育，心理臨床，福
祉臨床）　

１２．園田学園女子大学：Ｓ１３「園田高等女学校」。Ｓ４１開学
①記載なし
②＆③日本社会は経済的に豊かになり、巷には文明の機
器が溢れ、功利性、利便性の追求はどこまで続くのか
という状況。その経済発展の影で由々しき問題が次々
と出てきている。そこには、人間の欲望を満たすもの
や、自分の行為の裏で苦しむ人がいることを考えない
卑劣なものもある。人間の豊かさへの追求は悪いこと
ではないが、古くから「足るを知る」という教えは人
間の無限の欲の追求を戒めている。私たちが人間とし
て社会の一員として忘れてならないことは、他の人の
命を尊び、それ侵すことがないように配慮するべく倫
理観を持つことである。本学は、やがて社会へ巣立っ
ていかれる準備の場として、個々の学生の「経験値」
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を高め、物事を深く理解し、他の人への配慮ができる
ような豊かな人間性を育てていきたいと思っている。
（学長）
④未来デザイン（文化創造），人間健康（総合健康，人間
看護，食物栄養，幼児教育）　

１３．神戸女子大学：Ｓ１５「行吉学園神戸新装女学園」。Ｓ
４１開学
①民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類
の福祉に貢献しようとする有為な女性を育成する。
②～③教育目標は、（ａ）学術の研究を通して、人生社会
に対する広い視野と深い洞察を身につけ、見識高く、
心情豊かな女性を育てる（ｂ）個性の伸長をはかり、
社会に貢献しうる人材を育てる。（ｃ）勤労を愛し、義
務と責任を重んじ、自律的に行動する態度を養う。
（ｄ）宗教的情操を培い、謙虚にして、愛情深く、よ
く苦難に耐え、常に信念に生きる女性を育てる。（ｅ）
明朗にして礼節あり、健康にして柔軟な心身の持ち主
となり、よく世代を導きうる女性を育てる。
④文学（日本語日本文学，英語英米文学，神戸国際教養，
史学、教育），健康福祉（健康学部福祉），家政（家政
＜家政･管理栄養士養成＞）

１４．川村学園女子大学：Ｔ１３「川村女学院」。Ｓ６３開学
①「自覚ある女性」
②建学の理念を受け継ぎ、女性が社会の有用な人材とな
るための豊かな教養、能力を身につける教育を目指し
ている。
③女性本来の使命に目覚めて働くことのできる女性
④文学（国際英語，史学，心理），教育（幼児教育，児童
教育，社会教育，情報コミュニケーション），人間文化
（日本文化，観光文化，生活文化）

１５．十文字学園女子大学：Ｔ１１「文華高等女学校」。Ｈ８
開学
①「身を鍛え　心きたへて　世の中に　立ちてかひある
　人と生きなむ」
②大切なのは、自分に合った生き方を見つけ、社会とつ
ながり、社会の役に立ちながら、自分の夢をかなえて
いくこと。そのための知識や能力を養う場として、十
文字学園がある。幅広い視点から、女性が自分の将来
をしっかり見すえて歩むための教育を充実させている。
女子大の特性を活かし、個々の能力を引き出すよりよ
い環境を提供する。
④社会情報（社会情報，コミュニケーション），人間科学
（児童幼児教育，食物栄養，人間福祉，人間発達心理）

１６．学習院女子大学：Ｍ１８「華族女学校」。Ｈ１０開学
①「グローバル化に向き合い、国際社会で活躍できる女
性を育成すること」
②～③学問研究という「知」の論理を通して、これから
未来の社会を先導して行く女性を育てることを目的に
している。自己の精神性をしっかりと保つ逞しさと、
他者をしなやかに受容できる、風に揺れる樹のような
優しい柔軟性や謙虚な協調性が前提となる。お互いが
こうした深い思考を通して厳しく鍛えられ、人間とい
う複雑な存在を知ることによって、自他の個を尊重す
る品位も生まれる。（学長）
④国際文化交流（日本文化，国際コミュニケーション）

（Ｂ）和裁学校などを母体とする大学
１７．東京家政大学：Ｍ１４「和洋裁縫伝習所」。Ｓ２４開学
①女性の「自主自律」を願い、新しい時代に即応した学
問技芸に秀でた師表となる有能な女性を育成する。
②「愛情・勤勉・聡明」を生活信条として掲げ、「自分を
愛するがごとく他人を愛さなければならない。ただ盲
目的愛情を持っているだけでなく形にあらわし、相手
に尽くす勤勉さがなければいけない。さらに馬車馬的
勤勉ではなく物事を正しく判断する聡明さが必要であ
る」と謳う。　
③（問題解決には）柔軟な女性の視点で､地に足のつい
た細やかな対応がこれ迄以上に必要である。豊かな感
性、優しさ、きめ細かな配慮といった、女性ならでは
の特色、特性があらゆる分野で生かされるとき、平和
で豊かな社会がつくられる。（学長）
④家政（児童，栄養，服飾美術，環境情報，造形表現），
文学（英語英文，心理教育）

１８．共立女子大学：Ｍ１９「共立女子職業学校」。Ｓ２４開学
①女性に専門的知識と高度の技能を修得させ、女性の自
主性と社会的自立の育成を目的として創立。この建学
の精神は「誠実・勤勉・友愛」の指針として連綿とし
て貫かれている。
②～③時代の要請に応え、伝統と実績を踏まえつつ、新
しい女子教育のあり方を求めて、（１）高い知性・教養
と技能を備え、内外に広い視野をもち、個性を発揮し
て社会に自立して活躍できる女性、（２）温かく思い
やり深い心をもち、品位高く、人間性豊かに家庭や社
会に貢献できる女性の育成に取り組む。
④家政（被服，食物栄養，建築･デザイン，児童），文芸
（文芸），国際（国際）

１９．和洋女子大学：Ｍ３０年「和洋洋裁女学院」。Ｓ２４開学
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①「和魂洋才」と「明朗和順」。「和」とは訓よみで「や
わらぐ」。平和・温和・和合といった意味を含む。一方
の「洋」は大河または大海原のことを意味し、“広々と
した大いなること”を指す。この意味合いを現代風に
アレンジすると、“なごやかでしなやかな心を持った
女性が集い、大いなる未来へと前進する場”というこ
とになる。
②～③家庭にあって子女の育成に努める女性とともに職
業をもって自立でき社会の指導者となる女性を育てる
こと、日本の伝統的な文化・技術とともに時代の先端
を行く外来の技術を身につけること、社会性が豊かな
人間性の陶冶に努めること。
④人文（英文，日本文学，国際社会，発達科学），家政
（服飾造形，健康栄養，生活環境）

２０．実践女子大学：Ｍ３２「実践女学校」。Ｓ２４開学
①～③「女性の資質は、純一で慈愛に富み、その清らか
な徳性とゆたかな情操とをもって社会の弊を正し、広
く世人に至福をもたらすことにある。」本学はこの資質
の涵養につとめ、内に剛、外に柔、時勢に即し適切な
修練を重ね、絶えず進歩向上をはかり、世界の平和と
人類の福祉とをめざして実践躬行、その任を果たすこ
とをおのおのに期待する。本学は深奥な学術の研究と
教授とを行うとともに、教養を深め知徳そなわり心身
健やかに、品格高雅な女性を育成しようとするもので
ある。
④文学（国文，英文，美学美術史），生活科学（食生活，
生活環境、生活文化），人間社会（人間社会）

２１．椙山女学園大学：Ｍ３８「名古屋裁縫女学校」。Ｓ２４開
学
①「女性により高い教育機会を提供する」
②～③「人間になろう」を教育理念に掲げ、深く専門の
学術を教授研究し、高い知性と、豊かな情操を兼ね備
える女性を育成することを目的としている。学園の存
在意義とも言えるものが「人間教育」。
④生活科学（管理栄養，生活環境デザイン），国際コミュ
ニケーション（国際コミュニケーション，表現文化），
人間関係（人間関係，心理），文化情報（文化情報），
現代マネジメント（現代マネジメント），教育（子ども
発達）

２２．大妻女子大学：Ｍ４１「手芸・裁縫の塾」。Ｓ２４開学
①～③「恥を知れ」。決して他人に対して言うことではな
く、あくまでも自分に対してのもので、人に見られた
り、聞かれて恥ずかしいことをしたかどうかと自分を

戒める言葉。地に足の着いた「自立した女性」を育み
続ける本学の学生にとって、「恥を知れ」という校訓は
今もよき伝統として根付いている。
④文学（日本文学，英文，コミュニケーション文化），社
会情報（社会情報），人間関係（人間関係，人間福祉），比
較文化（比較文化）

２３．中京女子大学：Ｍ３８「中京裁縫女学校」。Ｓ３８開学
①「健全で円満な女性の育成」
②＆③「心身共に健全でたくましく英知と創造性を持っ
て、人生を積極的に生きる女性の育成」。健学の精神
を実現するために「健康と文化」、「人間力の育成」を
キーワードとして、高度化された社会で、心身共に健
康で人間的・文化的な地球社会の建設に寄与し得る人
材を育成する。
④健康科学（健康スポーツ，栄養），人文（児童，アジア）　

２４．東京家政学院大学：Ｔ１４「東京家政学院」。Ｓ３８開学
①【Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ】知性を養う　【Ｖｉｒｔｕｅ】徳性を養う　
【Ａｒｔ】技術を磨く　
②＆③広い知識、それを生活に生かすための技術、これ
らを正しく使いこなす徳性を備え、２１世紀の社会で活
躍できる強い力をもつ女性が育つ場にしたい。
④家政（家政＜家政学・管理栄養士＞　，児童，住居），
人文（人間福祉＜社会福祉・介護福祉＞，工芸文化，文
化情報，日本文化）　

２５．文化女子大学：Ｔ１２「文化裁縫女学校」。Ｓ３９開学
①「新しい美と文化の創造」
②「服装」「造形」「現代文化」の領域における「新しい
美と文化の創造」を目指す。共通点は、「クリエイティ
ブ」という点であり、個々人の創作・デザイン・価値
観の多様性を認め、個性輝く存在としての学生が参画
する学術・研究の場としての大学を目指す。
③服装・造形・現代文化の専門領域においては、現代の
ライフスタイルの動向をふまえ、女性ならではの資質
を生かした、リーダー的役割を担う女性を輩出するこ
とを念頭に、専門教育の基盤としての「女子教育・人
間教育」にも力をいれている。
④服装（服装造形，服装社会），造形（生活造形，住環
境），現代文化（国際文化，国際ファッション文化，健
康心理）　　　　

２６．安田女子大学：Ｔ４「広島技芸女学校」。Ｓ４１開学
①「柔しく剛く」。「柔しく」とは、心づかい、気くばり、思
いやりといった、人間としての徳。「剛く」とは、意思、
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知識、技術など、自分を支える実力。人が人として生
きていくために大切な「やさしさ」と「つよさ」をと
もに育てたいというこの教育精神が一貫している。
②＆③人に対する思いやりや優しさなど、温かな人間関
係を育む徳育と、社会の諸分野において求められる能
力や意志の強さを養う智育を大切にしている。これは、
しなやかに生きる人間づくり、自分づくりに通ずる考
えである。
④文学（日本文学，英語英文，児童教育，心理），現代ビ
ジネス（現代ビジネス），家政（生活デザイン，管理栄
養），薬（薬）

２７．鎌倉女子大学：Ｓ１８「京浜女子家政理学専門学校」。
Ｈ元開学
①女性の科学的教養の向上と人格的性情の涵養
②「感謝と奉仕に生きる」人づくり。内に向かっては清
らかな感謝の心を養い、外に向かっては逞しい奉仕の
行いを促す。そのための教育内容は人間そのものにま
るごと関わる徳育・知育・体育の三位一体によって構
成されなければならない。
③人は自然や家族や社会との交わりの中で、さらには歴
史や文化、人間性を超える絶対者との関わりの中で、
一個の自分を支えもっている存在。こうした動かしが
たい事実に真摯に思いを馳せる人こそ、自ずとすべて
の存在に対する感謝と奉仕に生きる人。
④家政（家政保健，管理栄養），児童（児童，子ども心理，
教育）

２８．聖徳学園大学：Ｓ８「聖徳家政学院」。Ｈ２開学
①「和」の精神
②＆③より豊かな人間社会を実現するには、豊かな人間
性と真の意味の学力を備えた「人づくり」が最も重要。
和の精神と「礼節」「知育」「勤労」を柱とする人間教
育により、「他者への思いやり」「礼儀」「道徳」「善悪
の判断」「協調性」などを身につけた日本人らしい女性
を育成してきた。日本の伝統文化を重んじ、女性らし
い立居振舞いや家事の心得をはじめ、「物を大切にす
る心」「敬う心」「人との関わり合い」「協力してことを
なすことの喜び」など、失いかけた日本人の「心」を
独自の人間教育プログラムで育てている。それは、将
来の良き母親を育成するための教育でもあり、社会で、
世界で活躍するための女性らしい心を身につけること
にもなる。
④人文（社会福祉，児童、臨床心理，現代ビジネス，外
国語，英米文化，日本文化，生活文化＜管理栄養士、食
物栄養＞，音楽文化）

（Ｃ）キリスト教団体が設立母体となった大学
２９．東京女子大学：Ｔ７「東京女子大学」。Ｓ２３開学
①キリスト教主義に基づく人格形成を根幹に、リベラ
ル・アーツの伝統に沿った最高の教育。「すべて真実な
こと」（新約聖書フィリピの信徒への手紙第４章８節）
を標語とし、犠牲と奉仕（Ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｎｄＳａｃｒｉｆｉｃｅ）の二
つのＳを十字に組み合わせて校章としている。
②＆③新しい時代を見据えつつ、冷静な判断力と決断力
を兼ね備え、社会の中で責任ある行動を毅然として取
り、しかも寛容の精神をもって他者を受容し、日本お
よび世界に貢献できる女性を育てること。
④文理（哲学，日本文学，英米文学，史学，社会，心理，
数理），現代文化（コミュニケーション，言語文化）

３０．神戸女学院大学：Ｍ８「女子寄宿学校」。Ｓ２３開学
①“愛神愛隣”の精神に基づいて、人を信じ慈しみ、互
いに高め合うことを理想とする教育の実践
②＆③リベラルアーツ＆サイエンス、キリスト教主義、
国際理解の３つを教育の目標とする。人間が調和的発
達を遂げるには、狭く専門的であるよりも幅広くバラ
ンスのとれた知性や理性が必要であるという全人教育
の理念。キリスト教主義に基づく人格教育は、自らを
規律で縛って型にはめるのではなく、固定観念にとら
われることなく、自律、判断、行動する“自主性”を
備えた人格の育成である。平和な社会づくりとそのた
めの人としてのあり方を地球規模で考える力、適切な
判断力と創造的行動力、そして他者を愛する心を持っ
た人格の育成を目指す。
④文学（英文，総合文化），音楽（音楽），人間科学（心
理･行動科学、環境･バイオサイエンス）

３１．聖心女子大学：Ｍ４３「聖心女子高等専門学校」。Ｓ２３
開学
①一人一人の人間をかけがえのない存在として愛するキ
リストの聖心（みこころ）に学び、自ら求めた学業を
修め、その成果をもって社会との関わりを深めること。
②～③建学の精神に基づき、高度な学術的・専門的知識
の探究を通じ、新たな知の世界を切り拓く創造力と批
判力を養い、それにより高められる豊かな教養を備え
た人間を育成する。個としての自己を確立し、かつ地
球を共有する人類の一員として世界を視（み）、人々と
交わり、そしてこれらの重要な関心事に自ら関わるこ
とのできる広い視野、感受性、柔軟性および実践的な
行動力を持つ人間を育成する。社会の急激な変動に対
応できる思考力と判断力を持ち、現代のみならず、未
来に向けても自らの考えを自らの言葉で発信できる人
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間を育成する。
④文学（英語英文，日本語日本文学，歴史社会＜史学･
人間関係･国際交流＞，教育＜教育学･初等教育･心
理学＞）

３２．同志社女子大学：Ｍ１０「同志社分校女紅場」。Ｓ２４開
学
①キリスト教精神に従い、円満な人格を涵養し、国際的
視野に立って建設的にかつ責任をもって生活し得る女
性を育成することを目的とする。また本学の性格は、
リベラル・アーツ（Ｌｉｂｅｒａｌ　Ａｒｔｓ）の大学として規定
する。
②＆③「神の前ではすべての人が平等である」とする教
えは、個人の尊重とともに隣人への愛を説く教えでも
ある。一人ひとりはかけがえのない存在であり、自由
に個性や能力を伸ばすことが大切である。しかし、自
分らしく生きる姿勢が利己的なものになってしまわな
いためには、他者への愛を大切にした倫理観の形成、
つまり「良心」を養う教育が重要であると考える。こ
のような観点から本学は、学びの成果を自分のためだ
けではなく、他の人のために生かせる女性の育成を目
指している。
④学芸（英語英文学，日本語日本文学，音楽，情報メディ
ア，国際教養），現代社会（社会システム，現代子ども），
薬学（医療薬学）、生活科学（人間生活，食物栄養）

３３．宮城学院女子大学：Ｍ１９「宮城女学校」。Ｓ２４開学
①福音主義キリスト教の精神に基づいた教育。「神を畏
れ、隣人を愛する」をスクールモットーにする。
②＆③。学問を学ぶには、神のみを畏れて他の何ものも
恐れない自由な精神が必要であり、神を畏れる謙虚さ
のない知識は人間を破滅させる危険をもっている。
「主を畏れることは知恵の初め、聖なる方を知ること
は分別の初め」（箴言９：１０）　神を畏れ敬い、自由か
つ謙虚に真理を探究し、隣人愛に立ってすべての人の
人格を尊重し、人類の福祉と世界の平和に貢献する女
性を育成する。　
④学芸（英文，日本文学，人間文化，心理行動科，音楽，
食品栄養，生活文化，発達臨床，国際文化，児童教育）

３４．広島女学院大学：Ｍ１９「広島女学会」。Ｓ２４開学
①キリスト教主義に基づく人間教育
②＆③学びたいという強い意志、知への情熱を持つ人を
本学は大切にする。しかし、大学時代だけが学ぶこと
に充てられた期間ではなく、むしろその後に続く長い
時間をいかに生き、いかに学んでいくのか。それぞれ

の人生にどんな未来が待っているのか。その流れを作
るための４年間。人間として、女性として、大きな糧
となるかけがえのないものを身につけ、豊かな人生を
送る。その種を大切に育んでいくことが、本学の使命
だと考える。
④文学（日本語日本文学，英米言語文化，人間･社会文
化，幼児教育心理），生活科学（生活デザイン･情報、
管理栄養）

３５．ノートルダム清心女子大学：Ｍ１９「岡山女学校」。Ｓ
２４開学
①Ｖｉｒｔｕｓ　ｅｔ　Ｓｃｉｅｎｔｉａ」（徳と知）
②他者を他者とせず人を思いやる優しいまなざしを持つ
こと。知識をエネルギーに新たな可能性を創出する力
を養うこと。未来を自らの手で切り拓いてゆけるゆた
かな人間性を育むこと。教養や技能の修得により各々
の能力をのばすだけではなく、異なる人格や価値観を
理解し、さまざまな人や価値とのつながりを力に歩む、
しなやかで自主性を持った人間形成。それこそがリベ
ラルアーツ教育の本質である。
③品性と知性を兼ねそなえた、こころで時代と向き合え
る女性の育成
④文学（英語英文，日本語日本文学，現代社会），人間生
活（人間生活，児童，食品栄養）

３６．金城学院大学：Ｍ２２「金城女学校」。Ｓ２４開学
①プロテスタント・キリスト教の精神に基づいて、女性
のための高等教育を行うことを目的とする。
②＆③聖書の教えに基づいて、豊かな人間性と深い専門
的学識をバランスよく兼ね備えた女性を送り出し、２１
世紀社会の「地の塩」「世の光」となってくれることを
本学の祈りとする。このために「主を畏れることは知
恵の初め」をスクールモットーとし、次の３つの教育
目標、①品格ある女性、②使命に取り組む女性、③平
和を創りだす女性、の育成を掲げる。
④文学（日本語日本文化，英語英米文化，言語文化），生
活環境（生活環境情報，環境デザイン，食環境栄養），
現代文化（国際社会，情報文化，福祉社会），人間科学
（現代子ども，心理＜社会心理･臨床心理＞，芸術表
現療法），薬（薬）

３７．清泉女子大学：Ｓ１３「清泉寮学院」。Ｓ２５開学
①「まことの知・まことの愛」（ＶＥＲＩＴＡＳ　ｅｔ　ＣＡＲＩＴＡＳ）
②少人数教育による人格的触れ合いを通して、自分で考
え、判断し、決断することのできる女性を育成する。
また、自国の文化と異文化を理解し、地球市民として
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共に生きる姿勢を大切にし、地に足のついた緑ゆたか
な大樹のように育てる。　
③人間とは本来孤独な存在だが、神から一人ひとり祝福
されて生まれてきた。この神の愛のもと、孤独を引き
受ける強さ、そこから生まれる他者に対する優しさ。
こうした素養を育むための教育を、建学以来一貫して
実践してきた。現実の光と影をきちんと認識し、自分
がどういう人間として生きていきたいのか。そうした
自分の人生を主体的に考えることのできる女性たちを
一人でも多く育てたい。（学長）
④文学（日本語日本文学，英語英文，スペイン語スペイ
ン文学，文化史，地球市民）

３８．藤女子大学：Ｔ１４「札幌藤高等女学校」。Ｓ３６開学
①キリスト教的世界観や人間観を土台として、女性に全
人的高等教育を施す。
②＆③建学の理念の達成のため、以下の３つの教育目的
を掲げる。ａ）高度な学問研究を通して、自己の本質、
自己と環境の関係について認識し、個性を尊重しつつ、
普遍的な真理を求める中で、豊かな教養を身につける。
ｂ）人類の幸福の追求の中で生じる人間関係、地球環
境等に関する矛盾を解決するために、寛容の精神を
持って、自由な立場から真実を主体的に追求できる人
格の形成に努める。ｃ）自己と他者の人間性をかけが
えのないものと認め、近隣、地域社会、国などの立場
を尊重しつつ、地域社会の諸問題に取り組むと共に、
国際意識を育て、世界の平和を願い、人類社会の一員
としての責任を果たす人材を育成する。
④文学（英語文化，日本語･日本文学，文化総合），人間
生活（人間生活，食物栄養，保育）

３９．京都ノートルダム女子大学：Ｓ３６開学。
①建学の精神は「Ｖｉｒｔｕｓ　ｅｔ　Ｓｃｉｅｎｔｉａ」（徳と知）。
②＆③「品性と知性を兼ねそなえた、こころで時代と向
きあえる女性の育成」が教育の基盤。他者を他者とせ
ず人を思いやる優しいまなざしを持つこと。知識をエ
ネルギーに新たな可能性を創出する力を養うこと。未
来を自らの手で切り拓いてゆける豊かな人間性を育む
こと。教養や技能の修得により各々の能力をのばすだ
けではなく、異なる人格や価値観を理解し、さまざま
な人や価値とのつながりを力に歩む、しなやかで自主
性を持った人間形成。それこそがわたしたちのめざす
リベラルアーツ教育である。
④人間文化（英語英文，生活福祉文化，人間文化），心理
（心理＜発達心理･学校心理･臨床心理＞）

４０．フェリス女学院大学：Ｍ３「ヘボン施療所」。Ｓ４０開

学
①福音主義キリスト教（プロテスタント）の信仰とその
精神をひろめることによって、単に日本一国の文化的
伝統に満足することなく世界人類のために文化の平和
的発展に献身する、教養豊かな、進歩的かつ有能な近
代女性を育成し、女性の地位の向上に大きな役割を果
たすことを使命とする。
②＆③キリスト教を教育の基本精神とし、女子に高度の
教育を授け、専門の学問を教授研究することによって、
真理と平和を愛し、人類の福祉に貢献する知性ある女
性を養成することにある。モットーは"Ｆｏｒ　Ｏｔｈｅｒｓ"
の一句で、この一句は「他者のために奉仕する」とい
う意味であり、愛と配慮を、単に自分や自分の家族・
友人、或いは自国だけに向けるのではなく、見知らぬ
他者、異なった文化と歴史をもっている地球の裏側に
いるような民族と国家にも向けなければならない。
「他者のために」こそ、すべての人間が平和的存続の
ために自らの基本精神とすべきモットーである。
④文学（英文，日本文学，コミュニケーション），国際交
流（国際交流），音楽　（演奏，音楽芸術）

４１．梅花女子大学：Ｍ１１「梅花女学校」。Ｓ３９開学
①「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたが
たも人にしなさい」
②＆③神を敬い、隣人を愛する心、それは共生の時代・
心の時代といわれる現代にこそ伝えるべき真理である。
これは確かに、他人に対する惜しみのない愛の精神を
説いたものだが、同時にまた、自分に対して厳しく臨
むことも教えている。他者への本当の意味での愛と思
いやりは、常に自己を向上させようとする積極的な姿
勢、確固とした主体性と自立性に裏打ちされていなけ
ればならない。本学は、人のため社会のために自分を
活用できる力を身につけた、自主・自立の女性の育成
を目標としている。（学長）
④現代人間（人間福祉＜社会福祉･保育福祉･介護福祉＞，
心理，生活環境），文化表現（国際英語，児童文学，日
本文化創造，情報メディア）
　
４２．神戸海星女子学院大学：Ｍ２２「神戸海星女子学院」。
Ｓ４０開学
①「真理と愛に生きる」。キリスト教世界観に基づき、神
を敬う心と、人を愛する心を育てる。
②＆③「人間とは何か」「真理とは何か」を追求するため
に、専門的な知識や技術を伝えるだけでなく、人格形
成の基礎となる豊かな思考力や健全な判断力を養う。
人類の平和・福祉の発展に奉仕する人材の育成
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④文学（国際英語メディア，心理こども）

４３．仙台白百合女子大学：Ｍ２６「仙台女学校」。Ｓ４０開学
①キリストの愛の精神に基づく「人間の理解と援助」、
「社会変化への対応」、「教育による女性の社会的地位
の向上への貢献」を通して、人類の真の幸福を築く。
②＆③キリスト教の精神を基盤に、移り変わる時代の要
請に柔軟性を持って応え、社会に貢献できる子女の教
育。物質的豊かさゆえに、人のいのちさえも「物」の
ように扱われるような精神的な貧困に立ち向かって行
く勇気と、小さなものも見逃さない細やかなやさしさ
を兼ね備えた、心豊かな人。また、与えられた豊かな
感性と知性を発揮し、平和な社会の実現・グローバル
な視野に立って、国際社会に貢献できる人材の育成。
④人間（人間発達，人間生活，総合福祉，健康栄養，国
際教養）

４４．白百合女子大学：Ｍ３１「高等女子仏英和学校」。Ｓ４０
開学
①キリスト教、特にカトリシズムの世界観による人格形
成
②＆③「真・善・美」の追究。真理の探求という知性の
絶えざる研磨に加え、人格的自己完成という単独では
獲得しえない徳性を、本学は人々への誠実な愛と奉仕
の姿勢を身につけることによって可能な限り追求する。
そして、自己と自己をとりかこむ一切のものの中に美
を見出し、また謙虚さに根ざした畏敬の念を感受して
ゆくこと。校章にも「白百合」の花を選び、清楚、謙
虚さの中に気品を保ち、豊かな人間性と広い視野のう
えに専門的な知識を備えた自立的女性の育成を目標と
する。
④文学（国語国文，フランス語フランス文学，英語英文，
児童文化＜児童文学･文化，発達心理＞）

４５．神戸松蔭女子学院大学：Ｍ２５「松蔭女学校」。Ｓ４１開
学
①キリスト教精神に基づくリベラル・アーツ教育による
人格形成
②＆③責任ある知恵を身につけ、家族のように喜びを分
かち合う―知と愛と自由の精神を基盤に、特色ある多
彩な専攻・コース制の中で、時代の要請する国際セン
スあふれる実践的知性を備えた女性の育成を目指す
④人間科学（心理，生活＜都市生活･食物栄養＞），文学
（英語英米文学，国文，　総合文芸）　

４６．活水女子大学：Ｍ１２「活水女学校」。Ｓ５６開学

①知恵と命の泉、主イエス・キリストにむすべよ。女子
に最高水準の教育を。（アメリカ人宣教師エリザベス・
ラッセルの志）
②人としての豊かな心を養うことを教育目標として、キ
リスト教精神に根ざした伝統を礎に、地域や国際社会
の発展に貢献する女性を育成する。
③「活水」の名は、新約聖書ヨハネ福音書の第４章１０節
「さらば汝に活ける水を與（あた）へしものを」から
とられた。イエス・キリストの与える水は､永遠に渇
くことのない、また希望に満ちた生命の水。学びを通
して、この「活ける水」をしっかりと汲み取りながら、
心豊かで愛と品位のある女性に育って欲しい。　
④文学（英語，現代日本文化，人間関係），音楽（演奏，
応用音楽），健康生活（食生活健康，生活デザイン，子
ども）

４７．聖カタリナ大学：Ｓ６３開学
①「愛と真理」“Ａｍｏｒ　ｅｔ　Ｖｅｒｉｔａｓ”
②＆③創立者聖ドミニコの「愛と真理」の精神と、学園
の保護者シエナの聖カタリナの精神と学識にならい、
普遍的な価値観と高い徳性を有する人間を育成する。
具体的な教育方針としては、キリスト教的人間観に立
脚して「誠実」「高邁」「奉仕」を学訓として掲げる。
「誠実」とは、社会成立の基礎として各個人が真実に
従って生き、相互に信頼しあうこと。「高邁」とは、人
間の尊厳を擁護するため、個人と社会を取り巻く諸困
難に立ち向かってゆく精神と身体の強さを持つこと。
「奉仕」とは、民族、地域、社会、文化の差異を越え
て、世界の平和と発展のために、全ての人間に対して
尽力すること。そういった資質と使命感を持った女性
を育成する。
④社会福祉（社会福祉，福祉経営）

４８．東洋英和女学院大学：Ｍ１７「東洋英和女学校」。Ｈ元
開学
①「誰かのために　まず私から始めましょう」
②＆③２１世紀は、経済中心の時代から文化重視の時代へ
と変革されつつある。そこでは、合理性・効率性を中
心とした画一的な価値観から、心の豊かさ、人間性を
重視した多様で多彩な価値観が求められる。教育にお
いても、失われつつある日本人の美徳とも云うべき
「他者への思いやり」「感謝の心」を今一度思い起こし、
他者の存在を尊重する大切さをしっかりと伝えていく
ことが希まれる。今日、家族や地域社会をはじめとし
たコミュニティーでは、個々の関係性が希薄化してお
り、特に若年層を取り巻く環境は極めて厳しい状態に
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あるだけに、学校教育は知識の修得のみならず、隣人
愛にもとづいた想像力豊かな人間形成を目指すべきで
ある。そのためにも、今こそ確固たる普遍的座標軸が
必要なのではないか。（理事長）
④人間科学（人間科学，人間福祉），国際社会（国際社
会）

４９．福岡女学院大学：Ｍ１８「英和女学院」。Ｈ２開学
　①～③『知る力と、見抜く力とを、身に着けて、あな
たがたの愛がますます豊かになり、本当に重要なこと
を見分けられるように。』これは、聖書の中のパウロの
祈りの言葉だが、混迷の度を深める２１世紀の未来を切
り開いて進む皆さんには、激動する社会の大地震に出
会ってもびくともしない強靱な「根っこ」と、烈しい
人生の暴風雨に出会っても飛翔し続けることのできる
しなやかな「翼」をもってほしい。そのためこの大学
で沢山の知識や技術を学び、社会や人生に対する叡智
や洞察力をしっかりと一人ひとりのものにしてほしい
と願う。また自分を確立するだけでなく、豊かな愛を
もって周囲の人々をあたたかく包み、ともに進んでい
ける人となってほしい。（院長）
④人文（現代文化，表現，英語），人間関係（心理，子ど
も発達）

５０．松山東雲女子大学：Ｍ１９「松山女学校」。Ｈ４開学
①聖書に基づいた生命の尊厳を自覚し、賢明で自立的な、
そして国際的視野をもつ人物を育てる女子教育
②＆③スクール・モットーは「信仰・希望・愛」。キリス
ト教精神の真髄を「信仰・希望・愛」によって語る聖
書の言葉（新約聖書　コリントの信徒への手紙一　１３
章）に基づいて、神を畏れることを知識の基礎とし、聖
書の言葉に励まされ希望をもって人生の明日を開拓し、
神を愛し隣人を愛することに人間として生きる課題と
使命を見い出すことが、教育の基礎であり目標と考え
ている。キリスト教精神による教育は、五箇条の言葉
－「高遠なる理想」「敬虔なる信仰」「真摯なる努力」
「清純なる愛情」「私心なき奉仕」－にまとめられてい
る。
④人文（心理こども，国際文化）

５１．西南女学院大学：Ｔ１１「西南女学院」。　Ｈ６開学
①～③キリスト教信仰に基づく「感恩奉仕」。神の恩寵の
中に生かされていることへの感謝を意味する「感恩」
と隣人への愛を意味する「奉仕」を学院教育の基盤と
して、神に仕え、人に仕える人間形成を目指すことに
より、心ゆたかな人間を育成する人間教育の実践を目

指す。
④保健福祉（看護，福祉，栄養），人文（英語，観光文
化）

５２．長崎純心女子大学：Ｓ１０「純心女学院」。Ｈ６開学
①知恵のみちを歩み、人と世界に奉仕する＜知恵と奉 
仕＞
②＆③１６世紀のキリシタン時代から「長崎」の地に継承
されているカトリック精神と学術の伝統を、現代に生
かす教育研究を行う大学を創設することを願った。
「純心」の名称は、本学が教育の理想と仰ぐ聖母マリ
アの「純にして美しい心」を、大学の心とすることか
ら名付けた。このマリアの心は神と人々への　「奉仕」
に生きたマリアの生涯に示されている。学園標語は
「マリア様、いやなことは私がよろこんで」。
④人文（比較文化，現代福祉，人間心理，英語情報，児
童教育）

５３．鹿児島純心女子大学：Ｓ８「聖名高等女学校」。Ｈ６
開学
①「いのちを育む知性と愛」
②キリスト教ヒューマニズムに根ざした「全人教育」
③理想と仰ぐのは聖母マリアの生き方。聖母マリアを人
格形成の鑑として、自らを律し欲望に流されない「清
らかさ」、人のために身を挺する労をも厭わない「優し
さ」、思慮深く謙虚な人間になるための「賢さ」の３つ
の要素を持った品位と知性に溢れる女性として社会を
支えてもらいたい。
④国際人間（英語コミュニケーション，こども），看護栄
養（看護，健康栄養）

５４．東京純心女子大学：Ｓ１０「純心女学院」。Ｈ８開学
①“Ｓａｐｉｅｎｔｉａ　ｉｎ　Ｃａｒｉｔａｔｅ　Ｆｕｎｄａｔａ”　「愛に根ざした真の
知恵」。
②～③キリスト教（カトリック）精神に基づく教育と研
究を通して、心豊かな女性の育成を目指す。国際化が
進む２１世紀の共生社会で活躍できる真の賢さと実力
は、本学の教育のモットーである「愛に根ざした真の
知恵」から生まれる。「真の知恵」は愛に裏づけされた
ものであり、その愛に支えられた「いのち」はさらに
生きる力を生み出す。具体的な目標として、超越的価
値に開かれた真理の探究、世界に通じる教養の体得、
聖母マリアの徳に基づいた人格形成の三つを掲げる。
④現代文化（英米文化，芸術文化，現代英語，こども文化）
　
５５．平安女学院大学：Ｍ８「エディの学校」。Ｈ１２開学
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①～②「知性を広げ、望みを高くし、感受性を豊かにし、
そして神を知らせる」
③「躾＝ｍａｎｎｅｒｓ」、豊かな常識や礼儀・作法を身につけ
た品格ある女性、「心得＝ｓｋｉｌｌ」、社会人基礎力の土台
の上に専門的スキルをバランスよく身につけた女性、
「愛＝ａｇａｐｅ」、寛容や他者への思いやりをベースとし
た真のコミュニケーション能力を備えた女性。
④国際観光（国際観光），生活福祉（生活福祉）

５６．清泉女学院大学：Ｓ１３「恵泉寮」。Ｈ１４開学
①キリスト教の精神に基づく全人教育
②＆③キリストの福音（ｇｏｏｄ　ｎｅｗｓ）に基づき、学問研
究と教育を通じて、真摯に真理を探究する。知的およ
び道徳的に高い見識と広い教養を養い、たゆまぬ自己
開発通して文化の向上と社会の福祉のために貢献しう
る女性を育成する。
④人間（文化心理）

（Ｄ）仏教系の大学
５７．京都女子大学：Ｍ３２「顕道女学院」。Ｓ２４開学
①「親鸞聖人の体せられた仏教精神にもとづく人間教育」
②＆③この精神に基づいて知性と情操を高め、人間とし
ての自覚を深めるとともに、すべてのいのちを平等に
愛する豊かな心を培うことによって、真の人間を育成
することにある。「仏教」は、悟りすなわち深く真実に
目覚める自覚をその本質としている。この自覚に立つ
とき、すべてのいのちあるものを等しく尊び、敬い、
愛する心が生まれ、そこにこそ真の人間の道があるこ
とを教えている。それは、われわれ人間が自己に執ら
われ、自己中心の欲望に溺れている愚かさ、浅ましさ
を知って、その歪みを克服する道である。この愚かさ
の自覚とは、宗教的な深い自覚である。このような自
己内省があってこそ、思い上がりの心が退けられる。
無限の力に支えられ生かされているという「いのち」
そのものの不思議さを知るとき、自他の対立を超え、
ともに生き、ともに育てられているという、あらゆる
いのちあるものの平等を自覚するのである。これが人
間教育の原点であり、本学の教育理念である。
④家政（食物栄養，生活造形，生活福祉），　文学（国文，英
文，史学），発達教育（教育〈教育・心理・音楽教育〉，
児童）

５８．京都光華女子大学：Ｓ１４「光華女学院」。Ｓ３９開学
①仏教、特に親鸞聖人が明らかにされた浄土真宗の教え、
すなわち「生かされて生きることの自覚」に基づく人
間形成

②＆③建学の精神は、経典『仏説観無量寿経』にある一
説「其光如華又似星月」にちなみ、清澄にして光り輝
くおおらかな女性を育成するにふさわしい名称として
名づけられた校名「光華」と校訓「真実心」（真実＝自
己を超えた広大清浄な心）に込められている。教育は
単に知識、技能を習得させることにあるのではなく、
人間形成、人格の完成を目指すものであり、自ら真実
の人間としての生き方を求める（自己を問い、自己を
確立する）ようにするものでなくてはならない。自己
を問うということは、自らの力ではできることではな
く、「真実心」にてらしてのみできうることである。
④文学（日本語日本文学，国際英語），人間科学（人間関
係＜臨床心理･心理学･メディア情報＞，健康栄養，
社会福祉）

５９．筑紫女学園大学：Ｍ４０「筑紫高等女学校」。Ｓ６３開学
①仏教とくに浄土真宗の教え
②＆③校訓はその精神を、自律、和平、感恩の三項目に
まとめたもの。自律とは、本当の自分を照らし出す光
となるものに出会い、それによって自分を深く見つめ
るところから始まる。“さまざまな恵みによって生か
されている"という自覚の上に、自ら考え、自ら判断
し、自ら行動していくこと、つまり自分の人生を自ら
が生きるということが、自律ということである。和平
とは、自分のまわりにある他のすべての存在を認め、
互いに尊重しあう中に生まれる穏やかな世界である。
自らを律するときに、一人ひとりが、かけがえのない
自己を生きている身であることに気づく。感恩とは、
自分を支えている大いなる恵みを知るということ。人
の生命は、無限の生命のつながりの中に縁あって恵ま
れ、育まれてきたものであることに気づく。同時にそ
のつながりの中で、恵まれた生命を生かす必要がある
ということも。こうして、自分を支えている、はかり
知れないはたらきに感謝の念を抱き、その恩に報いた
いと願いながら生きることが大切である。
④文学（日本語･日本文化，英語，英語メディア，アジ
ア文化，人間福祉，発達臨床心理）

６０．駒沢女子大学：Ｓ２「駒沢高等女学院」。Ｈ５開学
①道元禅師の禅の精神、「正念」と「行学一如」。「正念」
とは坐禅、「行学一如」とは坐禅の心。坐して身も心も
一つにして、全ての物事を行うという意味。
②「過ぎし時を想いだして涙するもよい　現在に没入し
てわれをわすれるのもよい　輝く将来に胸をふくらま
せるのもよい　しかし、正念一切を省みず　待ち望ま
ず　孤独のなかでひたすら座し　本当の自分に出会う
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あるがままの自分の発見」
③「国際化・情報化の進展、女性の社会参加の拡大など、
急速な社会構造の変化にのぞみ、十分に自己を実現し、
新しい文化の創造的担い手となる人間的豊かな現代女
性」
④人文（日本文化，国際文化，人間関係，空間造形，映
像コミュニケーション）

（Ｅ）特殊専門領域に絞った大学
６１．女子美術大学：Ｍ３３「女子美術学校」。Ｓ２４開学
①「芸術による女性の自立」「女性の社会的地位の向上」
「専門の技術家・美術教師の養成」
②＆③２１世紀をむかえ、さまざまな分野で、新たな社会
システム、価値観を形づくるための模索が行われてい
る。求められるものは、経済志向から文化志向、物質
中心から精神中心へと移りつつある。また、出世や地
位を欲することから「自己実現」の可能性や、人が他
者あるいは自然と共に生きる「共生の社会」を志向し
ている。そのためには科学技術と人間の感性との調和
を図る視点が不可欠。女子美は「知性と感性の融合」
「教育の人間化」をキーワードとして、女子美で学ぶ
ことは「創造者」としてだけではなく「鑑賞者」であ
るとともに「批評者」さらに「教育者」としての立場
を自覚することであると考える。学生一人ひとりの自
己実現を支援し、ものごとを総合的に捉え、判断し構
想し実践をとおして社会に貢献できる人材育成を目標
としている。
④芸術学部（絵画＜洋画･日本画＞，工芸，立体アート，
デザイン，メディアアート，ファッション造形，芸術
学科）

６２．東京女子医科大学：Ｍ３３「東京女醫學校」。Ｓ２７開学
①「医学の蘊奥（うんおう）を究め兼ねて人格を陶冶し
社会に貢献する女性医人を育成する。」
②～③将来、医師・看護師として活躍するあらゆる分野
で、必要な基本的知識、技術及び態度を身に体し、生
涯にわたって学習しうる基礎的能力を固めることを目
指している。自主的に課題に取り組み、問題点を把握
し、かつ追及する姿勢を養い、医学のみならず広く関
連する諸科学を照覧して理論を構築し、問題を解決で
きる能力および継続的に自己学習する態度を開発する。
④医学（医学），看護（看護）

６３．女子栄養大学：Ｓ１５「女子栄養学園」。Ｓ３６開学
①「すべての人が健康で、そして幸せであるように」
②＆③高度成長期の近代化とともに生活水準が向上し、

今や世界一の長寿国となった日本。しかし、現代の豊
かな食生活は、糖尿病や脳梗塞、心筋梗塞といった生
活習慣病の蔓延、介護の必要な高齢者の増加という新
たな課題を生んだ。本学は、建学以来、食事と健康を
テーマに、栄養学と保健学の教育と研究に力を注いで
いる。そして、多くの管理栄養士、栄養士、臨床検査
技師、栄養教諭、養護教諭、家庭科教諭などの人材を
世に送りだし、日本人の健康の維持・増進に貢献して
きた。少子高齢化が進むわが国にあって、食と健康は
重要視され、本学の社会に果たす役割もさらに注目さ
れる。　（学長）
④栄養（実践栄養，保健栄養，食文化栄養）

６４．東京女子体育大学：Ｍ３５「東京女子体操学校」。Ｓ３７
開学
①「心身ともに健全で、質素で誠実、礼儀正しい女子体
育指導者の育成」
②＆③藤村トヨの女性観、教育観に基づいたこの精神は、
「女性の特性に配慮し、女性の感性を生かした体育の
実践」を最も重視している。（略）　「巧言令色」を嫌っ
た藤村トヨは禅の考え方を教育に取り入れ、思慮深く
て高潔な人格形成を目指した。学生と寝食を共にしな
がら２４時間の全人教育を実践し、座禅や学習はもちろ
ん、生活の雑務や作業まで学生と一緒に動くことを心
がけた。
④体育（体育）

６５．日本女子体育大学：Ｔ１１「二階堂体操塾」。Ｓ４０開学
①競技スポーツ、舞踊表現、楽しみや健康のためのス
ポーツ、幼児の発達等の科学的研究教育を通して、教
養高き有能な女性指導者を養成し、スポーツの普及発
展および健康福祉の向上に寄与することを目的とする。
②＆③創立者二階堂トクヨ先生は、女性の身体や生理に
応じた最適の指導と、円満な人格形成のための教養向
上の実現を目指した。言語動作が優雅で、明朗かつ健
康な女性をつくろうとした。そのような女性が、元気
な可愛い子供を育て、楽しい家庭と豊かな国をつくっ
てゆくことを願った。（理事長）
④体育（運動科学＜スポーツ科学･舞踏＞，スポーツ健
康＜健康スポーツ･幼児発達＞）

（Ｆ）その他の新しい大学（母体が戦後生まれか、大学
の開設が平成になってからのもの）

６６．九州女子大学：Ｓ３７開学
①「自律処行」
②建学の精神に則り、自ら建てた規範に従って、自分の
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判断と責任の下に行動できる女性の育成を目指す。
③知識・人格・健康、つまり「知・徳・体」の三つをそ
ろえ、バランスの取れた人間づくり、高い知性と豊か
な教養、そして社会で自立して活躍するために必要な
各種免許や資格を有する人材の育成を目的にする。近
い将来、男女共同参画社会で活躍するリーダー。そん
な強くてしなやかな女性を、私たちは育てている。
④家政（人間生活，栄養），人間科学（人間発達，人間文
化）

６７．郡山女子大学：Ｓ２２「郡山女子専門学院」。Ｓ４１開学
①「尊敬・責任・自由」
②＆③互いの個性を尊重し、敬愛できる豊かな人柄を創
ること。そして他者においてそれを認めること。人間
として存在するためには責任ある行動で社会への自覚
をもちうるということ。学園の規則を守りながら、個
人の求める、あらゆる自由な発想と研究とで個性豊か
な人格を創るということ。つまり、個性を重視し互い
を理解する、＜個＞の確立と＜他＞との強調をもって
自主、自立できる女性としての人間育成を図る。
④家政（人間生活，食物栄養）

６８．広島文教女子大学：Ｓ２３「女子専門学校」。Ｓ４１開学
①「社会環境にまどわされない強く明るい女性」、「麗し
い日本女性の伝統を守り、知性と美しい徳性を身につ
けた女性」の育成。
②～③創設者の武田ミキがいつも心に念じていたのは
「謙虚で優雅な人になってほしい」ということ。その
ためには単なる技術や技能だけではなく、土台となる
人間性を育まなければならない…そこから「心を育て、
人を育てる」という教育理念が生まれた。
④人間科学（人間言語，初等教育，人間福祉，心理，人
間栄養）

６９．岐阜女子大学：Ｓ４３開学
①「人らしく　女らしく　あなたらしく　あなたならで
は」
②「教養ある専門性をもつ職業人養成を重視した教育を
施す」　それは、慈しみの心を育み（人らしく）、きめ
細やかな感性を発揚し（女らしく）、自我を確立させ
（あなたらしく）、責任ある個性が発揮できる（あなた
ならでは）人材を養成する（教養ある職業人）という
教育理念となっている。
③いかに社会が進歩し、文明が発達しようとも、社会で
活躍できる確かな専門能力の一方で、欠くことのでき
ない女性としてのやさしさ、人を慈しむ「恕」の精神

も育んでいただきたい。
④家政（健康栄養，生活科学），文化創造（＜初等教育･
文化創造＞）

７０．東海女子大学：Ｓ５６開学
①「国際的視野を備えた社会性および創造性と行動力豊
かな女性の育成」
②～③大学は、知性を磨き、正しい認識と的確な判断力、
技術、資格、高い教養を身につける高等教育機関です。
大学の教員はさまざまな分野の専門家集団で、腕によ
りをかけて皆さんに真理を伝え、鍛える。（略）知性や
理性と同じく、あるいはそれ以上に大切な心がある。
それは素直な心、他の人を思いやる心、美しいものに
感動する心。これらは、如何なる高等教育機関といえ
ども残念ながら、直接教えることができない。ことば
で伝えられるものではなく、自らが感動した体験を通
じて育っていく心だからだ。大学のキャンパスは広々
として緑も多く、ゆとりのある空間が広がっている。
ひらめきや意欲、感動する心はこうしたゆとりを必要
とする。大学ではまざまな機会、施設を存分に活用し
て、知性や判断力を高め、芸術やスポーツなどを含む
幅広い教養を身につけ、生活を大いに楽しむ基礎を
作って欲しい。（学長）
④人間関係（心理，子ども），総合福祉（総合福祉）

７１．大阪女学院大学：Ｍ１７「ウヰルミナ女学校」。Ｈ１６
開学
①真理を探求し、自己と他者との尊厳に目覚め、確かな
知識と豊かな感受性に裏付けられた洞察力を備え、社
会に積極的に関わる人間の形成にある。
②＆③いかに生きるかを問い、さまざまな知に触れて複
眼的な視点や柔軟性を身につけながら、環境がどのよ
うに変化しても、人間としてたじろがない基礎を造る。
ｉｄｅｎｔｉｔｙを確立し、一人ひとりが内に秘めている自由
で知的な好奇心を大きく花開かせる。
④国際・英語

５．結果・考察
（Ａ）高等女学校を母体にする大学
　創始者の高邁な建学の精神が掲げられ、それが伝統の
特色となって学部構成に生かされている。家政系がメイ
ンの学部構成ではなく、文学・教育系、人間科学、芸術
系など幅広い文理系分野を網羅する傾向がある。先覚的
な創設者を持つ津田塾や日本女子を筆頭に偏差値の高い
大学、人気の有名大学もこの範疇に入る。女性解放運動
と「新しい女」の誕生を促した大正デモクラシーの中で
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誕生・発展した背景もある。この範疇のキーワードは、
有為の女性、女性の地位向上、男女の共生、新しい女性
の醸成。津田塾大学の津田梅子は時代に先駆けて「男性
と女性の真の共生の実現」を目指し、有為の女性として
の「ａｌｌ－ｒｏｕｎｄ　ｗｏｍｅｎの養成（全人教育）」という先覚的
な理想を掲げる。日本女子大の成瀬仁蔵は、「信念徹底」、
「自発創生」、「共同奉仕」の三つの言葉を提唱して新し
い時代を生きる女性像を提唱する。昭和女子大は文豪ト
ルストイの教育理念を基に、人類の母である女性の「愛」
と「調和」と「理解」の精神が真の世界平和を創る原動
力になり「女性文化の帆」を張るという理念を説く。概ね、
「高い知性と豊かな情操」を兼ね備え、「高潔善美」の特
性を持った女性が「新しい文化」の創生にかかわるとし
て女性原理の発揚をと謳っている。
　
（Ｂ）和裁学校などを母体とする大学
　和裁・洋裁学校などの家政系の職業訓練校が出発点に
なり、時代の要請（制約）を受けて女性の経済的・精神
的自立を第一の目標とし、身近な生活信条や学校訓を掲
げているところが多い。期待される女性像は、伝統的な
日本女性ならではの優しさ、気遣い、思いやり、和やか
さ、しなやかさ。女性原理に類するものに加えて、女性
の自立や自主自律を高揚するものが混在している。現在
も生活（衣食住）に関連した学部構成が特徴で、家政系
がメインになっている。実践女子大は「女性の資質は、
純一で慈愛に富み、その清らかな徳性とゆたかな情操と
をもって社会の弊を正し、広く世人に至福をもたらすこ
とにある」という学祖下田歌子の遺訓を掲げる。和洋女
子大は「和魂洋才」を掲げ、「なごやかでしなやかな心を
持った女性が集い、大いなる未来へと前進する場」とし
て学びの場を規定する。東京家政大は女性ならではの柔
軟な視点、地に足をつけたきめ細やかな問題処理の仕方
を提唱する。

（Ｃ）キリスト教団体が設立母体となった大学
　明治以降の急激な文明開化の中、キリスト教各派の団
体が競うように日本で布教活動を始め、その一環として
遅れていた女子教育を手がけてきた経緯があり、７０弱あ
る日本国内のキリスト教系大学のうち、女子大学は２８に
のぼる。東京女子大の建学の理念に代表されるように、
キリスト教の教義に則った人格形成とリベラル・アーツ
の教育方針が共通基盤と言える。隣人愛や犠牲・奉仕の
精神に則って「人のために尽くす」ことが強調され、地
球家族の視点から国際協調や異文化理解の必要性が説か
れる。世界平和に貢献できる有為の女性の育成を謳う。
この範疇のキーワードは、女性原理の中核をなす、神へ

の畏敬、慈愛、犠牲・奉仕の精神、使命感、他者の受容。
聖心女子大は「一人一人の人間をかけがえのない存在と
して愛するキリストの聖心」に学び、「地球を共有する人
類の一員」として実践的、行動的に未来の社会に貢献す
ることの意義を謳う。同志社女子大は「個人の尊重とと
もに隣人への愛を説く教え」に基づき、「他者への愛を大
切にした倫理観の形成」、「学びの成果を自分のためだけ
ではなく、他の人のために生かせる女性の育成」を説く。

（Ｄ）仏教系の大学
　キリスト教系の大学には女子大学が多いのに対して、
仏教系は３９校中わずかに４校が女子大学である。仏教
各派が女子の高等教育に熱心に取り組んでこなかったの
は、仏教伝来以降、日本の政治的権力構造の中で仏教が
果たしてきた役割による。しかし、仏教系の女子大学の
建学の理念には、自己中心の欲望に溺れる軽佻浮薄の時
代風潮を戒める言葉が溢れる。絶対一神教のキリスト教
徒は違って、仏教では悟りは啓示的ではなく「自覚的」
である。自覚だけが超越である。「深く真実に目覚める」
と、「自分を支えている大きな恵」を知り、己の愚かさ、
命の大切さ、他を敬愛する心を得る。このような「内省」
は多分に女性原理的な要素を含み、我執から解かれた
「清澄にして光り輝くおおらかな女性」の育成に繋がる。
女性こそが「新しい文化の創造的担い手」になるとまで
謳われる。

（Ｅ）特殊専門領域に絞った大学
　体育、医学、栄養、美術といった単科の専門領域を大
学名に冠し、その領域に秀でた人材を育成することを目
標に掲げるので、建学の理念の中で女性原理の発揚とい
う意味での共通要素は少ない。女性ならではの「特性と
感性」を持って専門的知識と技量を修め、「自立」した
「思慮深く高潔な」女性として「社会に貢献できる」人
材の育成を図ることを教育目標とする。

（Ｆ）その他の新しい大学（母体が戦後生まれか、大学
の開設が平成になってからのもの）
　該当の大学は６大学。設立年度が新しい後発組である
だけに、女性原理の復権が叫ばれるようになる時代の歴
史的転換点に相応しい文言が、しかも受験生に理解しや
すい平易な表現で並ぶ。

６．名古屋女子大学の学校訓「親切」の解釈の試み
　名古屋女子大学の「親切」は学園創始者の越原春子が
提唱した学校訓である。「親切」という言葉は普段使う卑
近な日常語であるために、一見さして深い哲学的意味が
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ないように見える。しかし実際にその意味するところを
考えてみると、幾層にも重なった女性原理的な解釈が可
能であるように思える。時代を超えてなお新鮮に輝く深
遠な思想性が窺えるように思える。
　先ず、研究・教育の分野で先達の知的遺産を引き継ぎ、
次世代に有意義な形で伝えるという使命が、大きな視点
から人類や文明に対する貢献を果たすという意味での
「親切」がある。学園紹介の理事長挨拶の中でも、人類
文化の前進に利する科学をきちんと選別し、その知恵を
次世代に伝えるということが大きな意味での「親切」の
実践であると述べられている。
　しかし、モノ社会における「こころ」の大切さを訴え
かける女性原理提唱の意義も大きいことを心理学的観点
から強調しておこう。現代社会はモノが過剰に溢れる豊
かさを享受するが、一方では、人間性が管理・画一化、
疎外化され、「こころ」が置き忘れられ、人間関係が希薄
になり、親子関係までもが歪みつつある。我欲に囚われ
た自己中心の人間が増え、教育現場では「子どもがおか
しい」と言われて久しく、ニートや引きこもりの若者の
存在が大きな社会問題となっている。今こそ、互譲精神
を発揮し「親切」を実践して、他者への気遣い、優しさ、
共感性を勇気を持って発露しなければいけない。良きコ
ミュニティを復活するための方策を模索し、先ずは身近
な生活空間から共生・連帯への意思表示をしなければい
けない。　　
　「親切」の実践とは、自己満足に陥りがちな、取り澄ま
したお上品主義からの脱却であり、地に足を付けた現実
的実践主義の提唱である。差別・偏見への決別宣言でも
ある。現代人は心を患うが、自閉状態から脱却して心身
の健全さを保つためには、「心の窓」の開閉こそが必要で
あり、他我との生命交歓こそが急務である。しかし、そ
れはあくまでも個としての自主自律があってこそである。
主体的な自立性を確保した上で、初めて「和して同ぜず」
の精神も生きる。
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１．はじめに
　経済的能力を持つ職能人の育成は、１９１５年（大正４年）
に設立された名古屋女学校の建学の理念の一つである。
本研究は、本学の教育理念や同時期に設立されたほかの
女学校の建学の理念等をふまえながら、本学創立時前後
（主に明治、大正時代）の日本の女子教育の現状と当時
の女学生に求められていた女性像を検証することを目的
とする。また、近代国家の女子教育の先駆として日本の
制度にも影響を与えた、アメリカの女子教育の目的と歴
史的背景についても考察する。

２．日本の女子教育
（１）学校制度の始まり
　日本における本格的な女子教育は、近代国家建設を目
指した明治時代に始まった。それは明治以前の私塾を中
心とした教育とは異なる、近代的な学校制度の始まりに
ともなうものであった。１８７２年（明治５年）に開始され
た小学校は男子、女子両方を対象とした８年制だった。
しかし８年間も子どもを学校にやる余裕のない家も多く、
のちに義務教育は尋常小学校４年までとなり、高等小学
校（２年ないし４年）は任意の進学となった。
　高等小学校を卒業した女子生徒がさらに進学をする場
合、３通りの道があった。１つ目は公立の中等学校、２
つ目は公立の女子師範学校、３つ目は私立のミッション
スクールへの進学であった（斎藤　２１）。
　中等学校入学が男子に限定されるのは、１８８３年（明治
１６年）のことであり、それ以前は女子も中等学校への進
学が可能であった。１８７６年（明治９年）には中等学校で
女子生徒の占める割合は１割ほどであったという（斎藤
　２１）。男子と同じ中学校へ通う女子には男女同権意識
が芽生え、現実にはほとんど実現不可能ではあったが、
学問による立身出世を望む者もあったという（今田　３３）。
１８７７年（明治１０年）に創刊された十代の子ども向け雑
誌『頴才新誌』には、「男女不同権をアジアの野蛮な風習
として批判し、日本が文明化して男女同権が世に拡充す
れば、女子も学問を身につけることができ、男子に軽視
されることはなくなる」という投稿が女子読者から寄せ
られていた（今田　３４）。

　女子師範学校は４年制で、小学校教員養成のために開
校された。小学校の義務化により、教える資格のある者
が多数必要となったため、女子にも門戸が開かれたので
ある。のちに１年の教員養成所も開設された。この措置
は、当時小学校の教員数を確保することがいかに急務で
あったかということを物語っている。養成所を出れば、
早ければ１５～６歳で教壇に立つことができたのである。
本学創立者の越原春子もこの養成所を終了し、小学校で
教えた経験を持っていた。
　ミッションスクールは、キリスト教の宣教師や修道女
たちが主に布教のために始めたものである。１８７０年（明
治３年）には早くも２つの学校が開かれた。横浜のヘボ
ン施療所（ローマ字のヘボン式表記の由来となった博士
の診療所）で授業を始めたメアリー・キダー（Ｍａｒｙ　Ｅ．
Ｋｉｄｄｅｒ）というアメリカ人女性宣教師の学校と、東京の
築地居留地に作られたＡ六番女学校である。前者は
１８７５年（明治８年）に独立した校舎を建て「フェリス・
セミナリー」と名付けられる。現在のフェリス女学院大
学である。後者はいくつかのミッション系女学校が統合
され、現在の女子学院となる。この２つが、日本のミッ
ションスクールの始まりといわれている。
　その後、１８７３年（明治６年）に神戸英和女学校（神戸、
現神戸女学院）、１８７６年（明治９年）には新島襄が校長
に就任した同志社女学校（京都、現同志社女子大学）、
１８７７年（明治１０年）立教女学校（東京、現立教女学院）、
１８８１年（明治１４年）女子仏学校（東京、現白百合学園）、
１８８４年（明治１７年）東洋英和女学校（東京、現東洋英
和女学院）など、現在も残るいくつかの学校が設立され
た。東海地区では、１８８９年（明治２２年）に金城女学校
（現金城学院）が開校した。ひとくちにキリスト教と
いっても、カトリック、メソジスト、長老派など、宗派
はさまざまであった。
　ミッションスクールの特徴は、私塾であるため政府の
統括を受けず、独自のカリキュラムに基づく自由な教育
が実施できる点である（斎藤　２２）。外国人の修道女たち
から直接外国語や外国文化について学ぶ機会が多く、非
常に語学力の高い卒業生も輩出した。
　たとえばフェリス女学校一期生で、卒業後母校の教員
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となった松川甲子（かしこ）は、若松賤子というペンネー
ムで翻訳を手掛けていた。なかでも有名なのは、フラン
シス・ホジソン・バーネット（Ｆｒａｎｃｅｓ　Ｈｏｄｇｓｏｎ　Ｂｕｒｎｅｔｔ）
のＬｉｔｔｌｅ　Ｌｏｒｄ　Ｆａｕｎｔｌｅｒｏｙ（１８８６）の翻訳である。これ
は１８９０年から９２年にかけて『女學雑誌』に連載された
ものだが、アメリカで出版されてベストセラーになった
わずか４年後に翻訳が出るという反応の早さにまず驚か
される。日本語のタイトルは『小公子』である。この作
品は現在、訳者の違う１０種類近い翻訳が出ているが、タ
イトルだけはすべて若松訳が使われ、定着している。原
題の「小さなフォントルロイ伯爵」を「小公子」とした
訳語の卓越さをよく示すものであろう。
　若松訳は、坪内逍遥といった当時の翻訳の大家たちか
らも絶賛された（鴻巣　３３－３６）。会話文の訳し方、人
称代名詞や固有名詞の処理、文化的背景の的確な把握
（たとえば「ニューポート」をアメリカの有名な避暑地
と認識したうえでの補足的な訳）などから、若松には相
当な英語力と外国文化の知識があったことがうかがわれ
る。２６歳の若さで留学の経験もなく、辞書や参考資料も
乏しいなかでこれほど優れた翻訳を生み出すことができ
たのは、若松自身の才能もさることながら、このような
人材を育てた学校の教育の質の高さによるところも大き
いと思われる。
（２）正式な女子高等教育機関
　前にも記したように、１８８３年（明治１６年）に男女別
学の方針が政府から打ち出され、女子の中等学校進学は
事実上不可能となった。漢文のような男子向きの学問を
女子が受けることは「実用に遠サカリ（女子）固有ノ美
徳ヲ損壊スル」（今田４０）とされ、男子と女子の教育目
的は異なるということが明確にされたのである。１８９９
年（明治３２年）に高等女学校令が発令され、師範学校以
外の女子の高等教育機関が正式に認可された。これは高
等小学校卒業後に進学する３年または４年制の公立学校
で、男子の中等学校に相当するものであった。愛知県で
は、１９０２年（明治３５年）に豊橋市立高等女学校、１９０３
年（明治３６年）に愛知県立第一高等女学校が開校された。
本学の前身である名古屋女学校が創立された１９１５年（大
正４年）までには、愛知県内には１１の公立高等女学校が
存在していた。毎年ほぼ１校の割合で女学校が開校され
たことになる。高等女学校令が下される前年の女学校生
は８０００人ほどであったが、１０年後には５万、２０年後に
は１０万人にのぼっている（斎藤　２０）。高等教育機関へ
進む女子は着実に増えていった。
　政府が正式な女子高等教育機関を認めたことで、一旦
は閉ざされていた高度な教育を、女子が受けられる機会
は飛躍的に増した。しかし一方で、ミッションスクール

に代表される私立の学校にもこの法令は及んだ。単なる
私塾ではなく正規の教育機関として認められたことと引
き換えに、カリキュラムが官の指導要領の管理下に置か
れることになったのである。これまでのような、宗教に
基づく個性的で自由な教育のみを続けることは困難に
なっていった。
（３）私立の高等女学校の特徴
　ミッション系以外の私立の学校は、もともとは裁縫教
室など実践的な家事技術を身につけることを目的に開か
れたものが多かった。これらの学校が女学校へと発展す
るとき、従来の実務的な教育の必要性はもちろん踏襲さ
れていたが、それに加えて、いわゆる高等教育にふさわ
しい教育目的もかかげられるようになった。それは花嫁
修業的な家事技術の向上とともに、読み書き算術などの
基礎学力と、人間としての教養を重視するものであった。
この教育目的を世に知らしめることに各学校は腐心する。
公立と違い、私立は生徒を集めるためにも、宣伝となる
キャッチコピー的な特性が必要であった。
　ここで明治期に設立された女子教育機関のうち、現在
女子大学として存続している学校の建学時の精神、目的
をいくつかみておきたい。

・跡見学園女子大学　１８７５年（明治８年）創立
知育のみにかたよらない情操教育をつうじて、豊か
な教養と高い人格を持ち、自由で批判力に富んだ精
神をそなえた近代的な女性を養成する。（跡見学園
女子大学ホームページ）　

・東京家政大学　１８８１年（明治１４年）創立
封建社会から脱し、明治という新しい時代をつくる
には、女性も立派に独り立ちができ、社会に貢献が
できるものとしなければと考え、「女性の自主自律」
を願い「新しい時代に即応した学問技芸に秀でた女
性」の育成を志す。（東京家政大学ホームページ）

・相模女子大学　１９００年（明治３３年）創立
日本女学校として発足。自立した女性の育成を目指
す。（相模女子大学ホームページ）

・日本女子大学　１９０１年（明治３４年）創立
　　建学の精神はヒューマニズムによる女子教育
　　理念は　１．女子を人間として教育する
　　　　　　２．女子を婦人として教育する
　　　　　　３．女子を国民として教育する
　　　（日本女子大学ホームページ）

Title:D出力用_本文.ec5 Page:38 



総合科学研究　第２号

－３９－

・上野学園大学　１９０８年（明治３７年）創立
人間としての自覚を持つことを建学の精神とする。

（上野学園大学ホームページ）

各校の建学の理念が個性的な文言で語られているが、共
通しているのは、女性に三従を強いる封建時代の女性観
と決別し、女性を一人の人格としてとらえようとする全
人教育の重視である。
　実業校との違いをカリキュラムで強調する学校もあっ
た。１９０５年（明治３８年）に創立された愛知淑徳女学校（現
愛知淑徳大学）は、翌年愛知県初の私立高等女学校とな
る。「自覚したる女子は一個の人間であらねばならぬ」と
いう精神のもと、家事や裁縫を主流とする学校とは一線
を画し、心身を鍛えるためにスポーツを奨励し、英語や
理科に力を入れる教育をおこなった（愛知淑徳大学ホー
ムページ）。
　（４）卒業後の進路―進学
　では、新しい時代の女学校で、人間性豊かな自立した
女性になるよう教育された女学生の卒業後には、どのよ
うな進路があったのであろうか。まずさらに勉強を続け
るのであれば、高等師範学校や専門学校への進学が可能
であった。初期の専門学校は、文字どおり専門的な職に
就く人材を育成する学校で、高等女学校を卒業していな
ければ入学できず、アメリカのメディカルスクールや
ロースクールのような機能を持つ教育機関であった。
　１９００年（明治３３年）にスタートした女子英学塾（現
津田塾大学）は、１９０４年（明治３７年）に英語教員養成
の専門学校として認可された。Ａｌｌ－ｒｏｕｎｄ　ｗｏｍａｎ（円満
な女性）の育成をかかげ、女性の自立と地位向上を目指
した女子英学塾の創立者、津田梅子は、１８７１年（明治４
年）に政府がアメリカに派遣した女子留学生の一人だっ
た。６歳から１４歳までの５人の少女をアメリカへ留学
させた目的は、アメリカの家庭生活を知り、アメリカの
教育を受けた近代的な「賢母」を育成することであり、
「よき母の育成は国づくりの基礎」という西洋の思想に
基づくものであった。この派遣は、渡米した折にアメリ
カ女性の教養と地位の高さに感銘を受けた、黒田清隆の
発案によるものであった（『歴史をつくった先人たち―日
本の１００人　津田梅子』　５）。しかし教育のほぼすべて
をアメリカで受け、帰国後２１歳で華族女学校の教師に
なった津田は、日本の女性の置かれた立場や女子教育の
現状に失望し、自分自身の学校を開く。卒業生たちは津
田の期待に答え、英語教師として全国各地に赴任した。
女子英学塾の教育理念には、いわゆる良妻賢母の概念は
ない。女子教育という観点からみれば、津田は自分をア
メリカに派遣した政府の思惑や期待に背くようなかたち

で自分の信念を貫いたのである。
　女子英学塾開設と同じ年、吉岡弥生が東京女医学校
（現東京女子医科大学）を創立した。日本で初めての女
子のための医学専門学校である。吉岡もまた、女性の地
位向上と自立を目的に、専門職教育に取り組んだのであ
る。
　
（女医学校開設は）当時いかにも低かった婦人の社会
的地位を向上せしめようとしたのが動機であります。
　婦人の地位を向上せしめるには、まず婦人に経済的
能力をあたえなければならず、それには自分が医師で
もあるし、また、医学医術は婦人に適している立派な
職業でもありますから、　これを専門に教育する機関
を創立することを考えたわけであります。（「女子医科
大学創立と存在の意義」　東京女子医科大学ホーム
ページ）　

　前述の日本女学校は、女子にも大学教育も授けるべき
だとして１９０８年（明治４１年）に大学設立願いを政府に
申請した。しかし当時の時代背景から許可されなかった
ため、翌年帝国女子専門学校を設立した（相模女子大学
ホームページ）。
　ただし専門学校の位置づけはその後何度か変更され、
実務的なことを専門的に教える裁縫専門学校なども創ら
れていった。
（５）卒業後の進路―就職
　上級学校への道が開かれていたとはいえ、進学を選ぶ
生徒はやはり少数だった。多くは卒業後、結婚準備のた
めに家事手伝いをしていたが、進学率の上昇につれて増
えてきたのが、職業婦人という選択であった。
　一個の人間としての自立には、経済的能力という要素
が含まれる。専門職へ進まない生徒でも、社会体験や経
済的基盤を求めて家庭の外で職業を持つことを希望する
ようになってきた。そのような生徒が増えるのであれば、
彼女たちのニーズに合わせて学校も何らかの職業人教育
を提供することになるであろう。
　ただし自立といっても、結婚せず一人で自活すること
を学校は奨励していたわけではない。高等女学校の存在
意義に対する認識は、たとえば１９０８年（明治４１年）の
全国高等女学校長会議にて、女子教育の目的は良妻賢母
育成にあると述べた当時の文相の言葉に代表される（友
野　６１）。つまり高等女学校の役目とは、国家のため将
来を支える子どもを正しく教育できる母親の育成、子ど
もを健全に育てられる家庭を正しく運営できる妻の育成
に他ならなかったのである。良妻賢母のための基礎学力
であり、教養であり、自主自律であった。家事教育と教
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養教育の２本立てが必要であった。どちらの教育も中途
半端という批判から、のちに裁縫や家事を主とする実科
高等女学校も誕生した。
　女子学生たちは、就職したとしてもいずれは家庭に入
り、妻になり母になることが大前提であった。職種は家
事の延長にあるようなものや、補助的仕事など、末長く
続けることを前提にしていないものが多かった。職体験
の意義は、人間形成や将来の家庭生活に役立てること、
働く夫を妻として理解することにあった。職業が家庭の
さまたげになっては本末転倒なのである。
　前述の吉岡のように、女性の職分を家事育児に限定す
ることに異議を唱えるものもいた。彼女は１９１６年（大正
５年）６月１６日付『婦女新聞』（第１８巻）に寄稿した
「医学上より見たる婦人の職業問題」という記事のなか
で、女性が従来のように子を産み育てるという天職（下
線は筆者によるもの）のみに安住することは、天から与
えられた人間の本性を忘れることであると述べて、女性
が職業を持ち続けることの理を説いている（３０１）。
　しかしながら吉岡でさえも、出産と育児は女性の第一
の仕事、すなわち「天職」と位置づけているのである。こ
れらが家庭で営まれる以上、女性のいるべき場所はやは
り家庭であるとみなされる。女性の就職を擁護する者は、
家庭生活を否定しているわけではない。むしろ仕事は健
全な夫婦関係と家庭生活を維持するためのものだと考え
ている。たとえば１９００年（明治３３年）５月２８日付の
『婦女新聞』（第１巻）の記事では、女性が手に職をつけ
て経済力を持つことを奨励する理由として、
 
１．経済力があれば夫の暴政に耐える必要はなく、
対等な夫婦関係を作ることができる。

　　２．家計の助けになる。
　　３．未亡人になっても暮らしていける。

の３点をあげている（１９）。女性（妻）が家庭で幸せであ
れば男性（夫）も幸せであり、仕事と家庭は対立するも
のではないとの考えである。
（６）職種の多様化
　家庭第一という大前提に大きな変化はないにしろ、時
代が進むにつれ、女性が外で就くことのできる職種は増
えていく。高等女学校令が下されてから約２０年後の
１９１８年（大正７年）の「婦人職業案内」には、歯科医、
薬剤師、教員、医者、産婆、料理人など、資格や特殊技
能の必要なものに加え、タイピスト、速記者、事務員、簿
記、電話交換手、電信係といった会社勤めの仕事が紹介
されている（斎藤　３９）。会社での仕事には社会常識や教
養、ある程度の訓練は必要だが、熟練の技や資格が問わ

れるものではない。家庭に入る前の社会勉強や家計補助
の場としてふさわしく、また高等女学校出というプライ
ドを満たせる、いわゆるホワイトカラーの仕事だった。
　社会の変動に合わせて、都会を中心に新しい職業が誕
生した。工業や交通の発展を背景にしたバスガール、エ
レベーターガール、エアガールや、消費社会を背景にし
たショップガール、サービスガール、少女給仕などであ
る。ただしこれらの多くは特に学歴を必要とせず、主に
小学校を出た少女たちが就く仕事であった。女学校へ進
学しない少女たちの多くは農業や女中奉公、工場労働に
従事し、過酷な生活を送っていたため、このような都会
の新しい職業はあこがれの的であったという（内田　１０６
－０７）。
　
３．アメリカの女子教育
（１）植民地時代の女子教育
　国家体制が変わり、新しい国家にふさわしい人材を育
てることが必要になったという点では、アメリカは明治
以降の日本の先駆的存在といえるだろう。イギリスから
アメリカへの本格な移住が始まるのは１６０７年、ヴァー
ジニア州ジェームズタウンの建設以降である。新しい植
民地にふさわしい新しい社会を作るには秩序が不可欠で
あり、生まれつき高い徳性を持つとされる女性には、 
社会を正しく導く役割が期待されていた。教育は女性個
人のためというよりは、社会の利益のためであった 
（Ｃｌｉｎｔｏｎ　３８）。植民地には女性のための正規の教育機
関はなかったが、教会などが、社会の規範となる道徳性
の高い女性の育成の場となっていた。女性に求められて
いたのは机上の学問ではなく、家事技術の習得であり、
家庭の中で母から娘に伝えられるものであった。男女の
教育の差は大きく、植民地時代のニューイングランドの
識字率は、男性９０％に対して、女性は４０％ほどであった
という（武田　４８）。
（２）共和国の女子教育
　アメリカは１７７６年にイギリスからの独立を果たし、
共和国を設立する。王政のイギリスと違い、共和国の主
体は市民である。ただしこの「市民」とは、実際には白
人の男性に限定されるものであった。身分ではなく本人
の能力で社会的地位が決まる新国家では、教育は極めて
重要であった。一方女性には、共和国思想を理解し支え
る市民を正しく育てるという大きな任務が課せられた。
その結果建国時の女子教育には、「共和国の母」というス
ローガンのもと、りっぱな市民を産み育てることのでき
る母を育成するという、明確な目的が定められるように
なった（Ｗａｙｎｅ　７１）。植民地時代の教育との違いは、新
国家の賢い母になるためには読み書き教養が大切だとい
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う認識である。
　「共和国の母」に求められたものは、社会や家族のため
に奉仕し、夫や息子が自由な市民として貢献できるよう
内助の功に努める、教養と道徳心の高い良妻賢母だった。
理想の女性像とは、慎み深く、敬虔で、従順な家庭婦人
であった。
　「共和国の母の育成」という教育目的は、同じく近代国
家の建設期であった日本の明治時代の女子教育の手本の
一つとなった。ただし共和国の母と、明治・大正の母に
は大きな違いがある。それはアメリカでは「自由・平等・
独立」をかかげる独立宣言により、女性たちが人間の権
利について目覚めていった点である。「市民」が実際には
白人男性のみを示すのと同じように、ここでうたわれた
権利も現実には白人男性だけに与えられていたものであ
るが、独立宣言の思想を知った女性たちは、自分たちの
権利を主張し始めた。
　教育の面では、女子教育の正当性と重要性が唱え 
られた。ジュディス・サージェント・ミュレイ（Ｊｕｄｉｔｈ
Ｓａｒｇｅｎｔ　Ｍｕｒｒａｙ）は１７９０年代に発表したいくつかの論
文のなかで、女性の能力が劣っているとされるのは、十
分な教育がされてこなかったためであり、生来の知性に
男女差はないと述べた。この女性たちの主張には、１７９２
年にイギリスで出版されたメアリ・ウルストンクラフト
（Ｍａｒｙ　Ｗｏｌｌｓｔｏｎｅｃｒａｆｔ）の『女性の権利の擁護』 
（Ａ　Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｉｇｈｔｓ　ｏｆ　Ｗｏｍａｎ）が大きな
影響を与えたといわれている（Ｃｌｉｎｔｏｎ　３９）。ウルスト
ンクラフトは、女性に十分な権利や機会があれば、国家
や社会、家族に対してさらに十分な奉仕ができると説い
た。男性と同等な教育は、女性たちが求める最も基本的
な権利であった。
（３）初期の女子教育機関
　アメリカ初の正規の女子中等教育機関は、１７８７年創立
のフィラデルフィア・ヤング・レディーズ・アカデミー
（Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ　Ｙｏｕｎｇ　Ｌａｄｉｅｓ　Ａｃａｄｅｍｙ）であるといわ
れている。創立者は男性で、教員もすべて男性であった。
一部の古典や科学を除いて、読み書き、地理、算数、修
辞学など、男子の学校とほぼ同じ教育をおこなった 
（Ｃｌｉｎｔｏｎ　３９）。合理的精神と知識に裏打ちされた敬虔
さを持つ妻、母の育成を目的とした教育であった。
　１８３０年までに４００近い女子専用の教育機関（アカデ
ミー、セミナリー）が誕生した。女性が設立した学校も
ある。教育内容はほとんどが良妻賢母を目指すもので、
古典や科学といった男性向きとされるアカデミックな科
目はほとんど教えられなかったり、家庭生活に役立つ教
養科目や実務科目を主に教えたりするところが多かった。
　教育の顕著な成果は識字率の向上であろう。１８４０年

までには、ニューイングランドの女性の識字率はほぼ
１００％になった（Ｗａｙｎｅ　７４）。１８５０年の識字率に関する
初めての国税調査では、男女の識字率はほぼ同じであっ
た。（Ｃｌｉｎｔｏｎ　４５）。この結果は、女子への教育や学校の
必要性が広く認識されたことを示すものであろう。なか
には思想家のマーガレット・フラー（Ｍａｒｇａｒｅｔ　Ｆｕｌｌｅｒ）や
作家のルイザ・メイ・オルコット（Ｌｏｕｉｓａ　Ｍａｙ　Ａｌｃｏｔｔ）
のように、正式に学校へ行くことはほとんどなく、自宅
で父親などから独自の教育を受けていた女性もいた。二
人とも教育熱心な両親のもと、知識人の集まる環境で
育っていた。成長した後の二人の業績を見れば、彼女た
ちがいかに家庭で知的な影響を受け、高度な学問を施さ
れていたかがうかがわれる。
（４）女子教育機関の変化
　女性の進学が増えるにつれ、従来の家庭婦人予備軍教
育に飽き足らず、男子並みに厳しいアカデミックな学問
を望む親や娘たちが出始めた（Ｗａｙｎｅ　７２）。１８２１年に
はエマ・ハート・ウィラード（Ｅｍｍａ　Ｈａｒｔ　Ｗｉｌｌａｒｄ）が、
女性に本格的な科学などの「男の学問」を教える初めて
の高等教育機関、トロイ女性アカデミー（Ｔｒｏｙ　Ｆｅｍａｌｅ
Ａｃａｄｅｍｙ）を設立した。１５歳で教師になったウィラード
は、大学生の甥のテキストを使って独学し、女性も男性
と同じような情報や知識を得られるべきだと考えた 
（Ｗａｙｎｅ　７２）。
　１８３６年にはジョージア女子大学（Ｇｅｏｒｇｉａ　Ｆｅｍａｌｅ 
Ｃｏｌｌｅｇｅ）が、女子の学校で初めて”ｃｏｌｌｅｇｅ”を名乗った。
いわゆる結婚前の仕上げ教育をするフ ィニッシングス
クールであったが、男子の大学と同等のコースを持つこ
とを特徴としていた。１８３７年には、ウィラードの教え子
だったメアリ・ライオン（Ｍａｒｙ　Ｌｙｏｎ）が、マウント・
ホリヨーク・セミナリー（Ｍｏｕｎｔ　Ｈｏｌｙｏｋｅ　Ｓｅｍｉｎａｒｙ）
を開校した。女性教育では敬遠されがちな数学と科学が
必修科目というカリキュラムで、主婦や教師の養成だけ
でなく、社会意識の高い、他分野の仕事もできる女性を
育てることを目指していた。（武田　７０）。あらゆる階層
の女性に開放された学校としても知られ、アメリカ初の
本格的な女子大学とみなされている。
　１８３３年創立のオバーリン大学（Ｏｂｅｒｌｉｎ　Ｃｏｌｌｅｇｅ）は、白
人以外の学生と女性を受け入れた初めての共学の高等教
育機関である。しかしカリキュラムは男女別を採用して
いた。女性用コースの教員の多くは女性で、古典や数学
の代わりに美術やフランス語が教えられた。またオバー
リンでは男女とも、１日４時間の労働が義務づけられて
いたが、女子の労働は掃除、洗濯、食事の給仕など、男
子学生の身の回りの世話をすることであった。共学にし
た目的は、両性がきちんと揃った家庭を模す環境のなか
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で勉強させることにあった（坂本　１２）。オバーリンで女
子学生が受ける教育は、従来の良妻賢母養成のセミナ
リーとあまり変わることがなかった。
　１８６０年代には州立大学が共学化されたが、オバーリン
と同じく、女子の受講を認めない授業があるなど、完全
に平等な教育が実現されたわけではなかった。男子学生
と同じ授業を取れたとしても、教室の後ろに追いやられ
たり、教授や男子クラスメートから嘲笑を浴びたりする
こともあったという（Ｃｌｉｎｔｏｎ　４５）。女性が家庭生活で
必要なこと以上の高等教育を受けることへの批判は根強
かった。女性による社会改革運動が盛んになった１８７０
年代になっても、知的活動は女性の出産能力と衰えさせ
ると言い、高等教育の害を指摘する学者もいた。その非
難をはねかえすかのように、妻や母になったときの体力
を養うためとして、スポーツや健康教育に力を入れる女
子大も現れた（Ｗａｙｎｅ　８４）。
　さまざまな批判を寄せられながらも高等教育を渇望す
る女性たちは多く、南北戦争終了後には女性の教育機会
は格段に増えていった。１８８０年代までに現在セブンシ
スターズとして知られる東部名門私立女子大が次々と設
立された。マウント・ホリヨークは１８８８年に、正式に
大学となった。１８９０年代には大学生のうち女子の割合
は４０％近くに達した。大学進学者のなかには、教員など
の職業を経験したいわゆる社会人もおり、家庭婦人養成
教育だけでは学生のニーズにあわなくなってきた。
（５）職業と社会進出
　教師というのは、もともと女性に開かれていた数少な
い職業分野であった。人口が増え、初等教育機関や女子
教育機関が増えるにつれ、教師の需要も増した。開発途
上で人材も財政も豊かではない中西部では、小学校を出
た程度の少女が１５，６歳で教壇に立つこともあった。『小
さな家』シリーズの作者、ローラ・インガルス・ワイル
ダー（Ｌａｕｒａ　Ｉｎｇａｌｌｓ　Ｗｉｌｄｅｒ）も１５歳で小学校教師になっ
ている。ウィラードの開いたトロイのように、教員養成
を主とするアカデミーやセミナリーも増えた。学校の多
かったマサチューセッツ州では、南北戦争前には移民で
はない白人女性の４分の１が教員経験を持ち、また１８７０
年代のニューイングランドでは、教員の４分の３が女性
であった（Ｗａｙｎｅ　７６）。教職は女性の職業として定着
したのである。
　教員などの職業を持つ女性が増えることは、女性の公
的領域への進出を促す結果となった。しかし職に就くこ
とによって女性が家庭に留まらなくなるのであれば、教
職といえどもやはり批判は免れない。そこで、女子教育
を推進した活動家、キャサリン・ビーチャー（Ｃａｔｈａｒｉｎｅ
Ｂｅｅｃｈｅｒ）は、教職とは「母親」という女性にとっての

天職の延長上にあるものだと述べ、この家庭外の活動を
擁護した。女性にとって最良の道は妻や母として家庭に
いることであるが、女性の特性を生かせる職業を選ぶの
であれば教職が最適という考えである。結婚したら辞め
ればよいし、その経験は家庭生活に大いに役立つ。ビー
チャーは、教師として外で働くということは、女性が男
性の分野へ侵入したのではなく、女性の領域が拡大され
たのだと主張し、摩擦を避けたのである。彼女自身は生
涯独身のまま活動を続けた。ビーチャーはまた、主婦業
にも弁護士や医師のような専門的技術の訓練が必要だと
述べ、これは家政学のさきがけとなった（武田　６７）。
　新しい国家の家庭生活の基盤を作るために始められた
女子教育だったが、教育の普及は白人中産階級の女性の
社会進出を促進させ、家庭だけが女性の居場所ではない
という意識を１９世紀末の女性たちに持たせることに
なった。女子教育は当初の目的とは逆に、「伝統的な」性
別役割分業を敬遠させる結果となったのである。公的な
役割を見出した女性たちは、家庭第一とする因習とのバ
ランスを探りながら、教育の成果を生かして社会で活動
しようとする。女性の進学率の上昇に呼応するように、
女性の社会改革運動は活発化する。改革内容は、労働条
件向上、奴隷制反対、女性参政権、禁酒運動など多岐に
わたる。「社会を家庭のように」掃き清めてよい環境にす
る、という言説のもと、社会改革運動を家庭の延長上に
ある「女性にふさわしい」活動とみなして、保守派の批
判をかわしたのである。
　もちろん大学に進学する女性がみな、家庭に入ること
を否定したわけではない。現状では大学を出ても、家庭
外で女性の就ける職業は限られており、教職、介護、事
務、販売など、家庭の延長や、大学で学んだ知識を必ず
しも生かせない、専門性不要な補助的なものが主であっ
た。女性の社会進出がかえって「女性の職業領域」を固
定化させた一面もある。教職もそうであるが、女性の職
とされるものは概して賃金が安く、労働条件もさほどよ
くない。しかし最終的には結婚して家庭に収まるのが目
的であれば、長く続けるわけでもない仕事などさほど重
要な意味は持たなかったかもしれない。学歴もよりよい
条件の夫を見つけるための道具にすぎないという見方も
できるだろう。
　問題は、教育の場や仕事の場で女性たちに平等な機会
が与えられていなかったことにある。共学の大学の場合、
学部の授業はほぼ男性と同等に履修できるようになって
きても、ロースクールやメディカルスクール、大学院で
女子に門戸を開いているところはまだ少数だった。博士
号を取得した女性は、１８７０年にはゼロ、１９００年になって
も全体の６％だった（坂本　１９）。教職以外の専門職に就
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けるような知識を身につけたいという女性の知的渇望は
高まっていた。キャロライン・ダール（Ｃａｒｏｌｉｎｅ　Ｄａｌｌ）
は、「教育の権利には職業選択の権利も含まれる」と述べ、
教育に見合った将来の機会を求めた（Ｗａｙｎｅ　７６）。
　法律と医療の分野は、ことさら男性の領域とされてい
たところである。たとえ教育を受けることができても、
女性の働く場所は非常に少なかった。女性の弁護士や医
者を雇ってくれるところは限られていたからだ。１８７０
年の記録では、アメリカの弁護士４万人のうち、女性は
わずか５人だったとされる。それでもこのころから、法
曹界で働く女性は少しずつ増え、女性の権利を法的に守
ろうと奮闘していた。１８９７年にはついに、ルーティ・ラ
イトル（Ｌｕｔｉｅ　Ａ．Ｌｙｔｌｅ）が、大学で法学を教える初の
女性教授となった。しかも彼女はアフリカ系だった 
（Ｗａｙｎｅ　９１）。性別、人種の２重のハンディをはねの
けた快挙であった。
　医療の分野では、病人の介護はもともと家庭で女性の
役割として行われていたことだった。家事の延長程度の
仕事としかみなされてなかったせいか、専門職としての
看護師養成学校ができたのは１８７３年だった。女性看護
師は医療現場の便利で安い労働力として社会の認知を受
けていた。しかし女性が医者になることには、男性の医
者からの拒絶反応が非常に強かった。１８９０年代までに
女子のみの医大は１９校開かれたが、１０年後には８校し
か残らなかった（Ｗａｙｎｅ　９４）。女性医師への偏見は根
強く、就職先がなかなかみつからなかったし、診る患者
は女性と子ども、出産にほぼ限られていたからだ。アメ
リカで初めて大学で医学の学位を得たエリザベス・ブ
ラックウェル（Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ　Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ）は、他の女性医師
と協力して診療所を開き、また後進の女性のために医療
の訓練を受けられる場所を作った（Ｗａｙｎｅ　９３）。女性
たちは連帯しながら抑圧と戦い、徐々にではあるが確実
に活動の幅を広げていったのである。

４．おわりに
　女子教育の必要性は、日本でもアメリカでも、新しい
国づくりという時代の要請から生まれたものである。女
性の人権や個性、能力を尊重したうえで女子教育を認め
たわけではない。あくまでも国家の利益のためであった。
それでも女性たちは、与えられた機会を最大限に利用し、
新しく得た知識をもとに自分たちの新たな可能性を模索
し、人生を切り開いていこうとした。女性を家庭に留め
おき、性別役割分業を強化するために始められた教育が、
逆に家庭の外に目を向けるきっかけを与えてしまうなど、
施政者の思惑を超えた展開もみられることとなった。
　選択肢が広がり、社会進出が十分果たされているよう

にみえる現代でも、女性が仕事か家庭かという選択を迫
られることは珍しくはない。現在の女性教育が負う重要
な任務の一つは、先人たちの積み重ねてきた知恵をもと
に、岐路に悩む女性たちにそれぞれの指針を示すことに
あるのではないだろうか。
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１．はじめに
　大正４年、名古屋女学校の創立に際して校長越原和は、
その『設立趣意書』の中で「空理を排して実学を重んじ
る」（南部　１７０）と記しているが、それはまた、越原春
子の終始変わらぬ思想でもあった。後に、名古屋女子大
学の創立時における教育理念の一つに「職能人」の養成
が掲げられているのは、その表れである。春子が機会あ
るごとに学生たちに、「力強い職能人」になるように話し
てきたことが『春嵐』、『もえのぼる』から窺えるし、ま
た、現代でいう「職業教育」がいかに重視されてきたか
を読みとることができる。こうした女学校教育への春子
の考え方を踏まえて、本研究では明治、大正期における
女性と職業、そして、職業教育がどのようになされてい
たかについて考察する。
　この研究においては、２０世紀初頭、まだ家庭で女性が
新聞を読むことが容易でなかった時代に、女性のために
初めて刊行された『婦女新聞』を通して、発行者が読者
に対して女性が働くことへの意識をどのように啓発した
か、具体的に女性に対してどのような職業を取り上げ、
紹介してきたか、また、新聞が女性への職業教育にどの
ように有益であったかを見てみたい。
　『婦女新聞』は明治３３年（１９００）に福島四郎によって
創刊され、昭和１７年（１９４２）までの４２年間にわたり刊
行された週刊新聞である。翌１９０１年にはいよいよ２０世
紀という新世紀に入るのであるが、西欧志向型の女子教
育思想などの新思潮が起こり始めていることを察知し、
それを伝えたいという考えが見られる。良妻賢母主義に
よって女子教育に力が入れられたのは明治３０年代であ
るが、高等女学校の設立と女子教育の推進には女性の家
庭における地位向上や家庭生活の改良が目的であった。
その背景には、西洋の夫婦を中心にした「近代的家族」
に見られるように、女性に求められる役割は家事育児で
あるとする教育がある。中・上流家庭の子女の就学率は
上昇しても、その教育思想には、家政を管理する能力を
持つ「良妻賢母」が求められていたことには変わりない
のである。
　『婦女新聞』の主たる記事は、時事問題、婦人問題、家
事育児の知識、女性と職業、小説・物語の学芸欄など多
岐に及ぶが、その執筆者も各時代の教育家、評論家、文
学者、政治家夫人など広範囲にわたり、発言内容も多様

である。創刊者である福島四郎自身が主として社説を書
いているが、その他の主要な記事の多くが記名記事と
なっている。女性が職業に就くことに対する識者の考え
方は、発刊当初から春子が名古屋に出てきた大正初期に
おいて、まだ、賛否両論多様であり、それが紙面におい
てどのような記事となって掲載されているかに関心が持
たれる。春子自身もこの新聞の読者であったが、その経
歴において教育という観点から関わりの深い明治３３年、
大正３年、大正５年に発刊された『婦女新聞』を取り上
げる。

２．明治３３年（１９００年）の『婦女新聞』から見る「女
性と職業」

　春子が岐阜県師範学校教習所を終了し、恵那郡加子母
第三小学校教員となったのは、明治３３年の４月のことで
あり、同小学校で春子は１年間勤務したのである。春子
が小学校教員という職業人になった明治３３年に『婦女新
聞』の発刊をみたのである。創刊者がどのようなきっか
けでこの新聞を始めようと考えたかということは、福島
の姉の不幸な死によるものであるという。結婚後１年、
２１歳の若さで婚家にて他界したことにより、女性が離婚
もできず、不幸な生涯を終えることに衝撃を受けたこと
にある。また、教員として在職中に福沢諭吉の女大学評
論を読み、そこに日本における男女平等の必要性を読み、
その考え方に触発されてのことであったという（福島１８
－２２）。創刊者は福沢諭吉の説を普及させるべく女性の
ための新聞を発行しようと決意したのである。
　『婦女新聞』第１号（５月１０日）の冒頭には、以下に
見るように発刊の辞が掲げられている。この新聞の目指
すところは、女性の地位を高め、体格を強固にし、夫に
対して良妻となり、子どもには賢母となることであると
している。具体的に１４項目が挙げられているが、特に注
目したいのは、この時代において女子教育の大方針が一
定していないことを指摘していることにある。旧来の貝
原益軒の女大学を棄てるべきか否か、他に適当な女徳の
標準があるかどうかを研究したいと述べている。更に、
女子大学の設立について、賛否両論が唱えられる中で、
新聞として公平を守りつつ、識者の意見を紹介して、世
の人々と共に考えてゆこうと言う。
　善良な家庭を作り社会の風紀を正すことの必要性を伝

明治・大正期の新聞、雑誌に見られる女性の職業教育について

木原貴子・依岡道子

Title:D出力用_本文.ec5 Page:45 



－４６－

え、そのためには女性の健康面での強化を重要とし、一
般に、日本人女性の家事経済の知識の欠如を指摘して、
家事経済への知識を深めたいとしている。また、趣味教
養の面においては、歌文、音楽、生花、点茶、書画など
の高尚で優美な趣味・技芸を奨励し、その為に必要なこ
とを報じたいと言っている。
　発刊当初には、教育による女性の地位の向上や家庭生

活の改善、社会活動の展望などの啓蒙的な内容を掲載し
ようという意図が明らかであるが、福島の主張の背後に
は、未だ男女平等という考え方が一般化していない社会
状況のもとにあり、従来の日本婦人論から抜け出さない
状況が垣間見える。しかし、女性の職業に関わる記事が
ないというわけではなかった。
　第３号（５月９日）の社説では、「女権と女子の職業と

『婦女新聞』創刊号表紙
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の関係」という見出しで、女性が職業に従事することの
利点を述べている。冒頭に「女子の権利をいかほどまで
高むべきかは一つの問題なり。……とにかく今日の如く
女権の重んぜられざるは決して社旗のために慶すべきに
あらざる事、誰かまた異論あらん」と述べ、女性の権利
の尊重を主張し、その手段として、「女子に適当な職業を
与ふる事も、亦最も有力なる一手段たるべし」と、女性
にとって相応しい職業の必要性に言及している。
　従来、養蚕のような仕事については、一家の主権は妻
にあること、市中の商家などでは家業に巧みな妻は、既
に重大な権利を持っていると述べて、これは女尊男卑の
例であり、敢えて喜ぶべきことではないが、職業と女子
の権利は強い関連があることを指摘している。とは言え、
ここには新しく女性にとって相応しい職業とは何かとい
う具体的なものは挙げられていない。
　第１２号（７月３０日）では、「看護婦」という一面記
事において、最も高尚な女子の職業として看護婦を挙げ
ている。しかし、論点は家庭において病人がいる場合に
は、一家の主婦こそ最も相応しい看護婦であるとみにて
いるところにあり、女性はだれでもその貧富にかかわら
ず、必ず一通りの看護法を心得ておかねばならないとす
る。女学校でも看護法の授業を持つ必要性を述べている
が、それは一般の女性に必要であるのみならず、それを
女子の職業とすることは、社会にとっても幸せなもので
あるとする。そして、看護婦そのものは女子の職業とし
て最も尊く、神聖なものと結んでいる。
　職業に就くための教育に必要性を認めながらも、その
一方で、第３０号（１２月３日）では「女子と教師」とい
う一面の記事の中で、女性が受ける教育は家庭生活に必
要な事項であるべきで、それを将来子どもの養育に生か
すことを重要視しているのである。その点「今の女学校
が、所謂賢母の養成という目的を忘るることなく、家庭
教育者としての女子を養成する方法に一層の注意を致さ
んことを希望する」と述べている。家庭においては、父
母は元来その任務を異にしているから、家庭での子女教
育は女性の役割としている。従って、高等女学校での学
科課程においてもその内容の検討が必要とするという。
　また、小学教師の職が女性に適しているとみなす趨勢
についてある程度よしとしているものの、教育を受けた
女性の誰もが教師という職業に相応しいとはせず、職業
に就くよりも家庭にいて子女教育に相応しい人がいると
述べている。
　創刊号の年、明治３３年においては、まだ、主婦は家庭
では主人の所有物と信じていた男性が多く、男性が女性
を解放し、真に女性を尊重するに到ってはいなかったの
である。従って、『婦女新聞』においても、「理想の婦人」

（第２７号）の中で読者に向かって、今日の我が日本に於
ける理想の婦人とは、如何なるものであるかという疑問
を投げかけている。
　理想の婦人は、徳川時代における理想と同様に消極的
で、沈静、謙遜、盲従、優柔を重んずべきか、アメリカ
女性のように男子と同様に活発、意気、不屈がいいのか、
あるいは、フランス女性のように、艶麗、円滑、快活を
理想とすべきかと問いかけ、筆者の考えは明確にはされ
ないまま、この問題の解釈を世に問いたいと述べている。
　明治３３年の『婦女新聞』では、女性の新しい生き方に
ついて、あるいは、女性が職業につくことについての女
性を鼓舞するような積極的な記事は、まだ少ない状況で
あった。

３．大正３年（１９１４年）の『婦女新聞』から見る「女
性と職業」

　大正３年（１９１４年）という年は、春子が名古屋女子学
校の創設準備を行なっていた時期である。この頃の女性
の仕事に関する世論は、明治３３年と比較し、どのように
変化していたのだろうか。
　この年最初の号である１月９日に掲載された「生活問
題と婦人の位置」（第７１２号）という記事は、生活問題
（すなわち、経済問題）が女性の社会的地位に如何なる
影響を及ぼすかという問題を論じている。この記事の、
とりわけ「婦人と職業」という部分から、女性と職業に
関する状況を読み取ってみたいと思う。

婦人が結婚することを以て、唯一の目的として居つた時
代が、だんだん夢の如く去りつつあるものとしたならば、
茲に起るべき問題は、婦人は自ら一定の職業を求めて生
活せなければならぬ必要が生じて来るといふことである、
さうなれば婦人は先づ自己の材能に訴へ、境遇の許す限
り、種々なる職業を求めんとする努力の必要がある。茲
に於て婦人にも學者あり詩人あり實務家あるといういふ
風になつて、従つて婦人の人格位置が高まって來る。然
し唯單に之れだけのことを聞くと、生活難の問題は婦人
に福音を齎らし來る如く聞えるが、其の實は幾多の犠牲
を払はねばならぬのである。注１　

「～としたならば」という仮定の形になっているので、
まだこの時代は女性にとって「結婚」が唯一の目的であ
ることは確かであるが、同時に、そうした考え方に少し
ながらも「揺らぎ」が見え始めた時期でもあるというこ
とがわかる。そして、「結婚」以外の選択肢として、親や
家族に養ってもらうのではなく、女性自らが働き、生活
費を得るという方法が考慮され始めたことが認められる。
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また、職業に就くためには「努力」をするように求めら
れ、その結果として「学者」「詩人」「実務家」など、男
性と同じ職業に就くことも可能であると言及されている。
そうした職に就くことによって、「人格位置が高まって
くる」という記述から、社会における位置づけに職業が
かかわっているので、女性が仕事に就くことによって、
女性の地位向上も可能であるとされている。こうしたこ
とから、女性が仕事に就くことが肯定的に捉え始められ
ていると言えるのではないだろうか。
　また、「仕事の価値」（第７１３号１月１６日）という記
事においては、「仕事」は収入で価値が決まるものではな
いということが主張されている。その中で、特に「台所
の女中」を例に出し、論を展開している。当時の社会事
情の中で、女中という仕事は「一家において最も卑しめ
られている」仕事であると認めた上で、しかしながら、
「米や水なしに一日も生きていられないのと同じように、
これを炊いてくれる人なしには、また一日も生きていら
れないではないか」、或いは「経済的に価値の少ない仕事
であるからといって、直ちに仕事そのものを卑しいとす
るのは、なお空気や水が無代であるからといって、これ
を価値のも少ないものとみなすのと少しも差はない」と
述べている。
　先に述べたように、賃金と仕事の価値は比例しないと
いうことであるが、ここで留意すべきは、「女中」という
日常的仕事に注目しているという点である。これまで、
『婦女新聞』の紙面で論じられてきた女性の職業は「学
者」「詩人」「実務家」、或いは「教師」という、言わば花
形とも言える職業であった。しかし、女性の就労問題を
現実的に考えるならば、現実的職業に目を向け、その価
値を認識することが不可欠である。その意味で、この記
事には女性の労働に対する実質化の動きを見て取れるの
ではないだろうか。
　「若き女の行くべき道について」（第７２２号３月２０日）の
記事は、女性の生き方に関して、女子美術学校の男性教
務主任の意見を述べたものである。ここでは、当時の正
統的考え方を否定するものではないとして、「女性の天
職は妻母たることである」と述べている。しかし、女性
の中にも学問や芸術において才能のある女性がいること
指摘した上で、そうした女性にはその道に生きることを
認めるべきである、周囲の者も理解を示し、彼女たちが
心置きなく集中できる環境に置くべきであるとさえ述べ
ているのである。
　社会全体にコンセンサスがあった訳ではないが、全国
紙の紙面で男性によって「女性にも家庭に入る以外の生
き方を認めよう」と提案され、「家庭という世界の門しか
明けてやらぬということは不親切だ」という意見が堂々

と述べられている。こうした言及は時代の変化を如実に
示している。そして、何よりもここで注目したいのは、
「今日の若い女性」や「今の女」という表現である。す
なわち、女性に対する考え方が、「今日」或いは「今」と
いう表現で強調されているように、この時期まさに、「過
去の」或いは「昔の」と言ってもよいが、「女性」に関す
る考え方が、変化しているということである。明治３３年
と大正３年を比較すれば、春子の人生において自ら教壇
に立ち「職業人」となった時期から、職業人を生み出す
側になった時期という、１４年という時間の流れの中で、
「女性と仕事」に対する時代風潮は確実に変化している。
この時期における最も顕著な特徴は、女性の生き方に
「結婚」だけではなく「働く」という選択肢が可能になっ
たこと、社会がそれに対し少しずつ肯定し始めてきたと
いうことではないだろうか。

４．大正５年（１９１６年）の『婦女新聞』から見る「女
性と職業」

　大正４年４月、「名古屋女学校」は名古屋市東区葵町に
創立を見たが、その翌年、春子も発起人の一人となって、
名古屋に婦人問題研究会が発足した。発起人は春子の他
に、小林清作（淑徳高女校長）、橋本越南（著述業）、森
田資孝（森田病院長）、瀬木せき子（眼科医、中京婦人会
代表）の４人であった（南部１４１）。この研究会で取り上
げられたテーマは「男女の貞操について」「一夫多妻論」
「婦人の職業問題」「女子教育の問題」「婦人参政権の問
題」などであり、毎月１回、主題をきめて、自由討論が
行なわれたということである。この研究会での議論を通
して春子は、婦人問題への視野を広げ、生活改良の志を
高めていったのである。「女性は主婦として家庭内に閉
じこもっているべきではない。職を持たないまでも、多
くの人と接することによって視野を広げることが、子女
の教育にも大きな力を発揮する」（南部　１４２）というの
が春子の持論であり、学外の講演会においてもこのよう
な考えを述べている。
　『婦女新聞』発刊の明治３３年から１５年以上経過して、
婦人に関わる様々な問題を研究する婦人問題研究会が発
足したのであるが、この年の『婦女新聞』においても女
性の職業に関する記事が増加していることを指摘できる。
記事の内容は多方面に及び、「我国の婦人と職業問題」、
「婦人の職業の可否論」というように、女性にとっての
職業、職業に就くことの是非など基本的な内容から女性
に適した具体的な職業の紹介まで広がっている。女性の
職業について直接的に論じているのではないが、ジェン
ダー論の先駆けになるような記事、「『女らしく』の意義」
（第８３６号５月２６日）とか、「学校を出た若い婦人に」
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（第８２７号３月２４日）「時代の要求する女」（第８２９号
４月７日）のように女性の生き方について、複数の識者
の意見を掲載し、特に、女学校卒業者に対して女性の生
き方に様々な意見を述べていることが指摘される。
　まず、女性が職業を持つことについてどのように考え
られていたかを見てみる。否定的な意見として「我国の
婦人と職業問題：日本女子商業学校学監、嘉悦孝子」（第
８３８号６月９日）では、次のような内容となる。
・女の職業的独立は自然の法則に反すとし、女子を産み
育てるという特別の天職を持って生まれてきたのだから、
男子と同じく職業を持つことは容易な事ではない。女は
やはり男に次いでゆくのが自然の法則に適っている。家
政の一切を子女に任せることができた後、婦人が何か職
業につくべきだと述べている。
・まさかの時の為に一芸を習得せしめよ：職業を持って
主婦が立っていくのは、賛成できない。まさかの時の備
えに、ある職業あるいはある芸を学んでおくことは必要
なことである。
・夫婦共稼の女教師も不可：女子の教育家も良いようで
あるが、全くの犠牲になる覚悟が必要である。男子のよ
うに完全なことはできないので、普通一般の婦人が教育
家として立つのは、至難なことである。自分を全く犠牲
にして、専心しなければ一人で立っていけない。つまり
職業婦人は独身でなければ独立してゆくことはできない。
・婦人の職業には唯内職あるのみ：独身というのは、婦
人の天職に反する。天職を全うする婦人に対して、社会
は職業をしいることは不合理であり、不可能である。し
かし、女子が内職をするということは大いに必要なこと
である。世の中が文明化され、生活様式が複雑化するほ
ど、金銭及び時間の経済ということが必要となる。婦人
が暇を見つけて内職することが当然の勤めとなる。しか
し、現在の日本では、内職の種類も少ない。内職を婦人
に提供するのがこれからの社会の課題であると結んでい
る。
　この記事にみられるように、オピニオンリーダーにな
るような女性の中にも、結婚している女性が職業を持つ
ことには消極的で、女性の天職は子どもを産み育てるこ
とであるという意見があることが分かる。
　次に、「医学上より見たる婦人の職業問題―東京女子
医学専門学校校長　吉岡弥生」（第８３９号　６月１６日）
では、婦人が家事に尽くし子女を教養するという天職の
必要性を認めつつ、職業に対する真面目な思想の普及を
支持している意見が見られる。その内容は以下のようで
ある。
・女子の職分は子女の教育のみか：子女の教養は夫人の
大きな天職ではあるが、万物の霊長と称する人間におい

てはただそれだけを理想とせず、なおその上に職業に従
事するという使命があると信じる。なぜならば、女子と
いえども一定の能力と一定の精神をもっている。人間の
心身なるものは働けば働くほど発達進歩するものである。
女子も所謂天職以外に、一定の職業に従事して心身共に
満足な発達を遂げねばならないと思う。
・婦人が職業に従事することは当然である：物質上また
精神上において極めて複雑な現代社会の婦人が従来の婦
人のように子女を産み、それを教養するという天職にの
み案じているということは、天より賦与された人間の本
性を没却しているようなものだ。
・職業の選定：まだ我国では職業婦人は少ないから、社
会ではいろいろ批難するが、現今の状態がもっと進んで、
婦人の職業が一般的になってくると、婦人が職業に携わ
るということは、誠に理に適ったことであるということ
が認められて、一般社会の普通のこととなるだろうと思
う。職業に対する真面目な思想を普及して、婦人の職業
が社会の普通のことであるのを誰も考えるようにしたい
と思う。
　このように、女性もその天職に甘んじることなく、国
家のことを考えるときに職業につくことが当たり前のこ
とと認められるようにしたいと述べる女性がいたことは、
時代の変化を感じさせるのである。
　次に、女性の生き方について読者の考えに影響を及ぼ
すような記事「最近の男女問題に就いて」とか「時代の
要求する女」がシリーズとして掲載されていることにも
新聞の特徴が現れているものとして注目したい。
　「最近の男女問題に就いて」では、東洋家政学校長岸辺
福雄は「良妻賢母たれ」いう見出しで、従来どおりの良
妻賢母主義を唱えている。特に、女子の教育に関して、
漫然と女子として教育するのではなく、強く妻の任務の
大切な事や母の責任の重大なる事を教育において知らせ
ることであるとみなし、「妻賢母主義によって教育する
ことが、女子をして真の道を辿らしむるべき最善の方法
である」（第８４９号８月２５日）としている。その他の記

婦人問題研究会発会式　前列右から４人目に春子
（大正５年）
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事においても、「現代社会の悪傾向」や「婦人は先ず自身
の責任を意識すべし」など、欧米社会からの悪い方面の
思想が新しい女とかを生み出すことになっているなどと
指摘している。
　次に、「時代の要求する女」のシリーズでは文部大臣高
田早苗は「女学校卒業者に希望す」、作家の巌谷小波は
「母として完全な女―女子教育の根本」、亦、早稲田大学
教授安部磯雄は「専門の智識と健康な身体」、女子大学校
学監麻生正蔵は「頭脳と手腕のある女」、早稲田大学文科
学長金子地筑水「経済上の独立と感情生活」、法学博士山
脇玄は「人としての女」など多方面から女性論を寄稿し
ている。
　これらの記事では、女子教育と関連付けて、新しい良
妻賢母主義が主張されている場合が多い。即ち、女子教
育においては、漫然と女子として教育するのではなく、
強く妻の任務の大切なこと、母の責任の重大なる事を教
育において知らせることが重要であるとみなしているの
であり、近代家族の担い手としての妻を目指している。
　「良妻賢母主義によって教育することが、女子をして
真の道を辿らしむるべき最善の方法である」東洋家政女
学校校長は述べている（第８４９号８月２５日）。
　しかし、新聞には実際に職業に従事している女性たち
の記事が紹介されているのが、新しい傾向と言えよう。
例えば、婦人記者による「一技一芸で身を立てる迄」の
ような数ヶ月にまたがるシリーズの記事がある。このシ
リーズで紹介される職業は、茶湯の師匠、挿花の師匠、
長唄の師匠、舞踊の師匠のような稽古事の師匠のような
仕事から、女医、書家、女通訳者、女速記者、タイピス
ト、女写真師、女教師（小学校、中学校）に至るまで、
その範囲は広い。女医や教員、通訳、速記者のような職
種については、技術としてかなり高度なものも含まれて
いるが、いずれの仕事に関しても、その内容、技術修得
の方法、報酬などが書かれている。
　その他、家庭の主婦に相応しい仕事として、外での仕
事よりも家庭内で働くことが可能な内職を紹介している。
レース編み、造花、刺繍、麻糸連続などである。
　この年の『婦女新聞』を見るとき、基本的には女性が
結婚した後は、家事・育児が第一であり、それを天職で
あるとする考え方はまだ中心にある。その一方、女性の
教育の成果もあろうが、高等教育によって可能になった
女医、歯科医、教員というような職業に従事する女性の
経験談も新聞に掲載されるようになり、女性の職業の意
識は少しずつ高まっていることが窺えるのである。

５．おわりに
　春子が、自ら職業人になった明治３３年、名古屋女子学

校の創設準備を行なっていた大正３年、そして、婦人問
題研究会を発足させた大正５年という３つの時期に焦点
を当て、女性の職業教育に関して、『婦女新聞』を分析し
た。「職能人の養成」が春子の教育理念の一つだったから
である。
　明治後期から大正初期にかけ、女性の職業に関して、
社会の意識は除々に変化していった。「良妻賢母」思想は
依然として大勢を占めていたが、女性にも結婚以外の道
を認め、また、独立するために職に就くことも容認し始
めたのである。こうした時代の動きと春子の職業教育へ
の試みには明らかな共通性を見いだすことができるので
はないだろうか。

注
１　原則的には原文に基づいているが、一部現代漢字に変更している。
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１．はじめに
　男女を問わず同等の教育を受ける権利があるのにも係
わらず、我国における女子高等教育政策が、良妻賢母型
の変則的なものに定着したのは、大正期であると考えら
れている１）。その流れを継いだ実科学校、例えば、手芸
学校、裁縫学校、職業学校等は、婦女子の手に職を付け
させることにより、結果的には、家庭から社会への女性
の進出を促進させたことになったとはいえ、家庭におけ
る性差別が、社会の中で形を変えて存続している状況は、
未だ解消されていない。性差別が根絶された社会を目指
す女子教育の場においては、経済的な自立を保障する職
業教育とともに、男女両性が、同等の権利を持ち、社会
に参加できる自然科学的、社会科学的な根拠が教えられ
るべきであろう。
　性差別の根源には、上下の秩序を持つ二元論的な社会
観、例えば男／女、知性／感情、文化／自然の二項対立、
があるとされている２）。二元論が多様な差別に共通の根
であり、平等な社会の実現のために克服されるべき課題
であるとすれば、特定の学問分野だけではなく、あらゆ
る場でその学習と批判の作業が必要になる。
　本研究は、公害・環境・自然保護問題の分野での女性
の関与について概説し、環境保全と女性の解放が相互に
関連があり、それが今後の女子教育の重要な課題である
ことを主張することを目的としている。
　フェミニズムと環境問題の共通性については、１９７０年
代に、フランスのフランソワ・ドォボンヌが提案したエ
コフェミニズムの用語を介して既に良く知られている３）。
また、実科学校系の女子大学で専ら学ばれている家政学
の創始者であるエレン・スワローは、生活次元からの諸
学の統合を目指す家政学とその社会での展開をエコロ
ジーと名付けている４）。運動としてのエコロジーとフェ
ミニズムは不可分なものなのである。
　反公害や環境保全への輿論形成に果たした女性の役割
の大きさは、いまさら言うまでもないかもしれない。
１９６０年代に農薬汚染問題を告発したレイチェル・カーソ
ン５）、１９９０年代に内分泌撹乱物質（環境ホルモン）の被
害を明らかにしたシーア・コルボーン６）などの科学者、地
域の伝統的な生活の基盤となる樹木を伐採から守るチプ

コ運動などで知られるヴァンダナ・シヴァ７）、ワンガリ・
マーサイによって代表されるケニアの女性たちの植林運
動８）、また、人による自然の収奪が、男性による女性支配
と同じ構造を持っていることを明らかにした詩人のスー
ザン・グリフィン９）などは、そのほんの一例である。
　我国においても、水俣病の実態を世間に知らしめた
「苦界浄土」の著者である石牟礼道子１０）、１９７０年代に朝
日新聞の連載小説として広くよまれた「複合汚染」を著
した有吉佐和子１１）などの例は多い。土呂久鉱山の砒素中
毒事件の解決に果たした地元主婦の役割や１２）、河川行政
を大きく変えたといわれる１９９０年代の長良川河口堰問
題を全国的なものとした天野礼子の活動１３）も、採り上げ
るべきであろう。とりわけ興味深いのは、日本の最も初
期の公害事件、足尾銅山鉱毒事件においても、既に、矢
島楫子、潮田千勢子、松本英子などの女性が、被害者救
済の活動に関わっていることである１４）。
　公害・環境問題への女性の関与の事例が多いことは、
偶然であろうか。また、必然であるとすれば、それは生
命を「産む性」であるという生物的な要因の寄与が大き
いのであろうか、家族・社会制度による女性の抑圧と自
然からの収奪が同一な問題として理解されているためで
あろうか。

２．公害・環境問題と女性差別問題の共通性
　ジョイ・パルマーの「環境の思想家たち」１５，１６）は、古
代から現代にかけての広義の環境思想家５０人の列伝で
ある。現代編では、１８６９年生まれのマハトマ・ガン
ディー以下２４人が紹介されている。女性の思想家とし
ては、レイチェル・カーソン（１９０７－１９６４）、グロ・
ハーレム・ブルントラント（１９３９－）、ヴァルム・プラ
ムウッド（１９３９－）、スーザン・グリフィン（１９４３－）、
ヴァンダナ・シヴァ（１９５２－）の５人が取り上げられて
おり、その割合は、全体の１／５強に過ぎない。しかし、
１９３０年代以降の生まれの思想家に限れば、女性は７人中
４人を占める。女性の権利拡大と公害・環境問題に対す
る女性の発言の活発化が軌を一つにしている一例と見做
せるものであろう。
　ブルントラントが強調する持続可能な開発は、従来の、

環境問題と女性問題の共通性と女子教育の場での重要性

－特に我国の初期の公害反対運動における女子教育者の関与を中心に－

村上哲生
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人による支配的な自然の開発、一般に男性原理と理解さ
れているもの、の対極に立つものであった。また、持続
可能な発展のために、ストックを最大化し、フローを最
小化する考えは、従来の市場原理とは合い入れないもの
である。ブルントラントの自然観には、ジェームス・ラ
ブロックのガイア仮説が影響しているものと考えられて
いる１７）。
　プラムウッドも、「排他的人間中心主義」、つまり、従
来の収奪型の開発に見られるような自然観の根底には、
西洋中心主義、男性中心主義があることを主張した。人
間は、対峙的に自然の外部に立つものではなく、また、
自然と人間は、潜在的に交感が可能であり、かつそれぞ
れの価値を担う独立した存在であることを重視した１８）。
　スーザン・グリフィンは、男性原理が自然を疎外する
文化を創り出す原因を、心地よさと食物を与え、また同
時にそれを取り上げる力を持つ母親、即ち自然からの独
立であると考える。これは西洋の心の病であり、自然の
破壊や搾取は、性差別のある社会に必然的に生じるもの
である２）。
　ヴァンダナ・シヴァは、インドの緑の革命の裏面を明
らかにした。森林を犠牲にした食料の増産は、長期的に
は地域の自然とそれに頼る生活を破壊した。開発至上主
義は、男性支配体制に根ざすものであった１９）。
　パルマーが、現代の４人の女性環境思想家に共通に認
めているものは、人間（男性）中心主義が、現代の危機
的な環境破壊につながるとの観点である。パルマーが女
性の思想家とともに、ブラック・エルク、シコ・メンデ
スなどのネイティブ・アメリカンや第三世界の思想家に
重きを置いているのも、男性中心主義が、西欧中心主義
と共通していることを示している。これは、パルマーだ
けの指摘ではなく、現代の環境倫理学においても、自然
の権利の重視や、人間中心主義の否定は繰り返される主
張である２０，２１）。

３．足尾銅山鉱毒事件における女性の関与
　我国における公害反対運動の魁としては、１９世紀末に
引き起こされた足尾銅山鉱毒事件が挙げられる。被災地
の地主であり、後に議会活動や天皇への請願事件で良く
知られている田中正造がその中心にあったことは確かで
あるが、矢島楫子や潮田千勢子、松本英子などの女性の
関与も忘れられてはならない。彼女たちはいずれも、日
本キリスト教婦人矯風会の有力な会員であった２２）。
　矯風会と田中正造との縁は、矢島の甥であった徳富蘇
峰の仲介によるものであろう。田中・蘇峰、蘇峰・楫子、
蘇峰・千勢子との往復書簡は、それぞれ、３通、１５通、
２通が残されており２３）、彼らの交流を知ることができる。

しかし、蘇峰の足尾銅山事件に対する支援は継続的なも
のではなく、彼の任官後の冷淡さから推測すれば２４）、足
尾銅山事件への関与は、矯風会の女性たちの自発的な意
思によるものであったと判断される。
　彼女たちの活動は、鉱毒被害者の生活支援や、窮状の
報道が主であり、環境保全を意識した自然科学的、社会
科学的な側面からの取り組みに特化したものではない。
しかし、矯風会が、他の課題にも増して足尾銅山事件に
力を注いだ背景には、事件の被害者への抑圧と、彼女た
ちへの、つまり女性への、社会からの圧力が同一の基盤
に根ざしているとの意識があったに違いない。
　３人の女性たちは、いずれも幸福な家庭生活を過ごし
てきたわけではない。矢島楫子は、特に性差別が厳格で
あった熊本県で、望まれない女の子（六女）として生ま
れ、酒乱の夫との離婚を経て、矯風会を興し初代の会頭
を務め、女子学院の院長にも就任した。晩年は年下の男
性との恋愛事件を起こした２５）。
　矢島楫子の後任として矯風会の会頭職に就いた潮田千
勢子は、鉱毒被災地の谷中村に授産場を作るなどの活動
を通じ、単なる慈善事業ではなく、被害者の経済的自立
を図った。千勢子は、息子を亡くしており、その不幸を
信仰と社会活動により克服していったと考えられてい
る２６）。
　毎日新聞の記者であった松本英子は、「鉱毒地の惨状」
の記事により、足尾銅山事件を広く国内に知らしめた。
鉱毒事件以前の記事とは一転した高揚した感情が込めら
れているものであった２６）。松本英子の記者活動は、家の
ために跡取りの長男を残しての離婚後のことであった。
また、足尾銅山事件の連載記事の後、突然、退社、渡米
する。その原因としては、活動の限界を知っての絶望、
津田梅子に倣い、対抗するため、恋愛の破局等が挙げら
れている２７）。
　３人の女性、特に矢島楫子、松本英子に顕著に見られ
る家庭内での抑圧、即ち、家父長制に対する批判が、政
府からの圧力を強く受けている鉱毒被災者への同情と救
済へと転換したと考えるのは不自然ではないであろう。
しばしば悪意を持って誤解されるような、有閑階級の慈
善事業ではなかった。
　潮田千勢子が亡くなり、松本英子が渡米した後、矯風
会の足尾銅山事件への支援は、急速に衰退する。これは、
争点が、鉱毒問題から治水問題へとすり替えられたこと
も理由の一つであるが２６）、個人の生き方を社会に投影し
た運動の限界でもあったかもしれない。日本の自然保護
運動活動の、非妥協性と純粋さは、その評価はおくとし
ても、運動の現場でしばしば話題となる特徴である。個
人の生き方に立脚した運動であれば、そこには妥協はあ

Title:D出力用_本文.ec5 Page:52 



総合科学研究　第２号

－５３－

りえない。

４．女性の反公害・環境保護運動に対する社会の反応
　女性の環境思想家、活動家に対する社会の反応も、女
性を非科学的、感情的と類型化する二元論的な見方に忠
実であった。レイチェル・カーソンの「沈黙の春」５）に
対する反論は、その好例であろう。カーソンは、科学者
として批判の対象となったわけではなく、「有機園芸家、
愛鳥家であって、感情的で、激情を爆発させる」女とし
て男性社会から理不尽な批判を受けた。独身女性である
ことを理由に、農薬の遺伝的な作用については発言の資
格がないとの暴論さえもあった２８）。
　女性が、非科学的で、その判断を感情に左右されると
決め付ける姿勢は、カーソンの著書が発表された１９６０
年代のみの特徴ではない。アメリカの環境保全運動の最
も初期のもので、また後世に大きな影響を及ぼした２０世
紀初頭のヘッチ・ヘッチーダム反対運動では、その活動
の中心となり、後に世界最大の自然保護団体へと成長し
たシェラ・クラブを主宰したジョン・ミュアは、箒で川
の流れを止めようとする馬鹿げた女性の姿をとらされて
からかわれている（図１）２９）。
　この傾向は、近年も変化はない。６価クロムによる環
境汚染を告発したエリン・ブロコビッチの活動は、日本
でも良く知られた話題であったが、それが映画化された
際、主人公は、必要以上に粗野で下品な言葉で喋る無教
養な女性として表現されていた３０）。
　我国における運動についての攻撃は、議論されている
問題の本質に言及すること無く、運動が科学的、制度的
な根拠を欠く扇動的なものであるとの視点に立つものが
多い。これは、女性が感情的なものであり、情に訴える
運動が功を奏したとの見解に裏打ちされており、活動の
主体である女性も、訴えの対象である市民をも愚弄する
ものである。先に述べた足尾鉱山鉱毒事件においては、
矯風会の支援活動について、「世間が騒ぐのも扇動的な
行動があるからで、足尾鉱毒問題というのは、鉱毒の害
三分、洪水の害二分、鉱毒運動の害五分」との放言が記
録されている２６）。現代においても、長良川河口堰問題に
おいては、「センチメンタルな主張」３１）、情緒に訴える情
報操作３２）が強調され、長良川河口堰反対運動が指摘して
きた河川環境観と河川政策の転換の先駆性と重要性は、
運動の初期から河口堰完成以降まで意図的に無視され続
けてきた。
　自然支配と開発の思想が、男性中心主義に根を持つの
と同様に、自然保全の活動への攻撃も、女性または女性
原理に反する活動を、理性的ではない情緒的なものであ
ると決め付けるものである。

　矢島楫子に対しては、甥の徳富蘆花からも、「男女は怨
敵ではなく、夫婦は相互の力でありたい。男を殺す女、
家庭を破壊する社会事業に私は感心することができな
い。」（初出　婦人公論Ｔ１４．８）との批判が浴びせられて
いる３３）。良妻賢母型の女子教育のくびきが当時の社会を
扼していた事情が知れる。

５．家族の在り方の変化と環境破壊の激化
　家庭内における家父長支配と人間による自然の支配と
搾取が同根であるとの観点に立てば、その最も重要な点
は、自然も家族も、市場の外部にあるとの指摘であろう。
市場は、閉じた系ではなく、自然と家庭からそれぞれ、
資源・エネルギーと労働力を取り入れ、廃棄物と老人・
病人・障害者を自然と家庭に押し付ける３４）。市場が発展
していくためには、市場外の自然と家庭が機能していな
ければならない。フローとストックの面から、環境問題
は従来の市場原理に馴染まないとの指摘は、ブルントラ
ントにも見られる１７）。
　日本における明治期以降の環境破壊の激化は、もちろ
ん人の環境への干渉の規模を飛躍的に大きくした技術力
のためでもあろうが、自然との接し方や家族の在り方な

図１．女性の姿にさせられたジョン・ミュア
　ヘッチ・ヘッチーダム問題では、ダム計画に賛成す
る新聞“Ｔｈｅ　Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ　Ｃａｌｌ”紙は、しばしば反
対派のミュアや自然愛好家を非現実で、女性的で、愚
かな人間たちであるとからかった。Ｒｉｇｈｔｅｒ，　Ｒ．　Ｗ．　
（２００５）　“Ｔｈｅ　Ｂａｔｔｌｅ　ｏｖｅｒ　Ｈｅｔｃｈ　Ｈｅｔｃｈｙ”より引用。
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どの変化も影響していないだろうか。明治維新をきっか
けとした、神社合祀による寺社林の伐採が、伝統的な日
本のアニミズム的自然観を破壊したように３５）、明治以降
の家族制度の変質は、従来の女性の権利を抑圧し、女性
原理から男性原理への転換を容易にし、自然の支配と搾
取を正当化していったのではないか。
　近世の労働市場の拡大に伴う女性の家事労働負担の増
加の指摘や３４）、江戸時代の武士の女性の生活の記録から
判断すれば３６，３７）、女子への教育は、必ずしも男性に従属
し、家事労働に縛られるものではなく、時代的な制約は
あるものの、明治期以来の良妻賢母型のそれとは異なっ
た、ある程度の自由さを備えたものであったように思わ
れる。また、同様に母性保護においても、明治以前が全
くの無権利に終始していたわけではない３８）。女性の権利
制限と自然の支配が女性の権利は、近世に向かい一律に
拡大してきたのではなく、集権的な国家の整備に向かい、
我国における伝統的な自然観の喪失とともに、明治期に
大きく後退してきたものと思われる。

６．キリスト教に起因する二元論の影響
　Ｗｈｉｔｅが、現在の環境危機の根源にキリスト教が内包
する人による自然支配の正統性があることを指摘して以
来３９）、キリスト教の責任についての激しい議論が交わさ
れてきた。しかし、海上が述べるように、キリスト教の
教義は、自然破壊にも自然保護にも解釈可能で、社会が
要求する前者の自然克服の考え方が採用されたに過ぎな
いのであろう４０）。
　足尾銅山鉱毒事件の被災者支援は、キリスト教婦人矯
風会が主導したものであったが、人と環境の関わりにつ
いては、キリスト教の教義と日本の伝統的な自然観との
対立に至るまでの深い議論が交わされた形跡はなく、西
欧型のヒューマニズムと自然保護の対立についての考察
は、公害が激化する１９６０年以降に持ち越された４１）。

７．おわりに
　本報告が扱った環境問題と女性の権利問題は、人間中
心主義、男性中心主義に対する批判という面では共通性
が認められるものの、歴史的な変遷、地域の特殊性など
様々な点で考察を深める必要がある。さらに、人と自然
物の権利概念の拡張を同一の延長線上にあるものと理解
する立場については、当然のことながら多くの未解決の
問題が残されている２０）。
　最後に、女子教育の現場で、いままでの批判の対象で
あった男性優位の考え方、家父長制の問題が、深刻な問
題として受け止められているかについても言及したい。
本学をはじめとする女子大学の創設者は女性であること

が多い。しかし、身体的に女性であることが女性原理を
保障するものではない。本学創立者の越原春子は、学園
を家庭と見做し、文字通り親身になって女子教育に力を
注いだ。しかし、娘の結婚や後継を主導し、また、１９４０、
１９６０年代の学生運動については、極めて厳しい態度で臨
み、家父長的な権限を振るった４２，４３）。越原春子の家父長
的性格は、今も学園運営に引き継がれている。時代の制
約や経営者と教育者を兼ねる難しさは理解できるものの、
多様な価値観の共存を認め、真の差別のない社会を作る
ために、自らの歴史を総括する作業の継続が必要であろ
う。

謝辞
　本報告で述べたような女性と環境問題との関連を意識
したのは、現実の環境問題の場における女性の活躍に触
発されたためである。長良川河口堰問題、吉野川第十堰
改築問題、川辺川ダム問題、綾の森保全活動等の中で、
実に多くの女性たちの行動と思いを見ることができた。
全ての面において彼女たちと同様な見解と行動を採るわ
けではないが、有益な示唆を受けたことは確かであり、
感謝の言葉を述べたい。

引用文献
１）畑中理恵：大正期女子高等教育史の研究．　２７９ｐｐ．　風間書房．　

（２００４）

２）シェリル・グロットフェルティ　（須藤自由児訳）：スーザン・グ

リフィン．　ジョイ・Ａ・パルマー　（編，　須藤自由児訳）「環境の思想

家たち　下」ｐｐ．　２５８－２７０．　みすず書房．　（２００４）

３）Ｃａｕｓｅｙ，　Ａ．　Ｓ．：　Ｅｃｏｆｅｍｉｎｉｓｍ．　Ｂｏｒｔｍａｎ，　Ｍ．，　Ｂｒｉｍｂｌｅｃｏｍｂｅ，　

Ｐ．，　Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ，　Ｍ．　Ａ，　Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ，　Ｗ．　Ｐ．　＆　Ｆｒｅｅｄｍａｎ，　Ｂ．　

（ｅｄｓ．）　“Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　　Ｔｈｉｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ｖｏｌ．　１”　ｐｐ．　

４１２－４１３．　Ｔｈｏｍｓｏｎ　Ｇａｌｅ．　（２００３）

４）ロバート．・クラーク　（工藤秀明訳）：エコロジーへのはるかな旅．

　　３２６ｐｐ．　ダイヤモンド社．　（１９８６）

５）レイチェル・カーソン　（青樹簗一訳）：生と死の妙薬．　３０９ｐｐ．　新

潮社．　（１９６４）

６）シーア・コルボーン・ダイアン・ダマノスキ・ジョン・ピーター

ソン・マイヤーズ　（長尾力訳）：　奪われし未来．　３６６ｐｐ．　翔泳社．　

（１９９７）

７）ヴァンダナ・シヴァ　（熊崎実訳）：　生きる歓び．　２６８ｐｐ．　築地書

館．　（１９９４）

８）リンガリ・マータイ（小池百合子訳）：ＵＮＢＯＷＥＤ　へこたれない

－リンガリ・マータイ自伝－．４６６ｐｐ．小学館．（２００７）

９）スーザン・グリフィン　（幾島幸子訳）：　分裂した文化．　吉福伸逸

　（監修）　「意識の臨界点」ｐｐ．　１３２－１５１．　雲母書房．　（１９９６）

１０）石牟礼道子：苦界浄土．　３３０ｐｐ．　講談社．　（１９７２）
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１１）有吉佐和子：複合汚染．　５１２ｐｐ．　新潮社．　（（１９７９）

１２）川原一之：口伝亜砒焼き谷．　２４２ｐｐ．　岩波書店．　（１９８０）

１３）天野礼子：守ってみせましょ長良川．　長良川河口堰に反対する会

　（編）　「長良川の一日」ｐｐ．　９８－１１１．　山と渓谷社．　（１９８９）

１４）佐江衆一：　田中正造．　１９８ｐｐ．　岩波書店．　（１９９３）

１５）ジョイ・Ａ・パルマー　（編，　須藤自由児訳）：環境の思想家たち　

上　古代－近代編．　３２０ｐｐ．　みすず書房．　（２００４）

１６）ジョイ・Ａ・パルマー　（編，　須藤自由児訳）：環境の思想家たち　

下　現代編．　３２０ｐｐ．　みすず書房．　（２００４）

１７）ジョイ・Ａ・パルマー　（須藤自由児訳）：グロ・ハーレム・ブル

ントラント．　ジョイ・パルマー　（編，　須藤自由児訳）「環境の思想家

たち　下」ｐｐ．　２２０－２３４．　みすず書房．　（２００４）

１８）ニコラス・グリフィン　（須藤自由児訳）：ヴァルム・プラムウッ

ド．　　ジョイ・Ａ・パルマー　（編，　須藤自由児訳）「環境の思想家た

ち　下」ｐｐ．　２３５－２４７．　みすず書房．　（２００４）

１９）リネット・Ｊ・ダンブル（須藤自由児訳）：ヴァンダナ・シヴァ．

　　ジョイ・Ａ・パルマー　（編，　須藤自由児訳）「環境の思想家たち　

下」ｐｐ．　２９１－３０７．　みすず書房．　（２００４）

２０）加藤尚武：環境倫理学のすすめ．　２２６ｐｐ．　丸善．　（１９９１）

２１）鬼頭秀一：自然保護を問いなおす．　２５４ｐｐ．　筑摩書房．　（１９９６）

２２）日本キリスト教婦人矯風会　（編）：日本キリスト教婦人矯風会百

年史．　１０６２ｐｐ．ドメス出版．　（１９８６）

２３）徳富蘇峰記念塩崎財団　（編）：徳富蘇峰宛書簡目録．　４２０ｐｐ．　徳

富蘇峰記念館．　（１９９５）

２４）小玉稜子：徳富一敬と徳富猪一郎．　小松裕・田中正造研究会　（編）

「足尾鉱毒事件と熊本」ｐｐ．　９８－１１６．　熊本出版文化会館．　（２００４）

２５）犬童美子：矢島楫子と宮崎槌子．　小松裕・田中正造研究会　（編）

「足尾鉱毒事件と熊本」ｐｐ．　１１７－１３８．　熊本出版文化会館．　（２００４）

２６）阿部玲子：足尾鉱毒問題と潮田千勢子．　歴史評論　（３４７）：９８－

１１７．　（１９７９）

２６）竹見智恵子：　時代を描き、時代を越えたルポルタージュ「鉱毒

地の惨状」解題にかえて．　田中正造の世界　（１９）：９－１５．　（１９８６）

２７）竹見智恵子：松本英子・『鉱毒地の惨状』あとさき・渡米につい

ての考察．　田中正造の世界　（１６）：　２４－２９．　（１９８４）

２８）アーリン・Ｒ・クオラティエロ　（今井清一訳）：レイチェル・カー

ソン．　２５４ｐｐ．　鳥影社．　（２００６）

２９）Ｒｏｂｅｒｔ，　Ｗ．　Ｒｉｇｈｔｅｒ：Ｔｈｅ　Ｂａｔｔｌｅ　ｏｖｅｒ　Ｈｅｔｃｈ　Ｈｅｔｃｈｙ．　３０３ｐｐ． 

Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ．　（２００５）

３０）二村優子（編）：エリン・ブロコビッチ．　１７１ｐｐ．　スクリーンプ

レイ．　（２００２）

３１）太田周二：長良川河口堰を考える．　２０６ｐｐ．　現代書林．　（１９９２）

３２）馬見塚達雄　（編）：証言・長良川河口堰．　５７０ｐｐ．　産経新聞社．　

（２００２）

３３）高野静子：続蘇峰とその時代．　４３１ｐｐ．　徳富蘇峰記念館．　（１９９７）

３４）上野千鶴子：家父長制と資本制．　３３０ｐｐ．　岩波書店．　（１９９０）

３５）後藤正人：南方熊楠の思想と運動．　３５４ｐｐ．　世界思想社．　（２００２）

３６）杉本鉞子　（大岩美代訳）：武士の娘．　２３２ｐｐ．　筑摩書房．（１９６７）

３７）深沢秋男：旗本夫人が見た江戸のたそがれ．　２５０ｐｐ．　文藝春秋社．

　（２００７）

３８）野本寛一：民俗誌・女の一生．　２３４ｐｐ．　文藝春秋社．　（２００６）

３９）Ｗｈｉｔｅ，　Ｌ．：Ｔｈｅ　Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ　Ｒｏｏｔｓ　ｏｆ　Ｏｕｒ　Ｅｃｏｌｏｇｉｃ　Ｃｒｉｓｉｓ． 

　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　１５５，　１２０３－１２０７．　（１９６７）

４０）海上知明：環境思想．　２８９ｐｐ．　ＮＴＴ出版．　（２００５）

４１）中西語堂：公害と自然と倫理．　宇井純　（編）「思想の海へ　２４，　谷

中村から水俣・三里塚へ」ｐｐ．　２０４－２２１．　社会評論社．　（１９９１）　（初

出不詳）

４２）学園七十年史編集委員会　（編）：学園七十年史　春嵐．　７３９ｐｐ．　越

原学園・名古屋女子大学．　（１９８５）

４３）南部弘：越原春子伝　もえのぼる．　３８８ｐｐ．　越原学園・名古屋女

子大学．　（１９９５）
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１．はじめに
　創立者越原春子が東白川村越原に生を受けたのは、明
治１８年である。
　この生誕の地、越原を取り巻く通交が近代化するのは、
東海道本線の全線開通、明治２２年、ついで中央本線（中
央西線）の開通、明治４１年、をもってはじまるといって
よかろう。
　創立者が名古屋に出て越原学園（名古屋女学校）を創
立するのは１９１５年（大正４年）である。創立者が教育
者としての夢を抱く少女期から青年期にかけては未だ、
越原―名古屋間の近代的な交通が部分たりとも開けては
いない。いわば、創立者生成の過程においては、なお前
近代的な人文地理的環境にあったといえる。
　小稿は歴史的、地理的な越原の位相を一般的普遍化す
ることによって、創立者を生み出した「誕生の地」とし
て位置づける試みである。つまり、越原の人文地理的環
境が創立者を生み出す１つのファクター足りえたのかど
うかに関心事がある。ここで得られた結論は絶対化し得
るものではない。しかし、そこに相対化し得る、歴史的
風土と創立者の意識といったものへの理論性を見出そう
とする試みでもある。

２．越原の人文地理学的位相
　東白川村越原は、名古屋市の北東およそ７０キロメート
ルにある。この７０キロメートルは名古屋駅を基点にし
てみれば西へはおよそ滋賀県東近江市付近である。また、
東にとれば静岡県湖西市辺りである。直線的な距離間で
あればこの程度であるが、立体的な地勢から名古屋―越
原間を概観するとその差は大きい。
　その間に木曽川が横たわるだけではなく重層する山並
みが襞の様に幾重にも重なりその間を支谷が幾重にも障
壁をなす。その間、木曽川―越原間だけでもおよそ２０キ
ロメートルある。この間を赤川、黒川が東西に流れ木曽
川の支流である飛騨川へ越原からの白川と一体となって
合流する。この飛騨川筋から越原までの直線距離でさえ、
およそ２０キロメートル程はある。
　川筋が多くの場合通行の場を提供するが木曽の山間支
谷では、河川が山襞を大きく削り取って流路を確保する
ため川筋幅を狭める。このため河川に沿った山道など、
山腹の傾斜が大きくとても確保しがたい。東白川村を貫

流する白川もまた例外ではない。
　とりわけ越原を取り巻く地形は四方八方があたかも擂
鉢の周縁のように山並に囲まれ、唯一の河川排出口であ
る白川町白川付近でさえ上述したようにえぐるような急
峻な崖面をなし障壁以外の何者でもない。
　また、屈曲する河川は、空間の開けた山あいからその
先に天地が開けることなど想像だにさせない地形を示す。
　東白川村の南を限る山並みのピークは寒陽気山で
１１０８メートルある。北を限る尾城山は１１３７メートル、
また、東を限る新巣山は９７３メートル、西を限る姫振は
標高８６５メートある。越原の河川筋の平地が標高およそ
４００メートルであることから、比高差は５００～６００メー
トルにも及び、その閉塞された地形がどのようなものか
推測できよう。ちなみに東白川村は東西およそ１２キロ
メートル、南北およそ４キロメートルの広がりをもつ土
地である。
　この東白川村の江戸時代における村数は、越原（１７０５
年、６４戸）、神土（同年、１１８戸）、柏本（同年、２２戸）、
宮代（同年、９戸）、大沢（同年、２８戸）、久須見（同年、
６戸）の６村である。１８世紀初頭の戸数は全戸合わせて
２４７戸であった。
　東白川村はこのような江戸時代以来の６村が合併した
ものであるが、上記のような地形的な特質からして、こ
の東白川村もその行政区画とは別に歴史的な纏まりを
培ってきたひとまとまりのある地域であることが推察出
来よう。
　白川町から加子母村に通じる白川街道が東白川村を横
断するまでは文字通り山岳盆地、あるいは外部から容易
に窺うことのできない「隠れ里」であったに違いない。そ
のような外界から目に入らない異界的な密封された自然
的地形であればある程生業活動においては外部との交通
を積極的に求めたに違いない。その証左に村の南に面し
た山襞には先に触れた寒陽気山の西に大多尾峠、海抜
８００メートルがあり、また、東壁では先に触れた新巣山
の南に越道峠、標高およそ８００メートル、無旦峠、標高
６４０メートルとがある。さらに北壁では桜峠、標高６７０
メートル、と藤島峠標高７５０メートルがある。
　以上のように四方八方へと主要な峠道によって外界と
の交通が維持されていたことがわかる。前近代の人々は
歩くことを専らとしており、かつまた尾根筋道を日常の

越原－歴史と風土から見た近世以前－

丸山竜平
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図１　東白川村縄文遺跡分布図
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通路としていたことから言えば、今は獣道でしかない山
道もまた東白川の村の生活と文化を維持するうえで重要
な通路であったに違いない。
　東白川村の河川筋に発達した農耕基盤が脆弱なもので
あるのはその土地利用の発達から容易に推察できる。ま
た高原性の気候に支配されていたことも十分推察できよ
う。
　自己完結的な生業活動が期待できないこの地域にあっ
ては外部からの通過的な位置を占めることのない地形環
境も手伝い予想以上の外部交渉による生業活動の発達と
通交の積極性を生み出したに違いない。
　今日的な通俗的感覚は地域の閉鎖性や自給自足の孤立
性をもって山岳盆地とりわけ、外界から遮断された閉塞
的地勢を理解しがちであるがこれ程大きな偏見はまず
もって払拭されねばならないであろう。

３．越原の通説的位相
これまでに東白川村の歴史を著したものとして『新修東
白川村誌　通史編』（昭和５７年３月発刊　東白川村）ま
た、『角川　日本地名大辞典　岐阜県』（昭和５５年９月発
刊　角川書店）が知れる。
　前者においては「東白川村の原始」において村内の総
計１４箇所の縄文遺跡の存在を指摘する（図１）。しかし、
弥生時代及び古墳時代については遺跡の存在を推定する
ものの具体的に遺跡を特定することはなかった。とは言
え、土師器や白瓷・白瓷系陶片等の出土から鎌倉末頃に
おける集落遺跡の始まりを示唆している。また当然なが
ら古代律令体制下における加茂郡１２郷から当村は除外
されている。（１２郷とは埴生郷、美和郷、生部郷、井門郷、
小山郷、日理郷、神田郷、中家郷、河部郷、志麻郷、米
田郷、駅家郷である）。
　また、後者においても「現在までに（縄文期は）１６箇
所の遺跡が確認されているが、弥生時代の遺跡はまだ発
見されていない。弥生時代の稲作文化も地理的条件に恵
まれなかった山間地への影響は極めて乏しく依然として
狩猟が主体の生活形態の中で球根栽培など畑地での原始
農耕がわずかばかり営まれていた」としている。
　他方、中世においては、東白川村の西端にあたる大沢
の地において、その地名を冠した大沢左衛門尉重道が承
久の乱（１２２１年）において戦功があったとしてその名が
知れる（「美濃国諸家系譜」）。
　また、当地の神田神社の記録に在地の名主源忠広の名
が見える（１３８８年）。遅くとも鎌倉期にはこのような在
地の勢力が力を蓄えていたことは事実であろう。　
　同書によれば（安江・村雲・今井・田口）などいずれ
も中世戦乱期に土着したものとされている。他方、前掲

『新修東白川村村誌』は、越原の地名の由来と共に
「・・・原野を開き漸次引越したるの意に出でしものな
らん」とし「天文３年に隣村神土から安江氏の枝族が当
地に移り１村を開起したことにはじまる」とした越原の
起こりを伝えている。越原の東白川村の近世以前の歴史
は上述してきたようにほとんど明確ではない。
　僅かに縄文時代の多数の遺跡が採集経済の時代にあっ
ては豊かな環境をこの土地が提供したことを語るようだ。
越原に至っては一層その歴史は不透明である。
　その後、岐阜県はこの越原を貫通する県道２５６号線の
敷設に際し陰地遺跡の発掘を実施した（註１）。その結果、
縄文時代中期の竪穴住居や縄文式土器が多数検出された。
それに留まることなく遺溝こそ明確ではなかったが、１１
世紀末葉以降、明治に及ぶまでの多数の生活用品が検出
されている。
　やや詳しく言えば遺跡地は名古屋女子大学越原学舎か
ら直線距離にしておよそ５００メートル北東の位置にあた
る。越原神社の対岸で白川の左岸低位段丘上に位置する。
縄文時代の竪穴住居は２棟検出され周辺からは、多数の
土坑やピット等を伴い、検出された遺構を遥かに超える
密度の濃い集落跡であることが推定できる。
　住居はいずれも円形住居でＳＢ１は直径およそ４．３メー
トル程あり、上部の大半は削平されていたが床面からは
６本の柱跡と石囲いの炉が検出された。炉跡が東側によ
るのと対応するかのように西壁から埋め甕が検出されて
いる（図２）。細部は省略するとしてここでは、集落の形
成、石囲い炉と埋め甕を持つ明確な竪穴住居の存在、そ
して出土する多数の縄文式土器や石器類等から強い定住
性を見出すことができる点である。他に発掘調査例はな
く、断言はできないが、大明神の水田には長らく石棒が
旧状のまま保存されてきたという。
　現在、村内に認められる１４から１６箇所の縄文遺跡は
その性格が不明なものが多いとは言え、時によって場を
変え生活を続けてきた１個の縄文人集団の足跡としてよ
かろう。
　また、この調査の副産物とも言うべき平安時代末から
の多数の土器片は越原の陰地に居住した人々の片鱗を窺
わせるものとしてよかろう。１１世紀末から１３世紀の末
まで美濃や尾張で盛行した北部系山茶碗や南部系山茶碗
が継続的に出土している。この間併せて常滑系の土器も
継続的に出土しており、１２世紀後葉にはじまる古瀬戸も
また瀬戸、美濃の大窯製品に継承するように滞ることな
く、出土する。１６世紀以降は１７世紀半ばに瀬戸、美濃で
焼かれる連房式窯製品にとって変わられるまでやはり継
続的に用いられていたことがわかる。つまりここでは、
平安時代終わり以降定着した集落は、その間に大きな変
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動もなく中近世と継続したものであった。ここに平安時
代の後期以降の隆盛を示したことは、先の村誌等が示す
記載と矛盾するものではない。
　しかし、調査は縄文集落を対象としたものであり、限
られた地域での出土遺物である。幸いにして我々は越原
の研修に際して学生諸君と学舎周辺で採取したいくつか
の資料を持ち合わせておりそれらの紹介をしてみたい。
　
４．越原の考古学的検証
　既に触れたように東白川村では１４から１６箇所の縄文
時代の遺跡が判明している（註２）。これらの遺跡は、縄文
式土器を伴出するものが少なく、あったとしても小片で
年代を特定するに至らないものが多い。あるいは、陰地
遺跡のように発掘調査を行えば多くの土器を伴うのかも
しれないが、他地域の一般的な縄文遺跡と比較しても土
器片の出土量は寡少ではないかと思われる。
　そのような遺跡での認定はいずれの地点においても石
くず片が主体で石鏃や打製石斧などが伴うことによって
それと知れる。どうやら遺跡の立地とも呼応してその性
格もまた若干異なるようである。それらについては出土
する石器類の分析から見ていく他ないであろう。
　陰地遺跡（註３）では多数の短冊型をした打製石斧が出土
する（図３）。幅およそ４センチから６センチ長さ１０数
センチから２０センチまでのものである。粘板岩系の板
石の両側片を荒く打ちかき打製によって軽く刃を設けた
程度のものである。石斧の上半分に柄をつけたもので、
側片の左右上よりに縛り付けた痕跡が窺え使用方法が推
測できる。このような石斧の大量の出土は一般的に言わ
れるように食糧資源の獲得において、あるいはその過程
で土地の耕起に用いたものであろう。
　どのような食糧品種か特定は容易ではない。しかし、
石斧の量から見てまたその損耗度から考え盛んに使用し
たことが窺える。ところが、この遺跡は白川の川筋段丘
上に位置したものであって河川での漁労活動等は得意な
ものであったに違いない。
　しかし、そのような漁労活動を窺わせる石錘の出土は
一向に認められないのである。同じ村内の他の遺跡では、
多数の石錘が出土し、前面での河川における漁労活動が
推察し得る。他方、村内の主要遺跡では、宮代遺跡、柏
本遺跡、神付遺跡、西洞遺跡、平遺跡、岩屋遺跡、大明
神遺跡等いずれにおいても石鏃が出土し石錐や磨製石斧
を伴うものが多い。それぞれの遺跡は立地を異にする傾
向を持つだけではなく、出土石器においても多様な偏り
が見て取れる。
　このような個々の遺跡における出土遺物の特性は縄文
時代人が地域ごとの自然的資源の特性を最大限に利用し

図２　越原陰地遺跡竪穴住居跡

図３　越原陰地遺跡出土打製石斧
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四季折々の生業活動を最大限に活発化させていたことを
示す。この問題は、山岳盆地の地域的な特性を語る上で
重要な観点となるため後に中部山岳地域をも視野に入れ
て再論する。
　さて、このように外界とは遮断された閉塞的な地域で
はあったが、縄文時代の終息は紀元前７、８００年頃北九
州から始まった弥生文化の東漸によってもたらされた。
本州島においてはこの水稲農耕文化が広く西日本に及び
さらに東日本へと大きな断絶もなく拡大したことが判明
している。言わば今日の日本文化の直接的な源流となる
ものであった。
　真夏日を６０日以上必要とした水稲農耕の東への拡大
あるいは、山地山間部への拡散は相当なまでの叡智が必
要とされたに違いない。当然のことながら西日本の大河
川に育まれた平野部での水稲農耕の始まりが予測される
ところである。　
　しかし、今日的な考古学的成果では寒冷な地域への水
稲農耕の進出が少なからず知られている。種籾の品種の
改良、水田耕地の床土や土壌の改良、冷水を水田へ導く
際の配慮、このための労力が不可欠であった。
　この越原においては当然のことながら耕地の開発は平
安時代後期以降のものと推断してもおかしくはなかろう。
先に触れたように江戸時代においても寡少の耕地を持つ
に過ぎず、かつまた地域的に閉塞した環境ならばなおさ
らそのように推測されよう。
　しかし、既述してきたように外界から閉ざされた地域
はそれだけに外部との交渉を密にし、かつ広範な他地域
との交渉を不可欠とした。そればかりか生業の主体が植
物性食糧の採集にあったことも既に触れたとおりである。
それも打製石斧を伴うものであったことも触れたところ
である。栽培か否かは不明であったとしても山野を掘り
食糧資源を獲得する道具であったことは容易に知れる。
（それが三内丸山で言われるような栗栽培であったかあ
るいは岡山県、熊本県で言われるような畑作による米栽
培であったか、あるいはまた福井県鳥浜貝塚出土のリョ
クトウ、エゴマ、ヒョウタン等の栽培であったか、もし
くは、山芋掘りや球根の根起こしをも対象とした農具で
あったかはこれからの検証課題である）。
　これまでの我々の越原学舎周辺での分布調査によれば
これまでの採取した土器片の中に明らかに縄文式の土器
片とは異なる器面が赤白色に発光し僅かに胎土に砂粒を
含む弥生式土器と思しきものがある。信じがたいことで
はあったがその後、年度を変えてのやはり我々の分布調
査において黒色の粘板岩からなる板状の石片１片を採取
した。
　縦５センチ、横４センチ、厚み５ミリ前後の石片であ

るが一部に刃部が認められ、これが石庖丁の破片である
ことが推察された（石庖丁は、弥生時代独特の収穫具と
して知れるが、実は中部山岳地の山間部においてこの石
庖丁に形態的にも類似する収穫具が少量ながら知られて
いる。このこと自体中部山岳地における植物質食糧資源
の獲得に高い関心のあった証左である。しかし、越原出
土のそれは縄文期のそれらとは明らかに異なり、弥生期
に属するものである）。石庖丁と言えば稲の穂摘みのた
めの収穫具である。水稲農耕の伝来と共に朝鮮半島から
伝わり学ばれたものである。また、弥生後期には姿を消
すことでも知られている。
　このような弥生式土器片と石庖丁片の存在は越原にお
いて少なくとも弥生後期以前、紀元前後から紀元前１、
２世紀頃においてこの山間僻地においても稲作農耕が開
始されたことを推察させる。越原周辺の考古学的な調査
が本格的に実施されれば、これらの問題も氷解するであ
ろう。
　越原学舎周辺での採取資料にはさらにこれまでの通説
を覆すものがある。平成１５年度の我々の分布調査にお
いては陰地遺跡でも報告されなかった７世紀代に遡る須
恵器片がある。これまでは越原の開発など平安時代後期
を１つの目安に語られてきた。
　しかし、上述した須恵器片は須恵器の主要な器種であ
る坏身、坏蓋にあたる。３．０センチ×４．０センチ、厚み５
ミリの小片であるが口縁端部が残り坏身をあわせるため
の返りが窺える。色は灰白色で焼成は堅緻であり胎土は
やや粗いが良好である。破片ではあるが口径はおよそ
１０センチメートル内外である。このような返りを持つ
蓋の出現は７世紀初頭における仏教文化の伝来と関連し
ており他方で律令制が完成する７世紀の末葉にはこの返
りも消失する。またどちらかといえばつくりの小さい返
りであることから７世紀の後半前葉におくことができる。
７世紀後半といえば律令制国家が形成される途上であり
全国的に中央集権的な政治的な影響が及ぶ時代でもある。
　このような時代に地元において焼成することのできな
い堅緻な須恵器が出土する背景には越原地域における
人々の居住はもちろんのこと中央と地方との関係にもそ
の近密度は問わないにしても推察できるものがある。越
原地域においてもこの律令制国家の整備に際して東山道
が木曽川に沿って信濃へ通じただけではなく、その支路
が敷設される。東山道が美濃を東西に貫く幹線路に対し
てこの美濃を南北に貫く飛騨路の存在である。分岐点は
２説あり明確ではないが関市下有知付近にあった武儀駅
を経て加茂郡川辺町下麻生付近にあった加茂駅を北上す
るもので越原こそ経由しないものの飛騨川に沿って間近
にまで迫るこの飛騨路の与えた影響は大きいものがあっ

Title:D出力用_本文.ec5 Page:60 



総合科学研究　第２号

－６１－

たに違いない。しかし、既述したように律令体制下でど
のように国家の支配に組み込まれたかは定かではない。
　以上は越原学舎周辺での新知見に過ぎないがそれにし
てもこれまでの通説を塗り替えるのに十分な手ごたえを
得た。今後、全村域での仔細な分布調査や遺跡の調査に
よってより積極的に上記の推察を確証付けるものになろ
う。

５．山岳盆地性的環境
（１）地域的特性と縄文的分業
　従来、縄文時代は自給自足的な狩猟と採集に明け暮れ
る原始人の時代とされてきた。しかし最近の考古学的な
成果が明らかにするように山間部においては、水場の遺
跡がまた、海浜においては貝塚が注目されている。
　前者にあっては縄文人の生業活動が狩猟一辺倒ではな
く、季節的に制約を受けていたうえに、植物質の食糧資
源にその多くを依存していたがためにドングリやトチ、
クリ等の灰汁、渋抜き処理が多量の水量を必要とした。
このことによって、集落背後の谷水がそのような食糧資
源の事前処理の場に当てられたのである。このためにク
リ塚やトチ塚と呼ばれ得るような外皮を廃棄する山と
なった植物遺体の場が検出されている。
　そこでは、一年間の食糧の処理がなされたのであるが、
その消費量を上回る大量の採集が判明している。自給の
ための採集に留まらず食糧資源の採集の乏しい地域との
交換物資として、あるいは他の生業活動や生産品との交
換物質として余剰の生産が果たされていた。他方、後者
（貝塚）では貝剥き工場とも称される大規模な貝塚が各
地に認められる。とても縄文人の春季から夏季にかけて
の自給的な食糧資源としての分量には留まらない。目を
見張る大量の煮沸処理を貝塚は示している。そこには海
浜の物産に手の届かない山間地の縄文人との物資の交換
が極めて積極的になされたことを窺わせる。縄文人は言
われるような自己完結的で閉鎖的な集団ではなかったよ
うだ。
　既に東白川村の縄文遺跡群が持つ石器類からその推測
を加えたが、さらに視野を広げて中部山岳地での状況を
通観しておきたい。
　中部山岳地帯の中心部を占める高山市に程近い宮川村
には江戸時代以来金精神社が見れる。その境内からは多
量の石棒の出土があり、発掘調査によって石棒の生産地
であることが判明した（註４）。石棒作りにかなった材質の
石材が存在することはもちろんであるが中部山岳地帯は
我が国でも有数の石棒文化発達地である。ここで製作さ
れた石棒が如何程の分量となるのかは不詳であるが、そ
の製品がこれまでにも高山市周辺の各遺跡からはもとよ

り遠く、富山県や石川県あるいは、美濃、尾張において
もその存在が知られている。彼ら縄文人が石棒作りに相
当なまでに専業化していたことを推測させるものである。
そして、このことを一層裏付けるものが先に触れた植物
性食糧（ドングリ、クリ、トチ等）や貝食品の大量の生
産とその背後の交易活動にあったと見たい。そればかり
ではない。中部山岳地帯のこれまでに発掘調査がなされ
た主要遺跡の出土遺物の一般的傾向を概観すればこの問
題はさらに明確になるであろう。
　縄文時代中期から特に著しい現像を示すが、高山市垣
内遺跡は中期後半から始まる遺跡で、後期前半まで続く
が石鏃２５２点、石錐６６点、これらに対して磨製石斧３０８
点、打製石斧８８０点、磨石類５１０点、石皿４８点、さら
に石錘２７０点が出土する。石鏃はいうまでもなく狩猟の
道具であり、猪や鹿類、鳥類等を捕獲する道具である。
石錐もまたこれら鳥獣類等の骨、角等の加工具である。
この集落では冬季における狩猟活動が極めて活発的で
あった。おそらくこれ以外に落とし穴やしかけ罠が施さ
れ獣の獲得がなされたに違いない。他方、磨製石斧は樹
木の伐採を可能とし打製石斧は土地の耕起あるいは地下
の食糧資源の獲得具となる。その調理具が磨石類、石皿
とすれば春季から秋季にかけて植物食糧の獲得や栽培へ
の試みも推察し得る程のムラであった。また、夏季にお
ける河川での漁労活動も石錘の存在が雄弁に語っている。
　このように垣内遺跡は、年間を通して食糧資源獲得の
充実した集落であったことがわかる。しかしこれを同期
の類似した遺跡との対比を求めれば、例えば萩原桜洞遺
跡では石鏃３８点、石錐４点、磨製石斧９点、石錘７点、
打製石斧３６点、磨石類８点、石皿１点である。この両者
の違いは生業活動の活発な自然的資源に恵まれた地域と
しからざる地域との相違である。前期後葉にはじまる同
じ高山市地域の国府宮ノ下遺跡では石鏃６０点、石錐１４
点、これに対し磨製石斧８点、打製石斧２３点、磨石類
８９点、石皿２点があり石錘は２３点ある。絶対量こそ高
山市垣内遺跡に及ばないもののよく似たバランスを取る。
このような前期の段階から打製石斧の出土を見ることは
磨石類の多量さと共に積極的な植物質食糧資源の獲得が
知れる。
　他方、同じ萩原の沖田遺跡では石鏃２１点、石錐０点こ
れに対し磨製石斧１点、打製石斧３４点、磨石類１点、石
皿０点、石錘２５点を示す。注意すべきことは骨角器を処
理する石錐の出土がなく、また打製石斧に対して磨製石
斧と磨石類がそれぞれ１点しかなく、しかも石皿０点と
欠如することである。このことは沖田遺跡が拠点的なム
ラではなく加工や調理の安定的なムラを他に持ち季節的
な地域的な資源の特性を活かした生業活動を活発化した
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ものと見て取れる。
　同様なことは後期にも一層位著しい現象としていえる。
石棒の生産地で知れる宮川村に近接する家ノ下遺跡では
縄文後期中葉から晩期に及ぶものであるが、石鏃４０点、
石錐５点、これらに対して磨製石斧５６点、打製石斧３７０
点、磨石類７７点、石皿５点であり、石錘は８点ある。打
製石斧が際立つこと、またこれに対応する山林伐採の磨
製石斧や調理具の磨石類が多数を占めることは石錘をほ
とんど欠如する現象とあいまってやはり植物質食糧の資
源の獲得に生活の主体のあったことを窺わせる。このよ
うな現象は晩期になってより一層著しい様相を呈する。
　白川村の幅通遺跡では晩期中葉であるが、石鏃２０点、
石錘０点に対し、打製石斧は７９点あり磨石類に至っては
１４８点ある。石錘は２点に過ぎない。生業の主体が食糧
資源、分けても植物質食糧の調理加工にあったことを予
測させる。同様なことは同村の木谷遺跡でも言えよう。
石鏃１１点、石錘０点に対し磨石類は１１３点を数え打製石
斧も５２点ある。年代は晩期後葉である（註５）。打製石斧や
磨石類を用いての生業の対象が不明瞭であることは残念
であるがここから窺い得ることは中部山岳地域の縄文集
団が狩猟活動を常態とすることはその環境から当然とし
てもこのような山間部で多量の打製石斧を用いての資源
獲得とその大量的処理に多数の磨石類を用いている様は
既に述べた水場遺跡や巨大な貝塚を理解することと合
間って彼らが恒常的に年間を通じての食糧資源を確保し
それに留まらずさらに多くの精神文化（石棒、土偶等の
祭祀）を発達させるために地域で特化し得る地場の資源
獲得により積極的に活動し、バランスの取れた生活を保
持したと言える。

（２）新取性と秘境的山岳盆地
　我が国の水稲農耕文化はその前半期において長らく西
日本のものと考えられてきた。３０度を越す真夏日が６０
日を越す地域は愛知県名古屋市を界域とするものでかつ
西日本における諸河川のつくる広大な安定的平野部がそ
の基盤を提供するものと考えられてきた。そればかりか
西日本の水稲農耕文化の推進者を渡来人集団と考え海域
から東の地域においてはその人種さえ異なるものと見な
した。
　しかし、昨今の考古学的な検討によれば名古屋地域で
一旦東暫が滞ったとしてきたにも関わらず実際は時間的
にもほとんど断絶することなくさらに北上し、点在的で
はあるが関東から東北そして、最北端の青森県にまで拡
散的に拡大したことが証されている。北九州に上陸した
水稲農耕文化は画一性の強い弥生式前期土器を生み出し
た。遠賀川式土器である。最古の弥生遺跡の名称を取っ

て板付式土器とも呼ばれる。この個性ある土器が愛知県
東部からさらに東日本の青森県まで分布することによっ
てこのことが判明する。さすがに名古屋を境にしてその
東においては縄文系の弥生式土器が主体を占めるがそれ
でもこれまでの比ではない。
　越原の弥生式がどのようなものか、また年代が弥生時
代の内のどこまで遡るものか残念ながら今は不詳とせざ
るを得ない。ここでは同じ山岳地でも一層奥深くそして
険しい、徳山ダムで知れる揖斐川最上流の実態から見て
おきたい。東白川村とその規模こそ異なるものの藤橋村
の地形的状況はほぼ同一である。（しかるに煩瑣となる
ので藤橋村のそれについては繰り返さないが１２００メー
トル級の山並みに閉ざされた、四方八方をすり鉢状の山
で囲まれた秘境であり、福井県、滋賀県の県境に位置す
る。東西２０キロメートル、南北同じく２０キロメートル
ある）。ここには２２箇所の縄文遺跡が知れるが、拠点的
な集落としても６、７箇所ある（図４）。
　その中でもはいづめ遺跡は縄文時代早期から始まり前、
中、後、晩期と継続し、その晩期に最盛期があるとはい
え、次代の弥生時代の遺跡もまたここに形成を見る。出
土土器は先に触れた西日本全域をせきまきした遠賀川式
土器である（図５）。土器の出土量から見ても外部から持
ち込まれた程度のものではなく、壺、甕等多数にのぼる。
また、壺の使用は種籾の保存と来春の作付けに関わるも
のであってやはり遠賀川式土器の伝播には水稲農耕の技
術的な伝播を考慮しなければならないであろう。確かに
大垣市から稲作農耕が揖斐川を北上するには気候的にも
厳しいものがあったに違いない。しかし、他方で大垣か
ら東上する遠賀川式土器は停滞することなく東北地方に
まで数１００キロメートルを遡ったわけであるからその自
然的環境の厳しさは大垣からの垂直的分布で考えるなら
ば必ずしも否定的でありえないであろう。またそれが大
垣市からの北上でなかったとしても近江湖北の長浜平野
周辺から姉川を遡上したものであったとしても不思議で
はなかろう。既述してきたように徳山村もまた東白川村
同様に閉ざされた地域であるが故に揖斐川を遡りあるい
は山稜を越えて近江盆地と深い交流を重ねてきたことは
容易に推察できる。
　それに加えて徳山村における縄文時代の発達である。
詳細は省くが前期から拠点集落化した小の原遺跡さらに
引き続いて中期に拠点となる塚奥山遺跡（宮ヶ原遺跡）
と小屋どこ遺跡、さらに後期においては戸入村平遺跡、
塚遺跡、櫨原村平遺跡の３つの大規模な拠点集落へと発
展する。晩期には先のはいづめ遺跡（註６）が唯一の拠点集
落となる。
　縄文集落は前中後期に最盛期があり、晩期には多くが
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図４　旧徳山村の縄文遺跡分布図とはいづめ遺跡
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衰退し分散、解体する。しかし、徳山村でははいづめ遺
跡が解体することなく弥生時代前期へと文化を継承、発
展させる。集落内部からの自己変革がそこには認め得る。
この点でも山岳盆地の特質を示すといって良い。縄文後、
晩期から消滅することなく弥生前期に継承される集落は
皆無と言ってよい。弥生時代中後期における特殊に発達
した分業とその交易活動からくる集団的な結合関係の強
さが血縁的な集団関係としても強固に維持されまた、植
物質食糧資源の獲得といった深い経験がそのまま稲作農
耕を導入する経験に繋がったに違いない。このように見
てよければ生産力の低い、山また山の山地に住まう縄文
人に対するいわれなき偏見もまたそうではなく、新しい
時代を積極的に取りいれるエネルギーといったものを見
出し得るのではなかろうか。

　
６．むすびにかえて
　山間僻地をえてして後進地域のように考えがちである。
たしかに、閉塞した地形、共同体的結合、いずれをとっ
ても外観的には発展の無い地域と思われがちである。し
かし、それが偏見であり、狭い視野であることは、創立
者越原春子の生き様を見るとき、上述してきた越原の人
文的環境と共に再考を促すものとなる。

註
１　『陰地遺跡　国道２５６号公共道路改良工事に伴う埋蔵文化財緊急

発掘調査』岐阜県文化財保護センター　１９９４．３

２　『新修東白川村誌　通史編』東白川村　１９８２．３

３　註１に同じ

４　ａ．早川正一　林直樹　�村陸志

小島俊彰「石棒をめぐる諸問題」『別冊　行動と文化』第３号　行

動と文化研究会　１９９５．６

　　ｂ．『飛騨みやがわシンポジュウム　石棒の謎をさぐる』岐阜県

宮川村　１９９５．９

５　ａ．林直樹「石器組成からみた飛騨地域の縄文文化」『飛騨と考古

学－飛騨考古学会２０周年記念誌－』飛騨考古学会　１９９５．１２

　　ｂ．丸山竜平「伊吹山麓の縄文社会とその解体」『堅田直先生古稀

記念論文集』堅田直先生古稀記念論文集刊行会　１９９７．３

６　『はいづめ遺跡』岐阜県教育委員会他　１９８９．３

図
１　『新修東白川村誌　通史編』東白川村　１９８２．３

２　『陰地遺跡　国道２５６号公共道路改良工事に伴う埋蔵文化財緊急

発掘調査』岐阜県文化財保護センター　１９９４．３

３　図２に同じ

４　『はいづめ遺跡』岐阜県教育委員会他　平成元年３月

５　図４に同じ

図５　旧徳山村はいづめ遺跡出土　遠賀川式土器

Title:D出力用_本文.ec5 Page:64 



総合科学研究　第２号

－６５－

１．平成１７年度
　平成１７年度始めに募集が行われ、応募した研究員は９
名であった。応募の主テーマは「創立者越原春子および
女子教育に関する研究」であったが、個々の研究員のそ
れぞれの関心の主題は微妙に異なるものであった。個々
の研究員のテーマをすぐさま主テーマに結びつけること
は不可能としても研究員同士が共通の認識をはぐくむこ
とが自ずと要請された。
（１）上半期
　共通の問題意識を培う意味から副テーマの設定を掲げ
て模索することとなり、学園七十年史『春嵐』を研究員
全員で読むこととなった。そして副テーマを「建学の精
神と教育理念」とした。そのうえで８月以降はそれぞれ
個々の研究員でそれぞれの研究を進めることとした。
（２）下半期
　平成１７年９月、研究員全員が研究に伴う共通の事業と
して、「創立者越原春子先生を偲ぶ集い」を実施した。昭
和１２年から昭和２０年代前半までの間に本学に在学、あ
るいは在職されていた８名の方々にご来校いただき、春
子先生の思い出を主に当時の本学の様子などを伺うこと
ができた。その貴重なお話は刊行物となり本研究の重要
な資料となった。
　なお、平成１８年３月には個々の研究員の研究の進展具
合を相互に検証するためにも研究発表形式で報告会を開
催した。
　各研究員の主たるテーマは以下のようであった。
　
堀出　稔：「名古屋女学校設立とその教育理念」
伊藤太郎：「日本の女子大学の「建学の精神」の比較研

究」
遠山佳治：「名古屋女学校・名古屋高等女学校の時期にお

ける建学の精神および教育理念」
吉村智恵子：「女子教育創立者と建学の精神」
木原貴子・依岡道子：「女子の職業教育を中心にした、大

正期の新聞、雑誌に見られる女性の職業につ
いて」

羽澄直子：「女子学生に対する職業指導と教育」
丸山竜平 ： 「創立者越原春子と越原の歴史・地理学的環

境」
村上哲生：「公害反対運動に参加した女性・矢島楫子たち

とキリスト教女子教育」

２．平成１８年度
　４月の第１回研究者会議において今年度の活動方針が
協議され、原則として毎月各研究者が発表を行うことと
なった。
（１）上半期
　各研究者の月例発表会の要旨は「総合科学研究」第１
号に記されており、ここではテーマのみを記す。

堀出　稔：「明治・大正期の女性運動の動向と創立者への
影響」

伊藤太郎：「日本の女子大学の『建学の精神』の比較～女
性原理の発揚の視点から」

遠山佳治：「名古屋女学校・名古屋高等女学校における建
学の精神および教育理念の一考察」

（２）下半期
　平成１８年１０月には本学を退職された酒井清子先生を
お招きし、「創立者の思い出を語る」と題し、越原春子先
生と学園で共にされた思い出をお聞きした。刊行物とし
てまとめられてはいないが、本書に要点が記されている
（６８ページ「創立者の思い出を語る」）。とりわけ酒井先
生は、春子先生が目を悪くされた昭和３１年から３４年ま
での間、新聞や書物の代読をされており、春子先生から
直接貴重な人生訓などを拝聴された由である。　
　なお、下半期の月例発表会のテーマは以下のようであ
る。
羽澄直子：「アメリカの女子教育」（植民地時代から独立

建国期まで）
丸山竜平：「越原の地理的・歴史的環境と創立者越原春子

をめぐって」
村上哲生：「初期公害運動における女子教育の関与」
吉村智恵子：「女子教育創立者と建学の精神」
木原貴子・依岡道子：「大正期の新聞、雑誌に見られる女

性の職業教育について」
 （文責　丸山竜平）

平成１７・１８年度の活動概要
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１．「創立者越原春子先生を偲ぶ集い」の概要
（１）開催日程・場所
　　平成１７年（２００５）９月１５日
　　本学汐路学舎　本館第２会議室
（２）参加者
　①卒業生
　　後藤（干谷）久子
　　　　　　／名古屋高等女学校：昭和１２年卒
　　田口（内木）久枝
　　　　　　／名古屋高等女学校：昭和１２年卒
　　高梨亨子／名古屋高等女学校：昭和１９年卒
　　関原（馬場）好江
　　　　　　／緑ヶ丘高等女学校：昭和２３年卒
　　池森（横山）純子／名古屋女学院短期大学（家政科

２回生）：昭和２８年卒
　　上田（倉田）美代子／名古屋女学院短期大学（家政

科２回生）：昭和２８年卒
　　黄木（井戸）香代子／名古屋女学院短期大学（家政

科２回生）：昭和２８年卒
　　後藤喜恵／名古屋女学院短期大学（家政科８回生）：

昭和３４年卒
　②機関研究メンバー、総合科学研究所教職員　

２．開催までの過程
　平成１７年２月２８日に行われた機関研究「創立者越原
春子および女子教育に関する研究」の第２回研究者会議
にて、実地調査として創立者を知る人々へのインタ
ビューが審議され、研究会全体の活動として、総合科学
研究所が全面的に協力して実施することとなった。
　平成１８年度に入り、研究総括の堀出氏と所長河村氏が
中心となって、春子先生を語ってもらえる卒業生を推薦

していただき、参列の交渉を行った。残念ながら、ご欠
席をされた方もいらっしゃったが、上記のように８人の
参加となった。
　平成１７年９月１日に行われた第７回研究者会議にて、
研究メンバーの役割分担と最終打ち合わせを行った。ま
た、当日採録したテープを起こして記録保管することと
なった。

３．懇談内容について
　会の内容を録音したテープをもとに、平成１８年３月に
「創立者越原春子先生を偲ぶ集い」という小冊子を発刊
した。詳細な内容は、そちらを参照していただくことと
して、会の進行順に即して、大まかに内容をまとめてい
くこととする。
（１）所長あいさつ、学園長あいさつ
（２）自己紹介
　卒業生の方は本学および春子先生との関りを含めなが
ら、機関研究メンバーは個々の専門分野や本機関研究で
個人として取り組でいる研究内容について触れながら、
自己紹介が進んだ。
　卒業生の方の話の中では、昭和９年の越原和先生の葬
儀のこと、名古屋帯のこと、春子先生の授業「修身」や
婦人参政権の話などご自身が体験され印象に残っている
出来事を聞かせていただいた。その中で春子先生のお人
柄に触れる場面が多かった。春子先生が学内でみせる礼
儀や姿勢のよさに生徒は感服し、入学生一人ひとりへの
握手や生徒の名前を覚えていることなど教育実践の丁寧
で徹底していること、さらには卒業後の面倒みの良さを
語るエピソードもあった。校訓「親切」を自ら旗を振っ
て実践しながら、生徒の見本となっている、心優しい教
育者・学校経営者の姿がみえてきた。

「創立者越原春子先生を偲ぶ集い」について

創立者越原春子先生を偲ぶ集い
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（３）懇談
　研究会メンバーからの質問などに答えていただきなが
ら、懇談を進めた。さらに、春子先生に関して、授業の
内容、衆議院議員のことなど具体的内容について話が続
いたが、私欲の無さなどその全てが先生のお人柄の良さ
に通じるものであった。そして、生徒に専門的知識や技
術を身に付けさせ、職能人として立派に社会へ貢献する
という教育姿勢を貫いていたと思われる。
 

（４）閉会のあいさつ

４．その後
　会の内容を録音したテープをおこして、発言者などに
再読していただき修正したものを、小冊子として刊行し
た。その後、卒業生の方へのインタビューを継続したい
という意見もあった。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　（文責　遠山佳治）

小冊子
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　平成１８年１０月２７日、機関研究を推進するにあたり、
名古屋女子大学を退職された故酒井清子先生をお招きし
て、「創立者の思い出を語る」と題してお話いただいた。
出席者は機関研究の研究者メンバー（７名）と総合科学
研究所の３名であった。
　先ず、所長の挨拶、次に研究者からそれぞれの研究
テーマに関する簡単な説明があり、引き続いて、酒井先
生のお話があった。創立者の女子大学設立に関する考え
方、ならびに春子先生のお人柄などについて、酒井先生
の長年の名古屋女子大学でのご経験に基づいて述べられ
た。

１．酒井清子先生の経歴
　昭和３１年、東京の大学を卒業後、直ちに名古屋女学院
短期大学（現名古屋女子大学短期大学部）において、助
手として勤務を始めた。当時、大学の学長、校長は越原
春子先生であった。昭和３４年まで、昼間は短期大学の助
手として勤務する共に、夜間は付設の洋裁研究所で教員
として教えた。昭和３４年に講師、４１年に助教授、５１年
には教授に昇格した。昭和５５年名古屋女子大学家政学
部教授となった。仕事と結婚については、春子先生から
助手の間は結婚しないように言われていたので、毎日４
時間の睡眠で研究に励み、講師になってから結婚した。

２．春子先生の思い出
・先生はフリージアの花がお好きで、大学の新入生には、
入学時にフリージアの造花をプレゼントなさっていた。
心のこもる温かいそのプレゼント作りに助手たちがその
お手伝いをした。
・春子先生は目がお悪かったので、村瀬さんと私が選ば
れ、先生に本をお読みすることになった。授業のない時、
週に２回ほど、春子先生に本をお読みした。先生からそ
の都度、本を渡されたが、新聞、小説、そして、英語の
本もあった。３１年６月から、他界される３４年１月まで
続いた。本読みが終わると、先生にお茶を立てていただ
いた。お茶の心得があるなら、大学でも教えてみないか
ということで、茶道部を始めた。
・春子先生から学んだこと
　学生に対しては、愛情を持って接すること。にこにこ
笑顔を示すこと。その後、人相が変わったのではないか
と思うほど、私はにこやかになった。
　春子先生からは自分で考えることを学んだ。先生に何

かを相談しても、すぐに答えが返ってこず、先生はまず、
自分の考えを述べなさいと言われた。
・将来の方向性について
　独身で研究を続けるか、結婚したら仕事を辞めて、専
業主婦になるか、共稼ぎをする。この３通りの方法があ
るが、「あなたなら、独身よりも家庭を持って子どもを持
ち、仕事もできます」と言われた。そして、お言葉通り
家庭を持ち仕事も続けた。
・春子先生のお人柄
　春子先生は行動力のある方で、国会議員になられたが、
一見、厳しいようであるが、やさしい人でした。学生指
導には、力強い職能人になれるように指導して欲しいと
言われていた。先生からもう一つ大切なことは何かと聞
かれ、「女であること」と答えたところ、同感だと言われ
たが、先生は女性としての身だしなみには気をつけてお
られた。
　大正４年に名古屋女学校を始められたとき、学生に制
服をデザインさせ、先生が手直しを加え、それを学校の
制服に決められた。それにより以前には、働く女性のた
めに、名古屋帯という改良帯を考案されたことはよく知
られているが、先生は常に女性たちが動きやすいように、
衣服の機能性に着眼しておられた。
・女性の生き方について
　結婚して、子どもを産み育てることが重要だと常にお
話になり、私も春子先生の方針にそうようにと思い、助
手の育成にあたった。「女らしさを忘れず」、主人をたて
ることを忘れずにやってきた。

　お話の後、質問の時間があり、数名の参加者から発言
があった。約２時間のお話により、春子先生の教育方針
とお人柄を窺い知ることができ、参加者は意義ある時間
を持つことができた。

　尚、酒井清子先生は同年１２月２８日（享年７６歳）ご
逝去されましたが、講演の際はお元気のご様子でしたの
で、訃報を聞き一同本当に信じがたい思いでした。ここ
に謹んで、先生のご冥福をお祈り申し上げます。
 （文責　依岡道子）

創立者の思い出を語る
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はじめに
　今日、日本人の国語力の育成について社会的な関心が
高い。たとえば、『実践日本語ドリル』（齋藤孝著、宝島社、
２００３年）とか『日本語表現活用辞典』（姫野昌子著、研
究社、２００４年）といった実用書から、『日本語の豊かな
使い手になるために』（大岡信著、太郎次郎社、２００２年）
とか『大人の女のこころ化粧』（尾崎左永子著、リヨン社、
２００２年）といった教養書にいたるまで、さまざまな著
述が刊行されている。さらに、ラジオ・テレビ、あるい
は新聞紙上においても言葉に関する企画が組まれ、社会
の各層にさまざまな問いかけがなされている。また、
「教職採用試験」や「公務員採用試験」など各種の就職
試験問題をみても、そこで要求されている国語力は決し
て低くはない。今日、社会的に要請されているのは、一
層深くて豊かな、磨きのかかった国語力であるように思
う。
　教育現場に目を向けて、大学の現状を見てみると、学
生の国語力の現状はかならずしも十分ではないし、著し
く低下しているという評価もある。したがって、その力
の育成について心ある教員間で＜学生の国語力を高めな
ければならない＞という必要性の認識や課題意識が強
まっているだけでなく、学生の側でも＜漢字の習得＞や
＜敬語の使い方＞、＜語彙の獲得＞など日本語運用力を
高めることも含めて、渇望にも似た幅広い要求がある。
それは、自覚的で真摯な要求であると言ってよい。
　したがって、学生たちは、適切なアドバイスや指導・
支援のコメントがあれば、「日本漢字能力検定試験」や
「日本語文章能力検定試験」などを受検することに意欲
を示すし、それらに積極的に挑戦しようとする姿勢は
年々強まっているように見受けられる。
　本学文学部でのカリキュラムを見ても、２００１年度のカ
リキュラムから、１・２年次を対象とした文学部共通科
目に「文章作法」と「日本語学入門」という講義科目が
新設された。これは原則として選択科目であったが、英

語英米文化学科の学生にとっては、その二つの科目のど
ちらか一つ以上を履修しなければならない選択必修科目
であった。また、同じ年度から文学部日本文学科専門科
目に「文章表現演習１・２」という演習科目が開設され
るようになった。これは従来の４年次必修演習科目「文
章表現法」から変更したものであるが、１年次の必修科
目となった。そして２００４年度に日本文学科と英語英米
文化学科を改組して国際言語表現学科を設置したのを機
に、文学部共通科目に「日本語運用１・２」を開設した。
これは先に挙げた「文章作法」と「日本語学入門」から
変更したものであるが、授業形態が講義から演習へと変
わり、さらに文学部全体の必修科目になった。
　これらのカリキュラム変更は、基本的には、大学教育
を受けるうえで必要な日本語運用力が入学時までに育ま
れておらず、初年次において改めて学習しなければなら
ないという状況の生じたことが背景にある。すなわち、
大学の初年次教育において日本語運用力の育成が必要に
なったがゆえの対応であると言うことができる。
　こうした学内外の動きの中で、名古屋女子大学文学部
および名古屋女子大学中学校・高等学校の有志により、
２００５年１０月３日に「中高大連携のための国語教師の会
（略称：国語教師の会）」が始まった。２００６年度にはこ
の会を承けた本研究が、総合科学研究所プロジェクト研
究として認められた。プロジェクト研究が終了した
２００７年度にも、ほぼ毎月１回の割合で研究会は続いてい
る。
　その間に、当初からのメンバーである大森北義が退職
したり、他のメンバーが研究会に参加するなど、若干の
出入りがあった。なおプロジェクト研究共同研究者以外
の研究会参加メンバーは次の通りである。
安藤春代・林和利・丸山竜平（以上、大学）、奥村彰敏・
近藤裕次・澤村美香・鈴木幸子・森泰一・吉川晃代（以
上、中学校・高等学校）、川地由見子（大学院人文科学研
究科日本文化専攻修了生）

＜国語力の育成＞をめざす中・高・大連携課題の基礎的検討

Ａ　Ｂａｓｉｃ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｎ　Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ

ａｍｏｎｇ　Ｊｕｎｉｏｒ　Ｈｉｇｈ　Ｓｃｈｏｏｌ，　Ｓｅｎｉｏｒ　Ｈｉｇｈ　Ｓｃｈｏｏｌ　ａｎｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｔｅａｃｈｅｒｓ

Ｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　

大森北義・大西裕人・加藤　隆・谷口富士夫・辻　和良

Ｋｉｔａｙｏｓｈｉ　ＯＭＯＲＩ，　Ｈｉｒｏｔｏ　ＯＮＩＳＨＩ，　Ｔａｋａｓｈｉ　ＫＡＴＯ，　Ｆｕｊｉｏ　ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ，　Ｋａｚｕｙｏｓｈｉ　ＴＳＵＪＩ
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第１章　目的
　
１．国語教員の反省
　中・高・大の各課程を問わず、国語教育に携わってき
たものが等しく、真摯に振り返ってみなければならない
問題がある。これまで、学校における国語と言語の教育
が、それぞれの課程に課せられているはずの社会的な期
待や教育的な課題にどこまで応えてきたか、という点に
ついてである。
　さし当たっては、今現在、学生・生徒に対して、“生き
生きとした国語を学ぶ場”を提供し得ているかどうかの
＜省察＞と、教師自らが国語力を育成するためにより良
い方法や課題を探る＜姿勢・立場＞を維持しているかど
うかを自問してみることが何よりも大切なことである。
そして、そうした＜省察＞の上に立った、自らの＜姿勢・
立場＞をふまえて、国語力を育成していくことに係る 
＜具体的な到達目標＞やその＜方法＞についての現状を
＜点検＞し、新しい＜課題＞を明らかにしていくことが
必要である。

２．国語科の学力と国語力
　国語力をめぐる社会的現象や学生たちにみられる傾向
は、学生自身が育ってきた現代の社会や教育環境の問題
が大きいように思われる。しかし、問題を解明して課題
を明確にする観点からいえば、現状の問題の１つは、小
学校以来高校にいたるまで、すなわち、学校での国語教
育において、＜国語についての基礎力を積み上げて「考
える力を鍛える」という視点＞がおろそかにされてきた
のではないかということである。
　実際、大学に入学した学生の国語力を測ってみると、
決して高くない。そのことは、たとえば、本学文学部国
際言語表現学科において実施した「メディア教育開発セ
ンター」の「“言葉”についてのアンケート」結果、同じ
く「日本語文章能力検定試験」結果、あるいは、学生が
個人的に受検している「日本漢字能力検定試験」の結果
などからも知られる。つまり、大学の授業を受講するに
足るレベルの学力が確保されているとはいい難い層が拡
大していることがわかるのである。この問題は、学校で
国語教育に携わる者が等しく自覚して克服しなければな
らない課題である。どの段階でどのように不十分であっ
たかの追跡調査は困難であるけれども、ともかくも「国
語教育」を進める側の立場や視点の問題である。
　この国語力の低下問題は、一般的には“偏差値の問題”
と説明する傾向がある。しかし、これを偏差値問題に解
消してこと足れりとする認識は、現実の問題状況を説明
することにさえなっていない場合が多く、解決の途をみ

うしなってしまうものである。一般的には、試験結果の
点数が高い学生は、国語科の試験結果も高い。では、そ
うした試験結果で偏差値が高いと判断される学生は、等
しくしっかりした国語力を身につけているかと言えば、
必ずしもそうとは言えないのが実状である。国語の試験
結果の点数と望ましい国語力とは比例しているとは言え
ないのである。
　この場合、問題は＜望ましい国語力＞の内実であるが、
それは＜一人ひとりの学生が、人間として（自身と社会）
のあり方を考えることのできる国語力＞という意味であ
る。
　教育が問い直さなければならないのは、＜試験に強い
だけの生徒＞ではなく、＜考える力としての国語力＞を
身につけた生徒や学生を育てると言うことである。
　一般的な試験ならば、偏差値が高いクラスの正答率は、
そうでないクラスよりも高い。しかし＜（言葉を使って）
自ら思索し、問題を設定して、解決を自ら導く力＞とい
うレベルの国語力という指標をたてて＜総合的・基礎的
力としての国語力＞について評価してみると、その力は、
偏差値の高低には必ずしも比例していない。＜論理を
使って思索する力や、自らの思索を的確に認識し、表現
できるという国語力＞には、偏差値による差異がさほど
ないのである。
　たとえば、＜文章を読んで、読みとる＞という課題で
いえば、授業での経験から言っても、偏差値の差異ほど
の差異はあらわれず、等しく＜基本的な点でのつまず 
き＞が見られる。その点について、本学の学生たちも
「これまで、試験で点数をとるためだけの練習しかして
こなかった」という反応を示すことが多いのである。こ
のようなことは＜文章を読んで、読みとる＞という力だ
けでなく、＜思索して、書く＞力においても、同じよう
なことが言える。つまり、偏差値の差異は「記憶力」の
差異であるに過ぎないことが多く、＜思索する力として
の国語力＞とは質的に乖離している場合が多いのである。
　こうした体験を総括してみると、小学校以来の国語科
学習の指導法は、大学での指導内容や指導法も含めて点
検し、新たな、真の＜国語力をつける方法＞に組み替え
ていく必要があるように思われてならない。

３．社会の現状
　次に問題となるのは、インターネット、携帯電話（ケー
タイ）メールなどの手段が発達し、メディアの機構も機
能も変化したことである。殊にケータイによる交信の簡
便さは驚くべき状況で、それなしには生活が成り立たな
いほどの状況である。その結果、（証明に手間をかける
必要もないほど）言語による表現（話し言葉と書き言葉）
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が、機能性や生活の便利さの下に従属し、自己と人間の
尊厳の表現を支える言葉の地位が後退してしまったよう
に見受けられる。それにより、文章表現の稚拙化、表現
力の低下、言葉によって築かれる人間関係の崩壊や、コ
ミュニケーション力の低下現象が起きている。このこと
について学生に質問してみると、学生の側も例外なく実
感的に自覚していることであり、＜言葉＞は、もはや、
＜表現者の主観的意志が簡便に伝達されれば、それでこ
とが足りる＞というだけの＜道具＞になり下がり、＜言
葉を通して自己の思索を深め、言葉の世界に沈潜して自
己形成の可能性を探る＞といった＜言葉の文化的機能＞
が衰弱していることは否めない状況にある。

４．研究の目的
　こうした現状認識や問題をふまえ、＜国語力の育成＞
を図るということの目標について考えてみれば、＜国語
を通して人間として生きることの価値観の創造に寄与す
る＞ことが求められる。以上の目標に向かって中学・高
校・大学が国語教育について連携を図る途を探るのが、
本研究の目的である。

第２章　方法

　国語力を育成するための課題を考えるに当たって、た
とえば、「中学校学習指導要領」（平成１０年１２月制定）
の次の目標が参考になる。すなわち「中学校国語科の目
標は、次のとおりである」として、
国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し、
伝え合う力を高めるとともに、思考力や想像力を養
い言語感覚を豊かにし、国語に対する認識を深め国
語を尊重する態度を育てる。

と語っている。そして、その内容についてさらに説明し
た「解説」は、
前段では、言語の教育としての立場を重視して国語
による表現力と理解力の育成、伝え合う力の向上を
図る……ことが……最も基本的なねらいである。

そして、後段について、
「思考力や想像力」の育成に当たっては、言語と思
考力、言語と想像力の関係においてこれらの能力を
とらえることが必要となる。これらの能力が培われ
ていく過程においては、常に言語の能力が介在して
いる。また、これからの社会をよりよく生きる力と
して、課題を発見し、よりよく解決する力を養うに
は、論理的な思考力や想像力などを養い高めていく
ことが求められる。

と述べている。ここでわざわざ「中学校学習指導要領」
をもちだしたのは、そこに中学校から大学にまで及ぶ、
＜学校教育での国語力育成の課題＞が基本的に明示され
ていると考えるからである。そして、われわれはここに
示された項目と内容を、上に記してきたような観点から
読み直して理解し、国語力育成の課題や方法の議論を始
めることができると考えている。そのポイントは、要約
していえば２点である。すなわち、
①　自らの思考を表現し、表現されてある内容を理解し、
互いに伝え合うことができる力を＜言語能力＞として訓
練し、定着させること。
②　その力を、論理的な思考力や想像力として展開させ、
課題発見・解決力という総合的な力として機能させるこ
と。
　当該テーマによる共同研究の方法としては、まず、中
学・高校・大学における国語教育の現状について、ａこ
とばの力（語彙力）、ｂ国語表現の力、ｃ日本文化理解力
という３つの論点に基づいてそれぞれの実状を交換し、
相互理解を深めようと考えている。その際、私たちは、
例えば「話す」技能の獲得を目的に、ただやみくもに
「話す」機会を多くするというような「訓練」に堕する
ことがないように、方法的自覚に基づく「能力育成」の
実践に努めることを肝に銘じている。
　以下、具体的には、第３章は中学校、第４章は高等学
校、第５章は大学というように、各々最も意識的に取り
組んだ分野を中心に報告し、代表してまとめることにす
る。

目標

方法

論点

 （執筆：大森、谷口、辻、大西、加藤）

第３章「ことばの力」の育成について
　
　本プロジェクトで研究課題となっている「国語表現力

国語力

言語能力 総合力

ことば 表現 文化
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の育成」、「文化力の育成」に欠くことのできない要素が
『「ことばの力」の育成』である。中学校では、国語表現
の根幹をなす「ことばの力の育成」の基礎基本の定着を
目指し、日々の学習活動の中で次のような取り組みを
行っている。

１．「国語Ｂ」の設定
　本校では文科省が定める国語科の授業時数（１年生
１４０時間、２・３年生１０５時間）の１／４を国語Ｂとし、
週１時間は「表現技巧・文法・漢字」の学習に充ててい
る。このように「表現技巧・文法・漢字」の学習にも力
点を置こうという目標の中で、現在使用している教科書
（三省堂　『現代の国語』）は、『ことば発見』・『文法の窓』・
『漢字探検』という学習材が設定されており、本校が中
学３年間で身につけさせたいことばの力を系統的に学習
する上で、本校のカリキュラムの中で無理なく学習でき
ると判断し、採用している。例えば１年生の教科書では
以下のことを学習する。
表現技巧…「擬声語と擬態語」、「指示語」、「接続詞と副

詞のはたらき」、「イントネーション・プロミ
ネンス・アクセント」

文法　　…単語・文節などのことばのまとまり
　　　　　単語の種類
　　　　　名詞
漢字　　…字体・画数・筆順
　　　　　部首
　　　　　漢字の成り立ち（字形）
　　　　　音読みと訓読み
　これら３分野の学習はスキル的な要素が強く、他の分
野（物語・説明文・詩歌など）の読解のみに重点を置い
てしまうと、授業の中で取り上げることなく、生徒自身
の自学自習に任せてしまいがちなところである。そう
いった分野について本校は週１時間の学習を保障してい
る。
　
２．「鍛錬学習」
　本校のカリキュラム「新６つの学習」の１つに「鍛錬
学習」がある。これは「漢字・英単語・計算」という国
語・英語・数学の最も基本的なスキルの完全習得を目指
し、毎週１回実施される３科目の小テストでの合格を目
指し、学習を積み重ねるというものであるが、漢字につ
いては、日本漢字能力検定協会が発行しているテキスト
を用い、１年生で漢字検定５級（小学校で学ぶ学習漢字）、
２年生で４級（小学校学年別漢字配当表のすべてとその
他の常用漢字３００字程度）、３年生で３級（小学校学年別
漢字配当表のすべてとその他の常用漢字６００字程度）の

学習を行っている。小テストでは毎回テキストのステッ
プに沿って担当教員が作成した試験問題（漢字検定と同
じ出題形式）１５問のうち、１３点以上正解を合格とし、合
格できなかった者については改めて追試験を実施し、各
ステップの漢字の完全習得を図っている。また、漢字検
定の受検を奨励し、各学年でそれぞれの級の合格を目指
している。
　漢字検定では単に漢字の読み書きだけではなく、漢字
に関する知識、熟語の知識も必要とする。そういった意
味では、この鍛錬学習は本校が設定している国語Ｂとも
密接な関わりを持つとともに、生徒たちの語彙力を高め
る一助ともなっていると思われる。

３．百人一首の学習
　本校国語科では、中学校３年間で百人一首１００首の暗
誦を生徒に目指させている。１年生の１学期当初から歴
史的仮名遣いの読み方をレクチャーし、年に５回の定期
試験の中で毎回２０首ずつ、試験問題の中でその学習成果
を確認している。このサイクルを３年間で３回繰り返し
ている。これは、高校生になって本格的に始まる古典の
学習に先駆け、「古語」についてまずは耳から慣れさせ古
文への抵抗感を軽減させること、また、古来から日本人
に親しまれている定型のリズムになじませることがねら
いである。また、学校行事の中で、毎年１月に「百人一
首かるた取り大会」を実施し、クラス対抗競技とするこ
とで、学習へのモチベーションアップをはかっている。
　
４．朝読書の推進
　中学校では毎朝１０分間、朝読書を行っている。生徒各
自が好きな小説を選び、１０分間静かに読書をする。担任
教員も同様に読書を行う。これは落ち着いた気持ちで学
校生活をスタートさせると同時に「豊かな表現」「美しい
ことば」との出会いも目的としている。読書の時間が終
わってから朝の挨拶、連絡の会が始まるのだが、起立の
合図があってもなお本を読みふけっている、物語から目
が離せない状態になっている生徒の姿もしばしば見られ
る。また、友人同士で本の紹介をし合ったりするなかで
互いを刺激しあい読書経験を深めることができた、図書
館を利用する機会が増えた、との声も聞かれる。毎学期、
中学教務部が中学校全生徒に採っている「朝読書につい
てのアンケート」の結果の一部をここで紹介する。（在籍
３８３名　無記名回答　回答率９４％）

Ｑ．あなたは現在、本を読むことが好きですか
　・大変好き（２７．３％）　
　・まあまあ好き（５４．３％）
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Ｑ．「朝の読書」が始まってから、本を読むことについて
変わりましたか
　・大変好きになった（１３．３％）　
　・少し好きになった（３７．２％）
　・前と変わらず大変好きである（１４．４％）
　・前と変わらず好きである（２２．８％）

Ｑ．あなたは「朝の読書」を続けてきて、どう感じまし
たか
朝の読書があってよかった（４０．２％）
どちらかといえば朝の読書があったほうがよかったと
思う（３４．４％）

Ｑ．「朝の読書」のプラス面と思われることは何ですか
（複数回答可）
・本にふれる時間が増える（５２．５％）
・漢字を覚えられる（３０．８％）
・文章を読む力がつく（５１．４％）
・想像力がつく（４９．７％）
・知識が身につく（２７．２％）
・文章を書く力がつく（１３．１％）
　このアンケートの回答を見ると、ほとんどの生徒がこ
の読書活動について好意的に取り組めていることがわか
る。「朝読書のおかげで文章を書く力がつく」と考えてい
る生徒が１３．１％しかいないというのは一見さびしい印
象を与えてしまいそうであるが、読書を重ねていく中で
その書物に収められている一つ一つの宝石のように輝く
ことばが生徒に吸収され、自分のことばとして使いこな
せるようになるには、多少の時間を要するものと考えら
れる。中学生というのはそういう時期であるということ
も生徒たちに理解してもらいたいと願うと同時に、それ
を理解させる場を提供することがわれわれの今後の課題
となるであろう。 （第３章執筆：奥村彰敏）

第４章「表現する力」の育成について

１．活動主義から能力育成主義に
　「表現する力」という文言からは、話す、聞く、読む、
書くという言語の４技能のうち、当然のことながら「話
す」「書く」といった事柄が連想されるであろう。けれど
も、表現するには「言葉の力（語彙力）」は必須であるし、
表現する内容を構築する力や理解する力も必要であるこ
とから、「表現＝話す・書く」という単純な図式化は成立
しない。聞いたり読んだりすることによって育つ力の支
えによって話したり書いたりできるようになるし、逆に

話す、書くといった活動によって読む力が伸長すること
もある。よって大切なことは、４つの技能をバランスよ
く、かつ焦点化して伸ばすように意識した学習活動を用
意し、それが「表現する力」という能力として学習者に
結実するよう意図された取り組みをしなければならない
ということである。
　現在の中学校・高等学校の学習指導要領は「話す・聞
く」「書く」「読む」といった技能項目を中心として書か
れているため、それを真に受けてしまうと得てして活動
主義に陥ってしまうことが多い。たとえば、話す力をつ
けたいからといってただ話す活動を多く取り入れても話
せるようにはならないのである。その弊を避けるために
は、「表現する力」のような「能力」の育成を目当てにし
た授業（学習活動）作りが必要になると考える。

２．高等学校の現状と「国語表現Ⅱ」
　現状行われている授業を見つめ、「表現する力」の育成
に向けて不足していたり欠落していたりしている学習活
動を洗い出してみると、多くの科目で講義・解説形式の
行われていることが判明した。
　以下は、本校における高校３年間の履修科目名（カッ
コ内は単位数）一覧であるが、この中からⅡ類〔高大一
貫コース〕の３年生で履修する「国語表現Ⅱ」に着目し、
試験的な取組みをすることによって３年間、もしくは中
学校と大学とを含めた１０年間を見通した「表現する力」
を育成していく実践的な教育活動を提案していくことと
した。
　
◇　Ⅰ類〔特別進学コース〕
　・　１年：国語総合（４）
　・　２年：現代文（２）、古典（３）
　・　３年：現代文（３）、古典（３）、
◇　Ⅱ類〔高大一貫コース〕
　・　１年：国語総合（４）
　・　２年：現代文（２）、古典（３）
　・　３年：現代文（３）、古典（２）、国語表現Ⅱ（２）
◇　Ⅲ類〔国際言語コース〕
　・　１年：国語総合（４）
　・　２年：現代文（２）、古典（３）
　・　３年：現代文（３）、古典（２）

　正直なところ、３年生の「国語表現Ⅱ」履修に向けて
１、２年生でどのような取り組みが為されているかとい
えば、それはまったくおぼつかないものである。換言す
ればそれは、「表現する力」を育成する必要性はわかって
いるものの受験学力の育成に偏ってしまっている（また
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はそれを優先的に育成せざるを得ない）現代日本の国語
教育の縮図といえよう。よって、１年次の「国語総合」
も名ばかりで、本来の意味の総合力を伸長するのではな
い、いわば「現代文と古典の授業を一人の担当者が受け
持つ」というだけの「総合」に成り下がっているという
のが現状である。
　しかし一方で、本校の高大一貫コースを見つめなおす
と、法人合併を機にますます総合学園としての色を濃く
していこうとの流れの中で、いわゆる「受験学力」だけ
ではない、まさに総合的な「国語の学力」を純粋に育て
ていける仕組みが整備されつつある。本校の高大一貫
コースへの志願者が年々増え、世間の耳目を集めている
のも、実は「受験学力獲得競争」から「本当の学力の育
成」への転換を社会が求めていることの現れなのかもし
れない。最近になって、すべての学力の基礎・基本とし
て注目を浴びている「国語力」であるが、それを純粋に
育てていける環境は、現代日本の教育界においてそれほ
ど多くはない。だからこそそれを本校の教育の生命線と
し、目に見えるものとして具体化することで真の特色教
育化が図られると考えるのである。

３．２００７年度「国語表現Ⅱ」の実践
　年間で以下の６単元を構成した。単元名には「話す」
「聞く」という学習活動が並んでいるが、実は同じクラ
スの「古典」も同一担当者が指導しているという利点を
生かし、「古典」の授業で理解した事柄を、話したり聞い
たりすることの下支えとなるようリンクさせた。

（１）話すⅠ（５０分×１０回）
子供たちに故事成語をわかりやすく教えてあげよう

（２）書くⅠ（１０分×１０回…帯単元）
　　短い言葉で表現しよう
（３）書くⅡ（４０分×１０回）
　　２００字作文を書こう
（４）書くⅢ（５０分×２５回）
　　①志望理由書を書こう
　　②ＣＭ論評をしよう
　　③レポートを書いてみよう
（５）話すⅡ（５０分×２回）
　　卒業行事を企画しよう
（６）説明する（５０分×３回）
　　「無為自然」の考えを現代社会に応用しよう

　各単元の詳細な内容や具体的な使用教材等は紙幅の都
合で割愛するが、冒頭に述べたとおり「表現する力」の
育成を意識した学習活動を、４技能にわたってバランス

よく焦点化して設定した。たとえば第１単元の故事成語
では、幼児にも理解してもらえるように「話す」、あるい
はそういう言葉遣いで「書く」、原文（漢文）の意図する
ところを「読む」、相互評価者として幼児になったつもり
で「聞く」といった活動を通して、相手意識を持ち、効
果的な言葉を用いながら、口頭で「表現する力」を養う
ことを目指したのである。また第２単元のように、本来
高３になる前に終えておきたい内容も、来年度以降、下
級生の科目に入れ込んでいくために試行してみた。
　
４．中高大で一貫した「表現力」の育成を目指して
　１０か年を見通す前に、まずは高等学校の３年間の授業
計画を確立すべきであろう。そしてそれは、「受験学力
獲得競争」から「本当の学力の育成」へ授業観を転換さ
せることによってなされねばなるまい。高等学校におい
てはやはり、４技能の焦点化に基づいた学習活動をいか
に設定するかがカギとなろう。極端な教え込み型授業か
らの脱却が切に望まれるところである。具体的には、国
語総合、現代文の時間に、「表現する力」を育成するため
の言語活動を設定することである。右表中の「１行日記」
や２００字作文など、コンパクトな活動を恒常的に日々の
授業時間内に確保することで、高校３年生の「国語表現
Ⅱ」につなげていくことができると考える。
　また、表現力の育成を目指すにあたっては、右表にあ
るように１０年間を４つの段階に区切ることが効果的だ
と思われる。
　第１段階としては中学１、２年生をあて、表現すると
いういわばアウトプット能力を育成するための基礎的段
階と位置づける。「聞く」とか「書写する」という活動を
通して、いずれ身につけるべき表現力の「規範」とでも
いうものを獲得させようと考えた。
　第２段階は中学３年から高校２年とし、自分から発信
することの楽しさや達成感を体感させると同時に、着眼
点や発想法をみがく段階とする。特に書く力においては、
具体的なトレーニングを繰り返すことによって自信をつ
けさせることで、多くの生徒たちの中にある「書くこと
に対する抵抗感」を払拭することができると考える。な
お、高校から入学する生徒に関しては、一貫生の３年間
分を取捨選択しながら２年間で学習させるものとする。
　第３段階を高３のみとしているのは、前述のとおり週
当たり２時間で「国語表現Ⅱ」を履修させ、表現指導に
関する時間が確保されていることによる。言い換えれば、
２～３年間の地道な積み重ねを組み合わせ、実用の場で
活用できるようにしていく時期なのである。
　さらに第４段階では、大学生としての学びを保障する
だけの表現力を身につけると同時に、広く社会に通用す
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る力を養いたい。特に、さまざまな文献や資料を調査し
て自分なりの見解をまとめるレポートや、その集大成と
しての卒業論文などは、大学生としてぜひとも習得させ
たいものであるし、その経験を、専門職として社会で活
躍する人材の輩出につなげていきたい。ただし、大学か
ら本校で学ぶ学生の方が圧倒的に多いので、大学におけ
る「表現する力」の基礎的指導についてはさらに工夫を
凝らさねばならないと思われる。
　ところで、発達段階も学習歴も違う中・高・大の生徒
を、それぞれの学校の教師が教えて、「一貫した望ましい
表現力」を育成するということは、口で言うほど簡単な
ことではない。そこで、それを超克するためのアイディ
アとして「望ましい表現力」を身につけた生徒の具体的
な姿を描くことを提唱したい。私たちが求めるのは
「ディベート力をつけて相手と渡り合う女性」なのか、
「相手をやんわりと懐柔しながら自分の主張を呑ませる
女性」なのか、そのすり合わせもまた、大切な課題である。

 （第４章執筆：大西裕人）

第５章　「文化理解力」の育成について　

１．はじめに
　まず初めに、「日本文化理解力」の育成と＜国語力の育
成＞との結びつきを考えておきたい。高橋亨氏（名古屋
大学　日本文学・日本語学講座教授）が、
「英語」などの外国語で表現する能力の根底には、
母語である「国語」の力、そして日本の社会や歴史
や文化についての知識が必要です。外国語の人々と

交流し会話するときに、相手が話題の内容に興味を
持ってくれなければ、語学力そのものは無意味です。
こうしたことは、外国で生活してから改めて実感す
ることが多いようですが、国語（日本語）と日本文
化についての教養が、国際化の基本です。（名古屋
市立小中学校校長会報　２００７．１１．１）

と述べているところに端的に表れているように、国際言
語表現学科として目指すべきは、〈国語力〉―日本語スキ
ル力と日本文化理解力の総合力―であると考えてきた。
高橋氏の意見はまさに私たちの考えてきたことと一致す
る。日本文化理解は単なる知識ではなく、日本語学力を
駆使し、鍛え、思考力を高めるためには必須の項目であ
ることを認識しなければならない。

２．これまでの学科日本語コースの取り組み
　日本語スキル力の養成は、学生の思考力や文化的素養
―教養力と大きく関わっている。決してどちらも単独に
成立するものではない。しかし、教育方法としては、そ
こをあえて分けて教授方法を考えなければ、成功は覚束
ない。本コースで、スキルと文化理解の２領域に分ける
所以である。
「日本文化理解力」に関する科目は次のごとくである。
１年生―「日本文化体験」「日本文化概論」「日本文
学概論」「日本文学史１」
２年生―「日本文化史」「日本文学史２」「日本の古
典１」「現代の日本文学」
３年生―「日本の古典２」「詩歌の表現」

　２年生科目として、「日本語・日本文学表現研究１」「日
本語・日本文学表現研究２」、４年生科目として、「日本
語・日本文学表現演習１」「日本語・日本文学表現演習
２」があるが、これら科目は「日本語スキル力」をより
確実に卒業力として身につけさせるために用いることに
した。そのため、上記のような科目が「日本文化理解力」
の科目となる。
　２００５年度は、これら科目の運営は各担当者に任されて
しまっていた。その結果として、日本語スキル力科目に
比して成果と呼べるものはほとんど得られなかった。確
かに、科目数からいってもその数は少なすぎる。例えば、
前身である日本文学科カリキュラムと比べれば、２割も
ない。そのぎりぎりの科目を用いて、学生に力をつける
ことはどういうことなのか、とまどいの中で模索してい
たのが実情であった。２００６年度を迎えるに当たって、こ
の点を打開する動きとして、
　・日本文化項目の策定
　・「日本文化にふれる旅」の企画
　・春・冬、年２回の歌舞伎鑑賞会の企画

書　　く話す・聞く
目標：正確な書写ができる
（書く力の基礎づくり）
活動：オリジナル書写ノート

でさまざまな文章を写
す

目標：聞き書きができる
（聞く力の基礎づくり）
活動：取材
　　　放送の聴き取り
　　　聴き取り漢字テスト
　　　電話でメモ

第１
段階

中１
　２

目標：自分から発信する
活動：１行日記（毎日）
　　　２００字作文　　
　　　書評、読書ガイド

目標：自分を語る
（話す力の基礎づくり）
活動：ｓｈｏｗ＆ｔｅｌｌ
　　　自己紹介
　　　正しい発声法

第２
段階

中３
高１，２

目標：対象を決めて発信する
活動：実用的な文章
　　　取扱説明書
　　　商品企画書
　　　志望理由書

目標：相手に応じて効果的
に主張する

活動：プレゼンテーション

第３
段階

高３

目標：専門分野について効果
的に伝達する

活動：レポート
　　　小論文、卒業論文

目標：場の空気を読みなが
ら的確に主張する

活動：ディベート

第４
段階

大学

中・高・大を通した「表現」学習の目標と活動例
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を計画し、実行した。
　「日本文化項目の策定」は、本学学生の日本文化理解力
を測る〈独自基準〉を作成しようという意図から考えた
ものである。これはさらに、併設の中学校・高等学校の
教員とも連携して、中学校から大学まで都合１０年間の一
貫教育における「日本文化理解力」の階梯を作成しよう
という目論見でもある。また、この項目を作ることに
よって、日本文化理解科目間の連携を促進させる意図も
あった。
　項目内容の検討を重ねる中で、この目論見を補強すべ
く、大きな取り組みの一つとして２００７年度には、『クリ
アカラー　国語便覧』（数研出版）を新入学の学科学生全
員に持たせて、授業中には各教員が常にそれに基づいて
資料を挙げていくことにした。これは、いわゆる高校の
国語便覧である。大学の授業に高校教材を用いることの
是非については議論があるところかも知れない。
　これについては、ここに至るまでの〈日本文化項目〉
策定作業が強く関係している。この作業は、日本語コー
ス所属教員がそれぞれの専門分野、あるいは近隣領域に
ついて、学生に学ばせたい文化項目を選別し、最終的に
は「日本文化１００」なる本学の独自資料を作成しようと
試みるものであった。これは実質的には作業段階でとど
まっているものの、これについての議論は、いろいろな
ことを考えさせてくれたと思う。作業過程では、到底、
１００項目では収まりきらない数の項目が挙がった。どの
ように項目を絞り込んでいくのか、作業を進めていく上
での最大の問題であった。この問題に取り組むために、
１　項目間の連携が認められるような挙げ方、配列
の仕方を工夫すること。
２　時代、分野を代表する項目を選定すること。
３　中学・高校での学習内容にできるだけ対応させ
ること。

という方針で臨み、検討を始めた。
　その検討過程において、現在のカリキュラムとの対応
として、構造的にどのようなものになりうるのか、科目
間連携のための議論もおこなった。そして、それらを踏
まえて、本学園の高校で現在用いている便覧と大学で選
定した便覧、その他のものとの比較検討を行った。そし
て、改めて高校教材としての国語便覧の価値―項目選定、
項目間連携、視覚に訴える編集等―を見いだしたと言う
ことである。
　ただし、２００７年度については、双方が用いている便覧
は、基本的には大きな違いがないものの、使い勝手にお
いては相違が予想されるので、本年度はその点に気を付
けて、高校・大学共通の便覧利用を念頭に自覚的に使用
していくと言うことになったのである。

　実地踏査、歌舞伎鑑賞は、上のことを基礎に意義付け
て、体験の実をあげようとの試みであり、当初の目的は
達成できたものと考えている。

３．今後の課題
　今後、「日本文化理解力」を学生の力として実質化して
いくにおいて、次のようないくつかの柱を考えている。
日本文化理解力は、初めに述べたように日本語スキル力
との抱き合わせで意味を担いうるものだと思う。その意
味で、表現を支える教養であり、表現の背景、深みを保
証する力であることをしっかりと自覚して、指導に当た
らなければならないと考えるものである。以下にあげる
項目はその点から導き出したものである。しかし、これ
とて今後の研究とともに改革されていくものと信ずる。

　日本文化理解力　
　「生きている今を考えられる知識と教養の力」 　
　　①事柄を歴史的な繋がりにおいて理解する力
　　②思考の型を歴史的連鎖の中で理解する力
　　③日本語表現の可能性を理解する力
　　④文学の表現から主題を読み取る力
　　⑤表現から心情が汲める力
　　⑥人間関係と心理との相関を理解する力

 （第５章執筆：辻和良）

Title:D出力用_本文.ec5 Page:76 



総合科学研究　第２号

－７７－

１．はじめに
　本プロジェクト研究は、本学家政学部における家庭科
教員養成課程において、質の高い家庭科教員を養成する
ために必要とされるプログラムとはどのようなものかを
考究し、実践することを目標にしてスタートした。
　質の高い家庭科教員については、次のようなことがで
きる教員として捉えた。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
－社会が必要とする家政学と家庭科を理解している。
－今や国内だけでは語りつくせない生活に関わる問題に
ついて国内外の同分野の関係者や他分野の専門家と意
見交換し、学び、協力して課題解決にあたることがで
きる。
－国内に限らず国外へ向けても自ら情報発信し、将来的
に国内外の家政学・家庭科教育関連分野のリーダーと
して社会貢献できる。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　こうした家庭科教員像を提示した背景には、さまざま
な理由がある。
　その大きな理由の一つは、家政学や家庭科教育をめぐ
る国内外の状況にある。家政学は、個人や家族、地域社
会の生活の質を改善することに焦点をあてた専門分野で
あり、国際的に、さまざまな国で多様な形で発展してき
た分野である脚注１。それぞれの国では家政学分野を学べ
る高等教育機関が存在し、早くから人々へ生活を営むた
めの基本的なスキルが身につくよう促し、個人や家族に
奉仕する専門職で働く人々を養成してきた。家庭科教員
は家政学分野が養成してきた典型的な専門職の一つであ

る脚注２。人々の健康、家族、環境、消費などの生活に関す
る多くの問題が世界共通でみられる今日、人々が生活の
質を改善するための基本的なスキル習得をうながす家庭
科やその学問的背景にある家政学はますます必要とされ
ているようにみえる。そうした認識は、国際的な高等教
育機関や国際家政学会の活動に反映されつつある。例え
ば、子どもたちの学力検査１位の国として注目されてい
るフィンランドでは、先述した観点から家庭科は評価を
されており、ヘルシンキ大学など名高い国立の総合大学
において家庭科教員養成を行う家政学科は人気のある学
科の一つであるという。また、今日、国際家政学会では、
この分野の重要性を再確認し、家政学の専門家たちが教
育・研究面で国を超えて連携をして家政学領域を発展さ
せていこうという活発な動きもみられるようになっ
た脚注３。
　しかしながら、日本の場合、一部で家政学分野の必要
性が認識はされているものの、実際には、家政学会の会
員数の減少や、家政系学部の減少、中等教育レベルにお
ける家庭科の授業数減少などの実態がみられる。特に高
等教育機関についていえば、家政系学部があっても女子
大が多く、家政系学部といえども、家政学の歴史やその
分野が果たすべき社会貢献について十分検討したうえで
設置されているのか疑問をもたざるをえない状況がある

質の高い家庭科教員養成のためのプログラム開発の試み（その１）

－国際交流プログラム企画・ホームページ作成－

Ａ　Ｓｔｕｄｙ　ｔｏ　Ｄｅｖｅｌｏｐｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｅ　ｔｏ　Ｅｎｃｏｕｒａｇｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｍｏｔｅ　Ｈｏｍｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　Ｔｅａｃｈｅｒｓ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ａｂｉｌｉｔｙ　Ⅰ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｅｓ：Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ

山口厚子・白井靖敏

Ａｔｓｕｋｏ　ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ　，　Ｙａｓｕｔｏｓｈｉ　ＳＨＩＲＡＩ

　　　　　　　　　　　　　　　　

１　例えば、欧州、アフリカ、米国、カナダ、アジア諸国など家

政学は世界に存在する。さまざまな国の家政学者が会員となっ

ている国際家政学会（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｈｏｍｅ 

Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）が存在し、２００８年には１００周年を迎える。

　　　　　　　　　　　　　　　　

２　その他、家政学分野が発展させてきた専門職には、栄養士、

生活改良普及員、家族の専門家、企業で働く家政学者（Ｈｏｍｅ 

Ｅｃｏｎｏｍｉｓｔ　ｉｎ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）など様々なものがある（例えば、 

Ｓｔａｇｅ　＆　Ｖｉｎｃｅｎｔｉ，１９９７、　Ｈｉｔｃｈ　＆　Ｙｏｕａｔｔ，　２００２等）。

３　例えば、近年、自国の家政学の歴史を再考し、問題点や可能

性を示唆する書物がみられる（Ｐｅｎｄｅｒｇａｓｔ，　２００１　等）。現在、

国際家政学会主導で家政学の世界的な連携と発展をめざし、ど

の国でも共通理解が可能な家政学の本質についての文書化作業

（英語）が進行中である。
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ように思う。ここ数年、家政学に関わる国際学会に出席
する中で感じたのは、国際舞台におけるわが国の若手の
家政学者の少なさや情報発信・貢献度の少なさであった。
こうしたわが国の現状をみていると、わが国の家政学領
域における「人材育成」について再度検討する時期がき
ているように思う。国際的に家政学者が連携して家政学
やそれに関わる教育や専門職を発展させていこうという
世界的な動きの中、家政学の本質を理解した上で脚注１、
国内外の教育・研究者と連携して十分に能力を発揮でき
る人材を育成することが今、求められている。
　そこで本プロジェクト研究では、本学で伝統的に存在
する家政学部の中で行われる人材育成の中でも、特に家
政学領域が古くから輩出してきた専門職の一つ、家庭科
教員の養成に注目し、先述したような質の高い家庭科教
員養成のためのプログラムを開発、検討することにした。

２．目的
　質の高い家庭科教員養成プログラムの開発は、実際の
ところ、２年という期間で完成するのはむずかしい。そ
こで、今回の研究では、以下のような具体的な目的に
そって研究をすすめた。
（１）国際的な視野をもつ人材を育成するような大学レ

ベルでのプログラムの開発を試みる。
その中には、家政学の本質を活かした魅力的な国
際交流授業を計画・実践できる人材を育成するよ
うなプログラムを入れる。

（２）中等教育レベルにおいて家政学を活かした国際交
流プログラムを実践し、その可能性と課題を探る。

３．結果・考察
　以下、本研究の目的にしたがって、平成１８、１９年度に
行った研究方法および結果を述べ、考察する。
（１）国際的な視野をもつ人材を育成するような大学レ

ベルでのプログラムの開発
～平成１８年度～
①家庭科教員を目指す本学家政学部家政学科４年生２名
が、後述するシンガポールと日本の高校生の国際交流授
業にコーディネーターとして参加することを企画した。
具体的には、教員（日本語、英語２種）と生徒用のメー
リングリストへ登録するなどした。

　実施期間は、平成１８年４月から平成１９年３月であっ
た。
　結果として、成功しなかった。その理由は、学生の英
語力が欠けていたこと、コーディネートをするスキルが
身についていなかったこと、日本とシンガポールの家庭
科教育についての知識に欠けていたことがあげられる。
しかしながら、効果としては、参加した二人の学生は国
際交流授業に関心をもち視野が広がったことに効果が
あったと言える。
②上述した家庭科教員を目指す４年生（２名）は、「卒業
研究」において、「日本におけるＩＣＴを用いた国際交流授
業の実践例についての調査」、「日本とシンガポールの教
育制度および家庭科教育の目的や内容の比較検討」を
テーマに論文作成へ取り組んだ。
　実施期間は、平成１８年３月から平成１９年２月であっ
た。
　結果として、彼女たちは、ＩＣＴを用いた国際交流プロ
グラム実践の方法と、日本とシンガポールの家庭科教育
の内容と目的について理解が深まった。
③家庭科教員を目指す本学家政学部３年生（食栄、環境、
家政学科の学生）５０人を対象とした「総合演習」におい
て、高校の家庭科の授業における国際交流プログラムを
企画する課題を遂行させた（９０分、８回）。具体的には、
５０人の学生を３～４人の小さなグループに分け、１）自
由に国際交流プログラムの相手国を決める、２）選んだ
国の基礎的なデータ、教育制度、家庭科教育の内容につ
いて調べる、３）日本における国際交流プログラムの事
例を調べる（科目は問わない）、４）高校の家庭科におけ
る国際交流プログラムを計画する、５）グループで発表
をし、議論する、というステップをふむよう指導した。
　実施期間は、平成１８年９月から１１月であった。
　学生たちは韓国、タイ、シンガポール、米国、オース
トラリアなどの国を選んだ。国際交流プログラムのテー
マとしては、食生活、食文化、衣文化、生活文化、家族
を選んだ。生徒の中には、他国の家政学や家庭科教育や、
国際交流プログラムを計画することにとても関心をもつ
者もいた。何人かの学生は、実際に国際交流プラグラム
を体験することを望んでいた。
～平成１９年度～
④家庭科教員を目指す本学家政学科４年生２名は、「卒
業研究」において、「シンガポールの食文化」「家庭科に
おける国際交流授業の可能性と課題　～食生活と食文化
の視点から～」をテーマに論文作成へ取り組んだ。
　実施期間は、平成１９年４月から平成２０年２月である。
　これらの学生は３年生のときに、「総合演習」において
国際交流授業の企画を行った経験から各自のテーマを選

　　　　　　　　　　　　　　　　

１　特に言語や文化が異なる同分野の専門家とコミュニケーショ

ンをとり、協力していく場合、共通の認識として、世界的に共

通した家政学の本質を理解していることが有効であるように思

われる。

Title:D出力用_本文.ec5 Page:78 



総合科学研究　第２号

－７９－

んでいる。特にその中の１名は、実際に家庭科教員にな
ることをめざしている学生であり、将来的に家庭科を活
かした国際交流プログラムを実施することに関心を寄せ
いている。国際交流授業方法や日本の家庭科の学習指導
要領において、家庭科教員としてどのように国際交流授
業へ参加することができるかを考察している。
⑤家庭科教諭、および福祉科教諭・栄養教諭をめざす本
学家政学部３年生（食栄、環境、福祉学科）５９名を対象
とした「総合演習」において、（Ａ）日本における生活問
題の実態の把握と問題解決方法の考察する、（Ｂ）効果的
な学習者参加型の国際交流学習のあり方を考察する、と
いう課題を遂行させた（９０分、１５回）。具体的には、４
～６人の小グループにわけ、関連資料を調べて、話し合
い、発表をするよう指導した。課題（Ａ）では、１）衣、
食、住、子どもの発達と家族、消費生活と環境、福祉な
ど家政学や家庭科教育の関連内容にそった日本における
生活問題をとりあげ、２）それらの課題を解決するため
に私たちはどのように生活経営をすればよいか、３）自
分の専門（家政学、もしくは栄養教諭、栄養士、福祉科
教諭、家庭科教諭など専門職の立場）から何ができるか
についてまとめるよう促した。課題（Ｂ）では、国際交
流学習の意義や方法、課題解決力を育成するための学習
支援の方法などを具体的なテーマとして取り上げるよう
促した。
　実施期間は、平成１９年９月から平成２０年１月である。
　結果については、現在進行中であるために具体的には
まだ記述できないが、この授業を通じ、学生が、国際的
な場面で日本の生活問題を家政学の専門の立場から情報
発信する際に有効な知識や、その情報発信の方法（話し
合いやプレゼンテーション）を主体的に学ぶことができ
ているようである。また、国際交流学習の意義などを調
べることで、国際的視野をもつという点で、ある程度の
効果があるように思われる。
⑥家庭科教員を志望する学生ではないが、本学家政学部
の生活福祉学科２年生の学生１４名を対象にした「基礎ゼ
ミ」後期授業において、外国の家政系の学生たちと国際
交流する際に、日本の生活文化について情報発信するこ
とを想定し、日本の生活文化について調べて発表するよ
う指導した（９０分、１５回）。具体的には、３つのグルー
プにわけ、それぞれのグループで、日本の「食文化」「衣
文化」「住文化」についてのテーマを選択させた。
　実施期間は、平成１９年９月から平成２０年１月である。
　結果については、こちらも現在進行中であるために具
体的な記述はできないが、この授業を通じ、学生たちに、
国際交流の場において、自国の生活文化について発信す
る際に必要な知識の習得や伝達方法（プレゼンテーショ

ンの方法）を学ぶ機会を与えることができたのではない
かと思う。
　以上、この２年間に、国際的視野をもたせることに焦
点をあて、先述したような質の高い家庭科教員養成を目
指し、有効なプログラムを検討するために、さまざまな
指導方法を試みた。そこで分かったのは、将来的に国際
交流プログラムを計画・実践できるような教員を養成す
るためには、学生の英語スキル、ＩＣＴスキル、国内外の関
係者や生徒とコミュニケーションをとりながらプログラ
ムをコーディネートするスキルを身につけさせる必要が
あるということであった。また、同分野のみならず他分
野の専門家と協力する上でも、自分たちの専門分野（家
政学）のアイデンティティをしっかりともち、情報発信
できる知識を身につけること、また、情報発信するため
のプレゼンテーションやディスカッションのスキルを身
につけることも重要であることを確認した。こうしたス
キルを学生に身につけさせるには、今後、それらに対応
したプログラムを開発する必要があるだろう。今回は、
実際に国際的にコミュニケーションをとるという実践的
なプログラムを用意しなかったが、今後は、国内外の学
生たち（学部生、院生）とさまざまな形でコミュニケー
ションをとることのできる実践の機会（例えば、ｅメール
交換、ｗｅｂ上での意見交換と情報発信、テレビ会議等）
を計画したい。そのためには、研究者側がそうしたプロ
グラムを進めるために有効な情報を国際的体系的に収集
し生徒へ提示すること、また、プログラムが円滑に進む
ための仕組みや環境づくりが求められるということも実
感した。
（２）中等教育レベルにおける家政学をいかした国際交

流プログラムの実践
～平成１８年度～
①家庭科のコンテンツを用いた高校レベルでの国際交流
プログラムの実施（対象者：日本とシンガポールの高
校生）脚注１

〔方法〕
実施時期：平成１８年４月～平成１９年３月。
対象者：シンガポールの高校生７名（ホリー・イノセン
ツ高校、女子生徒４名、男子生徒３名、１６－１７歳）、日
本の高校生１４名（三重県立久居高等学校、女子生徒１０
名、男子生徒４名、１６－１８歳）。
対象教科：シンガポール側は家庭科（ｆｏｏｄ　ａｎｄ　ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ）、
日本側はインターネット英語であった。
国際交流手段：１）メーリングリストサービスによるｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　

１　詳しくは、拙稿（２００７ａ，　２００７ｂ）を参照されたい。
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メール交換（平成１８年６月から平成１９年３月）、２）
スカイプを用いたテレビ会議（２回、平成１８年１０月と
１１月）、３）各国の生徒がホームページを作成、公開
（平成１８年１０月から１１月に公開開始）。
主要なトピックス：食生活、生活文化、家庭科。
〔結果〕
１）メーリングリストサービスによるｅメール交換
　メーリングリストは生徒用（英語）と教員用（英語と
日本語）を作成した。教員はこのプログラムを準備する
ための情報交換をメーリングリストで行った。生徒間の
ｅメール交換で取り交わされた主要なトピックスは、以
下のようなものがあった。自己紹介、学校生活（クラブ
活動、学校行事など）、人々の日常生活、食生活、食文化、
生徒が作成したホームページの内容について。教員は生
徒たちが食生活へ関心をもち、互いに自由に知りたいこ
とを質問するよう促した。時には教員が質問を用意し、
それについて互いに回答するように指導した。例えば、
教員が用意した質問には以下のようなものがあった。一
日に何回食事するか、だれが食事の準備をするか、朝食
には何を食べるか、等である。ｅメールを書く時間は、シ
ンガポールでは、授業時間外、日本では授業中と授業時
間外の両方であった。
２）テレビ会議
　テレビ会議の内容の概要は以下のとおりである。
第１回目：生徒が互いに自己紹介を行った。その後、お
互いに聞きたいことを自由に質問しあった。所要時間は
９０分、両国ともに放課後に行った。
第２回目；テレビ会議の前に教員が主要なトピックスを
選び、テレビ会議の内容構成や進行を計画した。その内
容は、１）各国で作成したホームページへのコメント、
２）生徒の日常生活について（休日は何をして過ごすか、
アルバイトについて等）、３）食生活（あなたの国の若者
は西洋的な食べ物を食べるか、あなたは朝ごはんを食べ
るか、日本の食器やおはしを使ったデモンストレーショ
ン等）、４）家庭科の内容（あなたの国の家庭科では何を
学ぶか、家庭科の教科書の内容等）であった。テレビ会
議には大学教員も出席し、生徒たちがうまく答えられな
い場合には、高校教員とともに内容についてフォローし
た。所要時間は９０分、シンガポールでは休日、日本では
授業時間中に行った。
３）ホームページの作成
　各国の生徒が作成したホームページの内容は以下のと
おりである。シンガポールのホームページは、シンガ
ポール人がよく食べる郷土料理、それをどのように作る
か、年間行事の一つ、中秋の祭りをどのように祝い、ど
のような食事をするかについて紹介した。日本のホーム

ページは、主として自分たちの高校の文化祭やクラブ活
動について写真と説明文を作成し、それらに関わる食事
や文化について紹介した。
　参加した高校生にアンケート調査を行った結果（平成
１８年１２月）、日本の生徒の７０％以上（１４人中１０人）
は、この国際交流プログラムおよび主要トピックである
食生活に関心をもつことがわかった。またシンガポール
の生徒（４人中３人）がこの国際交流プログラムに関心
をもち、家庭科に関心をもったと答えていた。また、両
国の生徒ともに、最も関心をもったのがテレビ会議であ
ると答え、参加しやすかったのがｅメール交換とテレビ
会議であるとの回答が多かった。また、生徒の中には、
アンケートの中で、将来、相手国を訪問することを望む
意見がみられた。
～平成１９年度～
　平成１９年度は、シンガポールの共同研究者である 
Ｃｈｉｅｗ　Ｉｎｎ　Ｏｎｇ氏がホリー・イノセンツ高校から南洋女
子中学校へ異動となったため、次回の国際交流プログラ
ムの実践は平成２０年度に行うことにした。平成２０年度
実施に向け、平成１９年８月６日に、南洋女子中学校の教
育施設とＩＣＴ環境の視察、および今後の打ち合わせを
行った。平成２０年度には、ＩＣＴを活用した南洋女子中学
校の生徒と本学の付属中学校もしくは本学の大学生との
国際交流を計画中である。
　以上の結果から、中等教育レベルで国際交流プログラ
ムを行う際の課題や可能性を考察する。まず、よかった
点は、生徒がそれぞれの教科を学ぶことに対しモチベー
ションを高めたこと、異なる文化をもつ人間とコミュニ
ケーションをするための社会的スキルをもつことの必要
性に気づいたこと、グローバリゼーションのメリットを
感じることができたこと、などがあげられる。教員に
とっては、参加した教員（高校、大学ともに）間で、お
互いから学びあえたことは大きな収穫であった。また、
「家庭科」のよさ、すなわち、家庭科は日常生活に関す
る多くの教材をもつために、国際交流するのに最も適し
た教科であることがわかったことは最大の収穫であった
といえる。今後、学校レベルでの家庭科教育、さらに、
大学レベルでの家政学教育において国際交流プログラム
が有効に展開されることが期待される。
　一方、国際交流プログラムをすすめる際の課題も多い。
その一つは、国際交流プログラムを実施する際の日時調
整の難しさである。双方の学校期間の違いを考慮して日
程を計画していくことや教員側が日常業務の中でＩＣＴを
準備するには予想以上の時間を必要とした。日程調整は
仕方がないにしても、今後は、可能であればＩＣＴの専門
家への協力を要請するなどの工夫も必要である。そのた
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めには、学校もしくは大学において常時ＩＣＴ活用教育を
サポートしてくれる専門の技術者がいる環境体制を整え
ることが望ましい。また、今回、シンガポールと日本の
時差が１時間しかなかったためにテレビ会議の設定が比
較的簡単にできたが、他国との交流を計画する場合は、
時差を考慮することも必要である。日本の生徒について
は、英語力を高めることが課題である。
　今回は、初回ということもあり、国際交流プログラム
を実施すること自体に焦点があてられたが、今後は、プ
ログラムの目的や内容、方法について開発をすすめるこ
とが一つの大きな課題である。異なる文化や言語をもっ
た参加者全員にメリットのあるプログラムが求められる。
今後は、家政学や家庭科教育の本質や意義、国際的視野
をもつ教育の意義、学生参加型学習の効果等をうまく取
り入れ、プログラムの内容の質の向上をめざしていきた
い。
　さらに、今回の国際交流プログラムではＩＣＴ活用のメ
リットが実証されたが、もっと効果的な国際交流プログ
ラムを進めるには、ＬＭＳ（Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 
Ｓｙｓｔｅｍ）を用いたＷｅｂ上の国際交流を支援する効果的な
プラットホームをつくることが有効であると思われた。
国際交流プログラムが成功するために、教育・研究者、
生徒、学生など関心のある人々が、家政学の本質やすで
に国際的に存在する家政学のネットワーク脚注１を有効に
利用しながら、お互いに情報や意見を交換し、コミュニ
ケーションをとり、相互に学びあうことができるプラッ
トホームができれば理想的である脚注２。
　今回の国際交流プログラム実践の特色は、学校の教科
として家庭科のみならず英語が参加したこと、高校と大
学が連携して実践したこと、家政学、英語教育、教育工
学などさまざまな専門や立場の人が関わって展開したこ
と、などがある。こうした特色には、さまざまな意義や
効果が期待できる。例えば、高校と大学が連携すること

で、大学における研究が学校レベルの教育の活性化を促
すことにつながる。本学の場合、教員養成課程があるた
めに、今後、こうした実践に教員志望の学生を参加させ
ることで学生の実践力の向上にもつながる。また、家政
学領域をこえた学際的な教育・研究者の連携により、一
面的なイメージで捉えられがちな家政学や家庭科のメ
リットを他分野の研究・教育者や生徒たちとわかちあう
ことができる。様々な領域の教育・研究者が協力してプ
ロジェクトを進めることで、参加者自身が広い視野を
もって学びを深めるだけでなく、互いを高め合い、結果
としてプロジェクト全体の質を高める効果も期待できる。
プログラムを提供する機関（学部・学科）の特色化や、
国内外の家政学や家庭科教育の活性化につながるだろう。
もっと広く言えば、学校教育の活性化（例えば、家庭科
教育、英語教育、総合的な学習の時間）や大学教育の活
性化（例えば、英語教育と家政学教育の連携可能性）へ
もつながる可能性がある。

４．おわりに－今後の課題と展望－
　以上のような高等教育レベルおよび中等教育レベルの
両方におけるプログラムの開発、実践、考察から、何が
みえるか。最後に、質の高い家庭科教員養成のために必
要とされる国際交流を視野にいれたプログラムとは何か、
それらのプログラムを進めるための仕組みのあり方につ
いて考察し、まとめる。
①質の高い家庭科教員養成のために必要とされる国際交
流を視野にいれたプログラムとは
　本稿冒頭に揚げた質の高い家庭科教員養成に必要なプ
ログラムは、さまざまな要素を含む複数の教科やプログ
ラムを統合したものが望まれる。それは、最終的には家
庭科教員養成カリキュラムそのものの検討を必要とする
かもしれない。本プロジェクト研究がめざす質の高い家
庭科教員は、以下のような資質をもつと暫定的に整理で
きる。
１）家政学の本質や実態を理解できる
２）国際的な視野をもつ
３）課題解決力をもつ
４）情報発信力がある
５）コミュニケーション能力がある
６）リーダーシップをもつ
７）ＩＣＴスキルを身につけている
８）英語力がある
９）国際交流授業をコーディネートする力がある
　このように整理すると、これらの資質を育成するプロ
グラムもしくはカリキュラムを全体的に構想していくこ
とが必要であることがわかる。この２年間においては、

　　　　　　　　　　　　　　　　

１　平成１８年度に実施したこの国際交流プログラムの成果を平

成１９年に国際的に発表（８月）した結果、他国の家政学に関

わる教育・研究者が関心を示した。今後、このプロジェクトは、

より広い国々との間で、学校・大学レベルでの国際交流学習の

実践および協同研究に発展する可能性があると確信した。

２　こうしたプラットホームの構築については、現在、平成１９年

度総研プロジェクト研究で取り組んでいる。詳しくは『総合科

学研究』第２号（本号）、「ＩＣＴを活用した国際交流プログラム

の企画・実践とＬＭＳを通した基礎的支援～質の高い家庭科教員

養成のためのプログラム開発の試み（その２）～」（白井）を参

照されたい。
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「総合演習」（主として、国際的視野、課題解決力、情報
発信力、コミュニケーション能力、国際交流授業のコー
ディネイト力）、「卒業研究」（主として、家政学の本質や
実態を理解する力、国際交流授業のコーディネイト力、
国際的視野）、「基礎ゼミ」（主として、国際的視野、家政
学の本質や実態を理解する力、情報発信力）の中で学生
の資質を伸ばす方法を模索してきた。今後は、特に、家
政学の本質や状況を理解する力、英語力、情報発信力、
コミュニケーション力、ＩＣＴスキル、国際交流授業を
コーディネートする力を伸ばすような科目、もしくは、
今回の試みのように、中等教育における国際交流授業を
実際にコーディネートしていくようなプログラムをてい
ねいに計画・実践していくことが課題となるだろう。ま
た、今回のプロジェクト研究ではできなかった、国内外
の家政系大学の学生たちとの協同学習ができるＩＣＴを活
用したプログラムをぜひ企画・実践したい。こうしたプ
ログラムの企画・実践に関しては、今のところカリキュ
ラム外での作業が多くなる。すでにカリキュラムの中に
存在する、「家政学原論（しかし、福祉学科のみ必修。）」
や「情報処理」関連科目、「家庭科教育法１，２（平成２０
年度からは３，４も設置される予定）」、今回活用した「総
合演習」などの科目をうまく活用していくことも視野に
いれていきたい。
②質の高い家庭科教員養成のために必要とされる国際交
流を視野にいれたプログラム推進のための仕組みとは
　では以上で構想したプログラムを実際に進めるにあ
たっては、どのような仕組みが必要か。今回のプロジェ
クト研究から分かったことは、特にＩＣＴを活用しながら
国際的にプロジェクトを推進するには、国際交流を促す
ようなＩＣＴ環境整備（設備面、テクニカルサポート面）、
様々な分野やポジションにいる人材の協力体制や国内外
の関係者のネットワークが必須であるということである。
教員（学校、大学双方）の研究・プログラム準備時間の
確保も重要であることもわかった。また、実際に国際交
流プログラムの参加者が、遠距離間でコミュニケーショ
ンを図り、共有できる知の蓄積とその活用を進めるには、
Ｗｅｂ上の国際交流を促す効果的なプラットホーム（ＬＭＳ
の活用）の充実が必要であることが分かった。そこで、
今後は、以上のような仕組みをつくっていくことを研究
課題とし、今まで以上に本学内外の各分野の専門の方々
と連携しながら、引き続き、総研プロジェクト研究を継
続していく予定である。年次計画は以下のとおりである。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２００６年度－２００７年度
質の高い家庭科教員養成のためのプログラム開発の試み
（その１）－国際交流プログラム企画・ホームページ作 

成－
２００７年度－２００８年度
ＩＣＴを利用した国際交流プログラムの企画・実践とＬＭＳ
を通した基礎的支援　－質の高い家庭科教員養成のため
のプログラム開発の試み（その２）－
２００８年度－２００９年度
家政学とＩＣＴを活用した国際交流プログラムを実践する
ためのサポート体制の確立　－質の高い家庭科教員養成
のためのプログラム開発の試み（その３）－
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　こうしたプロジェクト研究の成果の積み重ねが、将来
的に、本学からの質の高い家庭科教員輩出へとつながり、
社会へ貢献できること、また家政学や家庭科教育の発展
とともに、家政学部を有する本学の特色化へつながるこ
とを期待したい。また、本プロジェクト研究が軌道にの
れば、今後は、家庭科教員のみならず、栄養士や福祉士、
家族や消費生活の専門家、住環境や被服の専門家も含め、
家政学部における人材養成への貢献や、国際的な情報発
信には欠かせない自国の文化理解や語学の発達の面で文
学部との連携なども視野にいれていきたいと考えている。
参加者すべてが、それぞれの得意な分野で力を発揮し、
恩恵をうけ、そしていつのまにか全体が向上している、
そのようなプロジェクトを創造、推進していきたい。
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（１９９７）（邦訳：倉元綾子監訳、家政学再考　アメリカ合衆国におけ

る女性と専門職の歴史、近代文芸社、（２００２））
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Ｃｏｎｇｒｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ，　ＣＤ－ＲＯＭ，　（２００７ａ）

１２）山口厚子・白井靖敏、質の高い家庭科教員養成のためのプログ

ラム開発の試み（その１）－国際交流プログラム企画・ホームペー

ジ作成－　、総合科学研究、第１号、ｐｐ．９１－９３、（２００７ｂ）
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１．目的
　本機関研究は、平成１３年度から進められている総合科
学研究所機関研究の授業改善プロジェクトへの支援の一
環であり、情報教育・語学教育・教養教育に続いて「大
学における効果的な授業法４」（平成１８～２０年度）に
位置する。「大学における効果的な授業法３　教養教育
についての授業法の開発」の中で審議された初年次教育
の必要性から、本研究へ引き継がれたという経過がある。
　大学への全入時代を迎え、学生の基礎学力低下傾向が
進む昨今の状態において、各大学ではさまざまな形態に
て、初年次教育（一年次教育）の取り組みが活性化して
いる。本学では、全学部学科において、入学後数日のオ
リエンテーションと２泊３日の越原研修（必須科目「建
学のこころ」）が行われ、また各学科専攻単位にて補足的
に説明会等を実施し、大学への導入教育が行われている。
しかしながら、現状の学生を大学教育に馴染ませるため
には、日数を限定した導入教育では限界があると一般に
いわれるようになり、授業科目に設定して初年次教育に
取り組む大学やテキストを作成する大学が出て来ている。
また、この課題は一学部学科としての取り組みではなく、
全学の問題として取り組まなければならないという現状
になりつつある。
　このような状況下、本学においても、新たなる初年次
教育の見直しを迫られているのが現状であろう。そこで、
総合科学研究所の機関研究と位置付けられた本研究では、
研究所・研究所運営委員会等の方針に沿って、共同研究
者募集要項に示された研究課題５件が提示された。
（１）本学の初年次教育科目の理念、大学教育全体にお

ける位置付けを明らかにする。
（２）学生のニーズおよび学力を正確に把握する。
（３）初年次教育科目を学科・専攻の理念・目的に基づ

く教育課程に適切に位置付ける。
（４）（１）～（３）の研究課題をもとに、具体的授業改

善の方策を提示する。
（５）本学用の初年次テキストを作成する。
　この研究課題５件を達成することが目的である。つま
り、本研究では、各大学の初年次教育について調査検討
した上で、本学における理想的な初年次教育のあり方を

提案し、本学用テキストを作成する実践的研究である。
　初年の平成１８年度は、本学用の初年次テキストを作成
する準備期間として、各種資料の収集と分析に主眼を置
いた。詳細については、『総合科学研究』第１号を参照し
ていただきたい。そして２年目の今年度は、前述した研
究課題の（２）学生のニーズおよび学力を正確に把握す
ることに主眼を置き、本学用の初年次テキスト作成の検
討を進めた。

２．方法
　学生のニーズおよび学力を正確に把握するために、今
年度新入生全員（家政学部２８７名・文学部２９１名・短期
大学部４８７名、計１０６５名）を対象として、授業をある
程度体験した４月中下旬にアンケート調査を実施した。
　アンケート調査の内容は、Ａ基礎項目（通学時間・通
学方法・住居状況など）、Ｂ学生生活で不安に思っている
こと（１８項目からの選択）、Ｃ学習に関すること（ノート
の取り方・授業の聴き方など）２０項目、Ｄ生活に関する
こと（生活時間管理・健康管理など）１９項目に分けた。
そして、９月１９日に行われた今年度総合科学研究所主催
講演会にて、文部科学省特色ＧＰ「初年次教育の総合化と
学士課程教育への展開」を進めている関西国際大学の岩
井洋先生に初年次教育のご講演を開催する運びとなり、
その前座として、アンケート調査結果を本研究の中間報
告会の形として発表した。
　さらに、１２月上中旬を中心に、各学科専攻にて約５０名
１年生（計約５５０名）を対象として、先のアンケート調
査項目を追跡し再確認する目的で再度アンケート調査を
行った。アンケート調査の内容は、先のアンケート調査
項目のＢ学生生活で不安に思っていること（１８項目から
の選択）、Ｃ学習に関すること（ノートの取り方・授業の
聴き方など）を中心とした１６項目である。このアンケー
ト調査結果は現在分析中であるが、それらの結果より、
本学生の実態を踏まえつつ、本学用初年次教育のテキス
ト案を作成している。
　その他、初年次教育で先進的な取り組みをされている
大学の事例研究や関連の研究成果入手は昨年度から継続
して行っている。

大学における効果的な授業法の研究４

－初年次教育についての授業法の開発－

遠山佳治・伊藤太郎・宇野民幸・白井靖敏・竹尾利夫・谷口富士夫・原田妙子・幸　順子
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３．結果および考察
　本稿では、４月中下旬に行ったアンケート調査の一部
の結果と分析について、９月１９日に行われた中間報告会
用に作成した資料を、次ページ以降に紹介したので、結
果はそちらを参照していただきたい。
　ここでは、現在審議中ではあるが、本学用初年次教育
のテキスト案を紹介したい。
１）名古屋女子大学・短大および各学部学科の教育理
念、名古屋女子大学・短大の教育モデル（初年次
教育・教養教育・専門教育・キャリア教育などの
関連性）

２）名古屋女子大生としての意味、名古屋女子大生の
一年サイクル

３）授業の種類（講義科目・演習科目・実習科目）
４）さまざまな先生（クラス指導、学科専攻の先生、
学部の先生、他学部の先生、非常勤講師）

５）学内ネットワークの使用方法（ＷｅｂＣＴ、Ｗｅｂ履修、
ネット上モラルなど）

６）授業の受け方、聴き方（欠席した場合の対応も含）、
ノートの取り方

７）授業の予習と復習
８）課題への取り組み
＊情報収集の方法
＊レポートの書き方
＊プレゼンテーションの仕方
＊間違えやすい漢字の読み・書き

９）試験対策と授業の成績について
１０）生活と学習計画

＊アルバイト、朝食、サークル活動、資格取得な
ど

　　以下、基本的な作成方針を述べておく。
（１）教学的内容に限定
　アンケート調査結果にみる学生の不安は、１位に試験
対策、２位にノートの取り方、３位に予習・復習という
順位で、教学的内容に集中している。詳細にみると短期
大学部では、黒板を単に写す人が多く、ノートの取り方
のわからない人が多い。短期大学部学生へのノートの取
り方指導は急務であろう。家政学部・短期大学部学生で
は、授業内容の理解について、あきらめが早い学生の率
がある程度いる。授業についていけない学生をどのよう
にフォローするのか、テキスト内でも考慮していかない
といけないことであろう。また、全学部ともに授業の予
習・復習を行わない学生の率が高いため、家庭学習にお
けるモチベーションの上昇を考慮しつつ、予習・復習の
やり方を指導しなければいけないだろう。
　大学では学習活動が基本であり、また本研究員つまり

教員が中心となって作成するテキストである以上、教学
的内容でまとめていく方がよいと話し合われている。　
（２）オリエンテーションや１年前期の授業で使うこと
ができる内容
　テキストの実際の使用については、教務委員会・教授
会などの別組織の決定であるが、本研究ではオリエン
テーション時（越原研修も含め）や１年前期の授業でど
のような時間であっても使用できるように作成していき
たいと考えている。但し、自分の時間割作成、履修の仕
方などのオリエンテーションで必須の教学事務的内容は
除くものにしたい。
（３）学生が見やすい工夫、使いやすい工夫
　説明文ばかりでなく、図・絵を多く採用したり、ワー
クシート部分を加えたり、コラムなどで学生の生の意見
を取り入れたりする工夫が必要と考えている。また、バ
インダー方式を採用することで、学部学科で必要な情報
のみを配付して使用できるとともに、その後に加除を
行って使いこなしていくことも可能であると思う。
（４）今後の課題
　今回は除くことになったキャリア教育的内容や生活面
（事務的内容も含）の扱いを、今後どのように対処する
のかという課題は残っている。

４．おわりに（来年度の課題）　
　来年度は各学部学科専攻の事情に合わせた本学用初年
次テキストの作成とその教育理念の検討を進め、本研究
の総括としたい。
 （文責　遠山佳治）
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総合科学研究　第２号

－９１－

　平成１９年度の第１回会議は６月に開催され、今後の方
針等が話し合われた。
　その結果、上半期は個々の研究員による個別活動期と
し、下半期から発表形式の研究会を毎月二名前後で開催
することとなった。また、基本的な共通のテーマは強い
て設けないが、個々の研究員が掲げるキーワードを共通
認識とすることにより将来的に共通テーマが模索し得る
のではないかと認識された。
　なおまた、共通の研究活動に関しては現段階では具体
例が無く、提案を待って検討することとし当座は見送る
こととなった。
　なお、平成１７・１８年度の論文作成に関する事項も当面
する重要な案件だけに種々意見が論議され、事前の打ち
合わせを持つことの必要性が認識された。
　第２回の会議が１０月に開催され、当面の課題となった
第２号に関する話題が済んで後、各研究員から今年度の
研究にかかる進捗状況の報告があった。
　第２号のとりまとめとして、総論執筆者への各論の報
告が必要であるとして、１１月３０日に前年度の研究員を
あわせて招集し打ち合わせ会をもつこととなった。また、
総論は序論的記載方式が相応しいことを確認した。
　なお、掲載の順序に関しても個々の論考が全体として
の体裁を必要とすることから整合性あるものとした。
　
　下半期の研究会は以下のようであった。記載は、（ア）
研究タイトル、（イ）発表概要、（ウ）発表者名である。
開催日は１１月２２日である。

１（ア）「名古屋女学校・名古屋高等女学校時期における
建学の精神および教育理念の一考察（２）」

　（イ）名古屋咢堂会の分析から、越原春子の思想の形
成と尾崎咢堂からの影響を考えようとした。主
として越原春子の生活改善や洋風化、さらには
政治家への道などに関しての影響である。

　（ウ）遠山佳治
２（ア）「なぜいま、女性原理なのか－英国の『近代化』

のプロセスを辿って－」
　（イ）イギリスの近代化の過程を歴史的に追うー近代

民主主義、産業革命とイギリス帝国主義、父権
制社会、科学万能主義などーことによって、い
ま、女子大学に出来ることは何か、何を女子学
生に教えなければいけないのか、を考察する。

　（ウ）伊藤太郎

３（ア）「女子教育がもたらす新たな職業の可能性」
　（イ）新しい女子教育は、従来の実務的職業のほかに、

新たな職業の可能性を与えた。その代表的な事
例として、女性の教育者と作家に焦点を当てて、
その仕事のあり方などを考察した。

　（ウ）羽澄直子

４（ア）「１９世紀のイギリスにおける女子教育―少女雑
誌、及び、女性雑誌を中心に―」

　（イ）さきに大正期における女性の職業教育を考察し
てきたが、本年度は表題に掲げる雑誌を基軸と
して、１９世紀の女子教育、わけても家庭と教育、
職業教育、女性と職業、といった視点から考察
した。

　（ウ）木原貴子、依岡道子

５（ア）「創立者生誕期の時代性―幕末維新期の越原―」
　（イ）創立者越原春子の思想の形成に越原の地理的、

歴史的な環境が一定の影響を与えたのではない
かとする仮説のものとに、これまで近世以前を
考察してきた。本年度からは越原春子誕生の前
後となる幕末維新期における越原の特質を探る
ことによってこの問題を解明したいとの問題提
起があった。

　（ウ）丸山竜平
 （文責　丸山竜平）

研究所機関研究（平成１９年度～２０年度）

創立者越原春子および女子教育に関する研究

丸山竜平・伊藤太郎・木原貴子・遠山佳治・羽澄直子・依岡道子
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－９２－

１．目的
　平成１７・１８年度の本研究（１）では、本校の創設期
にあたる名古屋女学校・名古屋高等女学校時期に限定し、
教育目標および教育事情を客観的に分析することで、本
学の教育目標とする具体的な女性像の変化を明確にした。
その中で、創立者越原春子の思想形成に、さまざまな要
因を掲げた。女子教育で推進した成瀬仁蔵や政治家尾崎
行雄（咢堂）など中央で活躍した人から影響を受けてい
ることを指摘した。同時に、大正５年に名古屋で結成さ
れた婦人問題研究会など、名古屋における諸活動からの
影響も大きかったといえよう。
　そこで、本研究（２）では、春子を取り巻く名古屋に
おける諸状況を再現することで、春子の思想形成におけ
る社会的背景を明確にし、春子の思想および名古屋女学
校・名古屋高等女学校時期における教育目標および教育
理念の考察を進めるものとする。

２．方法
　今年度は、越原春子の思想形成に影響を及ぼした尾崎
行雄を支援する組織「咢堂会」に関する基本的資料を収
集するよう努めた。そして、名古屋における尾崎行雄支
援活動を明確にすることで、越原春子の思想形成への影
響力をより具体的に解明する。

３．結果および考察
　憲法護憲運動や普通選挙運動などを推進して有名な尾
崎行雄は、理想的な選挙運動を行ったことでも知られて
いる。尾崎は一銭の選挙費用すら使わなかたっため、自
然と選挙費用は選挙民が負担し、選挙民は選挙演説を聞
くというものであった。その選挙体制を支えたのが、咢
堂会であった。候補者が資金を提供し、選挙運動の別働
隊的動きをする現在の後援会とは全く異なる組織であっ
た。現在のところ、大正４年（１９１５）の三重県南牟婁郡
咢堂会の資料が一番古いといわれているが、大正１２年５
月の総選挙を機にして、各地に咢堂会が結成されること
となった。名古屋咢堂会も、大正１３年２月に設立された。

　名古屋咢堂会の発起人は、磯貝浩（貴族院議員農工頭
取）・高田逸蔵（会社員）・加藤鐐五郎（代議士医師）・前
田舜之丞（会社員）・與良松三郎（名古屋新聞社）・小林
清作（淑徳高女）・田中善立・桐生政次・田端才二・水谷
勘次郎（小麦仲次）・八木保三・三輪信太郎（絹綿商）の
１２人であった。とくに、中心人物が動いたのが、名古屋
市東区の三輪信太郎であった。三輪は、明治１４年（１８８１）
に岐阜県羽島郡に生まれ、名古屋の呉服会社に勤めたが、
明治４０年に三輪信商店として独立する。政治に興味を
持ち、名古屋日日新聞設立の主唱者となる。尾崎行雄の
言動に心酔し、遊説にも同行し、名古屋咢堂会の結成に
至った。
　創立期の名古屋咢堂会は、年会費６円を徴収し、尾崎
に毎年１０００円程度の寄付を行った。会費の６円は、当
時では高額であったが、会員は約２００人を集めた。その
中に、「名古屋高等女学校長　越原春子」の名がある。　
　その会員を詳細に分析すると、政治家、教育関係者、
衣料関係者、新聞記者、医師が多いことに気付く。政治
家では、貴族院議員磯貝浩をはじめ県会議員の柴田信一、
県市会議員の榊原孫太郎、市会議員の青山雅彦教育関係
者がいる。教育関係者では、淑徳高等女学校校長の小林
清作・小林龍二郎、椙山女学校長の椙山正弌がいる。衣
料関係者では織物組合理事の間瀬安右衛門をはじめ、呉
服商・織物商・絹布商・毛織物商・製綿業・裁縫師など
がみえる。新聞記者では、名古屋朝日新聞の堀田茂三郎、
東亜新聞社長の任龍吉、中外通信社の伊藤幸太郎などが
いる。このように、尾崎行雄を支援する組織を通じて、
名古屋における政財界とインテリ層が絡む一ネットワー
クづくりができあがっていったのである。そして、越原
春子も、この組織等を活用し、政治家、教育関係者、衣
料関係者、新聞記者と幅広い交流を進めていくことに
なったと思われる。
　そして、来年度は、婦人問題研究会も含めながら、政
治家、教育関係者などとの交流をさらに細かく検討して
いくことを課題とする。

名古屋女学校・名古屋高等女学校時期における

建学の精神および教育理念の一考察（２）

－名古屋の状況を中心に－

遠山佳治
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総合科学研究　第２号

－９３－

１．目的
　平成１７～１８年度の「創立者越原春子および女子教育
に関する研究論文」では、女性原理の発揚・復権という
視点から、日本の私立の女子大学の「建学の精神」や
「教育理念」を比較検討する作業を通して、女子大学な
らではの存在意義を再発掘する試みをした。今年度は、
今一度原点に立ち戻り、今なぜ女性原理の復権が求めら
れるのかを詳細に検証するために、英国の男性原理に
則った「近代化」のプロセスを辿りたいと思う。西洋的
近代化とは何かを検証する中で、女性原理の復権が求め
られる理由、ひいては女子大学の存在意義が、より鮮明
に浮かび上がるはずである。

２．方法
　男性原理の光の側面である近代合理主義は、自由・権
利・正義の理念を人間に与え、市民社会を創出したこと
は、確かに大きな功績だった。が反面、合理主義のもた
らした弊害もまた人間にとっては深刻な問題になった。
男性原理のキーワード（ｕｎｄｅｒｌｉｎｅを施した語句）を手が
かりに、「近代化」の負の側面を探ることで２１世紀の在
るべき姿を検証する。

３．結果・考察
（ａ）産業革命とイギリスの世界戦略
　産業革命によって確立したイギリス資本主義とは、そ
もそも一国に発生・成立したものではなく、世界市場を
基礎として想定したもの。資本主義経済はその誕生の時
から、世界性、帝国主義性、侵略性、暴力性、搾取性を
孕むものだった。イギリスは「自由貿易」という御旗を
掲げ、自由貿易を認めない国に対しては、アヘン戦争に
見られるように、武力で開国を強制することも辞さな
かった。
（ｂ）産業化社会の原動力は男性原理
　産業社会は「弱肉強食」の競争論理で働く男性支配社
会がその実体だった。冷酷で打算的な実利主義や物質主
義が横行する資本主義社会の発達で、歴然たる階級的格
差が生じ、都市に人口が集中し、スラム街の下層階級は
不況のたびに失業と飢えに苦しむ。需要・供給の市場原

理に則り、効率性・収益性が何よりも尊ばれるようにな
る。一攫千金を夢見て、出世主義や成功主義が大手を振
るようになる。国民全体が金銭欲・物欲に取り付かれる
傾向が増長。社会的・経済的弱者が取り残される。
（ｃ）父権制社会の成立
　平行して、男女の職掌分担が明確化し、「外は男、内は
女」の図式が成立。産業化社会を動かす労働力は男性の
みとされ、女性は生産の公的な場から除外され、私的空
間である家庭へと追いやられる。良妻賢母の「家庭内天
使」として、育児・家事への専念を強要される。ここに
至り、男性支配・男性優位の父権制社会が成立。女性に
は家庭の祭壇に祭り上げられ、外での労働に疲れて帰る
夫や息子に、安らぎと慰めを提供する。経済的に夫に
養ってもらう代償として、セックスと安楽を提供する。
（ｄ）科学的合理主義が時代を覆う
　イギリスは１８世紀の「理性と散文の時代」から、すで
に科学精神、知識・理性偏重主義が優先される時代だっ
た。科学は永遠に進歩し、人類に幸せを約束するものと
考えられる。科学万能の風潮が一世を風靡し始める。科
学的合理主義が横行すると、理性では説明の付かない
「非合理」的な部分、人間のうちに潜む動物的な本能や
欲求衝動、グロテスクで生々しい喜怒哀楽の激しい感情
は封印される結果となる。社会全体とすれば、お上品
ぶった、形骸化した道徳主義、後世に言うところの「ヴィ
クトリアニズム」が時代思潮となる。
（ｅ）キリスト的二元論の影響
　ヴィクトリア朝に盛んだった「福音主義」は、排他的
な、原理主義的な考え方が基調。罰する神を強調し、神
と悪魔、善と悪、信者と異端などを峻別。キリスト教的
価値観に元々内在する男性原理の「裁断機能」が強調さ
れる。「キリスト教世界＋物質文明＋洗練さ／上品さ＋
潔癖さ＋解明されたもの」が良いものと推奨され、「非キ
リスト教世界＋未開＋自然／野蛮＋グロテスクさ＋不可
解なもの」が悪しきものとして排除される。「啓蒙する・
布教する」といった大義名分で、文明国側の一方的な「侵
略」や「植民地化」を実行し、自分たちの論理・価値観
に合わないものを、排除し、隔離し、差別した。

なぜいま女性原理なのか

－英国の「近代化」のプロセスを辿って－

伊藤太郎
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－９４－

（ｆ）時代風潮を憂うインテリ
　知的インテリ層を中心に、既成のキリスト教会組織へ
の懐疑を深め、神への信仰心が着実に揺らぎ始める。宗
教は確実に後退し、懐疑主義や不可知論、無神論などが
静かに深く潜行していた。生物界ではダーウィンの進化
論が、心理学ではフロイトの精神分析が与えた衝撃が甚
大。従来の「人間は神の創造物」とするキリスト教的人
間観に大きな打撃を与えた。人間は深層心理のレベルで
はグロテスクな情欲や本能衝動が渦巻き、無意識にそれ
らが表面に湧き上がって人間の行動を大きく左右してい
ることが暴露される結果となった。
（ｇ）二度の世界大戦の勃発
　諸科学の様々な分野で実証されつつあった「人間の正
体」を証明するかのように勃発した２度にわたる世界大
戦。国家・民族やイデオロギーを守るという大義名分の
下で始められた戦争だったが、その実態は、残虐非道で
野蛮極まりない、愚かしい大量殺戮に過ぎなかった。人
類の幸せのために発明・考案されてきたはずの科学技術
が、大量殺人兵器の生産に使われた衝撃。集団心理の狂
気の魔法にかかって、理性や良識、自由意志や批判精神
などをいとも簡単に忘れてしまう人間存在。結果、ヨー
ロッパ全体がインテリ層を中心に、深刻で、救いようの
ない自信喪失の抑鬱状態に陥る。西洋近代文明は「一体
何だったのか？」という自問の声が沸きあがった。
（ｈ）女性原理の復活とフェミニズム思想
　このような戦後の混乱を見通した女性がヴァージニ
ア・ウルフだった。彼女は現代の「フェミニズムの母」
とアメリカで特に再評価の声が高まっている。恐らく初
めて彼女が、現代の世界秩序を支えている価値観は、人
権よりも国家利益を優先させ、利潤追及や効率化を至上
命題とした近代産業社会のそれではないのかという疑念
を提示し、男性支配の上に築かれてきた文明そのものへ
の批判を声高に唱えた女性だった。ウルフに続くフェミ
ニストたちが次々と、人間の生命の再生産という最も重
要な役割を担っているはずの女性を「劣った性」と見な
して社会の主流から排除してきた父権制社会の過ちを糾
弾し、人間を幸せにするはずの科学技術力や富を、自然
や地球環境・生態系の破壊、あるいは戦争行為に差し向
けて、人間の存続それ自体を危くしている男性原理の愚
かさを指摘するようになった。
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総合科学研究　第２号

－９５－

１．目的
　１７－１８年度の機関研究「創立者越原春子および女性教
育に関する研究」では、筆者は本学創立時前後（明治、
大正）の日本の女子教育の現状と、新国家建設期という
点で日本の女子教育の先駆となった１８－１９世紀のアメ
リカの女子教育について考察した。引き続き行われる
１９－２０年度の同研究では、新しい時代の新しい女子教
育が女性たちにもたらした、新たな職業の可能性につい
て検証する。まず本年度は、「書く」という仕事に注目し
て、１９世紀アメリカの女性作家事情を考察する。

２．方法
　主に１９世紀のアメリカで執筆活動をしていた女性に
関する資料、文献を分析し検証する。

３．結果
　アメリカの初期女子教育の目的は、健全な家庭を営み、
新しい共和国を担う世代を育てることのできる、道徳的
で教養豊かな良妻賢母を育成することにあった。しかし
女性のための教育機関が整備され、より長く、高い教育
を受ける女性が増えるにつれ、家庭の外に自分の可能性
を見出すチャンスが増えてきた。１９世紀末には、法律や
医学といった男性主体の専門分野へ進出する女性も少数
ではあるがみうけられようになった。
　教育の成果としてもっとも顕著なものは、識字率の向
上であろう。正規の女子教育制度のなかった独立前の植
民地時代には男性の半分以下、４０％ほどだった女性の識
字率は、１８５０年代には１００％に近くなり、男性とほぼ同
じ率となった。家庭で子どもをしつけ、教育することが
期待される「賢い母」には、読み書き能力は必須であっ
た。
　教育が普及し、識字率が上がったことで新たな女性の
仕事として確立された一つが「執筆」である。元来物を
書くことは知的行為であり、女性らしさを損なう小賢し
いことだとしてあまり歓迎されていなかった。しかしこ
れも識字率上昇の産物の一つで、本や雑誌を読む中産階
級の女性人口が増えたことが、女性向け読み物の書き手
としての女性作家の需要を高めた。このように市場原理
が働いた結果、女性が書くことはタブー視されなくなり、
女性作家の存在は容認されていった。

　実は物書きの仕事は、「女性の本来の居場所は夫と子
どものいる家庭」という規範との相性は悪くなかった。
まず執筆は家のなかでできるので、外へ出かけなくてす
む。家事に支障が出ないよう、合間の時間を利用して書
くことができる。特別な資本はいらない。紙とペンと机
があればよい。ペンネームを使えば、身元を隠すことも
可能である。書く内容が女性らしい良識的なものであれ
ば、世間から非難されることもなかった。執筆は教職と
並んで、女性の教育の成果を生かせる職業となった。
１８５０年代は女性作家によるベストセラーが続出した黄
金期であった。　
　皮肉なことに、家庭生活を犠牲にせず取り組める執筆
という仕事を、家庭を維持するために選んだ女性は少な
くなかった。彼女たちは父や夫に代わって、稼ぎ手と
なって家計を支えなくてはならない立場にいた。アメリ
カ初のミリオンセラーといわれる『広い　広い世界』 
（Ｔｈｅ　Ｗｉｄｅ，　Ｗｉｄｅ　Ｗｏｒｌｄ，　１８５０）の作者スーザン・
ウォーナー（Ｓｕｚａｎ　Ｗａｒｎｅｒ）、『若草物語』（Ｌｉｔｔｌｅ 
Ｗｏｍｅｎ，１８６８）を書いたルイザ・メイ・オルコット 
（　Ｌｏｕｉｓａ　Ｍａｙ　Ａｌｃｏｔｔ　）は、生活力のない父の代わりに
筆で家族を養った。オルコットは高い原稿料を求めて、
親には内緒で煽情小説も書いていた。『アンクル・トムの
小屋』（Ｕｎｃｌｅ　Ｔｏｍ’ｓ　Ｃａｂｉｎ，　１８５２）の作者ハリエット・
ビーチャー・ストウ（ Ｈａｒｒｉｅｔ　Ｂｅｅｃｈｅｒ　Ｓｔｏｗｅ　）は病弱
な夫と独り立ちしない子どもたちのために生涯書き続け
なければならなかった。
　とはいうものの、彼女たちはお金のためだけに書いて
いたわけではない。ストウが『アンクル・トムの小屋』
を書いたのは、彼女のペンの力があれば、奴隷制ののろ
わしさを全国の人に伝えられると友人に励まされたから
である。自分の作品が南北戦争の引き金をひいたと評さ
れるほど大きな社会的影響を与えたことは、結婚生活に
疲れ果て、書くことこそが自分の使命だと感じていたス
トウにとってはこのうえもない名誉であっただろう。

女子教育がもたらす新たな職業の可能性

羽澄直子
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－９６－

１．目的
　平成１７年度以降、総合科学研究所機関研究において、
「大正期の新聞、雑誌に見られる女性の職業教育につい
て」というテーマのもとに、大正期における女性の職業
教育を考察してきた。本年度は、ほぼ同じ時期にイギリ
スで出版された少女雑誌、及び、女性雑誌を中心にして、
同国における当時の女子教育―家庭と教育、職業教育、
女性と職業―を考察する。

２．方法
　資料として取り上げるのは、少女雑誌『ガールズ・オ
ウン・ペーパー』（１８８０－１９５６）、同じく少女雑誌『アタ
ランタ』（１８８７－１８９８）、そして女性雑誌『イングリッシュ
ウーマンズ・ドメスティック・マガジン』（１８５２－１８７７）
の３種類の雑誌である。

３．結果および考察
　イギリスにおいては、１８６０年代から数多くの雑誌の刊
行が見られたが、その主たる要因は、印刷術の発達に伴
い、比較的安価な雑誌の出版が可能となり、一般大衆に
も入手が容易になったことにある。雑誌は、単に娯楽的
要素のみならず、教育的意味も持っていたのである。こ
れは、高等教育の機会が得られにくかったヴィクトリア
朝において、若い女性には特に有益な情報を得る手段と
して受け入れられたのである。
　中でも、ここでは『ガールズ・オウン・ペーパー』に
関して報告する。この雑誌は、文字通り少女向きの定期
刊行の週刊誌で、価格は週１ペニーであった。サイズは
四折版三段組、１６ページで、毎回白黒の銅版画が数枚挿
入されていた。読者層は、少女向けの雑誌とはいえ、少
女というよりもむしろ未婚の若い女性全体を対象にして
おり、幅広い年齢層に受け入れられていた。また、階級
においても広い層に読まれうる内容であった。そのため
か、購買者数は２５０万に及んだのである。その記事は、
小説、ノンフィクション、家事、趣味、美容・健康、
ファッション、教育、職業紹介、投書欄など多彩であっ
た。中流階級以上の女性に向けてのマナーや芸術（音楽、
絵画）などの記事があり、その一方で、下層中流階級の

女性には、職業や家事の知識に関する記事があり、有用
であったと思われる。
　本年度のテーマである女子教育に関しては、特に、教
育、職業、知識などの記事を通して、広い意味での女子
教育が読者にどのように有効であったかを考察したい。
　例えば、「自活することについて―誠実な労働のため
の実り豊かな分野」（１：５．１８８０．７４－７６）においては、
詳細な職種が紹介されている。すなわち、「木彫り、木版、
デザイン、陶器の絵付け、速記、農業、製本、パネルの
絵付け、モザイク細工、造花、額縁制作、真鍮細工、お
針子、幼稚園教師、聾唖学校教師、薬剤師、法律転写、
看護師、水彩画、油絵」などである。製本などの仕事では、
ロンドンでこの仕事に就いている女性は何百人もいると
書いているし、その収入も週休いくらかという情報も付
記していて、下層中流階級の娘たちにとって有益であっ
たはずである。この記事の特徴は、単に様々な職業の紹
介に留まらず、仕事の技能、技術習得のための方法に関
して、教育機関の紹介などの簡単な説明をつけている点
にある。
　また、「女店員と簿記係」（１：２０．３０９－３１０）は、前
の「自活することについて」に継続するものであるが、
今回はかなり詳しい説明がついている。この記事の内容
から、これは中流階級の子女のためのものと推察される。
すなわち、「店員や簿記係の仕事は、女らしくないといっ
て誰からも非難されることはない」と、女店員も簿記係
り女性の仕事として相応しいことを強調していることで
ある。特に必要な教育や技能も不要であるとするととも
に、中流家庭の子女がこの仕事についているという例も
挙げている。
　このように、下層中流階級から中流階級の子女まで関
心を持ちそうな職業に関する記事が掲載されているのも
この雑誌の特徴の１つである。

１９世紀のイギリスにおける女子教育

－少女雑誌、及び、女性雑誌を中心に－

木原貴子・依岡道子
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総合科学研究　第２号

－９７－

１．目的
　創立者越原春子の誕生と生誕の地・越原との歴史的、
また地理的・風土的な関係性を明らかにすることを目的
とする。
　前年度においては、前近代における越原の人文地理的
環境を分析することによって、越原の、ひいては創立者
の生誕の背景を垣間見ることが出来た。しかし、それは
一般化できるものではないが、普遍化しうるものと考え
る。
　時代的にも原始から古代中世といった近世以前の越原
の環境を概観した程度であって、本質的な部分は近世か
ら明治の初めにかけての、いわゆる幕末維新期が、創立
者の生誕前夜と重なるだけに対象化しておきたい。
　どのようにして創立者春子の芽生えがあったのか、醸
成されたその意思の背後にあったものはなにであったの
か、越原春子の教育者の精神と共に学び取りたい。

２．課題
　幕末維新期における越原の特質は、苗木・遠山藩支配
下における歴史的関係であろう。白川流域に形成された
越原村の経済力や政治力が村民にも大きく影響を与えた。
そのような藩と村との諸関係も具体的な資料によって分
析しなければならないであろう。
　そこでは原始から近世に至る歴史的環境を踏まえ、江
戸期の越原の地域的特質を検証しなければならないから
である。とりわけ、これまでの調査で、越原を含む東白
川村が、古代以前にあっても地域的なまとまりある領域
として作用していたことが推測された。この点での確認
である。
　さらには地域的な特質を最大限活かすことを生業活動
の基本とし、峠を越えての広域の交易活動が推測された
点である。おそらく、一般的な農耕集落とは異なって、
山村僻地であるがゆえに、予想外にして活発な分業体制
を培ってきた。このことの近世への連続性と藩とのかか
わり具合である。
　近世以前の、開明性ともいうべき、対外的通交と交易
活動を触媒としての新たな文化の抵抗無き摂取、といえ
ば言いすぎであろうが、水稲農耕文化とまでは断言でき

なくとも、弥生文化の導入が、極めて迅速なことに驚か
ざるを得ない。弥生文化が渡来文化として一面の評価を
得るのも、人の手を介して伝来したとしなければならな
いほど、体系的な受容が果たされていることにある。
　そのような新文化の受容が果たされた要因には外部へ
と進出する気鋭が常に養われてきたことにあるが、それ
にしても共同体的な地域全体の意思でもなければ不可能
なことであった。なにがそうさせたのか、といった点で
も、近世を見通したなかで、この問題を再論したいと考
える。
　この問題と深く関連するのが、とりわけ廃仏毀釈を推
し進めた明治政府と、地元国学者とのかかわりであろう。
越原をはじめとして苗木藩では村ごとに相違はあるとは
いえ、相当なまで徹底的な廃仏毀釈を実行した地域でも
ある。なぜ、越原は、また白川流域や苗木藩では実行に
移されたのか、その実際を垣間見るならば、越原の地域
性といったものが窺えないであろうか。ここにもこの幕
末維新期を視角として地域性を考えたい意図がある。
　とりわけ、越原家は江戸時代を通じて代々庄屋であっ
た。庄屋の位置といったものがどのような形で創立者越
原春子の人間形成や教育者への成長に作用したのかなど、
課題は尽きない。

３．方法と展望
　歴史的な研究には、書かれた史料と風土や環境あいは
史跡など残されてきたものが素材としてある。ここでは
両資料を有機的に関連させて、立体的に幕末維新を復元
していきたい。あくまでも創立者越原春子の足跡を尋ね、
なにが彼女をしてそうなさしめたのか、を視角とするも
のである。
　このために、越原を含む白川村の書かれた記録と現地
における残されたものの聞き取り調査をもって始める。
ひいてはそれらの諸資料の記録化を果たしたいと考えて
いる。

創立者生誕期の時代性

－幕末維新期の越原－

丸山竜平
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総合科学研究　第２号

－９９－

１．背景
　ＩＣＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ） 
の進展は教育環境を急速に変えていくだろうと予想され
たが、現状を見ると、変化は緩慢である。今となっては、
先進諸外国に比べ、ＩＣＴの教育利用の進み方は遅く、ＩＣ
Ｔ教育後進国の仲間にさえ入りかねない。
　日本の情報技術は世界でもトップクラスと思われがち
であるが、「ダボス会議」を主催する世界経済フォーラム
（ＷＥＦ）が２００３年２月１９日、情報技術の活用度を国
際比較した結果では、日本は世界ランク２０位、アジアで
はシンガポール、台湾、韓国、香港に続く５位とその遅
れを浮き彫りにした１）。また、ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇの活用につい
ても、世界ランク２４位、アジアでは韓国、シンガポール、
台湾、香港に続く５位と国全体のＩＣＴ活用度に呼応して
いる２）。
　インターネットの教育利用が進めば、国境を越え、国
際的な学校間交流が活発になると考えられるが、前述し
た状況を鑑みると、必ずしも、そうとは限らない。ミレ
ニアム・プロジェクト３）によりＩＣＴの教育利用環境が
整っていないわけではないが、いま、注目を集め、誰も
が参加できる学習のための世界的コミュニティＴｈｉｎｋ 
ｃｏｍ４）にも日本の参画がなく、悲しいものがある。
　先行研究（その１）の研究代表者である山口は、２００５
年６月、国際家政学会主催の会議へ出席した際、高等教
育機関で家政学関連領域が様々な形で発展してきた主要
国（フィンランド、ドイツ、オーストリア、米国、カナ
ダ、オーストラリアなど）の代表的な教育・研究者たち
と交流する機会を得た。その際、家政学領域出身者が国
際機関等で働くなどしており家政学関連領域が重要な領
域と認識されていること、さらに、世界共通でこの領域
の質の高い高等教育機関のカリキュラム構築が求められ
ていること、その実現のために今後は教育・研究面でＩＣ
Ｔを用いるなどして外国とのコラボレイトが重要である
ことなどが話題となったという。特にこの１０年の間に
高等教育機関で家政学領域が発展し、受験者にも人気が
高いフィンランドでは、家庭科の教員養成課程がカリ
キュラムの大きな柱となっていた。そこでは、周辺国と

の交換留学（例えばドイツ）が行われ、会議の際には家
庭科教員がＩＣＴを用いた授業実践例を発表していたこと
が興味深かったという。これらは、家政学部の中に家庭
科の教職課程をもつ本学の発展可能性を示唆するもので
あると確信した。

２．目的
　総合科学研究所における先行プロジェクト研究（その
１）では、日本（三重県立久居高校「インターネット英語」）
とシンガポール（ＨＯＬＹ　ＩＮＮＯＣＥＮＴＳ’ＨＩＧＨ　ＳＣＨＯＯＬ
「家庭科」）の高校生の国際交流を、本学の教員主導で両
校の先生方と協力して実践した。方法は、メーリングリ
ストによるメール交換（６月以降）、テレビ会議（２回）、
Ｗｅｂページの作成による交流である。テレビ会議の前
には本学教員が日本の高校で趣旨説明と指導（約１時間）、
テレビ会議終了後には両国の生徒にアンケートを実施し
た。
　その他、本学の教員志望学生の４年生２名が、プロ
ジェクトの基礎的な文献的研究（日本における国際交流
授業の実践例調査、日本とシンガポールの教育制度およ
び家庭科教育の目的や内容の比較検討）に関与した。
　①日本の生徒（１４名）の７０％以上は、このプロジェ
クトへの関心および主要な内容である「食生活」への関
心を示した。シンガポールの生徒（７人）についても国
際交流および家庭科への関心が高まり、家庭科およびＩＣ
Ｔ利用を通じた国際交流の発展可能性が示された。
　②４０％程度ではあるが、日本の生徒は大学スタッフの
参加に関心をもっていた。今後、高大連携への発展が期
待できる。
　③本学学生のメーリングリストによる参加、資料研究
への参加は、家庭科における国際交流授業やＩＣＴを用い
た授業展開についての関心を高めた。
　一方、これらの実践から、２カ国の現場の教員・大学
教員のスケジュール調整の難しさ、日本の学生について
は語学力不足、メーリングリスト・テレビ会議・ホーム
ページ作成の効果を正しい尺度で検証する必要性などの
課題が明らかになった。

ＩＣＴを利用した国際交流プログラムの

企画・実践とＬＭＳを通した基礎的支援

－質の高い家庭科教員養成のためのプログラム開発の試み（その２）－

白井靖敏・山口厚子
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－１００－

　本研究「質の高い家庭科教員養成のためのプログラム
開発の試み（その２）」では、授業で取り扱う内容、手法
の開発、さらに、交流の場となる目的別の教育実践的な
プラットホーム（ＬＭＳ：　Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 
Ｓｙｓｔｅｍ）、特にコミュニケーションシステムの基礎研究
を行うことを目的とした。

３．方法
（１）ＩＣＴを用いた国際交流授業のための目的別ＬＭＳの
構築、特にコミュニケーションシステムを中心とした 
Ｍｏｏｄｌｅ５）の設定を行った。
（２）メーリングの内容分析結果に基づいた新しいコ
ミュニケーションメニュー（Ｍｏｏｄｌｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ）の作成
を行った。
（３）国際交流のプログラムの実践研究の継続を目指し、
相手国（シンガポール）の教員と直接交流を行った。

４．結果・考察
（１）Ｍｏｏｄｌｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　作成のためのメーリング（２００６
年）の内容分析
　三重県立久居高等学校とＨＯＬＹ　ＩＮＮＯＣＥＮＴＳ’ 
ＨＩＧＨ　ＳＣＨＯＯＬのメールでのやり取りは、久居
高等学校（１４名、内男子３名、女子１１名）と
ＨＯＬＹ　ＩＮＮＯＣＥＮＴＳ’ＨＩＧＨ　ＳＣＨＯＯＬ（７名、内
男子６名、女子１名）、そして、双方の指導教員
および本学の研究者等で、２００６年６月６日に
メーリングリストを設定し、２００７年２月末まで
の間に２５３通のメールが交換された。日本とシ
ンガポールとの時差は１時間と小さく、双方の
授業時間帯の調整は難しくはないと考えてい 
た。しかし、実際は、久居高等学校とＨＯＬＹ 
ＩＮＮＯＣＥＮＴＳ’ＨＩＧＨＳＣＨＯＯＬとでスクール 
タームが異なり、シンガポールでは、１学期が、
１月から３月上旬、２学期が、３月中旬から５月
下旬、３学期が６月下旬から９月初旬、４学期が
９月中旬から１１月中旬となっており、日本の３
学期制とはずいぶんズレがあり、調整は難し
かった。
　時間を問わないインターネットの特性を利用
して授業以外の自由な時間帯でもメール交換が
行われたので、予想以上に活発であった。
　双方の授業目的として、久居高等学校の設定
科目は「インターネット英語」で、英語のスキル
アップ（読む・書く・話す）を中心に置いており、
ＨＯＬＹ　ＩＮＮＯＣＥＮＴＳ’　ＨＩＧＨ　ＳＣＨＯＯＬの設定
科目は家庭科の高校レベルの「Ｆｏｏｄ＆Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ」

で、日本の食生活・家庭生活との違いを比較するが中心
であった。メールの内容でみると、学校生活に関するも
のが最も多く、ついで、それぞれの国の文化や歴史、さ
らに、食生活（食文化を含む）、日常生活に関することと
続く。趣味や言語（英語や日本語）、友人関係（ボーイフ
レンド、ガールフレンド）は、予想より少なかった（図
１）。メールの内容別をさらに久居高等学校とＨＯＬＹ 
ＩＮＮＯＣＥＮＴＳ’ＨＩＧＨ　ＳＣＨＯＯＬで見ると、ほぼ同じ傾向
が見られた（カイ検定　ｐ＞０．０５）。ただし、ＨＯＬＹ 
ＩＮＮＯＣＥＮＴＳ’ＨＩＧＨ　ＳＣＨＯＯＬがわずかに「言語」に関
するメールが多く、特に「日本語」に興味を示した。
　また、期間中にスカイプを用いたテレビ会議（２００７年
１０月５日と１１月２４日）によって、双方の学校の生徒
同士が直接話せる機会を設けた。ＩＣＴの活用については、
生徒はテレビ会議よりも参加しやすいものとして「メー
リングリストによるメール交換」や「Ｗｅｂページの作成」
を挙げており、また、今後やってみたいものとしてＷｅｂ
ページの作成による情報交換を挙げている。こうしたコ
ミュニケーションが抵抗感なく行えるプラットホームが
必要である（図２）。
　

図１　国別（学校別）・内容別メール送信回数

図２　国際交流におけるＩＣＴ活用についての関心など
（三重県立久居高等学校）
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－１０１－

（２）コミュニケーションプラットホーム・Ｍｏｏｄｌｅの設
定
①Ｍｏｏｄｌｅの概要
　Ｍｏｏｄｌｅは社会的構成主義（ヴィゴツキー）の教育理論
に基づき、オーストラリアのカーテイン工科大学の 
Ｍａｒｔｉｎ　Ｄｏｕｇｉａｍａｓ氏によって開発されたＣＭＳ（Ｃｏｕｒｓｅ
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）である。
日本では、ＣＭＳをＬＭＳ（Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｍａｎｅｇｅｍｅｎｔ 
Ｓｙｓｔｅｍ）とも呼ばれている。
　開発のコンセプトは、商用のＢｌａｃｋｂｏａｒｄ（後にＷｅｂＣＴ
を買収）と同じく、講義資料の配付、学習者同士および
授業者とのコミュニケーション、理解度テスト、予習・
復習、出欠確認、学習成果の蓄積や共有など、従来から
行われている対面教育の補完的な役割をＩＣＴによって実
現することにある。現在、商用のシステムは一社の独占
状態にあり、価格が高騰したことや、安定的に利用でき
るものの、認証の連携などのカスタマイズ上の制約が多
いこと、サポート対応が必ずしも各大学の利用目的に合
わせた細かさがないことなどの欠点がある。Ｍｏｏｄｌｅは
オープンソースソフトウェアであり、なおかつ無料であ
る。そして、ＬＡＭＰ環境（Ｌｉｎｕｘ＋Ａｐａｃｈｅ＋ＭｙＳＱＬ＋ 
ＰＨＰ）で動作するため、高度なＷｅｂ技術を要しない点が、
導入しやすくしている。 ６）

②Ｍｏｏｄｌｅの活用の方向性
　本学（名古屋女子大学）はＷｅｂＣＴを全学的に導入し、
授業科目（ＣＭＳではコース）別に構築され、担当教員が
授業の補完や資格取得支援に利用している。もともと、
授業における学習支援を行うことを主たる目的としてシ
ステムが構築されており、その利用価値は高い。しかし、
授業以外の、たとえば、本研究テーマである質の高い家
庭科教員養成のための教育実践として取り上げた国際交
流による教育プログラムに対しては、必ずしもマッチし
ない。いわゆる諸外国との協働研究や教育実践に関して
は、状況の変化に柔軟に対応できるＬＭＳが要求される。
Ｍｏｏｄｌｅはオープンソースであることと、開発コンセプト
である社会的構成主義の教育理念は、本研究を支えるシ
ステムとして、大きな価値があると判断した。
　また、学習者が個人でブログを作成する機能やコミュ
ニティを形成するｅポートフォリオシステムを有し、こ
れまで情報の受け手であったユーザーが情報の発信者へ
とシフトし、ネット社会におけるユーザー参加型の利用
形態であるＷｅｂ２．０の技術をも利用できる点が優れてい
る。
③コースおよびコンテンツ
　Ｍｏｏｄｌｅで構築したコース及びコンテンツを表１に、メ
イン画面を図３に示す。

（３）シンガポールの教員との打合せ　
　２００７年８月６日から８月９日までの期間、マレーシア
のクアラルンプールで行われた学会「Ｔｈｅ　１４ｔｈ 
Ｂｉｅｎｎｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｆ　Ａｓｉａｎ　Ｒｅｇｉｏｎａｌ 

表１　Ｍｏｏｄｌｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ（計画）

□家政学
　家政学の本質、可能性、ユニークさの掲示など

□家政学のネットワーク
　仲間のリスト、紹介など

□国際交流学習の意義
グローバル教育、ワールドスタディーズ、国際
理解教育など

□題材
中等学校・大学・大学院レベルの学生、研究者、
教員が作成した題材をアップする。
それらを国際交流学習時の教材として、教科を
問わず、いろいろな方法で使えるように工夫す
る。
◆各国の生活をめぐる諸課題
　－食
　－衣
　－住
　－家族と人間発達
　－消費者と環境
　－家庭経済
　－総合
　－その他
◆各国の生活文化
　－食
　－衣
　－住
◆各国の基礎データ
人口、言語、教育、環境、経済、労働、女性、
など。

　例）ＯＥＣＤなどのデータをもとに。

□国際的視野をとりいれた実践例
教育、研究レベルで、自分たちが行った国際的
な協同研究についての情報をアップする。

　例）ＯＥＣＤデータを用いた大学授業
　　　シンガポール－日本国際交流授業

□国際教育・国際的な研究へ関心のある人
国際教育・国際的な研究パートナーを募集する
など、提案を受けつける教育・研究フォーラム。

□参考資料の紹介、リンク

□広く国際交流をするための掲示板
生徒、学生、教員、研究者がオープンな掲示板
を利用して交流する。
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Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　　ｆｏｒ　　Ｈｏｍｅ 
Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ」において、２００６年度
の研究成果を発表した７）。その
際、共同研究者であるシンガ
ポールのＣｈｉｅｗ　Ｉｎｎ　ＯＮＧ氏と今
後の研究について打ち合わせを
行った。彼女は、前述したＨＯＬＹ
ＩＮＮＯＣＥＮＴＳ’ＨＩＧＨ　ＳＣＨＯＯＬ
から南洋女子中学校に異動と
なったので、準備等に時間がか
かるため、本格的な教育実践は
２００８年度からとした。具体的に
は、国際交流学習を促す人的
ネットワーク、ＩＣＴ環境やテクニ
カルサポート、プラットホーム、
カリキュラムや指導・支援者の協
力体制のあり方を探り、できる
限り有効な支援体制を確立する
ことを目指す計画である。

文献
１）山田　毅、日本の国際競争力（ＩＴ技術

者の空洞化）、日本システム評価研究所（２００３．０５．０９）、

ｈｔｔｐ：／／ｎｓｋ－ｎｅｔｗｏｒｋ．ｃｏ．ｊｐ／０３０５０９．ｈｔｍ

２）Ｐａｕｌａ　Ｍ．Ｃ．　Ｓｗａｔｍａｎ、ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｒｅａｄｉｎｅｓｓ　ｏｆ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ 

Ｔｅａｃｈｅｒｓ、Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｏｕｔｈ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ　２００６　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｐａｐｅｒｓ 

（２００６．０２．０５）　　

３）ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｎｔｅｉ．ｇｏ．ｊｐ／ｊｐ／ｍｉｌｌｅ／９９１０２０ｍｉｌｌｐｒｏ．ｈｔｍｌ

４）Ｔｈｉｎｋ　ｃｏｍ、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｈｉｎｋ．ｃｏｍ／ｅｎ／

５）ｈｔｔｐ：／／ｍｏｏｄｌｅ．ｏｒｇ／

６）井上博樹・奥村晴彦・中田平、Ｍｏｏｄｌｅ入門、海文堂出版、（２００６）

７）Ｙａｍａｇｕｃｈｉ　Ａｔｓｕｋｏ，　Ｏｎｇ　Ｃｈｉｅｗ　Ｉｎｎ，　Ｈｉｒａｙａｍａ　Ｙｏｓｈｉｔａｋａ，　 

ａｎｄ　Ｓｈｉｒａｉ　Ｙａｓｕｔｏｓｈｉ，　　Ｃａｓｅ　ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ－ 

Ｊａｐａｎ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｐｒｏｇｒａｍ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｈｏｍｅ　ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ

ａｔ　ｔｈｅ　ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ　ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　 

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，　　Ｔｈｅ　１４ｔｈ　Ｂｉｅｎｎｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　 

Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｆ　Ａｓｉａｎ　Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｈｏｍｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ： 

Ｃｏｎｇｒｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ，　ＣＤ－ＲＯＭ，　（２００７）

８）山口厚子・白井靖敏、質の高い家庭科教員養成のためのプログラ

ム開発の試み（その１）－国際交流プログラム企画・ホームページ

作成－　、総合科学研究、第１号、ｐｐ．９１－９３、（２００７）

図３　Ｍｏｏｄｌｅメイン画面　http://gets.sakura.ne.jp/moodle/

図４　シンガポール「南洋女子中学校」
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Ⅰ．３歳児　「音楽的感性を育むための実践」
　　～学年集会でのリズム遊びと運動遊びを通して～

１．ねらい
　昨年度までは、学年集会という形で年間を通し
て、リズム遊びや表現遊びを取り入れ、豊かな感性
や表現力を育むための実践の方法を考えてきた。
今年度も同様に学年集会を継続していくとともに、
子どもたちが自分の体をより思うように動かせる
ことを目標として運動遊びをリズム遊びの時間に
取り入れていくこととする。また、研究保育とい
う形で保育内容を検討し、協議・反省していく機会
を設ける。

２．研究内容
　（１）学年集会
　３クラス合同で音やリズムに合わせて体を動か
したり、友だちと一緒に遊ぶ楽しさを味わえるよ
うな活動を一年間継続して行う（基礎リズム、聴音、
音のききとり、表現遊び、体のいろいろな部分を意
識した遊び）。その他に、お話遊び、巧技台、平均
台、マット、フープ等を用いての運動遊びを取り入
れていく。
　
　（２）研究保育
　日頃行っている保育内容について検討し、細か
い実施案を作成し、他の先生方と協議・反省を加え
ることでよりよい表現力の育成や、運動遊びの方
法について考える。
（ねらい）・友だちと触れあいながら、伸び伸び
　　　　　　と身体を動かす。
　　　　　・音の違いを感じて表現することを楽しむ。
　　　　　・自分の体をよく動かし器具を使った
　　　　　　運動遊びに挑戦する。
（内容）　・あいさつ（大、小、速い、遅い）
　　　　　・基礎リズム
　　　　　・聴音（ド・ソ）
　　　　　・体を反らす

　　　　　・人数あそび（２人組）
　　　　　・おはなし遊び『あつめてあつめて』
　　　　　・運動遊び（巧技台、平均台、マット登り）

３．まとめと今後の課題
　５月より学年全体で週一回のペースでリズム遊
びを主とした学年集会を行った。リズムに合わせ
て動く中で心身を解放し心に思ったことを身体で
表現し段階を追って進めていった。６月より裸足
で行い、足先の感覚をより大切にするように進め
た。集会においては基礎リズムとして座ってリズ
ムに合わせて指示されたものを指さしたり、触っ
たりすることから次は立って動き、指示された動
きをとったりお話に従い身体で表現することを進
めた。
お話は身近な生活体験の空間を取り入れたり、日
頃親しんでいる童話を取り入れたりすることで、
子どもたちが自然にお話あそびに入っていけるよ
うに配慮した。
　聴音については、ドはひざ、ソは頭という約束を
知らせ、リズム遊びの流れの中に自然に取り入れ
ていき、子どもたちの中にその音が自然に受け止
められるように配慮した。
　さらに今年度は、自分の身体を思うままに動か
せるようにするために運動遊びを取り入れていく
こととして、リズム遊びの後に運動遊びを計画し
て行った。
　リズム遊びを通してのびのびと体を動かすとい
うことについては、どの子もとても楽しみに参加
し、ねらいを達成したように思われる。また、研究
保育を通して計画を学年で検討したり、客観的に
見てもらうことで普段の実践で気づかなかったと
ころが明確になり、再検討できた。運動遊びにつ
いては、全員がいろいろな器具に接したり、体験す
ることができ、徐々に慣れていくと共に自分の体
を動かせるようになっていった。こうした機会を
楽しみにする様子も見られたので今後も計画を立
てより一層力をつけていきたいと考える。　

豊かな感性や表現力を育むための実践

伊藤規子・井上智賀・川口真希・白木律子・関戸紀久子

森岡とき子・森部洋子・横山紫織・渡�和代

（幼児保育研究グループ）　

幼児の才能開発に関する研究

Title:D出力用_本文.ec5 Page:103 



－１０４－

Ⅱ．４歳児　「音楽的感性を育むための実践」
　　～学年集会でのリズム遊びやお話遊びを通して～
　　
１．ねらい
　リズム遊びやお話あそびを体験していく中で、
心身の解放感と共に感じたことをのびのびと身体
で表現することを目的として研究をすすめてきた。
３歳児より学年集会の中でリズム遊びを取り入れ
てきたので、引き続き４歳児でも学年集会を中心
にすすめていくことにする。また、まわりを意識
し、恥ずかしさの出てくる幼児も見られることも
考慮しながら、より感じたこと、考えたことを動き
で表現するために教師はどのように計画を立てて
いけばよいか考えていくことにする。

２．研究内容
　（１）学年集会
　２クラス合同で基礎リズム、即時反応、聴音、お
話遊びを継続してホールで行う。
１回目　 リズム打ち、聴音（ド・ミ・ソ）、即時反応
　　　　 人数あそび（なべなべそこぬけ）、背の順並び
２回目　 リズム打ち、聴音（ド・ミ・ソ）、即時反応
　　　　 人数あそび（大きな太鼓、なべなべそこぬけ）
　　　　 おはなし遊び『そうだったらいいのにな』
　　　　 （歌詞をイメージして）、体操
３回目　 集団ゲーム（猛獣狩り）
４回目　 リズム打ち、聴音（ド・ミ・ソ）、即時反応、
　　　　 おはなし遊び『遠足』（体験したことをもとに）
５回目　 リズム打ち、聴音（ド・ミ・ソ）、即時反応
　　　　 人数あそび、集団ゲーム（巣の中の鳥ゲーム）
６回～　 運動遊び（運動会にむけて）
２４回目　・マスゲーム『アロハ・エ・コモ・マイ』
　　　　 ・かけっこ
　　　　 ・障害物競争
　　　　 ・玉入れ
２５回目　リズム打ち、聴音、即時反応、
　　　　 人数あそび（たまつきゲーム）
　　　　 おはなし遊び『ねずみのよめいり』
２６回目　リズム打ち、聴音、即時反応、
　　　　 人数あそび（たまつきゲーム）
　　　　 おはなし遊び『遠足』（体験したことをもとに）
２７回目　リズム打ち、聴音、即時反応
　　　　 人数あそび（やきいもグーチーパー）
　　　　 おはなし遊び『ブレーメンの音楽隊』
29 回目　リズム打ち、聴音、即時反応、

　　　　 人数あそび（なべなべそこぬけ）
　　　　 集団ゲーム『オオカミさん、今何時？』
３０回目　リズム打ち、聴音、即時反応
　　　　 人数あそび（なべなべそこぬけ）
　　　　 おはなし遊び『７ひきのこやぎ』

　（２）研究保育
　ピアノの音を聴き、リズムにのってのびのびと
身体を動かしたり、話を聞いてその中の登場人物
になりきって表現する楽しさ、面白さを味わえる
よう計画し、すすめていく。
　リズム打ち、聴音、即時反応
　人数遊び（やきいもグーチーパー）
　おはなし遊び『ブレーメンの音楽隊』

　（３）生活発表会
　　一年の生活、活動、成長、発達の集大成として、
各クラスで劇遊びを行う。学年集会で取り上げて
きた内容や、経験を生かして、劇の中で表現として
生きてくるよう計画を立て創り上げていく。
　すみれ組　　『だんごどっこいしょ』
　ひまわり組　『ブレーメンの音楽隊』

３．今後のまとめと課題
　学年集会では３歳児より経験してきた聴音、即時
反応、基礎リズムを取り入れ、少しずつ難易度を上
げてすすめていくことで、個々の身体を充分に使い、
思い通りに動かせる身体づくりをしたり、解放感を
味わえるようにした。人数あそびを通して、同じク
ラスだけでなく他のクラスの友だちとも関われる機
会を作り子ども同士のコミュニケーションの輪を広
げられるようにした。おはなし遊びではお話の中の
登場人物になりきり、声を出したり、表情を変えた
り動き方を工夫したりすることを集団の中でも恥ず
かしがることなく表現できるよう、一年を通して計
画、実行していった。子どもたちの興味の対象や実
態をよく観察し、指導計画を立ててすすめていくこ
とで音をよく聴き、即時に反応したり、音や素話か
らイメージしたものを身体で表現することが伸び伸
びとできるようになってきた。心身を開放し、感じ
たことを伸び伸びと身体で表現できることが、普段
の生活の中での自己表現にも繋がると思われる。恥
ずかしさのが出ることも考慮しつつ、今後はその動
きがより主体的な動きにと育つよう、教師はどのよ
うな援助が必要かを考え、計画をすすめていきたい。
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－１０５－

Ⅲ．５歳児　「豊かな感性や表現を育むための実践」
～自分たちを取り巻く環境について考える活動を通して～

１． ねらい
　豊かな感性や表現を育むための１つの刺激とし
て子どもたちを取り巻く「環境」について取りあ
げる。色々な体験を通して物の大切さに気づいた
り、自分が今、何ができるかを考える機会を与え、
興味、関心を高めるためにはどのような環境構成
や教師の関わりが望ましいかを考えていく。　
　
　２. 研究内容
　一年間を通して以下のことを計画的にカリキュ
ラムの中に取り入れていくことにする。

６月　夕涼み会　盆踊り「みんなでへらそう
ＣＯ２音頭」を踊る。→歌詞の内容を知
り、地球温暖化や資源を大切に使うこ
とを考えるきっかけ作りをする。

９月　運動会　リズムあそび「ＭＯＴＡＩＮＡ
Ｉ」を踊る。→リズムあそびを楽しみな
がら、歌に出てくる言葉の意味を考え、
物を大切にする心、自分たちの環境を
良くしていこうと考える。

１０月　木工遊び→自然の素材に触れ、「木」
に興味を持つ。

　　　お店ごっこに向けておもちゃ作り（研
究保育）→グループで話し合い、１つ
のお店を決め、お店に使うおもちゃや
看板を廃材を利用して作る。

１１月　園外保育「ガスエネルーギー館」見学
→「燃える氷」の実験ショーを観たり
地球温暖化についての映画を観たりし
環境について考える経験をする。

　　　研修会「名古屋エコキッズ体験」参加
（教員）

１月　「エコパル名古屋」見学→地球温暖化
についての映画を観たり街路樹のせん
てい枝を使ったキーホルダー作りをし、
木の役割、自然の大切さを学び環境へ
の関心を持つ。

２月　エコ当番をする→園内の見回りをして
エコについて考える。

３月　共同製作「森を大切に」→２クラス合
同で壁面飾りを作る。

３． まとめと今後の課題
　今年度一年間を通して計画的に様々な「環境に
ついて考える」活動を取り入れどのような援助が
必要かを考え研究を進めてきた。その中で、自分
たちの生活の中でできることは何か？に気付いて
いけるよう教師として子どもたちに投げかけてき
た。また、エコパル紙芝居ビデオを観た中で今ま
で「聞いたことはあるけど・・」の程度であった
地球温暖化についても“地球に悪いことを人間が
して地球が病気になったりお熱が出ちゃってる”
と言うことを知り、普段自分たちが使っている
ティッシュは“木”からできていることを以前に
読んだ絵本で知ったことが結びつき＜ティッシュ
を使いすぎると木がたくさんいることになる＞す
ると＜木を切ることにつながる＞というように繋
がっていったという例もある。そういった中で、
自分たちが普段何気なく遊んでいる廃材（リサイ
クル品）を使った工作遊びもエコに繋がる１つに
なると言うことに気付いていった。そしてそれが
発展し、研究保育ではリサイクル品を利用したお
もちゃを作り、おもちゃやさんごっこをするとい
う活動を取り入れた。その際には、大学の先生方
にもいろいろなご指導やご意見をいただき実りの
多い研究会となった。学期末には実際に自分たち
が「エコキッズ」として当番を交代しながら園内
を見回ることで自分たちで環境を整えていくこと
の大切さを感じることができた。今年度は豊かな
感性や表現を育むための１つの刺激として「環
境」について取りあげた。その活動を通して、た
だ知識として刺激を与えるにとどまらず、歌や身
体表現など実際に体験する中で気づいていくこと
の大切さを改めて感じることができた。そのこと
をふまえ、さらに来年度はもっと身近なところで
気付いたり体験していけることはないか、という
ことを考えながら進めていきたい。
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１．目的
（１）授業のねらいをより明確にし、指導者が自分自身

の授業をもっと深く理解したうえで、さらなる工
夫を重ねる。

（２）年間を通じた研究活動から、本校の道徳における
３年間のシラバスが、使用する学習材や読み物資
料なども併せて、より具体的に提示できるような
成果を得る。

２．方法
　授業改善の取り組みを更に充実したものとするために、
本研究活動においては、以下の２点に重点を置き実践と
検討を進めていく。

（１）道徳授業の研究
　「より柔軟性を持たせることを可能にする道徳授業の
年間計画」について、各学年での実践を記録し、夏期合
宿で検証、討議した上で、２学期以降の道徳授業の組み
立て及び、日頃の道徳教育のあり方や道徳授業との連携
のあり方を探る。

（２）公開授業
　公開授業のより一層の充実を図るために、研究係会に
よる授業検討とマイクロティーチングを更に充実させ、
授業改善に生かす。

３．実施
（１）研究会（第１３４～１３７回）
　５月１２日（土）　６月２８日（木）　１１月２日（金）
　１１月３０日（金）

（２）公開授業
①　６月２８日（木）　第６限
中等部１年Ｃ組　道徳
学習内容「集団生活の向上」
テーマ　「道徳の授業における『よい授業』の本質

を目指して」
授業者　岡田　有希子　教諭

　
　「よい授業」を実現する手だてとして教材や学び方を工

夫する上で、特に「身近な題材を用いること」、「班活動
を取り入れること」の２点に焦点を絞って研究を進めた。
コミュニケーションの手段である「ことばの選び方」の
大切さに気づき、自分の気持ちをきちんと伝えるために
気をつけたいことは何かを、生徒と共に考えながら授業
を進めようとした。
　
②　１１月２日（金）　第６限
中等部１年Ｂ組　道徳
学習内容「生命の尊重」
テーマ　「思考を深める授業づくり ～生き物への

愛情をとおして～」
授業者　中野　容子　教諭

　
　生徒一人ひとりが生命についてじっくり考えることが
できる授業づくりを目指して、「資料の選定」、「授業展開
の工夫」「発問の工夫」の３点について研究を進めた。身
近な動物の生命を扱った資料から感じたことを意見とし
て出し合い、お互いの意見をすり合わせる過程を経て、
さらに自分の考えを深めることのできる授業を進めよう
とした。

③　１１月３０日（金）　第６限
中等部３年Ｂ組　道徳
学習内容「理想の実現　～将来の自分について考え

よう～」
テーマ　「生徒が自然に授業へと集中していける導

入の工夫」
授業者　平川　理基　教諭

　
　授業の成否を左右する上で大きな要素となる「しかけ」
を工夫することによって、「よい授業」へと展開するきっ
かけがつかめると考え、特に「話し方」、「立つ位置」に
着目しながら研究を進めた。日頃は何気なく行っている
授業者の話法や所作までを見直し、生徒の集中をうなが
すことのできる授業を目指した。

（３）第２５回研究発表会
①　日時
　　２月１９日（火）

本校が求める『よい授業』の本質を目指して

中学校学力向上研究グループ

中学生の学力向上に関する研究
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　　午前１１時５０分～午後４時３０分

②　研究授業　第４限
中等部２年Ｂ組　道徳
学習内容「健全な男女関係の構築　～『みんなのな

やみ』から望ましい男女関係について考
える～」

テーマ　「系統性を見すえた道徳の「よい授業」を
考える　～生徒の「性」に関する意識に
着目して～」

授業者　サルバション　有紀　教諭
　
　人間関係を構築するとはどういうことかについて学び、
より良い人間関係を作るためには、自分を知り、自分の
生き方を考えなければならないことに気づく機会を作り、
それぞれが自分を大切にする気持ちをしっかり持つきっ
かけとなる授業を目指した。
　「生きる力」を養うという観点から、生徒の「性」に関
する意識に着目した道徳のあり方を考察し、本校におけ
る道徳の系統的な学習に、性教育をどう組み込んでいけ
ば良いかについてシラバスの私案を示した。

③　研究発表
１）今年度の研究について
・本校が求める「道徳」におけるよい授業について
・本校の道徳における全体計画について
発表者　福田　誠　教諭

２）「系統性を見すえた道徳の「よい授業」を考える
　　～生徒の「性」に関する意識に着目して～」
発表者　サルバション　有紀　教諭

（４）夏期研究合宿
①　日程
　　８月６日（月）～８月８日（水）

②　訪問地
　　三重県菰野町

③　研究討議
　　本校道徳教育の全体計画作成についての検討と討議

４．成果と課題
（１）道徳における「よい授業」について
　３度の公開授業と研究授業を通じて、授業としての道

徳におけるよい授業のあり方を模索し、具体的な姿の例
を提示することができた。
　各教科においてそうであるように、道徳においても、
授業の焦点を明確にし、学年間の系統性や前後の授業と
のつながりを意識しながら授業づくりを進めていくこと
が大切であるという認識を、教員間における共通認識と
することができた。
　授業研究を進める上では、研究係会のメンバーはもと
より、中等部教員全員で「よい授業」に向けての検討が
加えられる。中でもマイクロ・ティーチングは、授業を
よりよいものにしていこうとする過程で大きな役割を果
たしてきた。
　今後、更に「よい授業」の研究を深めていく上におい
て、このマイクロ・ティーチングの手法やあり方をこれ
まで以上に充実させていくべきではないかと考える。

（２）本校の道徳における全体計画について
　本校における授業としての道徳は、各学年とも担任団
が相談をしながら共通の内容で進めていることが多いた
め、年度当初より各学年での実践を記録し、夏期研究合
宿に持ち寄って全体計画の土台作りに役立てようと計画
し、その旨をお願いしていた。
　夏期研究合宿においては、３日間の集中協議を通じて、
本校の道徳における全体計画作成に向けて、基本的な考
え方や方向性、作成手順等についてさまざまな角度から
検討を加えながら、共通理解を得るところまで到達する
ことができた。
　今後、この成果を土台として全体計画と授業シラバス
を完成させるためには、３学年の発達段階に応じた系統
性や教科とのつながりを明確にし、具体的な学習資料
（読み物資料、学習材等）の提示までを含めた計画とし
て完成させる必要があると考える。
　そうすることで、従来は、ややもすれば学年間でのつ
ながりを意識することなく計画されてしまう傾向も見ら
れた道徳の授業づくりにおいて、縦のつながりを意識し
た、しっかりとした学習を進めることができるように
なっていくであろう。また、道徳教育の全体計画を完成
させることによって、授業以外の場面での具体的な道徳
教育のあり方についても共通認識を図ることができてい
くものと考える。
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公開授業　（岡田教諭） 公開授業　（中野教諭）

研究発表　（福田教諭）研究授業　（サルバション教諭）

マイクロティーチング　（平川教諭） 公開授業　（平川教諭）
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１．目的
　今年度から高等学校においても、総合科学研究所と連
携した形での研究活動を開始することとなった。
　さてテーマに掲げた「高校生の学力向上に関する研究」
はかなり大きな幅のあるテーマである。「学力とは何か」
と問えば、いくつもの意見があり、議論はつきないとこ
ろである。そして今回われわれがまず取り組むことにし
たのは、進学指導に重点を置いた「学力」の向上である。
現在、高等学校ではⅠ類・Ⅱ類・Ⅲ類の３つのコースに
分けられ、それぞれ特色のある教育を展開している。中
でもⅠ類は国公立大学・難関私立大学への進学を目指し
た授業を展開し、その結果として大学入試センター試験
で７割～８割の得点を取る学力の育成が急務になってい
る。進学指導重点校を指定して学力向上を進めている他
府県の学校の実情を、講演を伺ったり、視察をしたりし
て探究すると同時に、公開授業を通して研究を進めてい
きたいと考えたのである。そしてまず英語・数学など大
学進学で力を入れるべき科目にしぼり考えていきたい。

２．方法
　今年度の取り組みをより確実なものとするために、以
下のことに重点を置き具体的な検討を進めていく。

①【公開授業】
　テストに現れる実力作りをどうつけていくか、授業実
践を行う。今年度はその中でも数学と英語の学力向上の
ねらいから計画する。

②【講演・学習会】
　学力向上・進学実績の改善などの分野で功績を挙げた
学校および研究者を招き、自分自身の指導の中に生かせ
るよう検討・学習する。また場合によっては、実際にわ
れわれがその現場（学校・予備校）を訪問し、学習する。

３．結果
①　研究会（研究授業）
�・日時：１１月２９日（木）
　　　　１４時２０分から１７時
　・研究授業　第５限

　　高校２年４組　数学
　　　　　　単元　数学ⅠＡ演習
テーマ
　　受験力を養う「演習授業」のあり方について
授業者　　安藤　友一　教諭
　本校のカリキュラムの中には、「演習」と名のつく授業
がたくさんある。もちろん、受験に向けて実践力を養う
ことを目標として設置されているが、その実施の仕方に
ついて、研究・協議されることは少ない。もっと本校生
徒の現状に即した、効率のよい授業展開があるのではな
いか。そこに注目をして研究テーマを『受験力を養う「演
習授業」のあり方について』とした。もちろん受験力とは、
一般受験で必要な力のことではあるが、今回はこの受験
力を「センター試験で高得点がとれる力」に限定し、セ
ンター試験で結果が残せるような演習授業を考えた。
　現在、高等学校のＢⅠ類の２年生は、１０月で数学ⅠＡ・
ⅡＢが終わり、ようやく受験への学習がスタートした。
１週間に７時間ある数学の授業はすべて受験レベルの問
題を扱っている。しかし、大半の生徒が、受験レベルに
追いついてない現状で苦しい思いをしている。原因を一
言でいうならば「経験値不足」である。その経験値をセ
ンター試験に絞り、マーク式回答に慣れさせるためのプ
リントを配布し、解かしている。徐々に慣れてきた生徒
が増加し、得点も取れるようになってきたが、効果は現
れないので現在いろいろと策を講じている。
　まずそもそも、数学においてセンター試験で高得点を
取るために必要な力を葉なんだろうかと考えてみた。そ
れは次の二つが考えられるであろう。
　第一に「時間を意識し、複雑な計算も解答にたどり着
ける計算力」である。これは正確に解けるだけではなく、
速く解けるような訓練が必要である。
　第二に「問題のパターンやツボを読み取り、どの公式
を使うのかを瞬時に判断する力」である。これは問題と
対面したときに、そのパターンを考え、あとは計算を効
率よく行う。瞬時に判断できれば時間の余裕にもつなが
る。そこで受験力の中の特に計算力と判断力に大きく意
識した授業作りを提案したのがこの授業であった。
　この授業のなかで、時間を意識して計算力を向上させ
るチェックシートを配布し、記入させながら展開した。

高校生の学力向上に関する研究

江本幸司・恵土孝一・松倉信幸・長谷川優・坂井健悟・加太良枝・安藤友一

（高校生学力向上研究グループ）
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これにより、生徒は自分の計算力を自覚することができ
たと思う。
　また演習の時間でよく問題になることは生徒の実力差
であるが、ここでは同じ問題のランクが異なる３種類の
プリントを用意し、生徒たちは自分のランクにあったプ
リントを自分の判断で選択することができた。
　その後行われた研究協議において、活発な意見交換が
行われた。ヒントの出し方や板書の工夫について、課題
の選定などについて多くの意見・感想が述べられた。ま
た本校で実際行われている他の教諭による演習授業につ
いても工夫方法や生徒の個人差への対応方法について話
題となり、これからの演習授業を組み立てていくかなで
大きな参考となった。
　このような形で念願であった総合科学研究所との共同
の研究会の“第一回”が終了した。

�・日時：２月２６日（火）
　　１４時２０分から１７時
　 ・研究授業　第５限
　   高校１年９組　英語
　　　　単元　「英語Ⅰ」
　Ｌｅｓｓｏｎ６ Ｗａｔｅｒ Ｓｈｏｒｔａｇｅｓ Ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ
テーマ　表現力（作文力）をつける授業を目指して
　　
授業者　　加太　良枝　教諭
　今年度の大学入試センター試験では、これまでと異な
り新しい出題傾向として、視覚的に描かれたもの（イラ
ストや４コマ漫画）の内容について説明した英文を読み
取る問題や、段落を内容のまとまりごとに分類する問題
が出題された。これら新傾向の問題に求められた英語の
力は、一文一文の意味がわかる「和訳力」ではなく、む
しろ「概要を把握する力」であった。つまり、センター
試験で求められる読解力では、長文を一つずつ丁寧に訳
していく「和訳力」よりむしろ、イラストや４コマ漫画
などといった視覚的なものを読み取り、さらにそれに付
随する説明を正しく読み取る「概要を把握する力」を求
めるようになってきているのではないかということがう
かがえる。
　しかし現状の英語Ⅰの授業では、一文一文を丁寧に読
み取る「和訳力」をつけることに多くの時間が費やされ、
教科書に添付されている図表を読み取り、それについて
の説明を考える「概要を把握する力」をつけることに時
間を費やすことは少ない。そこで、視覚的なイラストや
図、グラフなどを読み取り、それを説明する「概要を把
握する力」を養う練習を授業で取り入れていく必要があ
るように思う。

　「概要を把握する力」を育成していく過程で「情報読
み取り力」と「情報分析力」は欠かせない存在であると
いえる。次に、情報を読み取り、分析した後に必要と
なってくるのは、それらを表現する「表現力」である。
もちろんセンター試験のようなマークシート方式の試験
では英作文を求められることはないが、「概要を把握す
る力」を養う際に、分析した情報をまとめる力である
「表現力」をつけることは重要であるように思う。英作
文では、日本語から英語の文の骨格を正しく形成する力、
日本語と英語の構造の違いを踏まえて英語に転換する力、
表現に必要な語彙・文法を的確に判断して使える力、英
語の文章構造を踏まえて論理的表現が出来る力などが必
要であるが、「表現力」を養うためにはこういった能力
の向上が望まれる。
　今回は教科書で扱うテーマについて、図、グラフを利
用し、英語で説明することを通して「概要を把握する
力」を養う上で必要となってくる「表現力」をつける授
業を試みた。
　その後行われた研究協議において、活発な意見交換が
行われた。

②講演会
　・日時：１２月１５日（土）
　　午前９時３０分から１１時
演題テーマ
「成績向上校の実例研究」
講　師　　長井　清
　　（学校法人河合塾　中部地区営業部　名古屋）
講師略歴
　１９８３年学校法人河合塾に入塾し、在職２５年になる。
その間に岐阜校・千種校・浜松校においてチューターと
して塾生の進学指導にあたり、飛躍的に合格成績を向上
させた。また２００３度まで大垣校の校舎長として、現役
生徒の進路指導で活躍した。現在は進学講演の講師とし
て幅広く活躍している。

講演会を終わって
　今回われわれがテーマとしたのは、進学実績の向上に
つながる学力であり、前回の研究授業ではそれを「受験
力」と表現した。この受験力を学校として如何に向上さ
せていくかは、教員一人ひとりのみならず、学校として
の取り組みも不可欠である。そのためのヒントとして、
多くの学校を訪問し、その内実に詳しい講師の話しを聞
き、本校の進学実績の向上につながっていければと考え
た。その話の中で、いくつかの指摘を見出すことができ
る。
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・進学校としての意識付け
　３年生の教員しか進路指導ができない。１・２年生の
担任になると受験のことは関係なく考えてほっとしてし
まう。当然生徒の意識も低い。そのため、高校入学式ま
での課題として小論文を課す。たとえば「夢の大学」「彼
にしたいスポーツ選手」など書きたくなるテーマで出題
する。今の生徒は自分の考えを書きあらわすことを経験
していない。
　また失敗校では大学推薦入試の小論文指導を国語の線
のみに任せている。医療系や技術系など専門分野が多岐
にわたる中、学校全体の教員が取り組まなければ成功し
ない。
　進学説明会を１年次より開催し、生徒および保護者の
意識を改善する。教師が３年担任の後、１年・２年・３
年と持ち上がって担任した場合でも４年前とは大きく
違っている。ましてや保護者の入試感覚は３０前である。
推薦入試の状況や各大学の何度も激変している。当然教
師もよくこのことを勉強しなければならない。
・授業での実例
　予習を必ず家庭でさせる。授業で次の範囲を伝える。
予習さえさせられれば大きく変わる。授業が確認の場に
なる。
　小テストを有効に使う。小テストがカリキュラム化さ
れている。単元ごとの小テストをやる時期が年間を通し
て決められて、一年分の小テストが最初に準備されてい
る。授業は遅れることはできないし、基礎力を確実に定
着させる授業が求められる。
　高校１年の授業から大学入試の問題を取り入れる。解
ける入試問題を選んで、授業の最初に提示し、授業の後
にはできるようになっている。生徒の意識も変わる。
　補習については、希望制でやっている学校は伸びない。
３年間トータルの補習のカリキュラムの下で実施すべき
である。当然ながら「私は復習をする。」「私は入試問題
を解く」「私は地図問題をやる」といった担当に決まった
教員がその場で内容を考えるような補習は失敗する。
・その他の実例
　夏休み期間中を利用して、自習室の開放の仕方を工夫
している。自習室を用意する際に、受験科目ごとに教室
を用意し、担当の教科担当を配置する。また生徒は弁当
のみならず夕食用弁当まで持参させ、夜９時まで自習さ
せている例もある。当然教員の残業手当も支給されると
いう支援を受けてのことである。
　また今の生徒はお金に無頓着である。高校の授業料す
ら知らない。大学入試と学費などがどれくらいかかるの
わからせておく。
　今後さらに学校見学・研究授業を実施して生徒の学力

向上の方法を追究していきたい。
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公開授業　（安藤教諭） 第 1回研究会

講演会 講演会

公開授業　（加太教諭） 第２回研究会
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事　業　報　告

・平成１９年度開かれた地域貢献事業

・平成１８年度教育講演会
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１． はじめに
　サブタイトルを『咲き誇れ「こころ花（ばな）」、
届け「私ごころ」』とするイベント、『春待ち・小町
（はるまち・こまち）』は、２００８年２月６日から１１
日までの６日間、汐路学舎の中庭とその周囲の校
舎１階を利用して開催した。シンボルとして想定
した東館前の『小町ざくら』には、約４０００個の桜
の花型電球を取り付け、冬に満開となる桜をイル
ミネーションで実現した。
　このイベントは、１９年度『開かれた地域貢献事
業』に採択された『学生の感性とコミュニケーショ
ン力を育む『音と光のフェスティバル』プロジェク
ト』として開催したもので、実施にあたっては、短
期大学部生活学科の『『春待ち・小町』プロジェク
ト』が企画と運営にあたり、生活情報専攻の学生約
１００名と生活学科の教職員を中心として、全学の教
職員の協力をもとに実現したものである。なおこ
の企画には、本学の同窓会である『春光会』の他、
多くの地域の皆様の協力を得ている。

２． コンセプト
　この企画のテーマである『春待ち・小町（はるま
ち・こまち）』には、『寒い冬を越えれば必ず春が来
る』という、学生たち（小町）が自分の夢の実現に
向かって本学でがんばっているというイメージが
こめられている。桜の名所であるここ瑞穂区で、
春がまもなくやってくる２月に、一足先に桜を
テーマとしたイルミネーションを行ない、夢多き
小さな町（小町）を桜の花を咲かせて演出する、『小
町』には、そうした『夢多き学生たち』と『夢多き
小さな町』の２つの意味がこめられている。
　地域の皆様には、この『学生の手による小さな
町』で、ほんの少しでも暖かい気持ちになっていた
だければと考えた。会場となる中庭では、呼び物
としての『桜のイルミネーション』、『イルミネー
ション・コンテスト』の他、『学生作品の展示』、
『地域の皆様の作品展示』など、本学から地域へ、
そして地域から本学への文化的情報発信の相互交
流を展開し、本学学生相互の、または学生と地域の
人々との相互間の理解を深めることができること

を期待している。

３． 内容
　本学汐路学舎の中庭を中心に、『桜』をテーマと
したイルミネーションと音楽によるイベントを開
催した。主催者側が提供する『桜』をテーマとする
イルミネーションと、学内で募集したイルミネー
ション・コンテスト作品の展示をメインに、大学か
ら地域へと、地域から大学への相互情報発信の展
示コーナーや和楽器や踊りなどのパフォーマンス・
コーナー、『春待ち通り商店街』や模擬店など『冬
の花見』を楽しむコーナーも設け、地域の皆様とと
もに作り上げるミニ文化祭的なイベントも開催し
た。なお、内容に関する企画や運営の中心は、本学
短期大学部生活学科生活情報専攻の学生のみなさ
んで、手作りで進める暖かな企画である。おもな
内容は次の通り。
（１）エントランス・案内所・情報発信・展示コーナー
①エントランス周辺（本館北側入口）
�入場門：『春待ちゲート』
�入場門～本館：『春待ちロード』
②案内所（本館１階）
�案内所：『春待ちステーション』
③展示コーナー（本館１階A、Bホール）
�情報発信コーナー：『桜の森』
�『春待ち・小町』、�大学、�名古屋市、�瑞穂
区、�コミュニティセンター、�地域文化サークル、

『春待ち・小町』　咲き誇れ「こころ花」、届け「私ごころ」

川田博美・鷲野友美

開かれた地域貢献事業
「学生の感性とコミュニケーション力を育む『音と光のフェスティバル』プロジェクト」
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�名古屋市文化団体、�瑞穂区社会福祉協議会
�地域の皆様の作品展示コーナー：『桜の園』
�地域の皆様による琴の生演奏
（２）西回廊・中庭・銅像周辺イルミネーション
①西回廊（西館～中庭廊下）
�西回廊：『春待ち灯路』
②中庭
�中庭全域：『さくら広場』
�すでに電飾のある木：『未来への輝き』
�イルミネーション・コンテストをする芝生：『乙
女の夢広場』
（作品は、生活学科専攻科、生活創造デザイン専攻、

食生活専攻制作）
③池周辺（本館南）
�池：『春待つ希望の泉』
④銅像周辺（中央館前）
�銅像周辺の区画：『煌
（きらめ）きの春ひかり』
（同窓会『春光会』制作）

⑤桜の木周辺（東館入口前）
�桜の木：『小町さくら』
�願かけサクラ：『願かけサクラ』
（同窓会『春光会』制作）
（３）東館１階周辺イベント会場
①イベント会場（東館１階ロビー）
�イベント会場：『サクラ・ステージ』
�公開放送：『咲く・ラジオ』
②食堂
�食堂全体：『春待ち通り商店街』
�ゲームコーナーおよび駄菓子販売：『春待ち通り
商店街１丁目』
・ゲームコーナーおよび駄菓子販売：『ぜっぱち・
ワンダーランド・アネックス』
・駄菓子販売店：『駄菓子屋・ひろみ』
（協力団体『愛知工科大学 ZENFA』制作）
�桜湯コーナーおよ
びグッズ販売：『春待
ち通り商店街２丁目』
（同窓会『春光会』企画）
�模擬店コーナー：
『春待ち通り商店街
３丁目』
・うどん・きしめん・
トン汁販売店：『３丁目市場（いちば）・春待ち亭』
（協力団体『瑞穂３丁目市場』および生活創造デザ
イン専攻企画）

�学科展会場：『春待ち通り商店街４丁目』
（生活学科３専攻および保育学科企画）
　
４． まとめ
　季節はずれの桜の満開を、中日新聞（２月６日
付）と朝日新聞（２月１１日付）に取り上げていた
だき、学生たちの努力の成果を認めていただいた。
地域のみなさんと大学との相互情報発信を目指し
たこの事業は、『ミニ文化祭』という形で非常に多
くの地域の方々や学生のみなさん、教職員のみな
さんの『まごころ』を交流させることができたと感
じている。朝日新聞の記事にも触れられたが、こ
の企画の目的としては『人とのかかわりを学ぶ』事
が大きい。ふだんの授業ではなかなか触れること
のできない『実際に社会の人と接する機会』は、今
回のイベントを準備し開催していく上で、多く学
生に継続的に与えられたと思う。と同時に、地域
の皆様がいかに情報交流を求めているのかも知る
機会になったと思う。ただ今回の試みは、大学と
地域の相互交流のひとつの機会としては、まだ種
をまいたばかりである。それが芽を出し、葉をつ
け、花開くまでにはまだまだ時間がかかるであろ
うが、お互いの立場や考え、希望や期待などを今後
も相互に交流させながら、『理解』と『連携』へと
大切に育てていきたいものである。

謝辞
　このイベントを実現するためには、大変多くの
方々のご理解とご協力を必要とした。末筆ながら
ご紹介し、感謝の意を表明したい（敬称略）。
　短期大学部生活学科生活情報専攻学生、短期大
学部生活学科２専攻と専攻科の学生、短期大学部
生活学科および保育学科の教職員、法人本部職員、
大学事務局職員、家政学部生活福祉学科教員、春光
会、愛知工科大学ZENFA、中部電子技術者協会、名
古屋市役所、瑞穂区役所、汐路コミュニティセン
ター、瑞穂区社会福祉協議会、名古屋市文化振興事
業団、瑞穂３丁目市場、地域の文化人の皆様、総合
科学研究所、中日新聞社、朝日新聞社他
　なお、この企画の共同発案者、鷲野友美技術職員
はじめ、生活学科の技術職員のみなさんには、特に
お礼申し上げる。　　　　　　（文責：川田博美）
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　講　師：永田繁雄氏
　　　　（文部科学省初等中等教育局教科調査官

国立教育政策研究所教育課程研究センター研
究開発部教育課程調査官）

　演　題：豊かさと活力を育てる心の教育
　　　　　－これからの学校教育の動きも含めて－
　日　時：平成１９年２月２６日（月）１５：００～１６：３０
　場　所：名古屋女子大学中学校高等学校
参加者：６２名（中学校・高等学校教員４９名、大学・

短期大学部教職員１３名）

■道徳教育は「スローフード」
　皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました永田と申
します。あこがれの鈴木文悟校長先生の学校へ参ること
ができて、こんなに幸せなことはありません。それは、
先ほどの紹介の中にありましたように、以前、同じ職場
におりまして、私の方が「ああ、こんな先生になりたい」
と思い、鈴木先生の後ろを追いかけていたからです。
　しかも、この愛知県は今、日本で一番元気なところで
す。名古屋に参ると東京よりも花粉症のマスクをしてい
る人が急に減ったように感じるのは気のせいでしょうか。
　そしてもう一つ、ここに参る途中に電車などで懐かし
い言葉をたくさん聞きました。特にお年寄りの言葉は自
分の母親と同じでした。私は静岡生まれで、隣の静岡県
の農村地帯に高校時代まで住んでいて、母は静岡弁だか
らでしょうか。個人的なことですが、ずっと中日新聞を
読んでいましたし、名古屋は私の生活圏の一部だったな
と思っています。
　ところで、私は農家生まれですので、田んぼの景色を
よく見るのですが、この冬は特に暖冬であるため、郊外
の田んぼを見てみますと、「ひつじ田」になっていること
がよくあります。秋に稲を刈り取ったあと、その切り株
からすっと芽が伸びて、田植えをしたわけでもないのに
田植えをしたように青々としていることを言います。ど
うして切り株からまた芽が伸びてくるのでしょうか。そ
れは、見えない地下に「命の力」があるからです。そこ
に生命力がしっかりと宿っているのです。

　私たちは、見える学力、つまり、花の数や実の粒の大
きさ、粒の量、あるいは茎の太さ、葉っぱの色を見がち
です。しかし本当の心の活力とも言うべき力は、間違い
なく、その根っこの深さや根のはり具合の生命力の中に
あります。その心の力を深くしていくのが、心の教育で
あり道徳教育です。
　しかし、深さをすぐに評価することはできません。だ
から、心を育てる道徳教育は「スローフード」なのです。
１年間手塩にかけて育てるような「スローフード」です。
それは、「ゆっくり」というイメージが強いかもしれませ
んが、そうではなく、「じっくり」と取り組むものなので
す。中身が伴っていて、じっくりと練習する。何時間も、
何回も繰り返す、それが熟成です。そのような見えない
根の深さを育てること、それが今日のテーマ「豊かさと
活力を育てる心の教育」につながります。
　この後、５ページほどのレジュメと別添の参考資料を
覗きながらお聞きください。

■５０年前と今の時代を比べて
　まず、この画面をご覧ください。遠くの方には夕日に
映えてタワーが途中まで建っています。テレビ塔ではあ
りません。東京タワーです。東京に路面電車も走ってい
ます。この映画をご覧になったことがある方はどのぐら
いいらっしゃいますか。
　何人かいらっしゃいますね。そうです。『ＡＬＷＡＹＳ・
三丁目の夕日』という映画です。昨年度は、この映画が
感動を呼び、「日本アカデミー賞」をとりました。必ずし
も目立って多くの人が見たというわけではないのになぜ
でしょう。
　さて、この背景は昭和何年でしょうか。おわかりにな
る方はいますか…。長嶋選手が背番号３をつけて入団し
た年。東京タワーの高さは３３３メートル。だからという
わけでもないのですが、昭和３３年です。今からほぼ５０
年前です。この映画には、家族愛と地域愛が描かれてい
ます。人々がぶつかり合いながらも成長していく。この
映画が感動をよび、「日本アカデミー賞」をとったことの
ヒントが、このパンフレットの裏表紙の言葉にあります。
　「携帯もパソコンもテレビもなかったのに、どうして

平成１８年度　教育講演会

豊かさと活力を育てる心の教育

－これからの学校教育の動きも含めて－
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あんなに楽しかったのだろう」。
　５０年前、携帯やパソコンはもちろん、テレビもなく、
ただ１つあったのがラジオでした。実際に、この映画の
なかでも、やっとテレビがやってきて、堀北真希という
女優が一生懸命に修理しようとして、逆に壊してしまう
場面があります。

■規範意識が低下し、モラルが崩れる
　レジュメに「自己中心グッズ」とあります。当時は、
その「自己中心グッズ」がほとんどなかったのです。個
にこもるためのグッズです。話をするのが嫌だから親指
で会話するわけです。統計によりますと、中学生で１日
平均３時間以上そのようなグッズに触れています。中学
生の自由時間が学校以外で８時間もないはずなのに、そ
の半分が個のなかに入っているのです。そうすればする
ほど「プライベート空間」が増大し、公共の場、つまり
電車の中や地下鉄の中という公共の場も私的汚染が進む
わけです。車中で目の置き場のないほどにお化粧をする
人、シルバーシートに座りながら携帯メールを打ってい
る人には退場していただきたいですね。
　図１をご覧ください。
　今、求められる規範意識には大きく２つに分けてルー
ルとマナーがあります。電車の中で言うならば、シル
バーシートの場所に「お年寄りや体の不自由な人に席を
譲りましょう」とあるのはいわばルールです。マナーは、
シルバーシート以外のところでも当たり前のように席を
譲る、携帯メールなども控えめにするということです。

　そして、ルールとマナーの外側にもう１つ、モラルが
付け加えられます。それは、車中では込んでいても空い
ていても物などは食べない。誰も見ていないとしても、
恥ずかしくて自分ではできないという思いです。それは
規律ではなく、いわば自律、自分を律することですね。
本当のモラルは自律であり、自分の生き方の問題です。
世間が見ていなくても「お天道さまが見ている」わけです。
隣に彼氏が座っていようものならば絶対にお化粧をしな

いのに、電車の中で衆目があっても化粧をしてしまう感
覚は私にはわかりません。
　このような新書が出ているのをご存じでしょうか。
『他人を見下す若者たち』（著：速水敏彦）です。また、
こんな本もあります。『オレ様化する子どもたち』（著：
諏訪哲二）。これは主として小・中学生の実態を描いてい
ます。この２つの本の背景はつながっています。若い世
代から子どもの世代へとずっと後送りされている問題は、
この「自己中心グッズ」など、個に入るものの多いこと
が引き金になっています。『ＡＬＷＡＹＳ・三丁目の夕日』
の時代にはなかった問題だと言えそうです。

■子どもの自尊感情が二極化している
　もう１つ、「自尊感情の二極化」の問題があります。ま
ず、自分の居場所が不安定だと感じている子どもがいま
す。自分が友だちのなかに受け入れられているかどうか
わからない。いわば自尊感情が低く、それをもちにくい
子どもです。
　しかし一方で、その自尊感情が高すぎる子どもの問題
もあります。そのため「自尊感情の二極化」が起こります。
最近、いわゆる「誇大自己」、または「自己誇大傾向」の
子どもが増えていると言われます。『誇大自己症候群』と
いうタイトルの本を京都医療少年院の岡田尊司先生が書
かれています。自己が肥大化してしまうのはなぜか。そ
れは、ハイテク環境の中で思い通りになる空間が広がっ
ているからだと言います。
　それを表すと、次の図のようになりそうです。

　例えば、小学校時代にテレビゲームなどを１日１時間
くらいやって育ってきている子どもを追跡すると、そう
なる傾向が強い。なぜならば、テレビゲームのような世
界ではおおかた関門をクリアできるからです。世の中で
は、いくら一生懸命にやっても、９割はうまくいかない
のです。しかし、ゲームの世界では詰まるところ９割が
うまくいくのです。だから、幼い頃から過度な万能感が
育ってしまって誇大自己になっていくわけです。
　『下流社会・新たな階層集団の出現』という本を書いた
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三浦展（あつし）先生は、そのような環境を「ファスト
風土」と表します。最初に「スローフード」と申しまし
たが、「フード」ではなく「風土」という文字を使います。
思わず頷いてしまいますね。思い通りにならないと嫌だ
という風土が、まさに「まず自分」という感覚を助長し
ているのです。
　今、問題となっているいじめの構造は、自尊感情が強
すぎる子どもから不十分な子どもに向かって起こりがち
です。例えば、中学生、高校生のいじめの起因を追跡し
たところ、半分以上が携帯電話やパソコンなどと絡んで
いるというデータさえあります。例えば、突然ある子ど
もにメールが届かなくなる。逆に、ある子どもに一気に
何らかのメールが届く。しかも、そのコミュニケーショ
ンが地下にもぐってしまっているわけです。今までは家
庭で受話器を持って話していて、「じゃあ、切るよ」とま
で聞こえていたのが、全部メールでやりとりしているか
ら、わからなくなってしまったのですね。今の中・高校
生は、最初からそういう時代を生きているわけです。情
報通信グッズに免疫がないまま、このようなコミュニ
ケーションの方が心地がよいと思ってしまうところにも
怖さがあります。ちなみに、人間関係にもまれてきた私
たち大人は、免疫があるから大丈夫なのです。
　道徳教育、心の教育は、「子どものせいにしない教育」
「共に変わる教育」なのです。子どもたちが、心の問題、
心の不安定さを生み出していたら、それは大人の問題だ
と考えなければいけません。ほとんどの問題が大人が
作った環境のなかで生まれてきているからです。大人が
子どもと共に変わろうとすることが大切です。
　この「規範意識」と「自尊感情」の２つの言葉は、今
回の学習指導要領の改訂の重要なキーワードになってい
ます。

■心の問題に伴う子どもたちの学力不安、体力の低下
　自尊感情の二極化とともに、子どもの学力も二極化し
てきているといわれます。
　１年程前に、文部科学省が新しい学習指導要領の方向
性を「審議経過報告」というかたちで出しました。その
なかに、「学力の状況と心と体の実態」が示されています。
そこにも、学力の状況について、日本全体に分散化の傾
向が強まっていることが指摘されています。　国立教育
政策研究所で調査したものを処理してみても、特に中学
校の数学などはその傾向が強くなっています。例えば、
分布曲線は少し歪んでも、このような正規分布になるわ
けです。しかし今、真ん中の子どもが崩れて、低い方に
落ちています。これは皆さんもご存じだと思いますが、
ＰＩＳＡ調査で出てきた傾向と同じです。５の子どもは変

わらない。３の子どもが２、２の子どもが１になって分
極化の傾向が強まっているのです。
　ＯＥＣＤ・ＰＩＳＡ（学習到達度調査）調査は、高校
１年生の６月に実施していますが、２０００年度から実施し
ている調査内容に「落書き」に関する問題があります。そ
れには、２つの文が書かれていて、上の文はヘルガさん
の「落書きは芸術を台無しにする」という意見です。下
の文のソフィアさんは、「落書きだって、その人の生き方、
人生さまざま」ということでやや一貫せずに書いている
わけです。この２つの意見文を比べさせる問題が置かれ
ます。例えば、問２は「ソフィアさんが広告を引き合い
に出している理由を述べなさい」、問３は「自分なりの言
葉を使ってあなたの答えを説明しなさい」、問４は「あな
たの意見ではどちらがよいと思いますか。片方、あるい
は両方の手紙の書き方にふれながら、あなたの答えを述
べなさい」とあります。
　ＰＩＳＡ型読解力はそこまで求めているのです。あな
たが何と考えるか。相手の立場になって自分の考えを表
明しなさいというわけです。これは３年ごとに実施して
いますが、２００３年度の調査では急激に白紙答案が増えま
した。４割ぐらいの生徒が白紙のままとする問題もある
など、世界で一番書き込んでいないといってよいのです。
面倒なことは避けるというハイテク環境だからこうなっ
てしまうのでしょうか。その結果、読解力が世界のトッ
プクラスから一気に平均値程度まで落ちました。「読解
力向上プログラムの全体像」にありますように、「学校で
の取組」として、特に「自分の意見を述べたり書いたり
する機会の充実」を挙げています。自分の意見を筋道立
てて発信する力が読解力の要であるということです。受
信することだけではないわけです。
　実はある学校が体験的な活動を様々に進めていますが、
その学校では、この落書きの問題をしてもらったところ
実によく書き込んでいたと言います。つまり、実感的な
体験や真剣に考える機会などがあれば書くことができ、
書きたくなるのです。体を動かしたり、活動したりしな
がら心を動かすことも大切です。
　この学力不安がそのまま体力の二極化にもつながって
いるといえます。実際には、部活動をやっている子ども
と運動に疎遠な子どもとの二分極化もありますが。
　データによれば、２０年前の昭和６３年ぐらいの小学校
高学年の男子の体力と、今の高学年の女子の体力がほぼ
同じになってきています。２０年間で、今の女子が２０年
前の男子を抜こうとしているわけです。それほどに落ち
てきています。体力全体の傾向も、例えば、昭和３０年あ
たりからずっと伸びてきて、昭和４０年代も伸びていった
のですが、昭和５０年代は横ばい、そして、平成になった
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ら平成１０年ぐらいまでガクンと落ちていく。「バブルの
崩壊」といわれる時期です。だいたい経済の状況と似た
傾向を歩んでいます。
　この体力は、個に入るものが急に増えてきた時期から
低下し始めています。やはり、体力が低下する環境さえ
も大人がつくってしまっていると言えそうです。
　
■生徒の心に揺さぶりをかけて、心の豊かさと活力を
育てる
　では、どうしたらいいのでしょうか。
　何よりもまず、子どもの見えない心の力をどのように
育てていくか、という視点を全教科等で考えることです。
全教科等で子どもの心に揺さぶりをかけて豊かな心、心
の活力を引き出すようにしていくのです。道徳の時間は、
心に直接揺さぶりをかける時間ですが、それだけではな
く、全教科で進めていくのです。例えば、理科ならば理
科の切り口から心を育てます。生命に対する意識や見方
などです。音楽では音楽的な情操の面から心を深めてい
くことができます。そのように、各教科で心を育ててい
るという視点に立てば、学校全体で一体的な研究が進め
られます。しかも、研究テーマが教育内容以上に子ども
の成長の問題に視点が当たりますから、実態に即した実
際的な研究を展開することができます。
　私たちが育てたい心のイメージはどのようなものかと
いうと、図３「一人ひとりのなかに育てたい心の豊かさ
と活力」のようになります。これは１つのイメージです
ので参考にしてください。

　今、子どもたちのストレスが増えているから、図のよ
うな心が育たないという言い方がよくされますが、これ
はある意味では間違っています。ストレスが増えている
から心が育たないのではなくて、ストレスを受け止める
力そのものが弱くなっているからです。心がコップであ
るとしたら、その心のコップが小さくなっているのです。
だから、ストレスが少し入っただけでも揺れてしまいま
す。これは胸が「ムカツク」状態ですね。ストレスがコッ

プからあふれ出すとき、頭までのぼって「キレる」こと
になります。
　だから、『声に出して読みたい日本語』を書かれた齋藤
孝先生は、ストレスを受け止められるように胸から下へ
降ろして腹と腰を据えなさいと言います。腹を落ち着け
て腰に力を入れる。そのような身体力をつけることで心
が育つと考えておられます。それは心のコップを大きく
することです。そのための方法はいくつもあります。
　例えば、１つは様々な体験をさせて、そこで効果的に
ストレスを味わえるようにすることです。もう１つは心
を動かすこと。心を動かすことで、大きくなるし、目覚
めていくわけです。そうすることで、図のような心の豊
かさと活力が育っていきます。
　先ほど「自尊感情の肥大化」について申し上げましたが、
何でも肥大化すると重くなって動きにくくなります。図
の縦・横の座標軸の真ん中に大きな丸がありますが、そ
れが肥大化すれば、上向きの力も横向きの力も働きにく
くなります。

■高まろうとする「志」＝チャレンジ精神を育てる
　心の力にはまず、上向きの力と横向きの力があるとい
えます。ここでの心を上向きにもっていく力は、漢字で
は「志（こころざし）」です。今の自分にとどまらず、もっ
とよくなりたいという思いです。今の自分に不十分さを
感じなかったら「志」もあり得ません。居場所が不安定
な子どもには、「今のままでいいんだよ」と教育相談の立
場で接していくのが大切なのはいうまでもありません。
しかし、今の自分に安住しようとする子どもには、自分
の不十分さを感じることも含めて、「もっとがんばれる」
「もっとやりたい」「もっとできそう」…と、上向きの力、
「自己発揮（チャレンジ）」の力が生み出されるように働
きかけるのです。これが縦軸です。
　だから、「志」という字は、ただの「心」ではなくて、
上に「士」がついているわけです。これは武士の「士」
ですが、言葉の解釈で言うならば、人間が歩いていると
ころを表しています。プラス志向で前向きに歩くという
ことです。字の形から、「プラス１」の心だと言う人もい
そうです。それを聞いた子どもが、「プラス・マイナス」
の心、つまりゼロの心と言うかもしれませんが。
　
■かかわろうとする「恥＝聴」＝コミュニケーション
の力を育てる
　横軸は、「人間関係（コミュニケーション）」です。自
尊感情が肥大化すると、この横軸も動かなくなります。
人と進んでかかわろうとしなくなります。自分の場所だ
けで、例えばメールで済ませるようになります。今の若

図３：一人ひとりのなかに育てたい心の豊かさと活力（１つのイメージとして）
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者はメールが来ないと約束をしたことにならない。会話
での約束は不安定だという感覚をもっています。『ケー
タイを持ったサル－「人間らしさ」の崩壊』という本を
書かれた正高信男先生は、そのことを主張されています。
携帯電話を持つとコミュニケーションが退化する。携帯
電話を持つと人を疑うようになるというのです。５年程
前の調査ですが、女子高校生の携帯電話を持っているグ
ループと持っていないグループに５０人ぐらいずつに分
かれて、その２人でペアを組んでゲームをします。そう
すると、携帯電話を持っているグループは、相手を疑う
傾向が強いのです。マネーカードのようなものを譲った
ら２倍返してもらえるか返してもらえないかは相手にか
かっているというゲームをやると、持っていないグルー
プは相手を信用して８割が譲りますが、持っているグ
ループは８割が譲ろうとしないのです。人を疑いやすく
なっているのです。
　つまり、相手の心を耳で感じられなくなるわけです。
相手の「心」に「耳」という字を書くと「恥」です。わ
が国が昔から大事にしている言葉です。この「恥」とい
う言葉は、本来マイナスの意味ではなく、相手の心を感
じようとする思いだと言えます。

■「志」と「恥」の力を重ねて共によりよく生きよう
とする力を育てる
　人の心を感じられる。これが横向きのコミュニケー
ションです。道徳の「徳」という字は「彳（ぎょうにん
べん）」を耳にすれば、「listen：聴く」になります。そし
て、「十」と「四」の「四」の方は「目」を表しますから、
垂直の「直」なのです。相手の目をまっすぐに見て聴く。
それが「聴く」ことです。これがコミュニケーションで
すね。また、「彳（ぎょうにんべん）」は歩くことを意味
して「士」と同じですから、自分の志をもって前向きに
歩くと同時に人に豊かにかかわる。それが「徳」なのです。
これがいわば、縦軸と横軸の重なった斜め軸の方向です。
　学習指導要領で道徳の内容は４つの視点に分かれてい
ることをご存じかと思います。その中でⅠの視点（自分
自身のこと）は自己発揮をする縦軸、Ⅱの視点（他者と
のかかわり）は、思いやる心、つまり対人関係の横軸です。
そして、Ⅲの視点（自然などとのかかわり・生命尊重）
は中心となり、Ⅳの視点（集団や社会とのかかわり）が、
それらが合わさった斜めの方向だと、おおよそ描くこと
ができます。

■社会が求めるコミュニケーション能力とチャレンジ
精神
　ここに日本経団連の「２００６年度・新卒者採用に関する

アンケート調査結果」があります。前会長が愛知県のト
ヨタ自動車の会長さんですね。毎年、全国の企業が何を
重視して新卒者の採用をするのか、ということについて
複数回答で調べています。この２月２日に発表されたば
かりですが、４年連続で第１位が「コミュニケーション
能力」で８１．７％となっています。第２位が「チャレンジ
精神」５３．７％です。このうち「コミュニケーション能力」
は昨年度よりもぐんと伸びて、年々伸び続けています。
それだけ、この２つの心の力、特にコミュニケーション
能力が若い世代で弱くなってきているからだと言えます。
　例えば、今の若い世代や子どもは相手の目を見ること
が苦手です。相手とうなずき合い、相手の声を感じて、
一緒に仕事をしようというのが本当のコミュニケーショ
ンであるのに、それが弱いのです。英語力など語学力は、
それを支える基礎学力だと言えますが、それはグラフで
は右の方で、学業成績、専門性などと同様に、新卒者採
用のポイントとしては、順位は大変低いのです。知識な
どの学力は社会に入っても磨けるけれど、人間性はもっ
ているものが大きいと考えているからだと思われます。

■「おたがいさま」の心で支え合うことを大切にしな
がら
　そのように、いわば心の伴った学力が求められている
のです。「確かな学力」に心が伴えば、「豊かな学力」に
なっていきます。学び合い、かかわり合い、心の通じ合
いのような「合い」のある学力が「豊かな学力」だと言
えます。
　これは言い換えるならば、参考資料の最後にあります
ように、「お○○○さま」です。この「○○○」には様々
な言葉が入りますが、「おたがいさま」を入れてみたいと
思います。少し前のことになりますが、名古屋駅に来る
新幹線（のぞみ）の車中でコーヒーを飲んでいたところ、
紙コップをひっくり返してしまいました。隣の人は結婚
式に行くようなベージュのスーツでしたが、そのズボン
の上にひっくり返してしまいました。私は名古屋で途中
下車して、一生懸命に拭くなどして「クリーニング代で
す」と言いながらお金を出そうとしたら、その５０歳くら
いの男性の方が、「いいんですよ。おたがいさまですか
ら」と言われました。知らない人の「おたがいさま」と
いう言葉に、私は少し心が和みました。みんなが少しず
つ迷惑を掛け合いながら生きているのが、「おたがいさ
ま」なのだなと。
　ところが、今の子どもたちの世界では「おたがいさま」
は「お返し」ではなく「仕返し」になりますね。このよ
うな「おたがいさま」は、本来、小さなボランティアな
のです。相手のために自分が我慢する。阪神淡路大震災
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でボランティアを受けた人たちが、新潟中越地震のとき
にたくさん行きました。そのことがテレビでも放送され、
「おたがいさまですから」という声が聞かれました。
　私たちは、「おたがいさま」「おかげさま」「おせわさま」
「おつかれさま」と、相手を大事にする言葉を死語にし
がちです。大人が使わなくなったら、それを子どもが使
うはずがありません。しかし、本校の道徳のカリキュラ
ムを見ると、その古きよき価値観をしっかり守ろうとい
うプランになっています。その価値観を一層深くしてい
きたいものです。

■家庭や地域社会と学校がパートナーとなって
　ここで大切なことは、道徳教育は「子ども」を中心と
して、「教師・学校」「家庭・地域」。が支え合うトライア
ングルのなかに位置する教育だということです。家庭の
協力や地域の理解の中で、共通理解して進めないと本当
の効果は生まれません。家庭や地域は、受け皿ではなく、
パートナーだと考えるべきです。
　広島県で５年ほど前に道徳教育の指定校（中学校）が
８校立ち上がりました。教育で様々に難しい問題があっ
たのですが、教育改革の原点は道徳教育の充実だという
方針をもって、研究に取り組んだところ、どのような変
化が見られたと思いますか。
　子どもの問題行動や不登校などが３分の１以下になっ
てきたのは予想できることです。それとともに多くの人
を驚かせたのは、学力の点数が県全体では５教科で１２点
の上昇だったのですが、指定校は平均して２５点上昇し、
他校の２倍以上あがったことです。心の教育や道徳教育
を学校全体で一生懸命に取り組むと、なぜこのように学
力があがるのでしょうか。子どもたちの心の根っこが深
く耕されたという面ももちろんあるでしょう。しかし、
私がＰＴＡ会長、教頭先生などにうかがってみたところ、
一番変わったのは教師たち自身だと話されていました。
ＰＴＡ会長の方も、「教師が変わり、子どもたちが一層変
わり、最後に変わったのが私たち保護者です」と話され
ているのが印象的でした。
　このように、道徳教育は家庭や地域と学校が連携して
「子どもを信じる教育」であり、「共に変わる教育」です。
子どもがよりよくなりたいと思っているところに揺さぶ
りをかけるのです。
　そしてまた、道徳教育は「先手を打ち待つ教育」です。
子どもが何か問題行動などを起こしたら対応するという
ことが第１ではなく、そのような問題を起こさないよう
にするために、人間関係や環境、風土をつくっていく、
いわば先取りをしていく教育です。
　

■心の教育、道徳教育と道徳の時間の関係を押さえる
　では、中学校に置かれている道徳の時間と心の教育・
道徳教育とはどのようなつながりがあるのでしょうか。
高等学校段階には道徳の時間はありませんが、道徳教育
は、やはり進めています。
　まず、最も広い枠として「心の教育」があります。心
を育てる教育全体を含み、例えば、情操教育、あるいは
家庭のしつけ的な教育や教育相談なども含みます。
　その中に、心の教育の基盤として一人ひとりに道徳性
を育てるための道徳教育があります。道徳教育は、心を
広く育てるだけでなく、子どもに「共によりよくなりた
い」という前向きな思いを生み出す教育です。心の教育
は、まず子ども一人ひとりが安心でき、居場所が得られ
るようにする教育だと言えます。その中で、前向きで広
がろうとする心の力、いわば、チャレンジ精神やコミュ
ニケーションの力を育てていくのが道徳教育です。
　さらに、その中に道徳の時間が核として位置付くとい
う三重構造の形になります。道徳の時間は、子どもたち
の心に直接働き掛け、揺さぶりをかけ、かゆいところに
手を伸ばすような教育だと言えます。
　だから、道徳の時間だけで道徳教育の全体をしている
のでは全くありません。この学校のカリキュラムの計画
でもよくわかりますように、学校教育の様々な場面、例
えば体験活動で心を育てます。各教科等で多様な道徳性
を育てます。さらには、家庭・地域も含めて子どもの心
を育てていきます。大きく言うと、ここで示したように、
広い心の教育の基盤に道徳教育があり、さらにそのかな
めとして道徳の時間が位置付くというイメージをもって
いただければと思います。
　その意味からも、道徳の時間でやることは欲張っては
いけません。全部やろうとするのではなく、道徳の時間
だからできることを行うように努めることが大切です。

■これからの教育課程の改善への考え方を押さえる
　さて、今、中央教育審議会で教育課程の改善のための
話し合いが続けられています。どんなことが大切にされ
て学習指導要領の改訂に向けての審議が進んでいるのか
について若干触れたいと思います。なお、この段階では
未確定のことも多く、理念的なことや基盤的なことにつ
いての話が中心となることをご容赦ください。
　まず、イメージ図のようなものが作られました。それ
には、真ん中に「確かな学力」が位置しており、下に
「健やかな体」があります。そしてその２つを覆うよう
にして、「豊かな心」が取り囲んでいます。その「豊かな
心」は、先ほどの話にもつながるように、家庭や地域で
の教育にも広がります。つまり、以前から大切にされて
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きた「生きる力」の３つの要素のそれぞれの関係が、広
い「豊かな心」が包み込む形でイメージされています。
　このイメージは、道徳教育を説明するために描いたわ
けではなく、学校教育全体の「生きる力」のイメージで
あり、今回の教育課程の改善の基盤となる考え方だと言
えます。
　その中の「確かな学力」のところが２つに分かれ、左
側が「知識・技能等」、右側が「思考力・判断力・表現
力」に分かれています。いわゆる「習得」型の学力と、
「探求」型の学力、そして、それをつなぐ「活用」型の
学力が全体としてイメージされていると言えます。これ
を稲の育ちで言うならば、知識・技能は実りです。思考
力・判断力・表現力は葉っぱや茎でしょうか。そして、
その外側の豊かな心の部分が根っこに当たると言えそう
です。
　そして、それらの学力全体が、「生きる力」の「主要例
（案）」とありますが、「主体性・自律性」「自己と他者と
の関係」「個人と社会との関係」の３つの「キー・コンピ
テンシー」につながっています。実社会や実生活で生き
て働く力としての「人間力」とも言えるものです。いわば、
「実力」的なものです。
　参考までに、これは先に述べた道徳の視点の「主とし
て自分自身」「他者とのかかわり」「集団や社会とのかか
わり」の内容と重ねて考えることができることが分かり
ます。
　これが教育課程全体を描くイメージです。この関係か
らも分かりますように、道徳教育は常に教育課程全体の
構造のイメージの中に織り込んでご理解いただけたらと
思います。
　
■学習指導要領の改訂に向けた道徳教育の課題を押さ
える
　その中で、学習指導要領の改訂を進めるに当たって、
道徳教育はどのような充実の方向が考えられているのか
について、いくつかお話しします。それは、中教審教育
課程部会の「豊かな心をはぐくむ教育の在り方に関する
専門部会」が示す「道徳教育改善の方向（案）・道徳教育
の現状と課題、改善の方向」に具体的に整理されていま
す。皆さんは、それぞれの教科を担任されている人が多
いと思いますので、各教科等の専門部会が出されたもの
ご覧になっているのではないでしょうか。
　道徳教育の改善にかかわって、次のようないくつかの
課題が示されています。
　１つ目は、生命尊重の心、自尊感情等、子どもの心の
活力が弱まっていることです。まさに、先に述べた心の
活力が低減していることへの問題意識だと言えます。

　２つ目は、道徳の時間の指導が形式化して、その実効
が上がっていないのではないかという問題意識です。児
童生徒の受け止めがよくないことも課題となっています。
例えば、中学生に「あなたは道徳の時間が好きですか」
と問うと、「まあ好き」と答える割合が各教科等の中で道
徳の時間がほとんど最低ラインなのです。保健体育のよ
うな体を動かす教科は生徒の受け止めがよいのです。数
学は、小学校から中学１年になるとき、一度ガクンと落
ちて、その後に持ち直します。道徳の時間は、教科とは
違って成績をつけません。通知票に書かないのにあまり
好きになれないのは、なぜなのか。率直に申し上げるな
らば、教えるのが難しい、どう教えてよいか分からない
という問題があるのかもしれません。道徳の時間は教師
の受け止めのマイナスイメージがどうしても強かった領
域だったと言えます。
　さらに、３つ目の課題として、学校段階や学年段階な
どを踏まえた道徳教育の重点化が見えにくいことや、道
徳の内容項目の系統性が分からないことなどが挙げられ
ています。
　この他に、高等学校での道徳教育、家庭や地域との連
携の問題も示されています。
　先ほどの映画の話で、東京タワーが建設された頃のこ
とを話しました。昭和３３年末に完成したのですが、秋の
夕日に照り映えてこのように伸びていた昭和３３年９月、
３学期制の際の２学期の最初に道徳の時間が特設されて
実施されることになりました。「教育課程の基準として
の性格の明確化」と資料が示しているように、このとき
から学習指導要領が法的に拘束力を持ちました。最初の
頃は、道徳の時間についての教師の抵抗も強く、昭和３０
年代は順調とは言えませんでした。生徒指導を授業で行
うのとほとんど同じような事例も多く見られました。そ
れは昭和４０年代になっても続き、５０年代になっても、
様々な課題がありました。今は以前よりも比較的計画的
な実施がされるようになってきていますが、過去の問題
をずっと引きずって、まだ子どもがその気になれる十分
なものにはなっていない面が多いのではないでしょうか。
　今回は、昭和３３年の学習指導要領の告示後、５回目の
改訂になります。小・中・高の学習指導要領全体の審議
の中で、道徳教育はどのような点が変わっていくので
しょうか。

■学習指導要領における道徳教育の改訂の方向性を押
さえる
①　高等学校段階における道徳教育の充実
　まず今回、改善の方向性の１つとして挙げられている
のが高等学校における道徳教育の改善です。このことが
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今回強調されています。
　ある高等学校の先生が５０人ぐらい集まった研修の場
で、こんな質問がされました。
　「あなたの学校の道徳教育は、どのように進めていま
すか？」
　すると、「えっ、道徳教育があるのですか」「高校には
道徳教育はありません」と受け止めた方が優に半分を超
えていたそうです。高等学校ももちろん子どもの心や生
き方を育てる道徳教育は進めるのですが、あまり意識さ
れないままなのでしょうか。特に特設の道徳の時間があ
りませんので道徳教育がないと受け止められがちなよう
です。
　しかし高等学校でも、例えば公民科における「倫理」、
特別活動における「ホームルーム活動」や「生徒会活動」
「学校行事」など、そして総合学科の「産業社会と人間」
など、指導内容が直接道徳教育にかかわるものはいくつ
もあります。総合的な学習の時間はテーマを組めば、
「どう生きるか」という問題になります。他の各教科で
も、また様々な体験活動でも心を育てる教育はしていま
す。そのように、学校全体でどのように心を育てていく
のか、という見通しをもつことが大変重要です。
　したがって、今回の改正では、高等学校でも「道徳教
育の全体計画」の作成を必須事項として義務付けること
が出てくるでしょう。今までの学習指導要領にも全体計
画のことが書かれているのですが、ほとんど作られてい
ないのが実態でしょう。心を育てる学校のカリキュラム、
または、学校の戦略プランが必要だということです。
②　道徳の時間の指導の在り方の改善
　次に、道徳の時間の指導の在り方の改善についてです。
　先ほど示した課題のように、道徳の時間の形式化の問
題などが指摘されています。そこで、特に小学校段階と
中学校段階の指導の在り方について明確に違いを出す方
向でその指導の特色化を図っていくことが示されていま
す。もちろん、道徳の時間としての基盤は同じですが、
発達段階によって大きく異なっていくべき点もあるので
す。
　特に、人間としての生き方の指導の徹底を図る観点か
ら、先人の生き方や人生訓に学んだり、テーマ討論的な
学習などを進めたりする工夫が考えられます。また、中
学校段階のよさとして、教科担任などの連携を生かして
協力的指導体制を工夫することも考えられます。例えば、
１学年５クラスあるとしたとき、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５
人の先生が５週間かけて同じ題材で各学級をひとまわり
回ってくるのです。教師自身の指導を一層工夫したり深
めたりすることに役立ちますし、何よりも教師間によい
意味での緊張関係ができて、共に学び合う環境にもなり

ます。子どもたちにとっても、いろいろな教師の生き方
に触れることができます。多様な可能性が考えられて、
また小学校段階とは違う魅力を生み出すことができると
期待できます。
③　重点や体系を明確にした内容の整理
　そして、３番目は、重点や体系を明確にした内容の整
理を考えることです。
　現在、小学校は低学年１５項目・中学年１８項目・高学
年２２項目と学年段階に分けて示して、中学校では２３項
目示しています。高等学校段階には、この内容が示され
ていないことが１つのネックになっています。
　各内容項目のキーワードを４つの学校・学年段階ごと
に並べてみると、学年、学校を追って一定度系統性が考
慮されていることが分かります。特に中学校では、各項
目がかなり詳しく表現されています。しかし、私たち大
人でも理解できない言葉や、理想的な難しい表現がわり
とあります。小学校段階とのつながりが必ずしもうまく
整理されていないところもあります。生徒に配られてい
る「心のノート」のように、もっと簡単に分かりやすい
イメージで書いたほうがよいのではないかという声もあ
ります。もちろん、学習指導要領上で平易に表すのは難
しいことですが、これからは学習指導要領も家庭に配布
すべきだという意見も聞かれるほどです。配ることがで
きる学習指導要領にするためには、家庭でもわかる書き
方が必要です。
　実際には難しいものの、例えば、指導のポイントとな
る言葉、「恥」の心、「おたがいさま」の心を育てること
などが平易に押さえられていれば、家庭の受け止めも大
きく変わっていくことが考えられます。
　なお、高等学校は内容項目が置かれていないので、中
学校段階の内容項目を考えるときの手がかりとしながら
学校として重点内容を押さえていくことになりそうです。
④　道徳教育の推進体制の充実
　そして、道徳教育の推進体制の充実についてが挙げら
れます。
　これについては詳しいお話を省略しますが、道徳教育
主担当（いわゆる道徳主任）の役割を中心とした体制の
工夫、道徳教育の全体計画の一層の具体化をして使える
ものにしていくこと、道徳授業の公開を促進すること、
体験活動や実践活動の一層の充実を図ることなどが示さ
れています。
　
■改正教育基本法を基盤にした今後の改訂の流れ
　このあと、改訂に向けて考えておきたいことはどんな
ことがあるでしょうか。
　何よりも押さえなくてはならないのは、昨年１２月に告
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示され施行されたばかりの改正教育基本法の趣旨を踏ま
えることです。それを踏まえて、学校教育法などが改正
されることになります。具体的には、公立学校にも副校
長や主幹の職を置くなどして、教員の系列的な体制をよ
り明確にすることなどがありますが、学校教育の目標も
検討されていくことになるはずです。そして、政府が置
いている教育再生会議がどのような提案を出してくるか
について、しっかりと注目していく必要があります。
　ここで示されてくるような内容を踏まえ受け止めて、
学習指導要領の改正が進められることになるでしょう。
特に、心を育てる道徳教育については、教育基本法の内
容をご覧いただくとより鮮明にわかってきますが、そこ
に示す「教育の目標」のほとんどが道徳の内容に重ねて
とらえられることが分かります。インターネットの文部
科学省ホームページなどから出すことができる「改正前
後の教育基本法の比較（参考資料）」などを見ると、まず、
「教育の目的」が人格の完成や人間の形成で一貫して示
していることが分かりますが、その後に続く「教育の目
標」の特に第二条から順に読んでいきますと、道徳の視
点のⅠからⅣのそれぞれに対応していることを見て取る
ことができます。
　教育再生会議では、子どもたちの高い規範意識をはぐ
くむための方向について提言しています。また、学校に
おける道徳の時間について、「十分な指導時間を確保し、
体験的活動や心に響く教材を取り入れる」「地域や企業の
有識者を招いた授業を実施するなど、道徳教育を形骸
（けいがい）化させない」と書いています。こんなにはっ
きりと示しているのは道徳の時間だけです。それぞれの
立場で受け止めて、また、中央教育審議会が示していく
方向をご理解いただいて、今後の道徳教育のあり方をご
一緒に考えていっていただけたらと思っています。
　学習指導要領は、小学校と中学校については、平成１９
年度中に改訂し、告示することが見込まれています。高
等学校がその後に続くことになります。
　平成２１年度から移行措置となり、平成２３年度から小
学校より順次全面実施をしていくと見込まれています。
道徳教育や道徳の時間については、今までの場合は、移
行措置の段階から全面的に新しい学習指導要領で進める
段取りとしてきていますので、ぜひ、また新しい情報に
関心をもっていただけたらうれしく思います。
　
■特質が生き、力のある道徳の時間へと常に確かな授
業づくりを
　ここで、道徳教育の中心となる道徳の時間の在り方に
ついて考えてみたいと思います。
　道徳の時間でぜひ様々な方法にチャレンジしてみてく

ださい。道徳の時間を「形骸化させない」「形式化させな
い」ためにどうするとよいのか。特に中学校段階では指
導に難しさを感じる先生も多くなるようですが、今こそ
授業改善のチャンスです。
　最大の問題は、最初から最後まで気持ちばかり問い続
けるような授業をしてしまいがちなことです。次々と気
持ちを問うている授業は、生徒を逃さないように教師だ
けが一生懸命になっているような授業です。生徒の方は、
少し傍観して、先生の発問に反応するだけです。どうし
ても受け身になります。教師だけが大変な思いをしてい
る。
　例えば、「主人公の気持ちはどうですか」と問う。生徒
は「主人公の気持ちはこうだったと思います」と言う。し
ばらくしてから、また、「この場面での気持ちどうです
か」と問う。それを繰り返すと、最後には「気持ち悪い
です」ということになりかねません。
　道徳の時間では、主人公の気持ちを問うことは、多く
の授業で進められます。想像し、共感を深めることで、
道徳的な問題をより深く考えることができます。相手の
立場に立って、先ほどの「恥」という言葉のように心を
聴く。それは、教師も同じで、教師の子どもに対する「共
感的理解」と、子どもの学習への「共感的追求」の両方
が大きな柱になって多くの道徳の時間は展開します。そ
こから多様で力のある授業づくりを進めるようにします。
　そのためには、まず、道徳の時間らしさを失わないた
めに、その時間の特質をしっかりと押さえることが必要
です。
　道徳の時間には大きく分けて３つの特質があります。
　１つ目は、「生徒一人ひとりが自分を見つめる時間」だ
ということです。自分自身について見つめることができ
るような指導の工夫が重要になります。
　２つ目は、「価値を発達段階に即して道徳的価値を内
面的に自覚」できるようにすることです。ここでの「価
値」とは、いわば生きることのよさ、生き方へのあこが
れです。「このように生きたい」「こうすることが大切だ」
ということについて内面的な自覚が図られるようにしま
す。
　そして３つ目は、「主体的に道徳的実践力を身に付け
ていく時間」とすることです。そこでは、子どもが主体
的な意識をもって学べるように工夫していくことが重要
です。
　これらをふまえることで、道徳の時間に心棒が作られ
ます。芯が通っていることで、特質が大事にされます。
その上で多様なことを試みることで、道徳の時間はしな
やかなものになります。芯がなければ、ただ柔らかいだ
けの粘土のようなものです。芯が通っていればこそ、竹
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のように弾力性のあるものになります。竹には節もあり
ます。これが求められる道徳の時間のイメージだと思っ
てください。それでこそ、子どもの心を揺さぶり、子ど
もの中に生き方へのあこがれを生み出すことのできる授
業となります。
　では、そのようなしなやかな力のある、しかも子ども
視点に立った授業づくりをするためにどうするとよいの
か。ここでは7点に整理してお話ししたいと思います。
①　中心テーマから授業を構想する
　まず、中心テーマを教師と子どもの両方の視点から考
えて授業を構想することです。
　私たちは道徳の時間の資料分析をするときに、教師の
視点で資料を検討しますが、一方では、子どもが資料で
何を考えたいと想像するかについても考えることが大切
です。もしも教師の教えたいことと、子どもが考えたい
テーマとがずれているとき、子どもは教師に引きずられ
るだけの授業となって、主体的な学習への意識は弱いも
のとなります。
　例えば、中学校でよく使われる資料に「ネパールの
ビール」があります。昭和６０年、ＮＨＫの仕事で取材に
行った吉田さんが、山奥で仕事を終えたとき、ビールが
ほしいと感じる。それを耳にしたチェトリ君が「ぼくが
買ってきてあげるよ」と言う。そこで人数分を頼むと、
山を越えて隣のドラガ村で買ってきてくれた。
　翌日は、「今日はビールをいらないの？」と聞いてきた
ので、今度は昨日の倍ほどの１０本を頼んだ。しかし、い
つまでも帰ってこない。翌日の休日には、大騒ぎになる。
月曜日には一層大騒ぎになる。たくさんのお金を預けた
ので、「持ち逃げしたんだよ」という人もいる。吉田さん
が悩み抜いているところに、ぼろぼろになったチェトリ
君が戻ってきた。割れたビール瓶をかかえて…。
　実は、隣の村に必要な本数を売っていなかったので、
山また山を越えることになってしまって、帰り道、ビー
ルを落として割ってしまったのだという。吉田さんは
「これほど後悔したことはない」とその手記を結ぶ。そ
んな資料です。
　この資料で、教師は間違いなく吉田さんにスポットを
当てたいと思うのですが、感想を書いてもらうと、子ど
もたちはかなりチェトリ君の方が気になっていることが
わかります。この例のように、教師の考えさせたいこと
と子どもが考えたいことがはっきりとズレている場合、
子どもの視点からの学習にはなりにくいことをわきまえ
なくてはいけません。
　それらの両者を重ねる努力が大切です。また、重なり
やすい資料はよい資料だと言えます。
②　問題意識が動かす学習とする

　次は、子どもの問題意識が動かす学習とすることです。
問題意識がなければ、学習を動かす子ども自身のエネル
ギーがなく、教師が授業を引っ張るだけとなるからです。
　例えば、手塚治虫の「鉄腕アトム」の絵を見せて、ど
んなことを知っているか問う。すると「二本の髪の毛の
角は重ならないんだよ」という子どもがいる。なぜだろ
う、と疑問をもったりする。このような問題意識であっ
てもよいのです。そうすると、資料が自分の考えたいも
のになってきます。資料では、治虫の子ども時代、いじ
められっ子だったときや、医者になるか漫画家になるか
迷うときなどについて考えます。それを通して、治虫が
鉄腕アトムの髪の毛は、治虫自身がいじめられていた頃、
髪の毛が立って「ガシャボーイ」と言われていたときの
形であって、その二本が重ならないのは、「日本のディズ
ニーになりたい」と夢見ていたディズニーのミッキーマ
ウスの耳が重ならないのと同じなのだとわかる。すると、
子ども一人ひとりが自分なりの納得をすることができる
のです。
　このように、問題意識は子どもが学習を自分のものと
して進める力となります。
③　共感的追求を一つの基盤にする
　次は、共感的追求を一つの基盤とすることです。
　ただし、気をつけなくてはいけないのは、共感させな
がらも、気持ちを問うだけで終わるようにはしないこと
です。共感させたその先に何を問うたり何を深めたりす
るかが重要です。それが葛藤であったり、感動であった
り、気づきであったりします。時には批判的な見方が生
まれるかもしれません。その場合はそれをしっかりと受
け止めて一層深めます。
　例えば、日本にタイから留学に見えたある学生は、タ
イで日本人向けのエビを父親が養殖していた。しかし、
大きなエビを食べようとすると、「それは日本人のエビ
だ」と言って食べさせてくれない。ちっぽけなエビを手
にして考え込んでしまった。しかし、日本に来て、歓迎
パーティに出たとき、たくさんのエビフライが出された
のに、ほとんど手をつけられず、残されていた。捨てら
れてしまうエビを見ていると、目に涙が止まらなくなる。
そんな話です。
　子どもは感動します。中には自分たち日本人への批判
的な考えを言う子どももいます。主人公の気持ちを追っ
て終わるだけとは全く違う価値の深まりのある授業とな
ります。
④　教師が共感的理解の構えに立つ
　さらに考えたいのは、教師が共感的理解の構えに立つ
ことです。子どもの発言をほめるとき、「いい考えだね」
とほめると、ほかの子どもがその考えに引きずられたり
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意識したりして発言するようになり、多様な考えが出な
くなります。「いい考えだね」ではなく「よく考えたね」と
ほめるのです。そうすると一層意欲的に発言します。さ
らに、子どもの多様な考えを認め、受け止めるようにす
ることが重要です。それが共感的理解の姿勢です。
⑤　多様な価値観を前面に出して切磋琢磨させる
　さらに、多様な価値観を前面に出すことが重要です。
道徳の時間は、同じことに気づかせるというよりも、一
人ひとりのこだわりのある違った考え方を生み出し、そ
れぞれの真剣な生き方を応援する時間です。同じ考えに
みんなを追い込むのではなく、逆に違いを生かして、豊
かな切磋琢磨をさせることを大切にしたいものです。
⑥　多様な創意工夫にチャレンジして指導を拓く
　６つめに考えたいのは、道徳の時間のタブーと言われ
るようなものを減らしていくことです。道徳の時間は以
前から「こうしてはいけない」「こうしなければならない」
という点が多く、それがマイナスの意味での形式化につ
ながっているという指摘もあります。
　授業の創意工夫はチャレンジです。ぜひ、多様に拓い
ていくことを大事にしてみてください。例えば、資料を
拓いて多様なものを生かすこと、指導方法を拓いて通常
の話し合いから方法的に広げること、人間を拓いてゲス
トを招いたりティームで教えたりすることなどが考えら
れます。時間を拓くとなれば、２時間や複数時間での授
業が考えられます。学習空間を拓いて多様な形態や場所
を生かすことも考えられそうです、
　私たち教師が楽しむ思いでやらなければ、子どもが楽
しく感じるはずはありません。
⑦　一部の授業で関連的指導を工夫していく
　さらに、関連的指導の工夫が考えられます。道徳の時
間は、その特質を生かすとき、独立しています。しかし、
それは生活に生き、人生に生きていくものですから、孤
立していてはいけないのです。その意味からも、他教科
等との関連を図った指導などを一部の授業で工夫してい
くことが求められます。
　例えば、総合的な学習の時間などで福祉体験や交流体
験をしたとき、それと同じ時期にマザーテレサや宮沢賢
治などを題材とした資料を生かして授業をすると、子ど
もの中で相互に響きあいます。そうすることで、相乗効
果を生み出すことができます。
　このように、道徳の時間そのものに、子どもの心を動
かす力があって、多様な授業が展開される弾力がありま
す。これからもぜひ、質的な授業改善に取り組むことを
大切にされてみてください。
　
■共に生きる楽しさを大人から伝えていくために

　だいぶ情報が多くなってしまって、理解しにくいとこ
ろがあったかもしれません。今日は皆さんのこのような
研究へのプラス志向の取組に私も心強さを感じて、思わ
ず様々なことを矢継ぎ早にお話ししてしまいました。み
なさんの研究資料にたくさんのことを教えていただき、
感謝しております。
　私たちはこれからも、道徳教育の力で、生徒一人ひと
りに「共に生きる楽しさ」を伝えていくことができれば
と思います。生徒の声にじっくりと耳を傾けること、そ
して大人から元気な姿を見せること、そうすることで、
子どもの中に豊かさと活力を熟成させていきたいもので
す。
　今日は貴重な機会をいただき、本当にありがとうござ
いました。

※録音したものを本人に再読していただき、修正したも
のです。
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Ⅰ．運営

　研究所　　所長　柴山　正　　　　顧問　河村瑞江　　　　主任　渋谷　寿　　　　講師　越原もゆる
　　　　　　職員　浅沼絵里子

　運営委員会
　　委員会構成員　　　委員長　　遠山佳治
　　　　　　　　　　　委　員　　木原貴子・酒井映子・白井靖敏・谷口富士夫

　①第１回運営委員会
　　日　時：平成１９年５月１１日（金）１３：３０～１４：４０
　　出席者：委員長　遠山佳治
　　　　　　委　員　木原貴子・酒井映子・白井靖敏・谷口富士夫
　　　　　　研究所　柴山　正・河村瑞江・渋谷　寿・浅沼絵里子
　　議　題：１．運営委員長選出
　　　　　　２．事業計画（案）
　　　　　　３．予算（案）
　　資　料：・事業計画（案）
　　　　　　・予算（案）
　　　　　　・年間行事表

　②第２回運営委員会
　　日　時：平成１９年７月６日（金）１３：００～１４：００
　　出席者：委員長　遠山佳治
　　　　　　委　員　木原貴子・酒井映子・白井靖敏・谷口富士夫
　　　　　　研究所　柴山　正・渋谷　寿・浅沼絵里子
　　議　題：１．≪総合科学研究所だより≫５号発行
　　　　　　２．『総合科学研究』第２号発行
　　　　　　３．「講演会」開催
　　　　　　４．「開かれた地域貢献事業」採択
　　　　　　５．各研究会の概要
　　　　　　６．「中学校教育研究会」開催
　　　　　　７．定期購読誌
　　　　　　８．『総合科学研究』創刊号学外送付
　　資　料：・≪総合科学研究所だより≫５号掲載・スケジュール（案）
　　　　　　・平成１９年度機関研究・プロジェクト研究計画
　　　　　　・中学校教育研究会記録
　　　　　　・総合科学研究所定期購読誌一覧
　　　　　　・『総合科学研究』創刊号送付先リスト
　　　　　　・関西国際大学パンフレット
　　　　　　・「開かれた地域貢献事業」（案）

　③第３回運営委員会
　　日　時：平成１９年１０月５日（金）１３：３０～１４：５０
　　出席者：委員長　遠山佳治
　　　　　　委　員　木原貴子・酒井映子・白井靖敏・谷口富士夫
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－１２８－

　　　　　　研究所　柴山　正・河村瑞江・渋谷　寿・浅沼絵里子
　　　　　　その他　川田博美（平成１９年度「開かれた地域貢献事業」代表者）
　　議　題：１．平成１９年度「開かれた地域貢献事業」
　　　　　　２．『総合科学研究』第２号発行
　　　　　　３．平成２０年度プロジェクト研究募集
　　　　　　４．平成２０年度「開かれた地域貢献事業」
　　　　　　５．予算内訳変更報告
　　　　　　６．講演会報告
　　資　料：・「開かれた地域貢献事業」活動計画
　　　　　　・『総合科学研究』第２号発行について
　　　　　　・『総合科学研究』執筆要項
　　　　　　・プロジェクト研究募集・申請書類
　　　　　　・平成１９年度予算計画（内訳変更後）
　　　　　　・講演会（９月１９日）報告

　④第４回運営委員会
　　日　時：平成１９年１２月７日（金）１５：１０～１６：１０
　　出席者：委員長　遠山佳治
　　　　　　委　員　木原貴子・酒井映子・白井靖敏・谷口富士夫
　　　　　　研究所　柴山　正・河村瑞江・渋谷　寿・浅沼絵里子
　　議　題：１．平成２０年度プロジェクト研究採択
　　　　　　２．平成２０年度予算計画
　　　　　　３．『総合科学研究』第２号発行
　　　　　　４．≪総合科学研究所だより≫６号発行
　　　　　　５．研究会実施報告
　　　　　　６．講演会案内
　　資　料：・プロジェクト研究申請書類
　　　　　　・平成２０年度予算計画（案）
　　　　　　・『総合科学研究』第２号発行について
　　　　　　・≪総合科学研究所だより≫６号発行について
　　　　　　・研究会記録
　　　　　　・高等学校講演会実施について

　⑤第５回運営委員会
　　日　時：平成２０年３月１３日（木）１３：５０～１４：５０
　　出席者：委員長　遠山佳治
　　　　　　委　員　木原貴子・白井靖敏・谷口富士夫
　　　　　　研究所　柴山　正・河村瑞江・渋谷　寿・浅沼絵里子
　　議　題：１．平成１９年度事業報告について
　　　　　　２．平成１９年度決算報告について
　　資　料：・平成１９年度事業報告（案）
　　　　　　・平成１９年度決算報告（案）
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総合科学研究　第２号

－１２９－

Ⅱ．研究助成
　
　１．機関研究
　（１）幼児の才能開発に関する研究
　　研究テーマ　　「豊かな感性や表現力を育むための実践」
　　研究要旨　　　別記（Ｐ．１０３～１０５）
　　
　　幼児保育研究会グループ
　　＜幼稚園教員＞吉村智恵子　　森岡とき子　　伊藤　規子　　井上　智賀　　川口　真希
　　　　　　　　　白木　律子　　関戸紀久子　　森部　洋子　　横山　紫織　　渡邊　和代
　　＜大学教員＞　荒井　康夫　　荒川志津代　　伊藤　充子　　岩田　浩子　　宇野　民幸
　　　　　　　　　大橋　保明　　川上　輝昭　　川田　博美　　河村　瑞江　　木原　貴子
　　　　　　　　　越原もゆる　　小町谷寿子　　澤田　　稔　　鈴木　方子　　柴山　　正
　　　　　　　　　渋谷　　寿　　遠山　佳治　　服部　幹雄　　林　　和利　　平井孔仁子
　　　　　　　　　村上　哲生
　　　　　　　　　　　　　　　
　　活動内容
　　　１．園内研究保育
　　　　　１１月５日（月）４歳児「リズム遊び・お話し遊び」　　　　　　川口真希・関戸紀久子
　　　　　１１月６日（火）４歳児「作って遊べるおもちゃ（けん玉）作り」川口真希・関戸紀久子
　　　　　　　　　　　　５歳児「リサイクル品を使ったおもちゃ作り」　森部洋子・渡邊和代
　　　　　１１月８日（木）４歳児「絵の具遊び（ころがし絵）」　　　　　　川口真希・関戸紀久子
　　　　　　　　　　　　５歳児「ゲームやさんごっこ」　　　　　　　　森部洋子・渡邊和代
　　　　　１１月９日（金）３歳児「リズムあそび・運動あそび」　　　　　伊藤規子・井上智賀・白木律子

　　　２．第１４回研究会　１１月２１日（水）　「幼児の感性と表現」
　　　　　　　参加者：幼稚園教諭９名・大橋保明・澤田　稔・鈴木方子・渋谷　寿・浅沼絵里子

　（２）中学生の学力向上に関する研究
　　研究テーマ　　「本校が求める『よい授業』の本質を目指して」
　　研究要旨　　　別記（Ｐ．１０６～１０８）
　　
　　中学生学力向上研究グループ
　　＜中学校教員＞鈴木　文悟（校長）　　　　　堀出　　稔（教頭）
　　　　　　　　　森　　泰一　　鬼頭　和代　　福田　　誠　　奥村　彰敏　　中野　容子
　　　　　　　　　岡田有希子　　毛受　敏博　　澤村信次郎　　高山　嬉加　　平川　理基
　　　　　　　　　野中　知里　　荒井あゆみ　　近藤　裕次　　細井　孝徳　　村瀬　慎一
　　　　　　　　　サルバション有紀
　　＜大学教員＞　伊藤　太郎　　伊藤　　勉　　宇野　民幸　　大橋　保明　　川田　博美
　　　　　　　　　河村　瑞江　　木原　貴子　　越原もゆる　　小林田鶴子　　小町谷寿子
　　　　　　　　　酒井　映子　　澤田　　稔　　柴山　　正　　渋谷　　寿　　白井　靖敏　　
　　　　　　　　　杉村　　藍　　竹内　若子　　竹尾　利夫　　谷口富士夫　　辻　　和良
　　　　　　　　　遠山　佳治　　羽澄　直子　　八田　耕吉　　服部　幹雄　　林　　和利
　　　　　　　　　平松　道夫　　宮原　　悟　　村上　哲生　　山口　厚子　　吉村智恵子
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　　活動内容
　　　１．第２５回研究発表会　２月１９日（火）
　　　　　　　参加者：中学校高等学校教諭５０名
　
　　　　　１）研究授業　　　道徳「系統性を見すえた道徳の『よい授業』を考える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～生徒の『性』に関する意識に着目して～」
　　　　　　　　　　　　　　　　中等部２年Ｂ組　　サルバション　有紀　教諭
　　　　　２）研究発表　　　
　　　　　　　　　　　　　①今年度の研究について　　　　　　福田　誠　教諭
　　　　　　　　　　　　　②系統性を見すえた道徳の「よい授業」を考える
　　　　　　　　　　　　　　　～生徒の「性」に関する意識に着目して～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サルバション　有紀　教諭
　
　　　２．研究会
　　　　　第１３３回　５月１２日（土）　「平成１９年度　研究計画について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「大学における初年次教育研究からの提言（遠山教授報告）」
　　　　　　　参加者：中学校高等学校教諭１９名・宇野民幸・木原貴子・小林田鶴子・
　　　　　　　　　　　谷口富士夫・遠山佳治・河村瑞江・渋谷　寿・浅沼絵里子
　　　　
　　　　　第１３４回　６月２８日（木）
　　　　　　　参加者：中学校高等学校教諭２０名・越原一郎・遠山佳治・柴山　正・河村瑞江・
　　　　　　　　　　　渋谷　寿・浅沼絵里子
　　　　　１）公開授業　　道徳「集団生活の向上」
　　　　　　　　　　　　　　　中等部１年Ｃ組　　岡田有希子　教諭
　　　　　２）研究会
　　　　　　　テーマ「道徳の授業における『良い授業』の本質を目指して」
　　　　
　　　　　第１３５回　１１月２日（金）
　　　　　　　参加者：中学校高等学校教諭１８名・越原一郎・酒井映子・白井靖敏・谷口富士夫・
　　　　　　　　　　　辻　和良・遠山佳治・服部幹雄・山口厚子・林千枝子・柴山　正・渋谷　寿・
　　　　　　　　　　　浅沼絵里子
　　　　　１）公開授業　　道徳「生命の尊厳」
　　　　　　　　　　　　　　　中等部１年Ｂ組　　中野容子　教諭
　　　　　２）研究会
　　　　　　　テーマ「思考を深める授業づくり～生き物への愛情をとおして～」
　
　　　　　第１３６回　１１月３０日（金）
　　　　　　　参加者：中学校高等学校教諭１５名・白井靖敏・谷口富士夫・遠山佳治・河村瑞江・
　　　　　　　　　　　渋谷　寿・浅沼絵里子
　　　　　１）公開授業　　道徳　理想の実現「将来の自分について考えよう」
　　　　　　　　　　　　　　　中等部３年Ｂ組　　平川理基　教諭
　　　　　２）研究会
　　　　　　　テーマ「生徒が自然に授業へと集中していける導入のくふう」

　　　３．夏期研究合宿　８月６日～８日
　　　　　三重県（菰野町）にて研究合宿　　　１５名（中等部教諭）
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総合科学研究　第２号

－１３１－

　（３）高校生の学力向上に関する研究
　　研究要旨　　　別記（Ｐ．１０９～１１２）
　　高校生学力向上研究グループ
　　＜高等学校教員＞鈴木　文悟（校長）　　　　水谷　禎憲（教頭）
　　　　　　　　　　恵土　孝一　　江本　幸司　　松倉　信幸　　長谷川　優　　坂井　健悟
　　　　　　　　　　加太　良枝　　安藤　友一　　
　　＜大学教員＞　　伊藤　太郎　　伊藤　　勉　　宇野　民幸　　大橋　保明　　川田　博美
　　　　　　　　　　河村　瑞江　　木原　貴子　　越原もゆる　　小林田鶴子　　小町谷寿子
　　　　　　　　　　酒井　映子　　澤田　　稔　　柴山　　正　　渋谷　　寿　　白井　靖敏　　
　　　　　　　　　　杉村　　藍　　竹内　若子　　竹尾　利夫　　谷口富士夫　　辻　　和良
　　　　　　　　　　遠山　佳治　　羽澄　直子　　八田　耕吉　　服部　幹雄　　林　　和利
　　　　　　　　　　平松　道夫　　宮原　　悟　　村上　哲生　　山口　厚子　　吉村智恵子

　　活動内容
　　　１．研究会
　　　　　第１回　１１月２９日（木）
　　　　　　　参加者：中学校高等学校教諭３０名・宇野民幸・酒井映子・柴山　正・河村瑞江・
　　　　　　　　　　　渋谷　寿・浅沼絵里子
　　　　　１）公開授業　　数学「数学ⅠＡ演習」
　　　　　　　　　　　　　　　高等学校２年４組　　安藤　友一　教諭
　　　　　２）研究会
　　　　　　　テーマ「受験力を養う『演習授業』のあり方について」

　　　　　第２回　２月２６日（火）
参加者：中学校高等学校教諭３４名・越原一郎・石川和代・木原貴子・小林田鶴子・白井靖敏・

遠山佳治・羽澄直子・服部幹雄・Ｄ． Ｊａｒｒｅｌｌ・柴山　正・浅沼絵里子
　　　　　１）公開授業　　英語「英語Ⅰ　Ｌｅｓｓｏｎ６ Ｗａｔｅｒ Ｓｈｏｒｔａｇｅｓ Ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ」
　　　　　２）研究会
　　　　　　　テーマ「表現力（作文力）をつける授業を目指して」
　
　　　２．講演会
　　　　　講　師：長井　清　氏　　（学校法人河合塾中部地区営業部）
　　　　　内　容：「成績向上校の実例研究」
　　　　　日　時：平成１９年１２月１５日（土）９：３０～１１：００
　　　　　場　所：名古屋女子大学中学校高等学校
　　　　　参加者：３６名（中学校・高等学校教員３０名、大学・短期大学部教職員６名）
　
　（４）大学における効果的な授業法の研究４
　　　　－初年次教育についての授業法の開発－

　本学における初年次教育科目が有効に機能するための課題を探り、将来的に大学全体の教育改善を
推進していく際の確固たる土台を提供することを課題としている。平成１８年度からの２年計画研究
の継続であるが、より実践的な本学使用テキストの作成を目指し、期間を１年延長し、引き続き平成
２０年度まで研究に取り組むこととした。今年度は年度始めに本学新入生を対象に実施したアンケー
ト調査結果の中間報告を９月１９日実施の講演会に合わせて行い、また、後期にも再度アンケート調査
を行うなど、本学の実態について分析を進めた。

　　　　詳細は本誌Ｐ．８５～９０
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－１３２－

　（５）創立者越原春子および女子教育に関する研究（平成１９年度～２０年度）
　平成１７年度から平成１８年度までの２年間で第Ⅰ期が終了し、今年度より２年計画で第Ⅱ期を開始
した。第Ⅰ期テーマを発展させた研究、あるいは新たなテーマに取り組み、単独または共同研究で各
テーマに基づいた個々の研究を報告するという形で進めた。

　　　　詳細は本誌Ｐ．９１～９７

　２．プロジェクト研究
　　　ＩＣＴを利用した国際交流プログラムの企画・実践とＬＭＳを通した基礎的支援
　　　－質の高い家庭科教員養成のためのプログラム開発の試み（その２）－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白井　靖敏・山口　厚子
　　　　詳細は本誌Ｐ．９９～１０２

Ⅲ．公開事業

　開かれた地域貢献事業
　総合科学研究所では、平成１８年度より『開かれた地域貢献事業』を企画し実施している。平成１９年度は、
名古屋女子大学短期大学部生活学科生活情報専攻「春待ち小町」プロジェクトが企画・運営、総合科学研究
所が協賛し、名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部・名古屋女子大学同窓会（春光会）等の協力のも
と、地域交流事業を行った。地域との文化交流・地域への大学開放の実現を目的とし、本学の汐路学舎にお
いて、イルミネーション・展示等を実施した。
　　
　　期　間：平成２０年２月６日（水）～１１日（月）
　　時　間：１８：００～２０：００
　　内　容：イルミネーション、学生の作品展示、地域の方の作品展示
　詳細は本誌Ｐ．１１３～１１４

Ⅳ．講演会

　１．講演会
　　　講　師：岩井　洋　氏　　（関西国際大学初年次教育研究開発センター長）
　　　内　容：１．アンケート調査中間報告
　　　　　　　　　　大学における効果的な授業法の研究４－初年次教育についての授業法の開発－
　　　　　　　２．講演
　　　　　　　　　　「初年次教育がなぜ必要なのか？－初年次教育の現状と課題－」
　　　日　時：平成１９年９月１９日（水）１３：００～１５：００
　　　場　所：汐路学舎　南４号館２０４教室
　　　参加者：名古屋女子大学・短期大学部教職員４８名

　関西国際大学では初年次教育研究開発センターを設置し、初年次教育の実践的な研究が進められ、全
国的に注目されている。１年生前期には、「キャリアプランニング」・「人間学概論」・「コンピュータリテ
ラシー演習」などの授業が開講され、４年間の大学生活の基礎となる知識やスキルを身につける工夫が
なされている。それらの実践・研究成果をふまえ、なぜ今、初年次教育が必要とされているのか、その
課題は何なのかについて、考えるきっかけを提供していただいた。
　また、講演に先立ち、「大学における効果的な授業法の研究４－初年次教育についての授業法の開発
－」研究グループより、本学新入生（平成１９年度入学）アンケート集計結果に関して、分析の中間報告
が行われた。
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〈講演会資料〉
　「初年次教育がなぜ必要なのか？～初年次教育の現状と課題～」
　　岩井　洋　氏（関西国際大学　初年次教育研究開発センター）
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－１３８－

　２．教育講演会
　　　講　師：七條　正典　氏
　　　　　　　香川大学教育学部教育実践総合センター
　　　　　　　前文部科学省初等中等教育局教育課程課　教科調査官
　　　演　題：「これからの道徳教育のあり方」
　　　日　時：平成２０年２月１９日（火）１５：００～１６：３０
　　　場　所：名古屋女子大学中学校高等学校
　　　参加者：５９名（中学校高等学校教員５０名、名古屋女子大学・短期大学部教職員９名）
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名古屋女子大学　総合科学研究所規程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１３年４月１日制定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年４月１日最終改正
第１条（趣旨）
　名古屋女子大学学則第５６条に基づき、名古屋女子大学総合科学研究所（以下、「研究所」という。）に関
する規程を定める。
第２条（所在地）
　　研究所は、名古屋女子大学内に事務所を置く。　
第３条（目的）
　研究所は、名古屋女子大学の建学の精神に基づき、自然・家政及び文化・教育に関する理論並びに実際
を研究すると共に、その専門分野の枠にとらわれず広く共同研究、調査を推進し、文化の創造と学術の進
歩、併せて地域文化の進歩向上に貢献することを目的とする。
第４条（事業）
　　研究所は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（１）本学創立者及び女子教育に関する研究
（２）自然・家政及び文化・教育に関する研究並びに調査　　
（３）広く専門分野の枠を越えた総合的な共同研究
（４）研究成果、調査資料の普及発表及び研究報告書などの刊行
（５）研究会、報告会、講演会の開催
（６）研究資料の収集・整理及び保管
（７）国内、国外の研究機関との連絡並びに情報交換
（８）その他、目的達成に必要な事業　
第５条（所員）
　１　研究所は、次の者をもって構成する。
（１）所長
（２）主任
（３）所員　
（４）事務職員
（５）研究員
　２　所長、主任及び専任の職員は理事長が任命し、その他の兼務者は所長が委嘱する。
　３　第１項第３号に規定する所員は次の各号により構成する。
（１）名古屋女子大学、名古屋女子大学短期大学部及び付属幼稚園の専任教員
（２）その他、第３条の目的に賛同する者で、研究所長が認めた者
第５条の２（顧問）
　１　研究所は、必要に応じて顧問を置くことができる。
　２　顧問は理事長が委嘱する。
第６条（任務）
１　所長は、研究所を代表し、庶務を掌理する。その任期は２年とし、再任を妨げない。
２　顧問は、原則として運営委員会、機関研究会議等に出席することとし、所長に助言するなど研究所の
運営に助力する。
３　主任は、所長の職務を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。
４　事務職員は、所長の命を受け事務を担当する。
第７条（監事）
　１　研究所に監事２名を置き、理事長が委嘱する。
　２　監事は次の職務を行う。
（１）財産の状況並びに職員の業務執行の状況を監査する。
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（２）財産の状況または業務について不整の事実を発見した場合は、これを学長または運営委員会に報告
する。

第８条（運営委員会）
１　研究所の運営を円滑に行うため、研究所運営委員会（以下、「委員会」という。）を置く。
２　委員会は、所長の諮問に応じ研究所の運営に関する重要事項を審議する。
３　委員会は次の委員をもって組織する。　委員は、所長が名古屋女子大学及び名古屋女子大学短期大学
部専任教員の中から５名を推薦し、学長が指名する。
４　委員の任期は１年とし、再任を妨げない。
５　委員会には、委員長を置き、委員の互選により選出する。
６　委員会は委員長が招集し、その議長となる。
７　委員会は委員の過半数の出席によって成立し、議事は過半数の賛成によって成立する。
８　所長は前項の規程にかかわらず、必要のある場合は構成員以外の者を出席させ発言させることができ
る。

第９条（研究員）
１　研究所に研究員を置くことができる。研究員は次の資格を有する者の中から選考のうえ所長がこれを
許可する。
（１）大学（短期大学部も含む）を卒業した者またはこれに準ずる資格のある者。
（２）その他所長が特に認めた者
２　研究員を希望する者は、次の各号の所定の書類等を提出するものとする。
（１）本研究所所定の申込書
（２）履歴書
（３）最終学校卒業証明書
３　研究員として許可された者は、所定の登録料を納めなくてはならない。
４　登録料については別表に定める。
第１０条（会計）
　１　研究所の経費は、校費、助成金、寄付金その他をもってこれにあてる。
　２　会計に関する事項は別に定める。
第１１条（顧問料）
　　第５条の２に規定する顧問に、別に定める顧問料を支給する。
第１２条（規程）
　　この規程の改廃は、常務理事会の議を経て理事長が定める。

附　則　
　この規程は、平成１３年４月１日から施行する。
附　則　
　この規程は、平成１３年７月１３日から施行する。
附　則　
　この規程は、平成１５年４月１日から施行する。
附　則　
　この規程は、平成１７年１０月１日から施行する。
附　則　
　この規程は、平成１９年３月５日から施行する。
附　則
１．この規程は、平成１９年４月１日から施行する。
２．心理教育相談室内規は、この規程施行の日から、これを廃止する。
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別表
　（総合科学研究所研究員の登録料）

納付期限金　額

指定する日６０，０００円登録料　半期
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編集後記

　総合科学研究第２号がここに発行できましたことは、機関研究やプロジェクト研究を遂行し論文を執筆さ

れた先生方の熱意とご尽力によるものであり、これらの研究活動を支援してくださいました関係各位に深く

感謝いたします。総合科学研究が取り組んでいる研究テーマのひとつとして「授業法」があります。名古屋

女子大学における教育のあり方を真摯に検証し、授業改善に向けたさまざまな実践的提案がまとめられてい

ます。これらの研究成果が研究で終わることなく、この新しい教育モデルを全学一体となって推進し、名古

屋女子大学の特色ある教育方法を確立して教育成果を高めることこそ、専門分野が異なる教員によるプロ

ジェクト研究の真骨頂であるといえます。この冊子が総合科学研究領域の研究を深める契機となれば望外の

喜びです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒井　映子

　　　　　　　　　　　　　編集委員
　　　　　　　　　　　　　　委員長　酒井　映子
　　　　　　　　　　　　　　委　員　河村　瑞江　木原　貴子　柴山　　正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷　　寿　白井　靖敏　谷口富士夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠山　佳治　浅沼絵里子

平成１９年度

名古屋女子大学総合科学研究所『総合科学研究』

第２号

平成２０年３月３１日発行

発行者　名古屋女子大学総合科学研究所

　　　　所　長　　　　　柴　山　　正

　　　　〒４６７－８６１０　名古屋市瑞穂区汐路町３－４０
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